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はじめに

シルクロード上 の東 西 交 易 に立脚 す るオアシス都 市 国家 は,そ こか ら得 られ る利 潤 を確 保 す る

ため に絶 えず 周 辺 勢 力 との接 触 を図 り,彼 らとの 友 好 関係 を維 持 しなけれ ばならない.9世 紀 半

ば よりll世 紀 初 頭 にか けて敦 煌 オアシスー 帯 を支 配 した河 西 帰 義 軍節 度 使 政 権 は,形 式 的 に

は唐 ・五 代 ・宋 の中原 諸 王 朝 の正 朔 を奉 じる藩 鎮 の1つ だが 実 態 は独 立 王 国 であり,や はりそ

の例 外 ではなかった(注1).20世 紀 初 頭 に敦 煌 莫 高 窟より将 来され た敦 煌 文 献 の 中には,周 辺 勢

力,と くに東 に隣…接 す る甘 州 ウイグル王 国 と西 域 南 道 の要 衝 コータン=オ ァシスを占めるコータン

王 国 との 問で 取 り交 わされ た外 交 文 書 や,外 交 使 節 が 本 国 に書 き送った 報告 書 の類(そ の ほと

んどは下書 き)が 多 数残 されており(注2),交 易 路 の確 保 ・平和 共存 のために帰 義 軍節 度 使 が い

か に腐 心 したかを,我 々は垣 間見 ることができるのである。とりわけ帰 義 軍 節 度使 が 重視 したのは,

中原 王 朝 に朝 貢 す る際 に避 けては通 れ ない,東 の甘 州ウイグル王 国 との 関係 で あろう.な ぜ なら

ば,朝 貢 とは中 原王 朝 か らの 莫 大 な下賜 品 を目当てに結 成 され る官 貿易 の 一 形 態 であ り,生 産

力 に乏 しいオアシス都 市 国家 にとっては重 要 な収 入 源 となったか らである.中 原 との往 来 の確 保

は,帰 義 軍節 度 使 政 権 にとり重 大 な問題 で あった.

本稿 で取 り上 げるフランス 国立 図書 館 所 蔵 のP.3197文 書 は,こ の 甘州 ウイグル王 国 に派 遣

された駐 在 大 使 が帰 義 軍節 度使 に書 き送 った私 信 と報 告 書 の草 稿 で ある.後 者 の報 告 書 の草

稿 は,あ る年 の12月 から翌 年2月 までの甘 州 の情 勢 を伝 えるもので,帰 義 軍 節 度使 の対 甘 州ウ

イグル外 交 の 一側 面 を知 る上 で も興 味 深 い 史料 である。一 方 私 信 の ほうは内容 的 にはさほど重

要 で はないが,報 告 書 とほぼ同 じ時期 に作 成 されたものであり,甘 州 に派 遣され た駐 在 大使 の状

況 を知 ることができる.

注1Cf.藤 枝 「節 度使 始 末(三)」p.70;森 安1980,p.315;土 肥1980,PP235-237;「 帰義 軍 史』p.96;森 安2000,pp.88-89.

注2敦 燒文 献 中の漢 文外 交 関係 文 書につ いては,『初 稿1』 「金 山 国時 代 及曹 氏 帰義 軍 時代 上 表並 ビニ外 交 文書 」(pp.36-40)に

主要 な文 書が 挙 げられ ている.ま た漢 文 だけではなく,チ ベ ット語 ・コータン語 ・ソグド語 の外交 関 係 文書 も多 数存 在す る.と くに,敦 煌を含 む河

西各 地 域 において 第一 言語 と併 用されたチ ベット語 や,外 交 使 節 の報 告書 が 多数 残 されて いるコータン語 文 書 は,漢 文文 書 と同等 あるいはそ

れ以 上の 質量 を誇 る.帰 義 軍節 度使 時 代 に公 用 されたチベ ット語外 交 関係 文 書 につ いてはUray1981,武 内2002(PP120-121に そのリスト

がある),ま た コータン語 外 交 関係 文 書につ いては熊 本1985,pp.130-134を 参照 され たい.ま た,そ の 内容 も帰義 軍 政権 に関す るものだけで

はない.た とえば,P.2958文 書 は甘 州 ウイグル可汗 か らコータン王(AltunKhan)に 宛 てた書 簡の 写しで ある.ま た公 文書 ではなく私信 ではあ

るが,Or.8212(89)文 書は龍 家 の首長T舂舐Qusか らキリスト教 徒Georgesに 宛てた書 簡で,甘 州ウイグルと吐谷 渾(A乏a)が テーマ となっ

ている.Cf.Bailey1967,pp.96-97;熊 本1985,p.133;Sims-Williams&Hamilton1990,pp.63-76.
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本 文 書 は 『敦 煌 遺 書 総 目索 引新 編 』p.271に 「文 □等 啓 一 通」,「状 一 通(按:十 八 行,説

"奉 使 甘 州"事
,惜 字迹 不 清)」,ま たパリ目録3,p.151で は"Lettreadresse饌usseu-k'ong

(司空)","Lettreausseu-k'ongconcernantunemission潭an-tcheou(甘 州)"と して

それぞ れ紹 介 されている(注3).ま た,文 書 の写 真 は 『敦煌 宝蔵 』126,pp.559-560お よび 『法

蔵 敦 煌 』22,pp.136-137に 収 められてい るが,細 部 の判 読 は困 難で ある.す で に陸 慶 夫氏 が

報 告書 のほうに注 目して取 り上 げ ているが,そ の 一部 を引用 す るの みで あり,本 文 書 全 体 を扱 っ

た研 究 はいまだ ない(注4).

筆 者 は2003年2月 か ら3月 にか けて,大 阪 大 学21世 紀COEプ ログラム 「インターフェイス

の人 文 学 」 の一 環 として,大 英 図 書 館 及 び フランス国 立 図 書 館 に将 来された敦 煌 文 書 を直 接

調 査 し,本 文 書 を実 見 す る機 会 に恵 まれた,本 稿 で はそ の調 査 結 果 に基 づ い てこの外 交 関 係

文書 の全 文と試訳 を提示 し,合 わせ て本 文 書 の文 書 様 式 や歴 史 的背 景 につい て基礎 的 な考 察

を行 い,今 後 の研 究 に資 す ることにしたい.

1.録 文 ・和 訳 ・語 註

本 文 書 は,パ リ 目 録 で は そ れ ぞ れP.3197v-6,P.3197v-7と い う 番 号 を 与 え られ て い

る が,便 宜.ヒ,本 稿 で はP.3197v-6を(A)文 書,P.3197v-7を(B)文 書 と す る.ま た,

行 間 に 付 さ れ た 書 き込 み は,そ の 挿 入 さ れ る べ き 箇 所 を 「〉」 で 示 した.

1.録 文

(A)

1文 瑞 等 啓.仲 春 漸 喧,伏 惟

2司 空尊 體 起 居 萬福.即 日某 乙等 蒙 恩,不 審 近

2'伏 惟 俯 燭 社 稷 生 霊,下 情 懇 陳.

3日y文 瑞.繕 等 伏鵬 使 不簾 便 獺

3'之 至

4台 庭.伏 増攀惷ゾ謹奉啓起居.不 宣謹啓.

3

4

主

・王

『敦煌 遺 書 総 目索 引』p.282はP.3197表 面 の 「捉季 布 伝 文」 のみ紹介 し,裏 面 につ いては言 及していない.

Cf.陸1997,p.477.陸 氏 は 「書函 一通 」 と題 して,13～17行(15'行 目の書 き込み は除く)の みを移 録 している,
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都頭陰某乙 状上

司空 衙

右某乙等,奉 使甘州已作留滞.去 正月

二日,押衙氾幸仏等三人至,伏 蒙
ア ぞ

司空遺賜委曲存曲.文 瑞 ・仏善等九

族生霊,無 任致思感恩荷戴.況 兩

已前所有

地兩蒋 宜 並先報覆稟達 去時

諮聞,伏 計 上達.自 後其他世界

准舊平寧.去 十二月廿日使到,成 都督般次

入奏迴,問 駕前消息,亦 無異説.後 至

正月十五日,迴鶻宰相都督領大兵攻撃

竹盧 ・温末去東。至廿九日却迴軍兵盈勝.

二月一日,文瑞等面奉

可汗處分,前 後所殘沙州人使並許西迴,

一伴

〉通和兩地途路
。其月十一日,于閲有使人到

天福拾乙巳歳正月十

□沙州,物(=惣)于 閼兵馬向甘州作賊因屯,

文瑞等不得迴帰.亦 有世界微細事理,

並來人氾幸仏等口申,穏 足□□,謹 録状

上.

2.和 訳

(A)

文 瑞 らが 申し上 げます.仲 春 漸 く暖 かくなりまして,謹 んで司 空 さまのご機 嫌 をおうかが いいた

します.常 日頃,私 たちは司 空 さまの ご恩 を受 けてお ります.近 頃(の ご様 子 は)存 じ上 げ ませ

んが,(た だ無事 に)国 家 や民 衆 を上 覧 されます ことを,私 た ちは心 より申し上 げます.
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文 瑞 ・仏 善 らは期 限を限って辺 境(=甘 州)へ 使 い し,自 由に司 空 さまの官 衙 に拝 賀 すること

が か なわ ず,司 空 さまを慕う心 を強 めてお ります.謹 んでお手 紙 をあなたさまに差 し上 げます.不

宣 謹 啓.

(B)

都 頭 の陰 某 が,司 空さまのもとに書 状 を差 し上 げ ます.
それがし

右,某 らは,大 使 の任 命 を受 け甘 州 に留 まっております.去 る正月2日,押 衙 の氾 幸 仏 ら3人

が やってきまして,謹 んで司 空 さまか らの贈 り物 とお手 紙 を頂 戴 しました.文 瑞 ・仏 善 らの親 族 一

同 は司 空 さまに思 いを馳 せ,そ のご恩 に感 じ入 り恐 懼 しております.

さて,沙 州 と甘 州 の両 世 界 の これまで のあらゆる事 柄 につ きましては,す べ て以 前 にご報 告 申

し上 げました.さ きごろのお尋 ねごとにつきまして,謹 んで ご報 告 いた します.

そ の後 の沙 州 以 外 の世 界 は これ までどおり平 穏 で ございました.去 る12月20日 に(ウ イグル

の入 朝)使 が甘 州 へ 到 着 しました.成 都 督 の キャラバ ンが(中 国の)朝 廷 に入 奏 して戻 ってまい

りました.朝 廷 のご様 子 をおうかが いしたところ,お 変 わ りございませ んとのことです.

その後 に正 月15日 になって,ウ イグルの宰 相 や都 督 らは大 軍 を率 いて竹 盧 ・喘 末を攻 撃 する

ため に東 方 へ 出 立しました.29日 に帰 還 したウイグル軍 は勝利 に満 ちあふ れ てい ました.

2月1日,文 瑞 らは可 汗 に拝 謁 してご判 断 を受 けましたところ,こ の前 後 に甘 州 に残 ってい た

沙 州 の 使 者 たちは,み な西(=沙 州 方 面)へ 帰 還 す ることが 許 されまして,沙 州 ・甘 州 問 の道

路 は開 通 しました.(と ころが)そ の 月の11日 に,1組 の 于 閼(=コ ータン)の 使 節 が 沙 州 に到

着 して,彼 らは于 聞 の 兵 馬 を率 いて甘 州 方 面 にて賊 を働 き,こ こにとどまりましたの で,文 瑞 らは

帰 還 す ることが できません.

また甘 州 につ いての 詳 しい事 柄 につ きましては,す べ て使 い の氾 幸 仏 らに 口頭 報告 させ ます。

穏 足 □ □,謹 んで状 を録 して上 す.

3.語 註

A・2～3「 不 審 近 日」:敦 煌 文 献 の 漢 文 手紙 文 書 の用 例 か らす れ ば 「不 審 近 日尊 体何 似 」(ち

か ご ろ,あ なた さ まの お体 の い か が な る か を存 じ上 げ ませ ん)と あ るべ きで,こ れ は手

紙 文 書 に頻 出す る先 方 の 健 康 を尋 ね る 表 現 の 一 部 で あ る.ま た こ の後 に は 「伏 惟 …」 で

始 ま る表 現 が 続 くは ず で あ り,2'行 目の 書 き込 み は この 「不 審 近 日」 の後 に続 く文 と思

われ る.参 考 と して,以 下 に(A)文 書 と同 じ季 語 を有 す る 手紙 文 書 の1例 を挙 げ る.
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P.2621v「 帰 義 軍 曹 議 金期 書 儀 」

1仲 春 漸 暄,伏 惟 常 侍 尊 體 起 居 萬福.即 日某 乙蒙 恩,

2不 審 近 日尊體 何 似.伏 惟 善加 順 節 保 重,下 情

3所 望.謹 状

A・2ノ厂下 情 懇 陳」:漢文 手紙 文 書 の用 例 か らす れ ば,「卑 情 懇 望 」(S.529)「 下 情所 望」(P.

2621v)「 遠 誠 所 望 」(S.4362)な どと最 後 は 「望 」 がくることが予 想 されるが,本 文 書 を実 見 し

たところで は,最 後 の文 字 のつ くりが 「東 」 に見 え 「望 」 とは読 めない.

A・4「 起 居 」:この 「起 居 」 は1行 目の ように相 手 の ご機 嫌 で はなく,明 らか に手 紙 の 受取 人 を

指 している.同 じ用 例 は手 紙 文 書S.4362の 終 わ りの部 分 「因 りて人 を起 居 に往 か しめ,単 書

を起居 に空 附す 」 か らも確 認 される.そ の他,漢 文 手紙 文書S.529,S.2241,P.4005な どに

も同 じ表現 が 見 られる.

B-1「 都 頭 」:都 頭 は,節 度 使 に属 す る幕 職 官 の1つ で節 度 使 下 の軍 を統 率 す る軍 将 であるが,

県 あるい は鎮 の軍 事 長 官 や 外 国 へ の使 節 の任 を帯 び た官 員 に与 えられ る加 官 でもあった.ま た

馮培 紅 氏 によれ ば,帰 義 軍期 に使 節 の任 を帯 びた 官 員が 有 す る肩書 きは使 頭 ・押 衙 ・都 頭 の3

つで あり,(B)文 書4行 目に現 れる氾 幸 仏 の肩 書 きもこれ に適 うもの である.Cf.鄭&馮1997,

pp.84-91:≧ 馬1997,pp.108,124-130.

B・4厂 委 曲 存 曲」:委 曲 は長 官 が 配 下 の者 に与 える,手 ず から書 い た書状 ・文 書 を指 す.存 曲

は未 詳だ が,存 には 厂ね ぎらう,安 否 を問 う」 という意 味 が ある.ま た この時 代,手 紙 は贈 り物 を

添 えて贈 ることが通 例 で あったことを考 えれ ば,「 遺 賜 」 に対 して 「委 曲存 曲 」 ひとまとまりで書

状 を指 す のであろう.

B-12「 竹盧 」:このような部 族名 あるいは地 名 は知 られてい ない.こ こで は喘 末 と同じく部 族 名 と

考 える.

B・12「 温 末 」:「新 唐 書 』 吐蕃 伝 の伝 えるところでは,喘 末(温 末)は 河 西 地 域 一 帯 に住 み

つ い てい た吐 蕃 の奴 部 であ る.861年 頃 に涼 州 を回復 した帰 義 軍 節 度 使 張 議 潮 の上 表(S.

6342)に は,涼 州 は吐蕃 と吐谷 渾 が 雑居 し喘 末 が往 来 を遮ってい ることを伝 え,またS.389「 粛

州 防 戍都 状 」 やP.2569「 光 化 三年(887)官 酒戸 文書 」 には 「涼 州 温(ロ 罰 末」 という表

現 が 見 え,唱 末 はこの時 代 涼 州 を中心 として活 動 していたことが確 認 され る.

B・14'「 一 伴 」:一 伴 は合 わせ て1文 字 のようにも見 えるが,P.2992v-3「 長 興 二 年(931)

帰 義 軍 節 度使 曹 議 金 致 甘 州 順 化 可汗 書 」 に 「一伴 般 次 」 という用 例 がある.
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B-18～19「 謹 録状 上 」:(B)文 書 の最 後 の4文 字 は極 めて判 読 しにくいが,状 式 文 書 の本 文 の

結 句パ ターンか らこのように復 元 できる.状 の書 式 について は後 述 す る.

皿.古 文書学的情報

1.文 書 の形 態

P.3197は 漉 き縞 の 見 え な い薄 手 の 極 上 質 紙10紙 か ら成 る巻 子 本 で あ る.筆 者 の 計測

によれば,全 体 の 寸 法 は紙 幅 が27,4cmか ら28.2cm,全 長 が391.9cmと な っ て い る.

文 書 の 表面 は縦 横 に折 り目 をつ け て罫 線 の 代 わ りと し,長 篇 叙 事 詩 「捉 季 布伝 文」 が上

下2段 組 み で 書 写 され て い る.縦 折 りの 罫 線 は1.6～1.8cm幅 で ほ ぼ均 等 ・垂 直 と き

れ い な折 り目で あ る.ま た,料 紙 の 中央 に は幅2.6cmの 間隔 で横 折 りの 線 が2本 あ り,

上 下段 を分 か つ段 間 の役 目を果 た して い る.

他 方,裏 面 は手 紙 の 草稿 や詩 文,習 字 な どの 書 き込 み10点 が あり,上 下 方 向 も様 々で

あ る.ま た,い ず れ の 筆 跡 も表 面 の そ れ と一 致 しな い.本 稿 の 主題 である(A)(B>文 書 は,

裏 面 の7紙 目か ら8紙 目にか けて 書 写 され てお り,(B)文 書5行 目に紙 縫 が ある.(A)文 書 の

前 半 は楷 書 体 だ が途 中か ら文 字 が 崩 れ,終 わりになるにつ れて 草 書 体 に近 くなる,(B)文 書 は

(A)よ りは文 字が 大 きいが,草 書体 で 書 かれてい る.た だし,15'行 目の日付 のみ 別筆 で楷 書 体 と

なってい る.両 方 とも末 尾 の日付 や発 信 者 名 を欠 い ており書 式 から見 て不 完 全 であるため,草 稿

と思 われ る.こ の よ うな 草稿 の類 の た め に,普 通 で は使 用 され る こ との な い極 上 質 紙 を用

い た とは考 え に くく,ま ず 表 面 の 「捉 季 布伝 文 」 が作 成 さ れ,し か る後 に(A)(B)文 書 な

どの草 稿 として 裏 面 が二 次 利 用 され た と考 え るの が 自然 で あ ろ う.

2.書 式 ・機能

冒頭からわかるように,(A)(B)文 書それぞれの発信者は文瑞,都 頭陰某となっており,また文

瑞の名は両方に現れる.彼 は名のみで姓を記していないことや文脈からして両者は同一人物で

あり,都頭陰文瑞なる人物が発信者とわかる.また,文 瑞とともに現れる仏善はその随行員と思

われる.他 方,帰 義軍節度使が帯びる称号に司空があることを考えると,受信者は(A)(B)文 書

とも帰義軍節度使である.

一読してわかるように,本 文書は使節の任を帯びて甘州に行った陰文瑞が,そ の地から帰義

軍節度使に宛てて書いた書簡の草稿である.本 文書が敦惶莫高窟で発見されたことを考慮す
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れ ば,陰 文瑞 は 「捉 季 布 伝 文 」 の裏 面 を報 告 書 などの 草稿 に利 用 したあ と,そ のまま敦 惶 まで

持 ち帰 ったと思 われる.ま た本 文 書 は敦 煌 では珍 しい極 上 質 紙 であることから,陰 文瑞 は中原 か

ら伝 来した 「捉 季 布 伝 文 」 を甘 州 で入 手 し,そ の裏 面 を再 利 用した可 能 性 もある.

まず,(A)文 書 は私 信 形 式をとっているが,こ こに見 える時 候 の挨拶 や受 取 人 へ の呼 びか け等,

類 似 の 表現 は敦 煌 文 献 中に数 多 く残 され ている書 儀 や 手 紙 文 書 の 実 例 か ら確 認 できる.手 紙

文 書 の 実例 と(A)文 書 とを比 較 す ると,本 文 書 は本 文 のみ で最 後 の日付 ・発 信 者 名 ・脇 付 け

を備 えて いない ことが わか る.ま た,(A)文 書 前 半 にある時 候 の挨 拶 表 現 は,漢 文 手 紙 文 書 と

帰 義軍 時 代 以 降 に作 成 され たチベ ット語 手紙 文 書 に共 通 してみ られ るもので ある(注5).帰 義 軍

の官 員 が節 度 使 へ の報 告 に際 して,公 文 書 ではなくこのような私 信 形 式 を用 いる事 例 もある(P.

2968「 入 朝使 致 司 徒 ・司 空 状 」(注6)・P.3016v「 天 興 七 年 十 一 月于 閲廻 礼使 索 子 全 状 」

「天 興九 年 九 月□ 富 住 状 」(注7)).

一 方
,(B)文 書 は冒頭 の発 信 者 名 の下 に 厂状 もて上 す」 とあ り,文 書 の宛 先 に 「状 」 とい う

形 式 で発 信 していることから,状と呼 ばれる文 書 様 式 であったことが わかる(注8).唐 代 公式 令 によ

れば,状 は官 人 が 皇 帝 やそ の近 臣 に対 して用 い る上 行 文書 と規 定 されているが,実 際 には地 方

官府 にお いても用 いられて いたことが 敦 煌 ・吐 魯 番 文 書 などか ら確 認 され る.後 の宋 代 では,皇

帝 に対 す る奏 状 式 と官 人 ・官 府 が所 管 の上 級 官府 へ 上 申する申状 式 の2種 類 の状 が規 定 され

て いる.唐 代 公 文 書 の検 討 をされた 中村 裕 一 氏 は,実 例 を用 い なが ら唐 代 公 式 令 の定 めるとこ

注5Cf.武 内1986,pp,579-588.武 内 紹 人氏 によれば,時 候の挨 拶 表現 をもつ チベット語 手 紙文 書(タ イプ皿あいさつパ ターンII)は

帰 義 軍時 代 の漢 文手 紙文 書 の影 響を受 けて作 り出されたものである.一 例 として以下 に同じ形式 のP.T,1189の 冒頭 挨拶 部分 を挙 げる.

//hasecertothyenthe'iwonggyizhasngar//sugcu'idbangpositogyismchidgsolba'/thyenthe'iwonggyizhasnga

nas〃dguntshigsmtha'malababste〃datongdgunglhagschebadang〃byangngoskyibtsan`bangsmangpola皿nga'

mdzadpa'ithugskhralgyisrabtu`obrgyalna//rinpocheskugnyenpolassnyunbzhengssammabzhengs//mchidyi

gelassnyun[g]solzhingmchis//

河 西 節度 天 大王(=曹 元 忠)の 御 前 に,粛 州 の領 主 である司徒(=曹 延 恭)が 書状 を差し上 げ ます.天 大 王の御 前 におか れてましては,

冬 季 の終 わりになり今なお寒 風 が強 く,(河 西)北 道 の多 くの臣 民を統 治なさることの心 労 によりとてもお疲 れ であれば,尊 きお体 よりご病気

が 起こりましたかどうか(=ご 病 気 になられ ましたかどうか),書 状 によってお うか がいいた します,

注6写 真:『 敦 煌宝 蔵 』125,p.475,録 文 二趙1997,pp.299-301..P.2968の 年 代や 司空 ・司 徒 の比定 について は森 安2000,pp.

41-42を 参 照.P.2968文 書 は,974年 に帰 義軍 節 度 使か ら宋 朝 へ 派遣 された 入朝 使 が,往 路 途 中の 甘州 より司 徒(曹 延 恭)・ 司空(曹 延

禄)に 宛 てた書 簡で,使 者 が甘 州 で足止 めにされて前 進 できないため,曹 延 恭 らに打 開策 を図 ってもらうよう奏上 している内容 である.
.
注7写 真:『 敦 煌宝 蔵 』126,pp.41-42,録 文:『 真 蹟釈 録 』4,pp.404-408,こ れらは956年,958年 にコータンへ 赴い た使者 たち

の報 告 書 で,コ ータン皇帝 ・皇 后 に謁見 した様 子 などを述 べた もので ある,た だし前 者 の索 子 全状 は沙 州 に帰 還 した後 に作成 され たものであり,

また両 者 とも節 度使 ではなく指揮 都 衙 らに宛 てられて いる.

注8状 の種 類 ・書 式 ・機 能につ いて は,中 村1991a,pp.406-451,特 にpp.437-439;1991b,pp.13,323-349(進 奏 院 状 〉,

350-372(行 状);1992,pp.564-565;1996,pp.102-107,183-186を 参 照.
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ろの状 様 式 を復 元 した後,そ れが宋 代 の奏 状 式 と同 一であること,さ らに唐 代 には申状 式 に相 当

する状 も存 在 したことを指 摘 している(注9)。

ところで,敦 煌 で用 い られ た公 文 書 のうち,状 と同じく上行 機 能 を有 す るものに牒 がある(注10).

牒 は,唐 代 公 式 令 の規 定 によれ ば官 人 の用 いる上 行 文 書 とされ ているが,敦 煌 におい ては上 行

の みならず 下 達 ・平 行 にも用 い られ,「 状 とともに,公 私 にわたって広 く用 いられた文 書 」(注11)で

あった.宋 代 になると,牒 は統 属 関係 にない官 府 間の通 達 に用 いる書 式 と定 め られ ている.さ て,

中村 氏 は敦 煌 の公 文 書 様 式 を検 討 す る中 で,状 は牒 と同 じように多 用 され た文 書 様 式 であるこ

とを指摘 したものの,そ れ らの 書 式 や 機 能 の相 違 点 について は明確 にされ なかった.ま た 中村 氏

が 行 った敦 煌 の公 文書 様 式 の検 討 は,あ くまで も唐 ・五 代 の 地方 官衙 にお ける状 様 式 の分類 ・

復 元 を目的として いるため,11世 紀 初 頭 まで続 く帰 義 軍 政権 の中 で状 がどのような機 能を与 えら

れ たかという視 角 は弱 いといえる.・

この ように敦 煌 文 献 中の帰 義 軍 時 代 の状 は,そ の書 式や 機 能 についてまだ充 分 な解答 が得 ら

れ ていない.宋 代 の 申状 式 にあたるものが 唐 代 にも存 在 した という中村 氏 の見 解 を受 けれ ば,(B)

文書 の ように帰 義 軍 管 内 で用 いられ た状 の書 式 もまた,こ の申状 式 と同一 であると予 想 され るが,

この点 につ いてもいまだ検 討 は加 えられ てい ない.も ちろん状 とい う文 書 様 式 全 体 を解 明 す るに

は,7世 紀 ～8世 紀 前 半 の吐 魯 番 出土 唐 代 公 文 書 の利 用 が必 要 不 可 欠 であり,さらに盧 向前 ・

中村 裕 一両 氏 の唐 代 牒 式 文 書 に関 す る成 果を取 り込 んで多 角 的 に論 じる必 要 が ある.と はいえ,

それ らは本 稿 の 目的 とす るところで はない ため,こ こでは(B)文 書 を含 む帰 義 軍 時 代 の状 を復 元

す るにとどめ,詳 細 は後 日を期 す こととしたい.

まず,「 状 」 と呼 ばれ る敦 煌 文 書 の実 例 を挙 げ,(B)文 書 が 本 来 どの ような書 式 であったか を

把 握 す る必 要 があ る.次 に挙 げるP.2222B文 書 「咸 通 六 年(865)燉 煌 郷 百姓 張 祇 三 等 状 」

(注12)は 首 尾 完存 す る状 の1つ である.

1

∩∠

勹⊃

4
.

燉煌郷百姓張祇三等 状

僧詞榮等北富鮑壁渠上口分地六十畝

右祇三等 司空准 勅矜判入郷管,未

請地水.其 上件地主詞榮口云,其 地不辧承料.

注9一 中村1991a,pp.438-439.

注io牒 の書 式 ・機能 については,盧1986,pp.349-354,中 村1996,pp.107-115,186-190を 参 照.

注11中 村1996,p.107.

注12写 真:『 敦煌 宝 蔵』117,p.466,録 文;『 籍 帳 』p.572(No,278);「 真 蹟 釈録 』2,p.28.
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伏望

将軍仁明監照,矜 賜上件地.乞 垂 處分.

牒 件 状 如 前.謹 牒.

成通六年正月 日百姓張祇三謹状.

P.2222Bは 張氏 節 度使 時代 の状 で,そ の内 容 は敦 煌 郷 の百 姓 の張 祇 三 が,後 に第 二 代 帰

義 軍節 度使 となる将 軍 張 淮深 に口分 地(注13)の 支 給 を求 めた 訴状 であ る.こ のように敦 煌 の状

の利 用 者 は官 吏 に限 定 されるものではなく,状 は官 民 を問わ ず利 用 され る上 申文 書 であったとい

える(注14)。(B)文 書とP.2222Bと を比較 すると,① 冒頭 に発 信 者 が記 され,や や 問を空 けてそ

の下 に 「状 」 とあること,② 次行 に宛 先 ないし事書(こ とがき)が くること,③ さらに次 行 に本 文 が

「右 … 」 で始 まり,か つ発 信 者 よりも低 い位 置 か ら書 き始 められて いることが 共 通 してい る.そ し

て(B)文 書 にはない特 徴 として,本 文 の結 句 の後 に④ 冒頭 の発 信 者 と同 じ位 置 か ら 「牒,件 状

如 前.謹 牒 」 と記 し,⑤ さらに改 行 して本 文 よりも低 い 位 置 か ら年 月日と発 信 者 姓 名,そ して最

後 に状 と記 す ことが挙 げられる.実 はこのような5点 の特 徴 のうち② を除 く4点 は,冒 頭 に 「状/

状 上 」 とある文 書 の ほとんどに共 通 して いるのである(後 掲[表1]参 照).

[表1]は 『初稿1』,『真 蹟 釈 録 』,『籍 帳』 に収 録 され ている官衙 に推 出された帰 義 軍 期 上 申

文書 の うち,冒 頭 の書 式 が(B)文 書 と同じものを,上 記 の特 徴 ごとに分 類 ・整 理 したものである.

この 表 によれ ば,宛 先 や事 書 は必 ずしも必 要 な要 素 では なく,さらに最 後 の 日付 ・発 信 者 名 の下

には牒 と書 く例 も存 在 す るが(注15),時 代 や発 信 者 に関 係 なく前 述 の①,③,④,⑤ は ほぼ 共 通し

てお り,これ らは状 の書 式 要 素 といえる.ま た,本 文 の 結句 は 「謹 録 状 上/伏 請(聴)処 分/

裁 下処 分 」 の3パ ター ンが あ る こ とが 確 認 で き る.た だ し,文 書 の 欠 損 ではなく④ が 全 く

記 載 され ていない文 書 も存 在 す るが,い ず れも(B)文 書 と同じく⑤ を欠 いて いるた めに,実 際 に

使 用 されたもの ではなく草稿 と思 われ,こ の結 論 に支 障をきたす ものではない.

す で に述 べ たように,敦 煌 の状 は宋 代 申状 式 に相 当す ると予 想 される.そ れ では,こ の結 果 を

踏 まえたうえで,敦 煌 の状 と申状 式 とを比 較 しよう.ま ず 司 馬 光 撰 『書 儀 』 巻1(叢 書 集 成 初

編,p.3)所 収 の 申状 式 を提 示 す る.

注13一 敦惶 の 口分地 は永 業 田と並称 される均 田制の 土地 名 称で はなく,私 有地 一 般 を指 す.こ の場 合 の口分 とは個 人あるいはその家

族 に所 属す る私 有物 を意 味す る.Cf.池 田1975,pp.13-15.

注14一 中村1996,pp.105-106.仏 教寺 院において用 いられる状 も公 文書 の状 と同じ形 式である.Cf.竺 沙1992,pp.618,621-622,

629-630(pp.629-630のP,3533文 書は牒 とされているが,後 述す る状 の書 式 要素 に合致 しているためこれ も状 に含め る).

注15一 この点につ いてはすでに中村1996,pp.101,107,185で 言及 されて いる.
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申状式

某司(自 申状則具官封姓名)

某事(云 々)(有 事因則前具其事无所因則便云右某)

右(云 々)謹 具状申(如 前列数事則云右件状如前云云)某 司謹状.(取 処分則云

伏候指揮)

年月 日具官封姓名(有 連書官則以次列銜)状

〔 後 略 〕

申状 式 には 冒頭 の 「状 」 字 が ないものの,上 で見 た①,②,③,⑤ の 特 徴 は一 致 している.

相 違 点 は,④ 「牒,件 状 如 前 謹 牒 」 の 一 句 が 欠 けてい る点 で ある.先 行 研 究 にお いて この

牒 様 式 を連 想 させ る 「牒,件 状 如 前.謹 牒 」 について説 明を加 えたものは数 少 ないが(注16),宋

代,典籍 史料 にその起 源 を見 ることが できる.貴 人 に面 会 を求 める際 に差 し出 す 名 刺 を門状 と呼

ぶ が,沈 活 撰 『夢 渓 筆 談 』 補 筆 談 巻1(1088～1095年 成 立)は この 門状 に 「牒,件 状 如

前.謹 牒 」 と書 く由 来を伝 えて いる.『夢 渓 筆 談 』 にはす で に梅 原 郁 氏 の訳 注 が あるの で以 下

に引 用 する(注17).「 現 在,『門 状 』 に 『牒 件 状 如 前,謹 牒 』.と称す るのは,これ は唐 代 の 人 が都

堂(政 事 堂)で 宰 相 にまみえる時 の礼 式 である.唐 代 の人 が 宰相 にまみえると,挨 拶,謝 礼 な

どか ら,先 に事 柄 の原 因をきちんとそろえ,処 分 を上 申す るなど,こ とは一 つで はない.だ か ら 『件

状 如 前 』(一 件 一 件 の事 状 はこのようであります)と 称 す る.宰 相 が この申状(注18)の 後 に 『引 』

と判語 を書 いて,は じめ て面 会 が 許 され る.」

以 上 は 門状 における 「牒,件 状 如 前.謹 牒 」 の由 来で あった が,葉 夢 得 撰 『石 林 燕 語 』 巻

3(1123～1128年 成 立)(注1g)は,地 方 官 府 などにおける門状 が公 文書 の状 と同 じ様 式 を備

えていたことを伝 えている.

注16中 村氏は 「牒,件状如前,謹 牒Jま でも本文とみなし.この 「件状」が状様式を指すものとしている.一 方,池田温氏は 「件状」

を 「ことがら」と解釈するが,こ ちらは次に挙げるr夢 渓筆談』補筆談巻一の説明と一致している.C£ 中村1996,pp.104,185;池 田1975,

pp.8,10.

注17梅 原郁訳注『夢渓筆談』全3巻,平 凡社(東 洋文庫),1979-1981.該 当部分は第3巻,P.116.原 文は以下のとおり..「今之門状,

状,称 『牒,件 状如前.謹 牒』.此唐人都堂見宰相之礼。唐人都堂見宰相,或 参辞謝事先具事因,申 取処分.有 非一事,故 称 『件状如前』

宰相状後判引,方 許見」(『夢渓筆談校証』世界書局版,p.897).

注18原 文はただ 厂状」とあり,ここでは司馬光 『書儀』 等に見える申状式でなく,門状を指すと思われる.前 注17参 照.

注19こ の 『石林燕語』や次に挙げる 『雲麓漫鈔』 は,梅原訳注(p.117)や 『夢渓筆談校証』(世界書局版,pp.897-898>に

この条文の関連記事として既に言及があるが,状 式の復元にっいてまでは述べられていない.
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唐 旧事,門 状,清 要 官 見 宰相 及 交 友 同 列往 来,皆 不 書 前 銜.止 日 「某 謹 祗 候 」,厂某 官

謹状 」.其 人 親 在,即 日 厂謹 祗 候 」,「某 官 兼 起 居 謹状 」.「祗 候 」・「起 居 」 不 並 称,各

有 所 施 也.至 於 府 県 官 見 長 吏,諸 司 僚 属 見 官 長,藩 鎮 入 朝 見 宰 相 及 台 参,則 用 公 状,

前 具 銜,称 「右 某 謹 祗候 」,「某 官 伏 聴 処 分 」,「牒,件 状 如 前 謹 牒 」.此 乃 申状,非 門

状 也.元 豊 以 前,門 状 尚 帯 厂牒,件 状 如 前 」 等 語,蓋 沿 習 之 久,後 雖去.而 「祗 候 」・

「起居 」 並 称,猶 不 改.

唐 代 の しきたりで は,門 状 は,高 官 が宰 相 にまみえる場合 や友 人 ・同輩 のや りとりにおい ては,

すべ て 以 前 の官 位 を書 くことはしない.た だ 「某 謹 祗 候 」,「某 官 謹 状 」 と書 くだ けで ある.

相 手 が親 しい 間柄 ならば,「 謹 祗 候 」,「某 官 兼起 居 謹 状 」 とし,「祗 候J・ 「起 居 」 を同 時

にいうことはなく,そ れ ぞ れに用 い られ る、府 や県 の官 が 長 吏 に,諸 司 僚 属 が 官 長 に,藩 鎮

が 入 朝 し宰 相 にまみ える際,あ るい は御 史 臺 に参 上 す る際 には公 文 書 を用 い,前 に官 職 を

明記 し 「右 某謹 祗 候 」,厂某 官 伏 聴 処 分 」,「牒,件 状 如 前.謹 牒 」 という.こ れ は申状 であ

り,門 状 ではない。元 豊以 前 は,門 状 はや はり 厂牒,件 状 如 前 」 等 の 言葉 を帯 びていた が,

それ は昔 か らの 慣 わしなので あろう.後 にそれ らの語 を取 り除 いたが,「 祗候 」・「起 居 」 の

語 はともに称 して,依 然 として改 められていない.

この ように府 県 官,諸 司僚 属,藩 鎮 が 用 いる門状 は 申状 と同一 であり,厂牒,件 状 如 前.謹 牒 」

を用 いるの は,唐 代 か らの 慣 習 であった ことが 判 明 した.さ らに,こ こに申状 の要 素 として挙 げ ら

れ ている 「右 某謹 祇 候 」,「某 官 伏 聴 処 分 」,「牒,件 状 如 前.謹 牒 」 は,先 に検 討 した敦 煌 の

状 の要 素 と比 較 す れ ば,そ れぞ れ本 文 冒頭,本 文結 句,末 尾 定 型句 に相 当 することは明 白であ

ろう.

さらに 同様 の記 事 が趙 彦 衛 撰 『雲 麓 漫鈔 』 巻4(1206'年 成 立)に もあるが,こ ちらには宣

和 年 間(1119～1125)に 「牒,件 状如 前.謹 状 」 の一 句 が改 め られたと記 録 されている(注20).

『雲 麓 漫 鈔 』 巻4(叢i書 集 成 初 編,p.107)

国初 公 状 之 制,前 具 官 別 行 叙 事,後 云 「牒,件 状 如 前.謹 状 」.宣 和 以 後,始 用 今 制,

前 具 官 別 行稍 低 叙 事,訖 復 別 作 一行 稍 高云 「右,謹 具 申聞.謹 状 」,

建 国当初 の公 文書 制 度 におい ては,最 初 に官 名 を明 記 して別 行 に事 書 を書 き,後 ろに 「牒,

注20・ 『梁 谿 漫志 』 巻z,謁 刺 の条 は謁刺(=門 状)に ついての記 事 だが政 和(1111～1117)・ 宣和 年 間(1119～1125)に 「牒,

件 状 如 前.謹 牒 」 が削 除されたとある.原 文:「煕 ・豊 間,士 大 夫 謁刺 與 今略 同,而 於 年 月前加 一 行,云 『牒,件 状 如前.謹 牒 』.後 見政 喧 間 者,

則去 此 一行 」(上 海 古 籍 出版社,宋 元 筆 記叢 書,p.zi).
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件 状 如 前.謹 状」 といった.宣 和 年 問 以 後,現 在 の制 度 が用 い られ るようになり,最 初 に官

名,別 行 にやや低 く事 書 を記 し,(事 書 が)終 われ ばもう一 度 別 に1行 を設 けてやや 高 い位

置 か ら 「右,謹 具 申聞.謹 状 」 といった.

この 史料 で は 「牒,件 状 如 前.謹 状 」 と最 後 が牒 ではなく状 となっているが,同 じ末 尾 定型 句

であることに変 わ りはない.ま た,こ れ までに検 討 してきた状 式 の諸 要 素 か ら察 す るに 「叙 事 」 と

は事 書 のことで,さ らに 「右,謹 具 申 聞.謹 状 」 とは本 文 の書 き出 し 「右 」 とその結 句 「謹 具 申

聞.謹 状 」 とを指 している.

以 上 の記 事 によれ ば,唐 代 か ら北 宋 元豊 年 間までは状 に 「牒,件 状 如 前.謹 牒 」 と記す 慣 例

が あり,宣 和 年 間 には廃 止 され た.し かし 『書 儀 』 は元 豊 年 間 に編 まれ たもので あり,す で に元

豊 年 間 には状 様 式 の改 変 が 行 わ れてい たと考 えられ る.先 に検 討 した敦 煌 文 献 の状 は,よ り古

い形 の申状 式 に適 うもので あったのである.

以 上 から,敦 煌 の状 の書 式 はほぼ 明 らか になった.と ころで,注 意 す べ きは今 まで牒 と呼 ばれ

てきた敦 煌 文 献 も同 じ形式 を有す ることである.こ こでは一 例 としてP.3412文 書 を挙 げる.こ の

文 書 は帰 義 軍 の東 方 に居 住 す る甘 州 ウイグル ・達怛(タ タール)・ 粛 州 の3者 が 粛 州 の大 雲 寺

にて盟 約 を結 び,と もに沙 州 を攻 めんとしている状 況 を都 頭 安 再 勝 たちが節 度使 曹 延禄 に知 ら

せ たもの で,従 来の先 行 研 究 ではこの 文書 を牒 と呼び慣 わして いる(注21),

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

1

都頭安再勝 ・都衙趙再成 ・李衍悉鶏等

右,今 月廿日寅時,孔 僧正 ・沙弥定昌 ・押衙

唐愍児等参人走来.況 再勝等聞訊向

東消息,言 説 「回鶻 ・達怛及粛州家相合,

就大雲寺對佛設誓,則 説向西行

兵」.其僧正身患,且 往三五日瓜州.将 患

便取西来.更 有微細事理,僧 正等来

日分説.謹 具状陣(=陳)

聞,謹 録状上.

牒,件 状如前.謹 牒.

太平興国陸(=六)年 十月 日都頭安再勝 ・都衙趙再成等

注21 ・写真:『 敦煌 宝 蔵』128
,p.241;饒1985,pp.286-287,録 文:『 真 蹟 籾 録』4,p.517:仁 井 田1937,p.827.
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このP.3412の ような文 書 が 牒 と見 なされ てきた理 由 には,冒 頭 や末 尾 に 「状 」 と記 されない

こと,加 えて最 後 の 日付 ・発 信 者 の下 に 「牒 」 と書 くパ ター ンが あること,「牒,件 状 如 前.謹 牒 」

を牒 式 の要 素 と誤 解 されたことにあると思わ れる.そ もそも牒 式 とは,『書 儀 』 所 収 の牒 式 に,

牒式

某司牒 某司

某事(云 々)

牒(云 々)(若 前列数事則云牒牒件状如前云々)謹 牒.

年月 日 牒

列位(三 司首判之官一人押枢密院則都承旨押)

〔 後 略 〕

とあるように(注22),冒 頭 に発 信者 及 び 「牒 」 を差 し出す 宛 て先を明 記 し,本 文 を 厂牒 …」 で始

めることを特 徴 としている.し か し,P.3412の 本 文 の 「右 …」 という書 き出し,本 文 の結 句 「謹

録 状 上 」,「牒,件 状 如 前 謹 牒 」 の定 型 句(た だしP.3412で は行 頭 は本 文 と同じ高 さ)と

いう要 素 はいず れも今 まで検 討 してきた状 と共 通 す るものである。後 掲 の[表2]はP.3412と 同

じく冒頭 と末 尾 に 「状 」 が なく首 尾完 存 す る上 申文 書 の一 覧 で,そ の多 くは牒 とされ てきたもので

あ る.こ こか ら全 ての文 書 が状 と同 じ要素 を持 つ ことが確 認 できるであ ろう.また発 信 者 は官 民 の

別 や 時代 的変 化 が ない ことも[表1]の 状 と同じであり,こ れらは全 て状 と見 なしうる.

以上 の検 討 か ら,敦 煌 帰 義 軍 時代 の 状 文書 の書 式 は次の ようにまとめられ る.

①

②

③

発信者(状/状 上)

(宛先)/(事 書)

右 …

〈本文〉

… 謹録状上/伏 請(聴)処 分/裁 下処分.

④

⑤

牒,件 状 如 前.謹 牒.

匪 月日 発信者 状/関

注22-

349-350.

盧向前氏によれば,敦 煌 ・吐魯番出土の牒は唐代公式令のものよりも 『書儀」に見える宋代牒式に近い.C£ 盧1986,pp,
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さ らに この結 果 を踏 まえ て敦 煌 文 献 を通 覧す れ ば,帰 義 軍 管 内 で公 用 され た 上 申文 書

の ほ とん どは状 で あ る こ と に気 づ く.詳 細 は別 の機 会 に譲 るが,帰 義 軍 時代 に お い て は

牒 と呼ぶ べ き もの は 帰義 軍:官員へ の補任 文書(注23)や 度牒(注24)と い っ た下 達 形 式 の 文

書 に 限定 され た と思 わ れ る.

皿.文 書内容の概観

本 文書 の発 信 者 である都 頭 陰 文瑞 は駐 在 大 使 として数 ヶ月以 上 も甘 州 に長 期 滞 在 し,さ らに

(B)文 書7～8行 目によれ ば本 文 書 を作 成 す る以 前 にも,帰 義 軍 節 度 使 の求 め に応 じて甘 州 ウ

イグルの動 向 を報告 していた.「 伏 して限 りて邊 使 す 」((A)文 書3行 目)と あるの は,こ のように

ただの使 いで はなく一 定 の期 間 を限って甘州 に留 まってい たことを指 す と思 われる.

次 に(A)(B)両 文 書 の 関係 につ いてだが,(A)文 書1行 目の 「仲 春 漸 く喧 か く」 とは2月 上

旬 のことであり(注25),ま た(B)文 書 も最 後 の報 告 内容 の日付 が2月11日 となってい ることか ら

(A)(B)は ともに同じ年 の2月 に作 成 されたものだとわ かる.こ れより前,正 月2日 に,押 衙 氾幸 仏

が 陰 文 瑞 宛 ての司空 節 度 使 の書 状 と贈 り物 を携 えて甘 州 に到 着 しているが,本 文 内容 か ら察す

るに(A)文 書 はその返 礼 として作 成 され たもので,「 随便 に台庭 に拝 賀 す るを獲 ず 」((A)文 書

3～4行 目)と は,時 期 か ら推 して年 賀 の 挨 拶 をなしえなか ったことを意 味 す るので あろう.ま た

敦 煌 の有 力 氏 族 に陰氏 が あるので(注26),正 月に到着 す るようわざわざ氾幸 仏 を送り出 した理 由

もそこにあると思 われる.も ちろん氾 幸 仏 の任 務 はそれ だけではなく,司空 の 「去 時 の諮 聞」((B)

文書7～8行 目)を 伝 えることが本 題 であったに相 違 ない.

さて,そ の 求 めに対 し,陰 文 瑞 は最 初 に甘 州 一 帯 が平 穏 無 事 であることを伝 えたのち,大 きな

出来 事 として,① 前 年12月20日 の 甘 州 ウイグル入 朝 使 の帰 着 と中 原 王 朝 の宮 廷 情 勢 につ い

て,② 年 が 明 けた正 月15日 ～29日 にウイグル軍 が 涼 州方 面 にいる竹 盧 ・offi末を攻 撃 ③2月

1日,沙 州 の使 者 の 帰還 許可,④2月11日,于 關使 が 沙 州 に到 着 した後 に甘 州方 面 で略 奪 行

為 を行 ったこと,そ してその結 果 として発 信 者 である陰文 瑞 らの帰 還 が不 可 能 となったことを報 告

してい る.② の喘 末 は涼 州 付 近 で 活 動 す るチベ ット系 部 族 で ある(語 註B-12参 照).こ こには

ウイグルがQffi末を攻 撃 した理 由が 示 され ていない が,918年 に帰 義 軍 節 度 使 曹 議 金 が 霊 州 令

注23

注24

注25

注26

Cf.中 村1992,P.576.

Cf.竺 沙1992,pp.589-594.

Cf.周&趙1995,pp.118-119.

池 田1965,p.32;土 肥1980,pp.254-255;姜1994,pp.21-24.
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公 と涼 州 僕 射 に宛て た書 簡 に,916年 の 出来 事 として 「前載,可 汗 の 旨教 を得 て,始 めて朝 貢

専 人を差 はす も,僕 射 の恩 沢 を蒙 らず,中 路offi末の剽 劫 を被 る(P.2945)」(注27)と 涼 州付 近

で帰 義 軍 の入 朝 使 がomm末 の被 害 に遭 ったことが 記されている.ま た喘 末 とは書 か れてい ない が,

帰 義 軍 節 度 使 の 入 朝 使 が 涼 州 にて被 害 に遭 った ため,ウ イグル可 汗 に事 件 の 調 査 を依 頼 する

書 簡もあり(P.3151,P.3272v),ウ イグルが 喘 末 を攻 撃したの も中原 へ の交 通 路 を確 保 す る狙

いが あった と考 えられる.こ のように,④ だけ は陰文 瑞 本 人 に関係 す る事 件 であったが,① か ら③

は中原 へ の交 通 や使 節 の往 来 につい ての内容 である.

】V.文 書の作成年代と時代背景

最 後 に,本 文 書 の作 成 年代 と時 代 背 景 につ いて考 察 す る.甘 州 ウイグル王 国 が成 立 したの は

遅 くとも890年 代 のことであるが(注28),さ らに,(B)文 書15'行 目の書 き込 み を含 めた,P.3197

裏 面 にある以下 の 日付 か ら作 成年 代 を10世 紀 と推 測 できる。

①:P.3197v-2「 天福 伍 年 庚 子 歳(941)十 二 月廿 日」

②:P.3197v-5「 丙 寅 年(966)六 月十 七 日」

③:P.3197v-7「 天福 拾 乙 巳歳(945)正 月十 」 … …(B)文 書

④:P.3197v-8「 大 宋 乾(寧)四 年歳 次 丙 寅(966)六 月十 七 日」

しか し,本 文 書 の年 代 決 定 において何 よりも有力 なの は受 信 者 の称 号 の 司 空 であろう.栄 新

江 氏 によれば,甘 州 ウイグル成 立 後 に司 空 の称 号 を帯 び た帰 義 軍 節 度使 は,曹 議 金(924頃

～925年) ,曹 元 徳(933頃 ～939年),曹 元深(939～941年),曹 元 忠(947～949年)

の4人 であり(注2g),作 成 年 代 はこの4者 のうちい ずれ かに絞 られる.と ころで,③ 「天福 拾 乙巳

歳(945年)正 月十 」 とあることか ら,一 見 す るとこれ こそが 本 文 の作 成 年 代 に直接 関係 する

か のように思 われ る。しか し司空 号 の年 代 とこの945年 という年 は全 く符 合 しない.さ らにこの日

付 のみ筆 跡 が 本 文 と異 なってい ること,15'行 目前 後 は 「正 月」 で なく2月 の事 件 につ いて述 べ

てい る箇所 であることを考 え合 わせ れ ば,こ の日付 は本 文 と関係 なく後 に書 き込まれ た一 文 と考 え

えるべ きである.た だ し,先 にあげ た4つ の候 補 のうち,曹 元忠 の司 空在 位 期 間,す なわち947

注27こ の916年 の 入朝 は失 敗 に終 わったが,918年 に霊州 令 公 と涼 州僕 射 の斡 旋を受 けて入 朝 を果 たしている.Cf.『 帰義 軍 史』

pp.15-16,238,310.

注28森 安1980,p.306;栄1986.p.31.

注29栄 氏 によれ ば曹 元忠 の司 空年 代 は949年 のみ だが,そ の根 拠となるS.4398の 年代 について は森安 孝 夫氏 が948年 に遡 る

可 能性 を提 示 している.さ らに森 安 氏は,947年7月 以 前 から曹 元 忠 は司空 を名 乗っていたことを指摘 してお り,彼 が司 空で あった期 間は947

～949年 に拡 大 できる.Cf.『 帰 義軍 史 』pp.100,107-111,116,129-130;森 安2000,pp.74-76.
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～949年 間 のみ がこの 「天福 拾 乙 巳歳(945年)正 月十」 よりも後 のQ付 となってい る.仮 に

司 空 を曹 元 忠 と仮 定 した場 合,作 成 年 代 よりも前 の 日付 を後 か ら行 聞 に記入 することはきわめて

不 自然 であることか ら,曹 元 忠 の 司空 は検 討 の対 象 か ら外 す べ きであろう.

それ では3つ に絞 られ た司 空 のうち,い った いどれが 本 文 書 にふさわ しいのであろうか.陰 文

瑞 が 甘 州 に長期 滞在 していること,ま た複 数 の帰 義 軍 の 使 者 が 沙 州 ・甘 州 間を往 来 して いると

いう本 文 書 の内 容 を考 慮 す れば,沙 州 ・甘州 問 には安 定 した 関係 が 築 かれ ている時 期 であるこ

とは疑 いない.以 下,該 当 時期 における両者 の 関係 につ いて見てみ よう。

栄 新 江 氏 の検 討 によれ ば,曹 議 金 の司 空 在 位 期 間は924年 か ら925年 のわず か2年 間だ

が(注30),こ の924年 前 後 は,甘 州 は国 内 が3つ に分 裂 す る内乱 状 態 の時 期 にあたっている.

これ より先,916年 に曹 議 金 は甘 州 ウイグル可 汗 の娘 を娶 ってウイグル可 汗 と父 子 関 係 を結 び,

甘 州 ウイグルとともに中 原 王 朝へ 入朝 使 を送 っていた.し か し920年 の可 汗 の死 を契 機 にウイグ

ルで は可汗 の跡 目を争 う内 乱 が勃 発 す るや,そ れ によって沙 州 と中原 の 交 通 が途 絶 えて しまった.

このような状 況 下 で,曹 議 金 は924年 のウイグル可 汗 交 替 の好 機 に乗 じ,中 原 との交 通 を回復

する目的で924年 後 半 か ら925年 初 頭 にか けて甘州 へ 出征 していたのであ る(注31).と ころが,

本 文 書 に甘 州 の政 変 を示 す 言 葉 は見 当た らないば かりか,(B)文 書6～7行 目に沙 州 と甘 州 の

両 世 界 の 関係 は以 前 と変 わりないと伝 えていることか ら,曹 議 金 が司 空 で あったこの 時期 は全 く

ふさわしくないといえる.

次 の曹 元 徳 は,節 度使 就 任 以 前 の933年 には既 に司 空 を称 してい たことが確 認 されてい る

(注32).し か しなが ら,仮に作 成 年 代 を曹 元徳 の節 度使 就 任 以 前 とす るならば,こ の手 紙 は当時 令

・公 ない し大 王 を称 した曹 議金 に宛 て られ たはず である
.そ のため司 空 を曹 元徳 とするならば,そ

の期 間は彼 が 父 議金 の跡 を継 いで節 度使 に就 任 す る935年 以 降 となる.さ て,曹 議 金 の甘 州 ウ

イグル出征 以 後,928年 に即 位 した 甘 州 ウイグルのlil頁化 可 汗 の治 世 期 間(928～933年)両

者 の関 係 は再 び 安 定 期 に入 り,930年 には曹 議金 自ら甘 州 へ 赴 き,甘 州 ウイグルの順 化 可 汗 と

の会 談を果 たしている(注33).と ころが,933年 に順 化可 汗 が,935年 に曹 議 金 がこの 世を去 ると

注30た だ し,924年5月 に曹議 金 が後唐 朝 廷 より節度 使 検校 司 空を授 け られるより前,924年3月 に議 金 は既 に自ら司空 を称 している(S,

5981,「 帰 義軍 史』P100>.帰 義軍 節度 使 の称 号 は既 に自称 していたものを後 に中原 王 朝 に認 可 してもらう傾 向が あり(藤 枝 「節度 使 始末(四)J

p.75;『 帰 義 軍 史』p.119;森 安2000,p.70),司 空 の称 号 は924年 以 前 に遡 る可能 性 がある.も し彼 の司空 位 が923年,つ まり甘州 に遠征

す る以 前か らだとしてもウイグルの 内乱 時期 にあたっており,や はり甘 州へ 使者 を派遣 する状 況 にはなかった.

注31「 帰義 軍 史』pp,309-327.

注32『 帰 義 軍 史』pp.104,107.

注33こ の会 談 を示 す史 料P.2992v-3に ついては,Hamiltonl955,pp.117-121;藤 枝 「節 度使 始 末(四)」pp.63-64;森 安

1980,pp.316-318;『 帰 義 軍史 』pp.328-329を 参 照.
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状 況 は 一 変 し,突 如 として 両者 の 関係 は非 友 好 的 なもの となった.そ の契 機 となった のが,935

年 の沙 州 へ 帰 還 する途 中の入 朝使 梁幸 徳 が 甘 州 にて殺 害 されるという事 件 である(注34).この 一

件 以 降 再 び 中原 へ の道 は 閉ざされ,937年11月 には曹 元 徳 自ら軍 を率 いて状 況 の打 開を試 み

ているが,ど うもこれ は失 敗 に終 わった らしい(注35).典 籍 史 料 か ら4熨�元 徳 の治 世 において 中原

へ 入 貢 した形 跡 はうかが えず,逆 にこの期 間 は西 ウイグル王 国を介 して遼 に入朝 して いるか らで

ある(注36).

ところで,陸 慶 夫 氏 は司 空 の在 位 年 代 には言 及 していないものの,曹 元 徳 が 梁幸 徳 の一 件 に

つい て文 瑞 らを派 遣 し甘 州 との交 渉 にあたらせ たとして,本 文書 の内 容をこの935年 に比 定 して

いる(注37).し か し(A)(B)文 書 を見 れ ば明 らかなように,本 文 書には935年 という年 代 を決 定 す

る要 素 は何 もなく,陸 氏 の説 には首 肯 しか ねる.ま た仮 に 陸氏 の説 を受 け入 れたとしても,(A)文

書 の作 成 された2月 上 旬,あ るい は(B)文 書 の押 衙 氾 幸 仏 が甘 州 に到 着 した正月2日 において

は,節 度使(曹 議 金)の 称 号 は大 王 または令 公 大 王 となるべ きで(曹 議 金 は同 年2月10日 に

死 亡)本 文書 の称 号 と一 致 しないのである.こ のときす でに病 床 にあった大 王 曹 議 金 に代 わり司

空曹 元徳 が政 務 を代 行 していたため,宛 て先 を司 空(曹 元徳)と したという可 能性 も考 えられる

が,文 面 にまだ存 命 中 の大 王 の名 を記 さない ことは不 自然 であると思 われる.

以 上見 てきたように,曹 議金 ・曹 元 徳 が 司空 であ った時代 はちょうど甘 州 との没 交 渉 期 にあ たっ

ていた.そ れで は,残 る曹 元 深 はどうであろうか 。

曹 元 深 が 司 空 を称 したことが確 認 されるの は940年3月(P.2692),同 年4月(莫 高 窟 第

412窟 銘 文)の みで,2年 後 の942年7月 には 「節 度 使 検 校 司徒 兼 御 史 大 夫 」 と名 乗 ってい

る(S.4363)。 またP.2032「 浄 土 寺破 歴 」 か らは939年6・7月 か ら11・12月 の問 に兄 の曹

元 徳 が 司徒 か ら太保 に昇 進 しており(注38),そ れ に合 わせ て曹 元 深 も司 徒 に任 ぜ られ たと思 われ

る.つ まり,可 能 性 としては,939年 後 半 か ら942年 初 頭 まで が曹 元 深 の司 空 在 位 期 間 とい え

よう.さ て,こ の時 期 は久 方 ぶ りに 中原へ の入 朝 が かなったときであった.後 晋 は938年12月 に

注34「 帰 義 軍 史』pp.20,329-331.

注35『 帰 義 軍 史』pp.21,322.

注36森 安1980,pp.320-321.

注37陸1997,p.477は この梁 幸徳 殺 害事 件 を934年 としている。しか し梁幸 徳 の死 亡年 代 につ いては既 に栄新 江 氏の検 討 があり,

そ れによれば梁 幸徳 は934年 正 月に後唐 の 宮殿 に到着 し,同年7月 に帰 国を許 され,翌935年4月 頃 に甘州 にて殺 害され ている.Cf,『 帰 義 軍 史』

pp.19-20,329-331.

注38Cf.『 帰 義 軍史 』pp.109-110.
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コータン王 李 聖 天を冊 封す るた めに冊 封 使 張 匡鄭 らを派 遣 しており(注3g) ,こ のとき彼 らは甘 州 ・

沙 州 を通 過 してコータンに到 着 している.往 復 に4年 を費 や したこの使 節 団 の旅程 に関して は森

安 孝夫 氏 の 詳細 な検 討 がある(注40).そ れによると,彼 らは約1年 をか けて翌939年 後 半 に甘 州

を経 由 して沙 州 に到 着 している.彼 らを出迎 えたの は司空 曹 元 深 であり,病 床 にあった曹 元 徳 は

正 式 に節 度 使 に任 命 され 太保 へ 昇 進 した(元 徳 はこの 後 まもなく死 亡 す る).ま たこの時 に曹 元徳

か らの答 礼 使 あるい は張 匡鄰 の 部下 が 中 国に戻 り,曹 議 金死 去 を朝 廷 に伝 えている(注41).張 匡

鄰 らはさらに1年 後 の940年 後 半 になってようやくコータンに到 着 した.そ の帰 路 は往 路 と同じく

2年 をか けて,コ ータンの答礼 使,曹 元 深 と弟 曹 元忠 の 朝 貢使,さ らに甘 州 ウイグルの朝 貢 使 とと

もに,942年12月 に後晋 朝 廷 に帰 着 してい る.こ の ように,こ の 期 間 に二 度(曹 議 金死 亡 の知 ら

せ を伝 えたのが 張 匡鄰 の 部 下 であ るならば一 度)帰 義 軍 の使 者 が 甘 州 を経 由 して 後 晋 へ 赴 く

機 会が あり,これ が契 機 となって帰 義 軍と甘 州ウイグルの 関係 が 緩和 され たと思 われる.

ところで,こ の結 論 を踏 まえたうえで 改 めて(B)文 書 の報 告 内 容 を見 直せ ば,最 後 の2月ll

日に関 す る報 告 は張 匡 鄲 に同 行 す るコータン王 国答 礼 使 のキャラバ ンに関 す ることに相 違 ない.

さらに,森 安氏 はわ ずか4行 のP.2213Pi鐵e文 書 の 考 察 か ら帰 路 につ くこの 張 匡 郭 一 行 が

942年2月5日 に敦 煌 に逗 留 していたことを突き止め ている(注42).こ の年 は曹 元 深 の司空 在 位

期 間 に該 当す ることか ら,942年 に(B)文 書 が作 成 されたと考 えられ る.た だ し,こ の(B)文 書

にはコータンの使 者 以 外 には言 及 が ないので,彼 らは張 匡鄭 とは別行 動 で先 に甘 州へ 進 んだの

で あろう.北 宋 期 の西 域 の旅 程 を記 した 「西 天 路竟 」(S.383)に よれ ば,沙 州 ～甘 州の所 用 日

数 は通 常 の馬 行 で12日 であり(注43),駅 馬 を利用 した急 使 ならばさらに短 い期 間で甘 州 まで行 く

ことができるであろうが,特 に急 ぐ必 要 の無 い 張 匡鄰 らが2月11日 には甘 州 方 面 に姿 を現 したと

は考えられないか らである。

以 上 の検 討 か ら本 文 書 の 司空 は曹 元深 であり,(A)(B)文 書 は942年2月 に作 成 されたこと

が 明 らかとなった.た だし中原 との交 渉 が 再 開 しウイグルとの 関係 もや や 好 転 したとはい え,帰 義

注39こ れより先,同 年9月 にコータン王 国と甘 州ウイグル王 国は 同時 に後 晋朝 廷 に使 者 馬 継栄 を派 遣 しており(『 旧五代 史 』 巻77,

中華書 局 版,p.1018;『 新 五代 史 』 巻8,74,中 華書 局 版,pp.83,917),こ の コータン使 は沙州 を経 由して甘州 へ 行きそこでウイグル使 とキャ

ラバ ンを編 成 したと思われる.ま た,こ の前 後 は沙州 が 中原王 朝 でなく遼 に入貢 していた 時期 であり(前 註36森 安 論 文参 照),こ の 時点 で沙 州

と甘 州の 関係 に変化 が現 れた可 能性 は少 ない,

注40森 安2000,pp.66-69.

注41「 旧五 代 史』 巻79,p.1038;藤 枝 「節 度使 始 末(三 〉」p.66;『 帰 義軍 史 』pp.105,333;森 安2000,p,66.こ の知 らせ は翌

940年2月 に後 晋朝 廷 にもた らされる.

注42森 安2000,pp.65-70.P.2213Pi鐵eは 張 匡鄲 が 「太傅 」 曹 元深 に宛てた書 簡 の末 尾部 分 である.

注43原 文:「(甘 州 より)又 西行 五 日至粛 州.又 西行 一 日至玉 門 関.又 西行 一 百 里至 沙 州界.又 西行 二 日至瓜 州.又 西 三 行 日至 沙 州」,

本 文 書 を検 討した 中村 氏 によれば,西 域 の旅程 は馬 行でi日 平均100里 弱で ある.Cf.中 村1991b,pp,476-477.
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軍 の使 節 が 直 接 入 朝 す ることはまだ不 可 能 であり,甘 州 ウイグルを仲 介 者 としての 交易 を余 儀 な

くされ た.帰 義 軍:と甘 州 ウイグルの 関係 が 完 全 に回復 す るには,955年 まで待 たね ばならなかっ

たので ある(注44).

おわりに

本 稿 ではこれまで十 分 に紹介 され ることのなかったP.3197v-6,v-7の2通 の書 簡 を取 り上 げ,

そ の性 格 と歴 史 的 背 景 について基 本 的 考 察 を加 えた.そ の結 果,本 文 書 は帰 義 軍と甘 州 ウイグ

ルとの関 係 が 回復 に向 かう942年2月 に作 成 され たものであ り,さらにそこに報 告 され る内 容 は

中 原へ の交 通 や使 節 の往 来 に関 す るもの であったことが 判 明 した.前 述 した ように,帰 義 軍 政権

莫 大 な利益 を目当てに朝 貢 貿易 を行 い,そ の交易 路 の確 保 に尽 力 した,さ らに,一 度 甘 州 ウイグ

ルによって 交 通 路 を絶 たれ れ ば,曹 議 金 ・曹 元 徳 ら節 度使 が 自ら出 陣 して自力 でそ の 回復 に努

めてい たのである.司 空曹 元 深 が 陰 文瑞 に報 告 させ た内 容とは単 に隣 国の 動 向というもので はな

く,中 原との往 来 を重視 する帰 義 軍 節 度 使 政権 の 姿勢 を如 実 に示 す ものといえよう.

また 同 時 に,帰 義 軍 時代 に限 定 してで はあるが,状 の 書 式 の復 元 を試 み た.結 果 として,敦

煌 の状 は元 豊年 間以 前 の宋 代 申状 式 に相 当す ることが 明 らか となった.と はいえ,管 見 の 限 りで

は敦 煌 にお ける上 行 文 書 は全 て状 式 であり,こ れだ けでは唐 代 の状 と牒 の機 能 につ いて解 明 し

たことにならない,こ の 点 につ いては今 後 改 めて取 り組 んでいきたいと考 えてい る.

注44一 森 安1980,PP.321-322.
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[表1:冒 頭 に 「状/状 上 」 のある文 書 一 覧] ○:項 目ありx=項 目なし 文書の欠損部

文書番号
作成
年

①冒頭 ②宛先/事 書 ③本文

発信者名 状/状 上 宛先 事書
行頭の字下げ

文字数
書き出し

1 5.6235v 852 百姓唐君盈 状上 x 0 x 右通人a戸z及 田地

2 P.2222B 865 僧張智燈 状 x x 2文 字 右智燈叔姪等

3 P.2222B 865 燉煌郷百姓張祇三等 状 x 0 3文 字 右祇三等
4 P.3547 878 上都進奏院 状上 x 0 2文 字 右謹具如前
5 S.1156 887 進奏院 状上 x C 1文 字 右伏自光啓

6 沙州文録補
羅氏旧蔵

890 百姓索咄兒等 状 一 一 1文 字? 右咄兒先代癡直

7 P.2803 893 押衙索大力 (状) x x 1文 字 右大力故師在日

8 P.2825v 893 百姓盧忠達 状 x x 1文 字
右忠達本籍戸於城東小

第一渠地一段
9 S.3330v 897 諸門石和満 状 x X x(追 い込み) 右和満夫妻二人

10 P.3324v 904
応管衙前押衙兵馬使
子弟随身等

状 x x 1文 字 右伏縁伏事在衙巳来

11 S.5139 925
涼州節院使押衙劉少

晏
状 x x 1文 字z 右伏以少晏等

12 P.2814-1 928
都頭知懸泉鎮遏 匸使

安進通]
状上 x x 1文 字 右今十日巳前

13 P.2814-3 928
都頭知懸泉鎮遏使安

進通
状上 x x 1文 字

右?[]当 鎮所有諸

処烽舗

14 P.2814-4 928
都頭知懸泉鎮遏使安
進通

状上 x x 1文 字 右今月廿 日

15 P.2814-5 928
都頭知懸泉鎮遏使安

進通
状上 x C 2文 字 右伏以疆賓令節

16 P.2814-6 928
都頭知懸泉鎮遏使安
進通

状上 x 0 1文 字 右伏以前件物

17 P.2814-7 928
都頭知懸泉鎮遏使安

進通
状上 X 0 2文 字 右伏以初陽啓軍

18 P.2814-8 928
都頭知懸泉鎮遏使安
進通

状上 x C x 右伏以青陽肇啓

19 P.4040 936 洪潤郷百姓辛章午 状? x x 3文 字 右章午只縁自不謹具
20 P.2814v ? 都頭安進通 状上 x x x 右今月某日已前

21 P.3730 v 慈恵郷百姓李進達 状上 x x 3文 字 右進達宿生薄福

22 P.4992 ? 馬軍氾再晟 状? X x 1文 字
右再晟去壬午年債亡慈
父

23 S.389 v 粛州防戍都 状上 x x 1文 字 右当都両軍軍将及百姓

24 S.2104 2 神沙郷百姓賈愍愍等 状 X X 3文 字 右伏以愍愍腹生男四人
zs S.2528 a 干聞僧龍大徳 状 X x 3文 字 右大徳自到沙州

26 S.4622v-1 a 尼僧菩提心等 状 x x 2文 字 右尼僧菩提心等

27 5.4622v-2 ? 百姓富盈信 状 x x ×(追 い込み) 右盈信家兄随従空徒東

行

28 5.4622v-3 ?
情願鎮守瓜州人戸馮

訥崙略王康七等十人
状 x x 2文 字 右康七等先聞制勅

29 S.5606-3 v 副使某甲百姓等 状上 阿郎衙 x ×(追 い込み) 右某月鎮使李某甲奉帖

30 S.5863-2 ? 新城鎮 状 X x 2文 字 右当鎮今月
31 5.6333 v 粛州防戍都 状上 x x 3文 字 右蓋縁防戍有限
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③本文

④牒,件 状如前.謹 牒 ⑤日付+発 信者+状/牒
結句

1 一 a 大中六年十一月日百姓唐君盈牒
2 x x x

3 乞垂処分 0 咸通六年正月日百姓張祇三謹状

4 申上交納,謹 録状上 0 [乾符五年四月日上都進奏院官某]

5 一 一 一

6 不敢不 申,伏 請処分 0 大順元年正月日百姓索咄兒等状

7
伏望将軍仁恩照察,特 乞判
命処分

○(追 い込み) 景福二年二月日押衙索大力霊府状

8 伏請処分 0 景福二年九月日押衙兼侍御史盧忠達状

9 伏乞裁下処分 ○(追 い込み) 乾寧四年二月廿八 日整?門?官[]

10 伏請公憑,裁 下処分 0 天復 四年甲子八月八 日

11 伏請公憑裁不(下)処 分 0 乙酉年六月日涼州節度押衙劉少晏状

12 不敢不 申,謹 録状上 0 戊子年二月三日都頭知懸泉鎮遏使安進通状[上 ユ

13 右謹具状 申,謹 録状上 C
戊子年二月十七日都頭知懸泉鎮遏使銀青光禄大夫検校
国子祭酒兼侍御史安通

14 謹遣武通達馳状申報者,謹
録状上

0
天成三年二月廿 日都頭知懸泉鎮遏使銀青光禄大夫検校

国子祭酒兼侍御史安進通状上

15 伏特賜容納,伏 聴処分 0
天成三年二月廿 日都頭知懸泉鎮遏使銀青光禄大夫検校

国子祭酒兼侍御史安進通状上

16
伏乞台威,特 賜容納,伏 聴

処分
C

天成三年二月廿日都頭知懸泉鎮遏使銀青光禄大夫検校

国子祭酒兼侍御史安進通状上

17
伏乞台威,特 賜容納,伏 聴

処分
0

天成三年二月廿日都頭知懸泉鎮遏使銀青光禄大夫検校

国子祭酒兼侍御史安進通状上

18
伏乞台威,特 賜容納,謹 録

状上,伏 聴処分
0

天成三年二月廿日都頭知懸泉鎮遏使銀青[光 禄大夫検

校国子祭酒兼侍御史安進通状上]
19 伏請処分 0 清太三年五月日百姓辛章午牒
20 不敢不 申,謹 録状上 ○(追 い込み) x

21 一 一 一

22 一 一 一

23 一 一 一

24 x x x

25 伏請公憑,裁 下処分 ○(牒,建 状如前.謹 状) 九月廿五日于闃龍大徳[]

26 x X x

27 不敢不 申,伏 請処分 x x

zs 裁下処分 x x

29 謹具状奏聞,謹 録状上 x x

30 一 一 一

31 『 『 一
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[表2:冒 頭 ・末 尾 に 「状 」 のない文 書 一 覧] ○:項 目あり ×:項 目なし 文書の欠損部

文書番号
作成
年

①冒頭 ②宛先/事 書 ③本文

発信者 状/状 上 宛先 事書
行頭の字下げ

文字数
書 き出 し

7 有鄰館51 850 令狐進達 x x C 4文 字以上 右具通如前

2 5.3877v 878 洪潤郷百姓令狐安定 x x x 2文 字 右安定一戸

3 P.3569v-3 887
官酒戸 馬三娘 ・龍粉

堆
x x x 1文 字 去三月廿二 日已後

4 P.4683v-2 937

右馬歩都押衙銀青光
禄大夫検校右散騎常

侍兼御史大夫上柱国

陳彦□ ・左馬歩都押
衙銀青光禄大夫検校
左散騎常侍兼御史大

夫上柱国羅資格□等

x x 0 6文 字 右伏以蘿賓戒節

5 P.4638v-3 937

応管 内釈 門都僧 統賜

紫沙 門龍辨 ・都僧録

恵雲 ・都僧政紹宗等

X x 0 6文 字 右龍辨等忝為釈吏

6 P.4638v4 937

応管 内釈 門都僧統賜

紫沙 門龍辨 ・都僧録

恵雲 ・都僧政紹宗等

x x O 4文 字 右伏以司空五才神将

7 P.3591-1 943 第四都頭張立 x X x 1文 字 右立昨去七月二 日

8 P.3591-2 943
左第一指揮第四都頭
張立

x x x 1文 字 右立伏限以

9 P.3257-1 945 寡婦阿龍 x x x 1文 字 右阿龍前縁業薄
10 P.3257-3 945 都衙王文通 x x x 2文 字 右奉判付文通

11 P.4084 952 平康郷百姓郭愍子 × × × 2文 字 伏以愍子

12 P.3501v-5 958 押衙安員進 × × × ×(追 い込み) 右員進屋舍窄狭

13 P.3501v-7 958 莫高郷百姓王員定 X × × x(追 い込み) 右員定 ・員奴 ・員集

14 P.3556v-3 959 押衙曹保険昇 × × × 2文 字 右保昇去載臨時差弟保
定入奏

15 S.3876 968 釈門法律慶深 × X × 2文 字 右慶深祖業教少

16 S.2973 970
節度押衙知司書手馬
文斌

× × X 3文 字 右文斌陪従台駕

17 P.2943v 971

内親従都頭知瓜州衙

推氾願長与合城僧俗
官吏百姓等

X X × 1文 字 右願長等昨去五月一日

18 P.2985v 972
右衙都知兵馬使丁守

勲
× X × 2文 字 右守勲伏蒙大王台造

19 P.2804v-2 973
右衙都知兵馬使丁守
勲

× × × 2文 字 右守勲三曽有状

20 P.3412 981
都 頭安再勝 ・都 衙趙

再成 ・李衍鶏成等
X X × 4文 字 右今月廿日寅時

21 P.4525v-12 982 瓜州 × × × 2文 字 昨去前月廿九 日

22 P,3186v-2 985 洪潤郷百姓某専甲 × × X 1文 字 右某甲蓋縁家中朧乏

23 S.4489v 985 慈恵郷百姓張再通 × × , × 1文 字 右再通

24 P,3553 987

応管内外都僧統辯正

大師賜紫鋼恵 ・都僧
正賜紫法松 ・都僧録

賜紫道賓等

× × X 2文 字 右鋼恵等

25
北 京 図 書 館

143:6774
995

奉宣往西天取経僧道

猷等
× × X 1文 字 右道猷等
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③本文

④牒 件状如前.謹 牒 ⑤日付+発 信者+状/牒
結句

1 請処分 ○ 大中四年十月日令狐進達牒

2 伏請処分 × 戊戌年正月日令狐安定

3 伏請処分 ○ 光啓三年四月日龍粉堆牒

4
伏乞仁恩,特 賜容納,謹 録

状上
O

清泰四年酉歳五月日右馬歩都押衙銀青光禄大夫検校右
散騎常侍兼御史大夫上柱国陳彦□牒 ・左馬歩都押衙銀
青光禄大夫検校左散騎常侍兼御史大夫上柱国羅資格□

牒

5 謹録状上 ○
清泰肆年十一月十八 日応管内釈 門都僧統賜紫沙門龍辨 ・

都僧録恵雲 ・都僧政紹宗謹牒

6 不敢不申,謹 録状上 ○
清泰肆年十一月十八 日応管内釈 門都僧統賜紫沙門龍辨 ・

都僧録恵雲 ・都僧政紹宗謹牒

7 謹具状謝,謹 録状上 ○ 天福八年八月日都頭張立牒

8 謹録[] ○ 天福八年□月日張立牒

9 伏聴公憑,裁 判処分 ○ 開運二年十二月日寡婦阿龍牒

10 謹録状上 ○ 開運二年十二月日左馬歩押衙王文通牒

ll 特神如憑 由,伏 請裁下処分 ○ 広順二年三月日郭愍子牒

12 伏請判験,裁 下処分 ○ 顕徳五年四月日押衙安員進牒

13 特賜判憑,伏 請処分 ○ 顕徳五年四月 日

14 特賜允従,伏 請処分 ○ 顕徳六年十二月日押衙曹保昇牒

15 特乞憑由,伏 聴処分 ○ 乾徳六年九月日釈門法律慶深牒

16 謹録状上 ○(本 文 と同 じ高さ) 開宝三年八月節度押衙知司書馬文斌牒

17 謹具状申聞,謹 録状上 ○
開宝四年五月一日内親従都頭知瓜州衙推氾願長官吏等
牒

18 謹具状申謝,謹 録状上 ○ 開宝五年十二月日右衙都知兵馬使丁守勲牒

19 兼具状申辞,謹 録状上 ○ 開宝六年三月日右衙都知兵馬使丁守勲牒

20 謹具状陣聞,謹 録状上 ○(本 文 と同 じ高 さ) 太平興国陸年十月日都頭安再勝 ・都衙趙再成等

21 謹具状申聞,謹 録状上 ○ 太平興国柴年十月日内親従都頭知瓜州衙推□義郎牒

22 特乞仁鈞,専 候処分 ○(本 文 と同 じ高さ) 雍熙二年六月日洪潤郷百姓某乙等牒
23 特賜判憑,裁 下処分 ○ 雍熙二年六月慈恵郷百姓張再通

24 謹録状上 ○
太平興国三年四月日応管内外都僧統辯正大師賜紫鋼恵

等牒

25 伏聴処分 ○ 至道元年十一月二十四 日霊図寺寄住
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はじめに

敦 煌 文 献 の 中には帰 義 軍 政 権 の 財 務 管 理 に使 用 され た文 書 群 が ある.こ れ らの文 書 は,基

本 的 に 「判 憑 」 を請 求 す る文 言 を有 して いる。そ こで本稿 ではこの一 連 の文 書群 を 「判 憑 文 書 」

と呼称 す る.

この ような判 憑文 書 は先 学 の整 理 と収 集 との進 展 により,そ の総 数 が徐 々に増 加 してきた.ま ず,

エ リアスベ ルク(Eliasberg ,D.)氏 は,帰 義 軍 政 権 時 代 の漢 文 公 文書 に付 された鳥 形 の花 押 を

収 集 す る過 程 で,帰 義 軍 節 度 使 政 権 の財 務 管 理 用 の 文 書として9写 本(37文 書)の 判 憑 文

書 を紹 介 した(注1).そ の後,1990年 に発 刊 された 『敦 煌社 会経 済文 献 真 跡釈 録 』 第3輯 では,

第7章 「駝 馬 牛 羊 等 籍 及 有 関 牒 状和 憑 拠 」 と第8章 「帰 義 軍軍 資庫 ・内庫 ・内 宅 ・柴 場 ・

宴 設 司等 牒 状 及 判 憑 」 とに判 憑 文 書 が 集 め られ,新 た に6写 本(10文 書)が 付 け加 えられ

た[唐 耕 縞 ・陸 宏 基1990,pp.570-603,604-626].す なわち,1990年 の段 階 で収 集 されてい

た判 憑 文 書 は15写 本(47文 書)で ある.

さらに,筆 者 が 判 憑 文 書 の収 集 を継 続 した結 果,現 時 点 で の総 数 は28写 本(88文 書)に

まで に増 加 した(注2).新 たに加 わ った13写 本(41文 書)の 多 くは,ス タイン=コ レクションの

新 公 開 文書[8写 本(19文 書)]と 京都 の羽 田記 念 館 に所蔵 され ている李 盛 鐸 旧蔵 文 書 の写 真

[2写 本(13文 書)]と に 由来 してい る。前 者 は大 英 図書 館 所 蔵 のスタイン=コ レクションのうち

仏 画 の裏 貼 りや経 帙 か ら新 た に回収 された 文書 や従 来 未整 理 であった文書 断片 に由来 す る(注

3).一 方,後 者 は第二 次 大 戦 以 前 に日本 の 某氏 によって購 入 され た李 盛 鐸=コ レクションの一 部

の写 真 である(注4).こ れ らの新 出 文書 を取 り入 れることにより,判 憑 文 書 の総 数 はほぼ倍 増 し,

注lEiiasbergl979p.3G参 照.な お,こ こに示 す 「写本 」 とは所 蔵 番 号別 の個 数 を示 す.後 に述 べ るように,判 憑 文書 は複 数 の

文 書が 連接 され た形で伝 存 している場 合 が多 い.そ こで,本 稿 では一 つの所 蔵番 号 で整理 され た写本 を構 成 するそれぞれ の文 書を,便 宜 的 に

(a),(b),(c)な どの下 位の 記号 で分類 している.つ まり,エ リアスベルク氏 が収 集 した判憑 文 書 は37の 文 書 で構 成 され た9つ の写 本である.以

下,同 様 の方 法 で判憑 文書 の件 数 を数 える.

注2表1と 表2と を参 照,な お,以 下 に文書 の所 蔵番 号 に続 けて(番 号○ ○)と 表示 す る番 号 は表2の 整 理 番号 である.

注3こ れ らの文書 のうち非仏 教 文献 は栄新 江 氏 によって 目録 が作 成 されている[栄 新 江1994].ま た,こ の部 分の 文書 の写真 は,『 英

蔵 敦煌 文 献』 の12巻 以 降 に収 められて いる.な お,こ れ らの文 書の 来歴 や意 義に関 しては,栄 新 江1994pp.25-29を 参 照,

注4李 盛 鐸=コ レクションと羽 田記 念館 所 蔵写 真 との 関係 については,池 田2000pp,30-35,栄 新 江1997p.3に 詳 しく述べ られて いる.

なお,こ れらの文 書 は原物 が行 方 不 明であり,写 真も公 刊 されていない.そ こで,本 稿 で扱 う 「丙 申年(996)四 月～八 月帰 義軍 知 馬 官陰 章 児

請 判 憑状(番 号69-75,羽 田記 念館 写 真 番号841,845,846,847)」 と 「乙未 年(995>十 一月等 帰 義軍 帰義 軍:駝官 馬 善 昌・丙 申年(996)

九月駝官 李 粉堆 請 判憑 状 」(番 号76-81,羽 田記 念 館 写真 番号842,843,844)と につ いては,池 田2000pp.52-56の 録 文と解 説とを参 照

した.ま た本稿 で は便 宜 上,前 者 をH〔Haneda)841+,後 者 をH.842+と 呼称 する.
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■表1

*

判 憑 文 書 の 増 加

(引用別,所 蔵 番号順,?は 未比定,

空白 はデータ無し,xは 欠落)

「発信元」:牧子(羊)=牧 羊人

牧子(駝)=駝 官

牧子(馬)=知 馬官

P.2937p1=P.2937pi6cel

H.841+=羽 田 写 真841+845+846+847

H.842+=羽 田 写 真842+843+844

v=versO(裏)

× エ■丿アスベルク引用文 轡

No 所蔵番号 発信元 西暦

51 πx.1359a 牧子(羊} 979

56 P.2737(a) 牧子(駝 》 993

57 P.2737(b) 牧子(駝) 993

58 P.2737(cl 牧子(駝) 993

59 P.2737(d) 牧子(駝1 993

42 P3160v(a) 内宅司 951

43 P3160v(b》 内宅司 951

44 P.3160v(c) 内宅司 951

45 P.3160v(d) 内宅司 951

47 P.3272(a) 牧子(羊) 966

48 P.3272(b) 牧子(羊} 966

22 P.3878(a) 軍資庫司 979

23 P.3878(b) 軍資庫司 979

24 P.3878(c) 軍資庫司 979

25 P.3878(d) 軍資庫司 979

26 P.3878(e} 軍資庫司 979

27 P。3878(D 軍資庫司 979

28 P.3878(g) 軍資庫司 979

29 P.3878(h) 軍資庫司 979

30 P.3878(i} 軍資庫司 979

31 P.3878ω 軍資庫司 979

32 P.3878(k) 軍資庫司 979

33 P.3878(1》 軍資庫司 979

34 P.3878(m) 軍資庫司 979

35 P.3878(n} 軍資庫司 979

36 P.3878(o} 軍資庫司 979

52 S.2474(a) 牧子(駝) 980

53 S.2474(b) 牧子(駝) 980

54 S.2474(c} 牧子(駝) 980

55 S.2474(d) 牧子(駝) 979

17 S.3728(a) 柴場司 955

18 S.3728(b) 柴場司 955

19 S.3728(c) 柴場司 955

20 S.3728(d} 柴場司 955

21 S.3728(e} 柴場司 955

07 S.5571 酒戸 968

06 S.5590 酒戸 968

『真跡釈録』第3輯 引用文書

No 所蔵番号 発信元 西暦

09 P.2641(a) 宴設司 947

10 P.2641(b) 宴設司 947

11 P.2641(c) 宴設司 947

12 P.2641(d) 宴設司 947

50 P.2761v(3) 牧子(羊) 979

49 P.2985v(1) 牧子(羊) 979

08 S.5728 酒戸 ?

37 S.6249 軍資庫司

15 S.6557v(a) 宴設司

16 S.6557v(b) 宴設司

× 新出史料

No 所蔵番号 発信元 西暦

69 H.841+(al 牧子(馬) 996

70 H.841÷(b) 牧子(馬1 996

71 H.841+(c} 牧子(馬) 996

72 H.841+(d) 牧子(馬) 996

73 H.841+(e) 牧子(馬) 996

74 H.841+(f) 牧子(馬) 996

75 H.841+(g) 牧子(馬} 996

76 H.842+(a} 牧子(駝} 996

77 H.842+(b} 牧子(駝) 996

78 H.842+(c) 牧子(駝} 996

79 H.842+(d》 牧子(駝) 996

80 H.842+(e》 牧子(駝) 995

81 H.842+㈹ 牧子(駝) 996

13 P.2667v(a) 宴設司

14 P.2667v(b) 宴設司

46 P.2703v 内宅司 972

05 P.2937p1(a} 酒司 X

01 P.2937p1(b} 酒司 887

02 P.2937pl(c) 酒司 887

03 P,2937pl(d) 酒司 887

04 P.2937p1(e) 酒司 887

83 P.4061v 内庫 982

60 S.6998B(a) 牧子(馬1 995

61 S.6998B(b) 牧 子(馬) 995

62 S.6998B(c) 牧 子(馬) 995

63 S.6998B(d) 牧 子(馬) 996

64 S.6998B(el 牧 子(馬) 996

65 S.6998Bω 牧子(馬) 996

66 S.6998B(g) 牧子(馬) 996

67 S.6998B(h) 牧子(馬} 996

68 S.6998Bω 牧子(馬) 996

84 S.6998C(a) X x

82 S.6998C(b) 牧子(駝) 996

85 S.6998C(c) 羊司 X

88 S.6998D X x

41 S.8666 作坊 978

38 S.8673 作坊 977

39 S.9455(a) 作坊 977

40 S9455(bl 作坊 977

86 S.9941(al X X

87 S9941(b) X つ
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■ 表2判 憑 文 書 一 覧(機 関別,西 暦順,?は 未 比定,xは 文 書の欠落,空 白はデータ無し)

P.2937p1=P,2937pi6cel

H.841+篇 羽 田 写 真841+845+846+847

H.842+=羽 田 写 真842+843+844

V=vers・(裏)

No 所蔵番号 紀年 西暦 発信元 称号 役職 人名

Ol P.2937pl(a) X X 酒司 X X X

02 P.2937pl(b) 丁未 887 酒司 酒司 曹文晟
03 P.2937P1(c) 光啓三年 887 酒司 酒司 曹文晟

04 P.2937pl(d) 光啓三年 887 酒司 酒司 曹文晟
05 P.2937p1(e) 光啓三年 887 酒司 酒司 X

06 S.5590 戊辰 968 酒戸 酒戸 登階 定

07 S.5571 戊辰 968 酒戸 酒戸 登階 定

08 S.5728 壬申 ? 酒戸 酒戸 曹流徳

09 P.2641(a) 丁未 947 宴設司 都頭 知宴設使 宋国清
10 P.2641(b) 丁未 947 宴設司 都頭 知宴設使 宋国忠
11 P2641(c) 丁未 947 宴設司 都頭 知宴設使 宋国清

12 P,2641(d) 丁未 947 宴設司 都頭 知宴設使 宋国清
13 P.2667v(al 宴設司 都頭 知宴設使 梁幸徳
14 P.2667v(b) 宴設司 都頭 知宴設使 梁幸徳

15 S.6557v(a) 宴設司 X X X

16 S.6557v(b) 宴設司 X X X

17 S.3728(a) 乙卯 955 柴場司 押衙 知柴場司 安祐成-

!8 S.3728(b} 乙卯 955 柴場司 押衙 知柴場司 安祐成
19 S.3728(c》 乙卯 955 柴場司 押衙 知柴場司 安祐成
20 S.3728(d) 乙卯 955 柴場司 押衙 知柴場司 安祐成

21 S.3728(e) 乙卯 955 柴場司 押衙 知柴場司 安祐成
22 P.3878(a》 己卯 979 軍資庫司 X X x

23 P3878(b) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

24 P3878(c) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高
25 P.3878(d) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高
26 P.3878(e) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

27 P.3878(f) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高
28 P.3878(g) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

29 P.3878(h) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

30 P.3878ω 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高
31 P.3878(j} 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

32 P.3878(k) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

33 P.3878(1) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高
34 P.3878(m) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

35 P.3878(n) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高

36 P.3878(o) 己卯 979 軍資庫司 都頭 知軍資庫官 張富高
37 S.6249 軍資庫司 X X X

38 S,8673 丁丑 977 作坊 都頭 知作坊使 鄲守興

39 S.9455(al 丁丑 977 作坊 XXX
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*

*

「記事」のO内 は支出等の件数

「印章」=新 鋳印=「 帰義軍/節 度使/新 鋳印」

節度使印=「 帰義軍節/度 使之印」

物品 記事 印章 採消 再利用

丕 X 『太公家教残巻』

酒 支出⇒甘州廻鶻 『太公家教残巻』

酒 支出⇒粛州使 『太公家教残巻』

酒 支 出・ゆx 『太公家教残巻』

酒 支出⇒迎酒 『太公家教残巻』.

酒 支出⇒瓜戸 安阿朶 新鋳印 有 り

酒 支出⇒ 麦刈 ・氈 匠 新鋳印 有 り 裏面1「 コロ 白追還 」

酒 支出⇒甘州廻鶻 X

麺 ・胡餅 ・油 等 支出⇒ 宴会 な ど(23) 有 り 「莫高窟再修功徳記」など一

麺 ・胡餅 ・油 等 支出⇒ 宴会 な ど(24) 有 り 厂莫高窟再修功徳記」など

麺 ・胡餅 ・油 等 支出⇒ 宴会 な ど(18) 有 り 「莫高窟再修功徳記」など

麺 ・胡餅 ・油 等 支出⇒ 宴会 な ど(24) 有 り 「莫高窟再修功徳記」な ど

X 支出⇒宴会 表面:『 算経』

麺 ・胡 餅 支出⇒賽 神 ・宴会 表 面;『 算 経』

麺 支出⇒公主 ら9人 補 強用 に張 り付'け

麺 支出⇒牧羊人3人 補強用に張 り付け

柴 ・刺 支出⇒宴会など⑤ 押座文など

柴 ・刺 ・樫 支出⇒ 宴会 な ど(21) 押座文など

柴 ・刺 ・樫 支出⇒ 宴会 な ど(22) 押座文など

柴 ・刺 ・樫 支出⇒ 宴会 な ど(13) 押座文など

柴 ・刺 ・樫 支出⇒ 宴会 な ど(6) 押座文など

堊 X 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出・ゆ楼上天王堂など 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒衙 内 ・縛箔 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒楼上天王堂など 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒助葬 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出ゆ索子 ・泥火爐 など 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒縛碾床 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒胡禄 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒于闖国信の封角 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒衙内 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒亭子縛箔 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒国信封角など 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒造縄床索子 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒造縄床索子など 新鋳印 有 り 経帙

麻 支出⇒趙富晟 ら9人 新鋳印 有 り 経帙一

紙銭 支出⇒賽神 ・仏事 「願文 」

需 支 出・ゆ都 頭索流 定 な ど 雑写

x X X X
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No 所蔵番号 紀年 西暦 発信元 称号 役職 人名
40 S.9455(b) 丁丑 977 作坊 都頭 知作坊使 郵守興

41 S.8666 戊寅 978 作坊 都頭 知作坊使 郡守興
42 P.3160v(a) 辛亥 951 内宅司 押衙 知内宅司 宋遷嗣
43 P.3160v(b) 辛亥 951 内宅司 押衙 知内宅司 宋遷嗣

44 P.3160v(c) 辛亥 951 内宅司 押衙 知内宅司 宋遷嗣 一
45 P.3160v(d} 辛亥 951 内宅司 押衙 知内宅司 宋遷嗣

46 P.2703v 壬申 972 内宅司 故都頭 知内宅務 安延達等
47 P,3272(a) 丙寅 966 牧子 牧羊人 元寧
48 P.3272(b) 丙寅 966 牧子 牧羊人 元寧

49 P.2985v(1> 己卯 979 牧子 牧羊人 王阿朶

50 P.2761v(3) 己卯 979 牧子 牧羊人 王阿朶 一
51 耳x.1359a 己卯 979 牧子 牧羊人 唐定奴
52 S.2474(a) 庚申 980 牧子 駝官 張愍児
53 S2474(b) 庚申 980 牧子 駝官 張愍児

54 S.2474(c) 庚申 980 牧子 駝官 張愍児 一
55 S.2474(d) 己卯 979 牧子 駝官 鄲富通
56 P.2737(a} 癸巳 993 牧子 駝官 馬善昌

57 P.2737(b) 癸巳 993 牧子 駝官 馬善昌
58 P.2737(c) 癸巳 993 牧子 駝官 馬善昌

59 P.2737(d) 癸巳 993 牧子 駝官 馬善昌

60 S.6998B(a) 乙未 995 牧子 知馬官 陰章児
61 S.6998B(b) 乙未 995 牧子 知馬官 陰章児

62 S.6998B(c) 乙未 995 牧子 知馬官
　

陰章児

63 S.6998B(d) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児
64 S.6998B(e) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児
65 S.6998B(D 丙申 996 牧子 知馬官

一
陰章児

66 S.6998B(g) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児
67 S,6998B(h) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児
68 S.6998B(i) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児

69 H.841+(a) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児

70 E841+(b) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児

71 H.841+(c) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児

72 E841+(d) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児

73 H.841+(e) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児
74 H.841+(f) 丙申 996 牧子 知馬官 陰章児

75 H.841+(9) 丙申 996 牧子 知馬官
一

陰章児

76 H.842+(a) 丙申 996 牧子 駝官
一

李粉堆
77 H.842+(b) 丙申 996 牧子 駝官 李粉堆

78 H.842+(c) 丙申 996 牧子 駝官
一

李粉堆

79 H.842+(d) 丙申 996 牧子 駝官
一

李粉堆
80 H.842+(e) 乙未 995 牧子 駝官

一
馬善昌

81 H.842+(O 丙申 996 牧子 駝官
一

馬善昌

82 S.6998C(b) 丙申 996 牧子 駝官 馬善昌
83 P.4061v 壬午 982 内庫 都頭 知内庫官 曹丑□

84 S.6998C(a) X X X x x

一

X

85 S.6998C(c} X X 羊司 押衙 知羊司
一

田□

86 S.9941(a) x X X X X X

87 S.9941(b) 辛巳 P X X X X

88 S.6998D X X X X X X
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物品 記事 印章 抹消 再利用

毬杖柄 支出⇒造仏 厂為憑」の文字

箭 支出⇒賽神

樫 支出⇒于關使など(18) 嘆願書,証 明書,通 知 な ど

樫 支出⇒廻鶻女人など(9) 嘆願書,証 明書,通 知 な ど

樫 支 出⇒天使 な ど(10) 嘆願書,証 明書,通 知 な ど

樫 支出⇒楼上 ・楼下宅 嘆願書,証 明書,通 知 な ど

山羊毛 収集←各畜群 有 り 薬の処方書数点

羊 支出⇒賽神 書状;日 付 「丁 卯年(967)」

羊 支出⇒儀式 書状=日 付 「丁 卯年(967)」

羊 ・山羊 死亡⇒皮納入 有 り 齋文

山羊 死亡⇒皮納入 有 り 祈祷文,沙 門書範等

羊 ・山羊 死亡⇒皮納入

ラクダ 死亡⇒皮納入 表面:経 帙,裏 面1仏 典

ラクダ 死亡⇒皮納入 表面;経 帙,裏 面:仏 典

ラクダ 死亡⇒皮納入 表面:経 帙,裏 面:仏 典

ラクダ 支与ゆ于閲使 新鋳印 表面1経 帙,裏 面:仏 典

ラクダ 死亡⇒皮納入 節度使印

ラクダ 支与⇒于闃使 節度使印

ラクダ 死亡⇒皮納入 節度使印

ラクダ 支与⇒令狐願徳 節度使印

馬 X 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印. 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 X 節度使印 有 り 裏貼 り

馬 死亡⇒皮納入 節 度使 印、 有 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り

馬 死亡⇒皮納入 節度使印 有 り

ラクダ 死亡⇒皮納入 有 り

ラクダ 死亡⇒皮納入 有 り

ラクダ 死亡⇒皮納入 有 り

ラクダ 死亡ゆ皮納入 有 り

ラクダ 死亡⇒皮納入 有 り

ラクダ 死亡⇒皮納入 有 り

ラクダ 死亡⇒皮納入 X 有 り 裏貼 り

織物 支与⇒達怛大部 仏典

X X X X 裏貼 り

X X X X 裏貼 り

X X X X

黄 麻 ・豆 ・麦 収集←千渠荘な ど

X X X X
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量 的 にも一 つの文 書 群 として扱 うこと可 能 となった のである.

しか しなが ら,判 憑 文 書 の 史料 としての 利 用 は,文 書 の 内 容 を参 照 する段 階 に止 まってお り,

書 式 や機 能 の分 析 によって事 務 処 理 の流 れや 文 書 処理 過 程 を解 明す る試 み は全 くなされ ていな

い.ま ず,エ リアスベ ルク氏 の研 究 は鳥 形 花 押 の分 析 に主 眼 が あり,判 憑 文 書 そのものについ て

は財 務 関係 の文 書 で ある点を指 摘 す るに止 まって いる.ま た,『 敦 煌 社 会 経 済 文 献 真 跡 釈 録 』

第3輯 で は文 書 の 内 容 によって判 憑 文書 を牧 畜 関係(第7章)と 各 種 行 政 機 関 関係(第8

章)と に分 けて収 録 し,判 憑 文書 を一つ の文 書 群 として捉 えていない.

さらに,帰 義 軍 政 権 を扱 った他 の個 別 論 文 におい ても判 憑 文 書 は利 用 され ているもの の,書

式 や 機 能 につ い て分 析 し文 書 の内 容 以 上 の情 報 を引 き出 そうとす る姿 勢 は希 薄 である.ま ず,

帰義 軍 政 権 の行 政 機 関に関す る研 究 で は,各 機 関が管 理 した物 資 の種 類 や 業務 内容 につい て

の情 報 のみ が取 り上 げ られている(注5).ま た,帰 義 軍 政権 下 の牧 畜 に関す る研 究 の なか では,

牧 子(畜 群管 理者)(注6)の 節 度使 へ の報 告 義 務 を示 す 史料 として使 用され るに止 まってい る

(注7).こ れ らの研 究 の最 大 の問 題 点 は判憑 文書 を同じ性 質 の一 つの 文書 群 として把 握 していな

いことにある.こ の ことは,個 々の 機 関 や 牧 子 の職 掌 の解 明に 関心 が集 中し,帰 義 軍 政 権 の 行

政 事 務 を一 体 のものとして捉 えていないことに起 因しているので ある.

そこで,本 稿 で は判 憑 文 書 をひとつの 文 書 群 として 一括 して扱 い,そ の 書 式 や機 能 に焦 点 を

あ てて分 析 し,帰 義 軍 政 府 内 で行 われた行 政 事 務 の流 れ と文 書 処 理 過 程 とを再 構 築 していきた

い.ま ず,形 態 や書 式 の 面で,判 憑 文書 の全 体 的 な特 徴 を指 摘 す る.次 に,抽 出した特 徴 を手

が か りに,判 憑 文 書 を用 い た行 政 事 務 の流 れ とそ れに伴 う文 書 処 理の 過 程 とを検 討 す る.最 後

に判 憑 文 書 の処 理過 程 を再 現 し,事 務処 理の 流 れとも合 わせ て提 示 す る.

注5た とえば,行 政機 関 の研究 としては,宴 設 司を扱 った劉 俊 文 ・牛来 頴1993論 文でP,2641(番 号09-12)が,宅 司 を扱 った鄭

炳 林1996論 文で はP,2703裏(番 号46)が 用 い られ いる.そ して軍 資 庫 司を扱 った盧 向 前1986論 文 ではS.6249(番 号37>が,馮 培 紅

1998論 文で はS.6249(番 号37)とP,3878(番 号22-36)と が使 用 されている.ま た,羊 司 を扱 った張 亜萍1997論 文で はP.3272(番 号

47-48)とP.2985(番 号49)と を用いて いる.

注6帰 義軍 時代 の 文書 中で は,帰 義 軍 政権 に仕えるウマ ・ラクダ ・ウシ ・ヒッジ ・ヤギなどの畜 群 管理 者 は 「牧 子」 と総 称 されている

[雷 紹鋒1996p.39].そ こで,本 稿 ではこのような畜群 管 理者 を牧 子 と呼称 する.

注7帰 義軍 政 権 に仕える牧 子 全 般 を扱 った雷 紹鋒1996論 文 では,P.2761(番 号50),P,3272(番 号47-48),P,2737(番 号

56-59),P.2985(番 号49),S.2474(番 号52-55)が 使 われ ている.ま た,牧 羊に焦 点を絞 った也 小 紅20Gl論 文で はP、2985(番 号49) ,

P,2761(番 号50),P.2730裏(番 号46)を あげ ている.さ らに 張 亜萍1998論 文 はP.2737(番 号56-59)とP.2474(番 号52-55)と を

使 用 し,ラ クダの管理 について述 べ ている.
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1判 憑文書の形態 ・書式上の特徴

本章では,判 憑文書全体の形態や書式からうかがえる特徴を抽出し,判憑文書を用いた文書

処理システムを考えるうえでの基礎的情報を提示したい.

1-1形 態 からみ た判 憑 文 書 の 特 徴

まず,判 憑 文 書 の形 態 上 の特 徴 としては,ほ とんどの文 書 が 短冊 状 の形 状 をしていることをあ

げることができる.こ の ことはそれぞ れの判 憑 文 書 の行 数 に由 来 している[表3参 照].現 在 確 認

している判 憑 文 書88件 のうち,行 数 の最 頻 値 は4行(37件)で あり,5行(20件)が これ

に続 く。残 存 状 態 が完 全 なものので は3行(3件)が 最 小 である.ま た,10行 を越 えるもの は希

であり(9件),そ のうち最 大 のものでも22行 である(2件).こ のため,ほ とんどの判 憑文 書 は4

～5行 か らなる非 常 に短 い文 書 であり,縦 が約30c皿,横 が10数cmの 形状 をしている.以 下 に,

典 型 的な事 例 としてP.3878の 録 文 と翻 訳 とを提 示 する.

史料(A)P.3878(番 号22-25の 部 分)

【録 文 】

〈前 缺 〉

(a)

1「 為 憑.十 八 日」 「鳥 形 花押(曹 延 禄)」

(b)

1

2

3

4

戸⊃

軍資庫司

伏以,今 月廿日,楼上天王堂及神堂上灰麻貳斤.未

蒙 判憑.伏 請 處分.

己卯年八月 日都頭知軍資庫官張富高

「為 憑.廿 一日」「鳥形花押(曹 延禄)」

(c)

1軍 資庫 司

2伏 以,今 月二 日,衙 内 縛 箔 麻貳 斤.伏 請 處 分,
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3

4
・ 「為 憑.三 日」

己卯年九月 日都頭知軍資庫官張富高

「鳥形花押(曹 延禄)」

(d)

1軍 資 庫 司

2伏 以,今 月三 日,楼 上 天 王 堂 ・仏 堂子 上 灰 麻 壹 斤,五 日准 舊 泥 火

3爐 麻 貳 斤.伏 請 處 分.

4己 卯 年 九月 日都 頭 知 軍 資 庫 官 張 富 高

5「 為 憑.六 日」 厂鳥 形 花 押(曹 延 禄)」

〈後 略 〉

【翻 訳 】

(a)

「為 憑.十 八 日」 「鳥形 花 押(曹 延 禄)」

(b)

軍 資庫 司 より

伏 して以 えらく,今 月二 十 日に,楼 上 の天 王 堂 および神 堂 に灰 麻2斤(を 支 出しました).未

だ判 憑を蒙 らず.伏 して処 分 を請 う,

己卯 年(979)八 月 日都 頭知 軍 資 庫 官 張 富 高

「為 憑.二 十 一 日」 「鳥 形花 押(曹 延 禄)」

(c)

軍 資庫 司 より

伏 して以 えらく,今 月二 日に,衙 内 の縛 箔(用 に)麻2斤(を 支 出しました).伏 して処分 を

請う.

己卯 年(979)九 月 日都 頭知 軍 資庫 官 張 富 高

「為 憑.三 日」 「鳥 形 花押(曹 延 禄)」

(d)

軍 資庫 司より
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■ 表3判 憑 文 書 の 形 態(行 数順,?は 不確 定,空 白はデータ無し)

No 所蔵番号 行 寸法;縦 ×横 残存状態 75 H.841+(g} 4 完

01 P.2937p1(a) 1 12×5 上右端欠 76 H.842+(a) 4 右端欠

77 H.842+(b) 4 完39 S.9455(a》 1 22×5寧 上下右端欠

22 P.3878(a) 1 30.2×5 右端欠 78 H.842+(c} 4 中央欠

80 H.842+(e) 4
心
兀88 S.6998D 1 20.5×3.4 上下右端欠

47 P.3272{a) 5 30.7×12.3 完86 S.9941(a) 1 19.6×1寧 上下右端欠

69 E841+(a} 1 右端欠 48 P.3272(b》 5 30.7×13.6 完

68 S.6998Bω 1 17.3×2.2 上左端欠 49 P.2985v(1) 5 29.3×14.1 完

84 S.6998C(al 2 13.8×109 下右端 52 S.2474(a) 5 31x16.25 完
55 S.2474(d) 5 31×12.5 完60 S.6998B(a》 3 30×13.6 右端欠
64 S.6998B(e) 5 29.8×11.4 完65 S.6998B(f》 3 29.2×12.6 完

67 S.6998B(h) 3 29.9×10。6 上左端欠 03 P.2937pl(c) 5 26.4×13 完

04 P.2937pl(d) 5 26.4×12ユ 完06 S.5590 3 30x8 完

13 P.2667v(a》 3 29.4×46.4 完 05 P.2937pl(e) 5 26.4xll 完

45 P.3160v(d) 5 30.4×11 完08 S.5728 3 23×10 上左右端欠
07 S.5571 5 29.5×14 完81 H.842+(f》 3 上端欠

50 P.2761v(3) 4 30.4x9.2 完 38 S.8673 5 29.5×12.6 上右端欠

53 S.2474(b} 4 31×1L75 完 23 P.3878(b) 5 30×12 完

25 P.3878(d) 5 30.4x115 完54 S.2474(c) 4 31×12.5 完

56 P.2737(a) 4 30.5×11.2 右端欠 26 P.3878(e) 5 30×11.8 完

57 P.2737(b) 4 30×13 完 33 P.3878ω. 5 30×11.3 完
35 P.3878(n} 5 30×10.8 完58 P.2737(c} 4 30×11.2

古兀

59 P.2737(d) 4 30×1α5 完 15 S.6557v(a》 5 26×? 下端欠

37 S.6249 5 30×22 完61 S.6998B(b) 4 29.8xll.8 完.
79 H.842+(d) 5 完62 S.6998B(c) 4 30×11.4

心兀

36 P.3878(o》 6 30.5×12.9 完63 S,6998B(d} 4 29.8×ll.4 完

66 S,6998B(g} 4 30×10.6 完 43 P.3160v(b》 7 30.4×19 完
17 S.3728(a) 7 3α3×15.4 完82 S,6998C(b) 4 24.9xll.5 下右端欠
27 P.3878(0 7 29.9×14.1 完85 S.6998C(c) 4 22.8×13 下端欠

02 P.2937pl(b) 4 26ユ ×11.8 完 87 S.9941(b) 7 19。6×14.4* 下左端欠

40 S.9455(b) 4 22×11.5寧 下端欠 44 P.3160v(c) 8 30.4×23 完

21 S.3728(e) 8 29.8×15.4 完41 S.8666 4 27.7×8.8 上左右端欠

24 P.3878(c} 4 30.2×11.3 完 42 P.3160v(a) 10 30.4×23 完

20 S.3728(d》 11 29.6x24 完28 P.3878(g) 4 31×9 完
29 P.3878(h) 4 30.4×8.5 完 46 P.2703v 12 30.5×42 完

30 P.3878(i) 4 30.6×10.3 完 18 S.3728(b) 14 29.8×33.1 完

31 P.3878(j) 4 30ユ ×9.7 完 19 S.3728(c) 15 30.2x33.6 完

09 P.2641(a) 19 30.2x36.4 完32 P.3878(k) 4 30.2x玉0 完
11 P.2641(c) 20 30×42 完34 P.3878(m} 4 30×11.2 完
10 P.2641(b) 22 30×42.5 完83 P.4061v 4 30.3×12 下右端欠
12 P.2641(d) 22 30.2×42.7 完16 S.6557v(b》 4 26×? 下端欠

14 P.2667v(b) 4 29.3x31 完
*「 残 存 状 態 」:完=欠 落 な し

:○ ○ 欠=欠 落 箇 所

*「 寸 法 」:○ ○ × ○ ○ ★=概 数

P.2937p1=P.2937piさce1

エ■Q月1η 可匸11勹≡r吉Q!1璽Q!宦 くQ!1〈Q/1ワ

51 員x.1359a 4 20.5×13.5 下端欠
70 H.841+(b) 4 完
71 H.841+(c) 4 完
72 H.841+(d) 4 完
73 H.841+(e} 4 完
74 H.841+(f) 4 完

H.841+=羽 田 写 真841+845+846+847

H.842+=羽 田 写 真842+843+844

V=versO(袰)
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今 月三 日に,楼 上 の 天王 堂 ・仏 堂子 に灰 麻1斤 を,五 日に従 来 の取 り決 め通 り泥 火 爐(用

に)麻2斤(を 支 出しました).伏 して処 分 を請 う.

己卯 年(979)九 月 日都 頭 知 軍 資庫 官 張 富 高

「為 憑.六 日」 「鳥 形 花 押(曹 延 禄)」

また,も う一つ の形 態 上 の特 徴 は,こ れらの文 書 のほとん どが連 接 され た形 で伝 存 していること

にある.複 数 の 文 書 か ら構 成 されてい る文 書 は16写 本(76文 書)に およぶ.連 接 され たもの

のうちで最 長 のもの は,前 に引 用 した史料(A)で あり,15件 の 文書 が貼 り繋 げ られて横 幅 の全

長 はlm60cmに 達 する.一 方,単 体 で伝 存 してい るものは12写 本(12文 書)に 過 ぎない.

連接 され た文 書 は,その ほぼ全 てが 同一 の行 政 機 関 ないし牧子 によって作 成 されたものであり(注

8),もともと同一 の作 成 者 に由来 す る複 数 の文 書 が連 接 されて保 存 されていたと考 えられる.従 っ

て,単 体 の ものも本 来 連 接 されていた文 書 の離 れ である可 能性 が 高 い.

なお,連 接 され た判 憑 文 書 の いくつ か には,紙 縫 裏 の下 端 やや 上 に帰 義 軍 節 度 使 の朱 印 が

押 されている[表2印 章参 照].判 憑 文 書 に使 われている朱 印は,「帰 義軍/節 度 使/新 鋳 印」

と「帰 義 軍 節/度 使 之 印」とである(注9).こ れ らの朱 印 は文書 の連接 が 正 式 の手 続 きを経 てな

された ことを示 している.朱 印 のある文 書 の作 成 年 代 はす べ て10世 紀 後 半 であり,そ れ以 前 の

もの には見 られ ない.こ の 時 期 は森 安 氏 による朱 印使 用 年 代 の 区分 で いえば,第7期(曹 元 忠

中 ・後 期 ～ 曹延 恭 ～曹 延 禄 前 期)と 第8期(曹 延 禄後 期)に あたる[森 安2000pp.48-49,

76-80].た だし,10世 紀後 半の 文書 でも朱 印が 押 されていないもの もあり,これが 時代 的な変化

注8唯 一 の例外 はS.6998C(番 号82,84,85)で ある.こ の文 書 は作 成 者不 明 の(a)(番 号84),駝 官 馬 善昌 が作 成した(b)(番 号

82),知 羊司 王某 が作 成 した(c)(番 号85)の3文 書が 連接 してい る,ま た,S.2474(番 号52-55)やH.842+(番 号76-81)の ように,同 じ

駝 官で はあるが,写 本 の途 中 で別 の作 成者 による文書 が連 接 される場 合もある.こ のような同一 写 本 内での作 成 者 の交 替 について は本稿H-2

で詳 しく述べ る,

注9帰 義 軍 節 度 使 の朱 印 が押 された 判 憑文 書 ににつ いて は森 安2000論 文 に簡 潔 にして 要 を得 た解 説 が ある.以 下,朱 印 ごとに

判 憑 文書 の番 号 と森安2000論 文 の 頁 数を示 す.「 帰 義 軍/節 度:使/新 鋳 印 」 ≡S.5590(番 号06>[pp.35-36],S.5571(番 号07)

匚p.35ユ,P.3878(番 号22-36)[pp.37-38].「 帰 義軍 節/度 使 之印 」=P.2737(番 号56-59)[p.44コ,S.6998B(番 号60-68)[pp.

44-45],H.841+(番 号69-75)[p.45].ま た,森 安 氏は指 摘 していないがS.2474(d)(番 号55)に は,裏 面 に 「帰 義 軍/節 度 使/新 鋳

印 」 がある.な お,森 安氏 はP.3878(e)(番 号26)の 裏 に 「帰 義 軍/節 度 使/新 鋳 印」 以外 に 「軍[資 庫 司之?印]」 が押 されて いるとす

る[森 安2000p.38].他 の判 憑文 書 では,文 書裏 面 の紙 縫 以外 の 箇所 に,し か も節 度 使で はない官 司の 朱 印が押 されている例 は皆 無 であ

る.そ こで,筆 者が 原物 を見 たところ,た しか にP.3878(e)の 裏 面 の中央 付 近 に,右 上 の角 が 「軍 」 と読 める朱 印 の痕 跡が 存在 した.し かし,

この 「軍」 は 「帰 義 軍/節 度使/新 鋳 印 」 の第 一行 目の最 後(右 下 の角)に あたる 「軍」 が,逆 に写 され たもので ある.「 軍 」 の印 篆の字

形 は,カ ンムリが 「車 」 の周 囲 を囲む形であ り,逆 に写 され ても同 じように見 えてしまう,ま た,こ の 文書 の表 面には,他 の判 憑文 書 の墨 跡が逆 に

写 された痕 跡が 多 く残ってお り,こ の文 書 は他 の判憑 文 書と重 ねて置 かれてい たと思 われる.逆 転 写 された 「帰 義 軍/節 度使/新 鋳 印」 の痕

跡 も,他 の文 書 と重 なった際 につけられ たもの であろう.印 影 の大 きさか ら見ても,こ の朱 印 は縦横6cmほ どあ り,節 度 使 の朱 印とみなして良 い

[森 安2000pp.85-86],
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であるかどうか は明 らかで はない.

さらに,こ れ らの文 書 のほとんどは,廃 棄 されたうえで再 利 用 され てい る.ま ず,12写 本(47

文 書)に は表 面 に抹 消 線 が 引 かれ ており,一 定期 間 ののち廃 棄 された ことが 明 白であ る[表2

抹 消 参 照].ま た,抹 消 の無 い もので もほとん ど再 利 用 され ており,最 終 的 には廃 棄 され たことは

確 実 であ る.抹 消 の有 無 に関わ らず 合 計 す ると,再 利 用 された文 書 は19写 本(63文 書)[表

2再 利 用 参 照]と なり全 体 の8割 に達す る(注10).再 利 用 方 法 は,経 帙 や絵 画 の 裏貼 り,そ して

比 較 的 長 い文 章 の書 写 用 紙 で あることが多 い.こ れは,多 くの判 憑 文 書 が 連 接 によって横 に長

い形 状 を持 っており,そ れを生 か した使 い 方が なされ た結 果 であると思 われる.

以 上,形 態 上 の特 徴 からは,判 憑 文 書 は個 々の短 冊 形 の文 書 を作 成 者 別 に連 接 したもので あ

り,一 定 期 間の後 に廃 棄処 分 となり再 利用 された文 書 群 であるということが できる.

1-2書 式からみた判憑文書の特徴

判憑文書の書式は多少の差異はあるものの,概 ね共通の形式を備えている.判 憑文書全体

に共通する書式の要素を取り出すと図1の ようになる.

図1

① 発信者

② 冒頭定型句 ……

…… ③末尾定型句

匳辮

④日付 ⑤作成者名

まず,第 一 行 目に①発 信 者 が 書 かれ る.た だし,① 発 信 者 は欠 落す る場 合 もある.な お,受 信

者 はどの 文 書 においても書 か れない.つ ぎに,文 書 の 本 文 は① 発 信 者 より一 文 字 ほど下 げて書

かれ ており,② 冒頭 定 型 句 と③ 末 尾 定 型 句 とを有 す る.④ 日付 は本 文 の中 央 やや 下 あた りの 高

さか らはじまり,⑤ 作 成 者 名 が これ に続 く.そ して,最 終 行 に⑥ 判 辞 が 付 される.以 下 に,こ れ ら

の 要 素 を手 が か りに,曹 氏 帰 義 軍 時 代 と張氏 帰 義 軍 時 代 とに分 けて,判 憑 文 書 の書 式 上 の特

徴 を分 析 す る.

注10 李 盛鐸 旧蔵 文 書(H.841+,H.842+)の2写 本(13文 書)は,裏 面 の情 報 が全 くないので割 合 には含 めていない.
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最 初 に,判 憑 文 書 の圧 倒 的 多数 を占める曹 氏 帰 義 軍時 代 の文 書 か ら見 て行 くこととしたい.

まず,文 書 の発 信 元 は,① 発 信 者 か⑤ 作 成 者 名 の部 分 に明 示 され,い ずれ も帰 義 軍 政 権 の

行 政機 関か 牧 子 などの専 門職 である.行 政 機 関の場 合 は,先 に引用 した史 料(A)の ように,①

発 信 者 に機 関 名 が 書 かれ,⑤ 作 成 者 名 には称 号,職 名,人 名 が書 かれ る.一 方,牧 子 や 酒 戸

のような専 門職 の場 合 は,次 の史料(B),(C)の ように,① 発 信 者 と⑤ 作 成 者 名 の箇 所 に職 名

と人 名 とが 書 かれる.

史料(B)P.2761裏(3)(番 号50>

【録 文 】

1牧 羊 人 王 阿 朶

2伏 以,今 月十 八 日,納 自死 母 古 羊壹 口.皮 白祐 慶 。伏 請 處 分.

3己 卯 年 四月 日牧 羊 人 王 阿朶

4「 為 憑.十 八 日」 「私 印(曹 延 禄)」

【翻訳 】

牧 羊 人 王 阿朶 より

伏 して以 えらく,今 月十八 日,自 然 死 したメスヤギ(注11)1頭 を納 入 しました.皮 は白祐 慶 に

渡 しました.伏 して処 分 を請 う.

己卯(979)年 四月 日牧羊 人王 阿朶

「為 憑.十 八 日」 「私 印(曹 延 禄)」

史料(C)S.5571(番 号07)

【録 文 】

1酒 戸 鄲留 定

2伏 以,今 月十 日,城 南 荘 刈 麦 酒 壹 瓷,十 一 日支 氈 匠 酒壹 斗.伏 請

3處 分

4戊 辰年 七 月 日酒戸 郡 留 定

5「 為 憑.十 二 日」 「鳥形 花 押(曹 元 忠)」

注ll一 「古 羊 」 は 「粘 羊 」 や 「投 羊」 の異 形 であり,ヤ ギ を示 す[謝 成侠1985pp.143-144].一 方,ヒ ッジは普通 「白羊」 と表

記 される,た だし,敦 煌 文 書の なか ではヒッジとヤギ との 区別 は必ず しも明確 ではなく,ど ちらか 一 方ないし両 者を 「羊 」 と表 記 する例 も多 い.
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【翻 訳 】

酒戸 鄰 留 定 より

伏 して以 えらく,今 月十 日に,城 南 荘 の 麦 刈 りのた めに酒1瓷(を 用 い),十 一 日に氈 匠 に

酒1斗 を与 えました.伏 して処 分を請 う.

戊 辰 年(968)七 月 日酒 戸 鄲留 定

「為 憑,十 二 日」 「鳥形 花 押(曹 元 忠)」

また,本 文 の形 式 を見 ると,② 冒頭 定 型 句 と③ 末 尾 定 型句 とが謙 譲 表 現 で書 かれて おり,これ

らの文 書 が 上 申形 式で あることは明 白であ る.史 料(A),(B),(C)に 見 るようにほとん ど全 て

の文書 で② 冒頭 定型 句 は 「伏 以 」 であり,③ 末 尾 定 型 句 は 「未 蒙判 憑.伏 請処 分 」 ある,そ し

て,③ 末 尾 定 型句 の 「判憑 」 と 「処 分 」 との前 は,ご くまれ な例 外 を除 き,空 白が置 かれるか改

行 され る.こ の ことは上位 者 によって行 われ る 「判 憑 」 と 「処 分 」 とに敬 意 が 払 われていることを

示 している.

さらに,⑥ 判 辞 は全 て節 度使 によって書 か れている[表4参 照].こ の部 分 は,「 為 憑 」 とい う

判,日 付,節 度 使 の花 押[史 料(A),(C)]な い し私 印 匸史 料(B)]か ら構 成 され ており(注

12),他 の 官職 による判 辞 は皆 無 であ る.な お,④ 日付 の部 分 は,紀 年 は全 て干 支 によって表 記

され,年 月日のうちの日は書か れてい ない.

このような曹 氏 時 代 の特 徴 は,判 憑 文 書 が 上 申文 書 と節 度使 の判 辞 か ら構 成 されて いること

を示 している.そ して,こ のような構 成 は,多 少 の差 異 はあるものの 張 氏 帰 義 軍 時 代 の書 式 にも

共通 している.以 下 に張 氏 時 代 の事 例 を分析 する.

史 料(D)P.2937pi6ce1(番 号01-05)

【録 文 】

〈前 缺 〉

(a)(深)

1]淮 □ 」

注12一 史料(A)の 花 押 は 「シンニョウのなかの 鳥 」 のタイプで あり曹 延 禄 の花押 で ある[Eliasberg1979pp,33-34].ま た,史 料

(C)の 花 押 は 「とまり木にとまる鳥 」 のタイプであり曹 元忠 の花 押で ある[Eliasberg1979pp.30-33].こ れらの鳥 形花 押 の象徴 的 な意味 に

っ いては,Mayo2002pp.51-60参 照.私 印は長 径1.3cmほ どの縦 長の楕 円 形の墨 印 であり,厂曹 」 の印 篆が 陰刻 されている.な お,こ の印

の所 有者 は李 正宇 氏 によって曹 延 禄に比 定 されている[李 正宇1998p.294].
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)b(

-

(∠

勹づ

4
-

5

(酒司)

□ □

]人 ・甘 州 廻 鶻 一 人,毎 日准例 供 酒.

未 蒙 判 憑.不 敢 不 申.伏 請 處 分.

丁 未 年 十 一 月 日曹 文 晟

「准細 供 。六 日,淮 深 」

(c)

1酒 司

2今 月七 日,粛 州 使 氾 建 立 等一 行 進 発,

3用 頓 酒 両 甓.未 蒙 判 憑.伏 請 處 分.

4光 啓 三 年 十 一月 日曹 文晟

5「 為 憑.十 日,淮 深 」

(d)

1酒 司

2今 月十 日,馬 □ □盤 □ 酒 壹 盆.未 蒙

3判 憑.伏 請 處 分.

4光 啓 三 年十 一 月 日曹 文 晟

5r為 憑.十 一 日,淮 深 」

(e)

1酒 司

2今 月十 七 日,八 角迎 酒 参 瓮.未 蒙

3判 憑.伏 請 處 分.

4光 啓 三 年丁 未 十 一 月

5]日,淮 深」

〈後 缺 〉

日 匚

(曹文晟)

174敦 煌 判憑 文 書考序 論



【翻 訳 】

(a)

「… …(張)淮(深)」

(b)

(酒司 より)

…人 ・甘州 廻 鶻1人 に
,毎 日取 り決 め通 り酒 を供 給 しました,未 だ判 憑 を蒙 らず.敢 て不 申

をなさず 。伏 して処 分 を請 う.

丁 未年(887)十 一 月 日曹 文 晟

「細 供(注13)あ つか いにせ よ.六 日,(張)淮 深 」

(c)

酒 司より

今 月七 日,粛 州 使 氾建 立 等 一 行 が 出発 し,(そ の 際)頓 酒2盆 を用 いました.未 だ判 憑 を

蒙 らず.伏 して処 分 を請 う.

光啓 三 年(887)十 一月 日曹 文晟

「為 憑.十 日,(張)淮 深 」

(d)

酒 司より

今月十 日,馬 …盤 …(の ために)酒1甓(を 用いました).未 だ判憑 を蒙 らず.伏 して処分 を

請 う.

光啓 三 年(887)十 一月 日曹 文晟

「為 憑.十 一 日,(張)淮 深 」

(e)

酒 司より

注13・ 一帰義軍:政権が行う宴会の供応には,供 給する酒食に差があり,上位から細供,上 次料,中 次料,下 次料に分かれている.この

場合,最 高位のもてなしを行う指示が出されたことになる[盛 朝暉1996pp,101-104].
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■ 表4判 辞 の 署 名 ・花 押 ・私 印(西 暦 順、 署名 ・花押 ・私印のあるものだけ抽 出)

No 所蔵番号 発信元 西暦 署 ・押 ・印

02 P.2937p1(b} 酒司 887 「淮深」

03 P.2937P1(c》 酒司 887 「淮深 」

04 P.2937p1(d) 酒司 887 「淮深 」

05 P.2937P1(e) 酒司 887 「淮深 」

09 P.2641(a》 宴設司 947 鳥形A
10 P.2641(b》 宴設司 947 鳥形A
ll P.2641(c) 宴設司 947 鳥形A
12 P.2641(d) 宴設司 947 鳥形A
42 P.3160v(a) 内宅司 951 鳥形A
43 P.3160v(b) 内宅司 951 鳥形A
44 P.3160v(c) 内宅司 951 鳥形A
45 P.3160v(d) 内宅司 951 鳥形A
17 S3728(a) 柴場司 955 鳥形A
19 S.3728(c) 柴場司 955 鳥形A
20 S.3728(d) 柴場司 955 鳥形A
21 S.3728(e) 柴場司 955 鳥形A
47 P.3272(a) 牧子(羊} 966 鳥形A

48 P.3272(b》 牧子(羊) 966 鳥形A

06 S.5590 酒戸 968 鳥形A
07 S.5571 酒戸 968 鳥形A

38 S.8673 作坊 977 鳥形B
40 S.9455(b) 作坊 977 鳥形B
41 S.8666 作坊 978 鳥形B
49 P.2985v(1》 牧子(羊) 979 「曹」印

50 P.2761v(3) 牧子(羊) 979 「曹」印

55 S.2474(d) 牧子(駝) 979 鳥形B
22 P.3878(a) 軍資庫司 979 鳥形B
23 P.3878(b) 軍資庫司 979 鳥形B
24 P.3878(c) 軍資庫司 979 鳥形B
25 P.3878(d) 軍資庫司 979 鳥形B
26 P.3878(e) 軍資庫司 979 鳥形B
27 P.3878(f) 軍資庫司 979 鳥形B
28 P.3878(g) 軍資庫司 979 鳥形B
29 P.3878(h) 軍資庫司 979 鳥形B
30 P.3878(i) 軍資庫司 979 鳥形B
3! P.3878(j) 軍資庫司 979 鳥形B
32 P.3878(k) 軍資庫司 979 鳥形B
33 P.3878(1) 軍資庫司 979 鳥形B
34 P.3878(m) 軍資庫司 979 鳥形B
35 P.3878(n) 軍資庫司 979 鳥形B
36 P.3878(o) 軍資庫司 979 鳥形B
51 員x.1359a 牧子(羊 》 979 「曹」印

52 S.2474(a) 牧子(駝) 980 鳥形B
53 S.2474(b) 牧子(駝) 980 鳥形B
54 S.2474(c) 牧子(駝) 980 鳥形B
56 P.2737(a) 牧子(駝) 993 鳥形B
57 P.2737(b) 牧子(駝 》 993 鳥形B

58 P.2737(c》 牧子(駝) 993 鳥形B

59 P.2737(d) 牧子(駝} 993 鳥形B

60 S.6998B(a) 牧子(馬1 995 鳥形B

61 S.6998B(b) 牧子(馬) 995 鳥形B
62 S.6998B(c) 牧子(馬) 995 鳥形B

80 H.842+(e) 牧子(駝) 995 鳥形B
63 S.6998B(d》 牧子(馬) 996 鳥形B
64 S.6998B(e》 牧子(馬) 996 鳥形B
65 S.6998B(f) 牧 子(馬 》 996 鳥形B

66 S,6998B(9) 牧子(馬1 996 鳥形B

67 S.6998B(h) 牧子(馬) 996 鳥形B

82 S.6998C(b) 牧子 〔駝) 996 鳥形B

69 H.841+(a) 牧子(馬) 996 鳥形B

70 H.841+(b) 牧子(馬) 996 鳥形B

71 H.841+(c) 牧子(馬) 996 鳥形B

72 H.841+(d) 牧子(馬) 996 鳥形B

73 H.841+(e》 牧子(馬 》 996 鳥形B

74 H.841+(f) 牧子(馬) 996 鳥形B
75 H.841+(g) 牧子(馬) 996 鳥形B

76 H.842+(a) 牧子(駝) 996 鳥形B

77 H.842+(b) 牧子(駝) 996 鳥形B

78 H.842+(c) 牧子(駝) 996 鳥形B

79 H.842+(d) 牧子(駝) 996 鳥形B
81 H842+ω 牧子(駝 》 996 鳥形B

*「 署 ・押 ・印」

「淮深」冨 張淮深の署名

鳥形A=曹 元忠 「とまり木 にとまる鳥」

鳥形B=曹 延禄 「シンニ ョウのなかの鳥」

「曹」印=曹 延禄の私印

*「 発信元」 牧子(羊)=牧 羊人

牧子(駝)=駝 官

牧子(馬)=知 馬官

P,2937p1=P.2937pi6cel

H.841+=羽 田 写 真841+845+846+847

H,842+=羽 田 写 真842+843+844

v=versO(畏)
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今 月十七 日,八 角 にて歓 迎の ため酒3瓷 を用 いました.未 だ判 憑 を蒙 らず.伏 して処 分 を請 う.

光 啓 三 年 丁 未(887)十 一 月 日(曹 文 晟)

「… …(張)淮 深 」

曹氏時代との相違点としては,まず,発 信元は,① 発信者の部分に史料(A)と 同様に機関

名が入るが,⑤ 作成者名の部分には人名しか書かれない.また,本 文には②冒頭定型句の 「伏

以」が無く,③末尾定型句には 「不敢不申」が入る場合がある((b)の3行 目).さらに,④ 日付

の部分は干支,年 号,干 支と年号の併記の三種類が見られ,⑥ 判辞の部分には花押や私印で

はなく署名が用いられている.

このような差異はあるものの,張氏時代の文書の基本的な構成は曹氏時代の文書と同じである.

まず,書 式の要素の配列は先にあげた図1の 形に符合している,また,本 文には 「伏以」の冒

頭に表現はないものの,③ 末尾定型句の 「未蒙判憑.伏 請処分」は保持している.この部分で

は,(b)と(c)と には 「判憑」の前の空白や改行による敬意の表示がないが,「処分」の前には

全て空白が設けられており,上位者に対する配慮が備わっている.さらに,④ 日付部分には表記

のばらつきがあり,⑥判辞部分には花押ではなく帰義軍節度使の張淮深の署名 「淮深」が使

用が使用されているが,曹 氏時代のものと比べても機能的には変わりがない・

以上,書 式上の特徴からは,判 憑文書は帰義軍政権の各行政機関や政権に仕える牧子など

から節度使に向けて提出された上申文書に,節度使の判辞が付された文書群であるということが

できる.そして,このような特徴は張氏時代から曹氏時代にかけて,基 本的に共通しているといえる.

互 判葱文書の処理と行政事務の流れ

さて,前 章 で分 析 した形 態 ・書 式 上 の特 徴 は,判 憑 文 書 に対 して行 われ た作 業 とその 順序 と

を示 している.す なわち,ま ず 上 申文 書 として作 成 され,次 に節 度 使 の 判 辞 が 書 き込 まれ,作 成

者 ごとに連 接 され たあと,廃 棄 処 分 になり再 利 用 され ているの である.こ のような,① 作 成,② 書

き込 み,③ 連接,④ 廃 棄 の作 業 の順 序 は,そ のまま判 憑 文 書 を用 いた行 政 事 務 の 流れ とそ れに

ともなう文書 処 理 の過 程 とを示 していることが予 想 され る.そ こで,本 節 では,ま ず 文 書 の作 成 か

ら判 辞 の書 き込 みに至 る段 階 と,次 に連 接 したの ち廃 棄 されるまでの段 階 とに分 けて検 討 する.
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皿一1物 資 の出 納 と審 査

ここで は,文 書 の作 成 か ら節度 使 による判辞 の 記入 に至 る段 階 を考 察 す る.

まず,判 憑 文書 に現 れ る作 成機 関 は8機 関 あり,そ れ ぞれ 主 管 する物 資 に違 いが ある[表2

物 品参 照].確 認 され る行 政 機 関 は,酒 を担 当す る酒 司[鄭 炳 林1995pp.575-579,鄭 炳林

1996pp.36-37],宴 会用 の 食料(麺 ・油 など)を 受 け持 つ宴 設司,燃 料(柴 など)を 扱 う柴

場 司,布 ・紙 ・麻 などを備 蓄 す る軍 資 庫 司,矢 などの器 物 を作 成 ・管 理 す る作 坊 司[鄭 炳 林

1996p.37],獣 毛 や 燃 料 を扱 う内 宅 司 ・内 宅 務,羊 の徴 収 に携 わる羊 司,織 物 などを貯 蔵 す

る内庫 である(注14).

各 機 関の文 書 作 成 者 はその機 関の長 官 であり,称 号 と職 名 とを帯 びている[表2称 号 ・役 職

参 照].前 節 の書 式 の分 析 の部 分 で述 べ たように,機 関 の判 憑 文 書 の⑤ 作 成 者 名の 部 分 には,

称 号,職 名,人 名 が 書 か れて いる.称 号 は押 衙 ない し都 頭 で あり,長 官 の 身分 によって 異 なっ

ている(注15).ま た,職 名 は機 関 によって呼称 に差 異 が ある.す なわち,宴 設 司 の 厂知宴 設 使 」

や 作坊 司の 「知 作 坊 使 」 の ように 「知 ～ 使 」 の形,柴 場 司 の 「知 柴 場 司 」,内 宅司 ・内 宅務 の

「知 内 宅 司」・「知 内宅 務 」,羊 司の 「知 羊 司 」 のように 「知 ～ 」 の形,軍 資庫 司 の 「知 軍 資

庫 官 」 や内 庫 の 「知 内 庫 官 」 ように 「知 ～ 官 」 の形 が 見 受 けられ る.

次に,家 畜 を扱 う牧 子 や 酒の 醸 造 を行 う酒 戸 などの専 門職 が 判 憑 文 書 を作 成 している 〔表2

役 職 参 照].牧 子 は扱 う家 畜 の種 類 によって分 かれ ており,ウ マは知 馬 官,ラ クダは知 駝 官,ヒ ツ

ジ・ヤギは牧 羊 人 によって管 理 され ている(注16).ま た,酒 戸 は後 に引用 す る史 料(E)に も見るよ

うに,主 に宴 会 用 の酒 を醸 造 す る専 門職 で ある[鄭 炳 林1995pp.577-579].な お,こ れ らの

作 成 者 には押 衙 や都 頭 などの称 号 は見 られ ない.た だ し,史 料(G)の2行 目には 「押 衙 兼 知

馬 官 索 徳定 」 とあるので,知 馬 官 が押 衙 の称 号 をもっている事 例 はある.

前 節 で述 べ たように判 憑 文 書 は書 式 的には上 申文書 であり,報 告 の 内容 は各 作 成 者が 管 理

す る物 品 や家 畜 の支 出 や欠 損 に関す るものが ほとんどである[表2物 品参 照].物 晶 を管 理 す

注14宴 設司,軍 資庫司,内 宅司 ・内宅務,羊 司の職掌については本稿注5の 先行研 究を参照.な お,柴 場司や内庫については専

論がなく判憑文書の内容から職掌を類推した.

注15帰 義軍政権の押衙については馮培紅1997pp.99-109,都 頭に関しては鄭炳林 ・馮培紅1997pp.90-91を 参照.鄭 炳林氏と

馮培紅氏とによれば,もともと節度使の近衛の将官の称号であった押衙や都頭 は,帰 義軍時代には節度使の信任を示す散官的な称号に変化し

ている.

注16こ れらの牧子は,そ れぞれ十数頭～数百頭からなる各家畜の群を監督している.牧 子の職掌については本稿注7の 先行研究を

参照,な お,判 憑文書には現れないが,後 に引用する史料(G)の 家畜頭数点検リストに見るように,ウシを管理する牧牛人も存在する.
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■ 表5軍 資 庫 司 判 憑 文 書(P.3878)の 支 出 状 況=己 卯 年(979》8月 ～12月

*単 位=斤(約600g),束(重 量不明)

×× 用途 物 品 ・数 量 支出日付 判辞日付

22 (a) 欠落 欠落 欠落 ?/18

23 (b) 楼上天王堂 ・神堂用 灰麻2斤 8/20 8/21

24 (c) 衙内の箔(す だれ)用 麻2斤 9/2 9/3

25 (d) 楼上天王堂 ・仏堂子用 灰麻1斤 9/3 9/6

泥火爐(ひ ばち)用 麻2斤 9/5

26 (e) 助葬用 麻0.25斤 9/8 9/9

27 (f) 打銅 灌(や か ん)・ 鑰 匙(か ぎ)の ひ も用 麻4斤 10/6 10/9

城東楼上の鋪脣(し きもの?)用 麻1斤 10/7

城南衙の鋪脣 ・泥火爐用 麻L5斤

鷹擇(鷹 のつなぎひも?)用 麻2束

28 (9) 碾床(ひ きうすの台)用 麻0.125斤 10/16 10/18

29 (h) 胡禄(や なぐい)用 麻1束 10/28 10/30

30 (i) コー タ ンへ の 国信 の封 角 用 麻1束 10/30 11/3

31 (j)衙 内 用 ・ 麻6束 11/6 11/9

32 (k) 箔用 麻8斤 11/11 11/12

33 (1) 国信の封角用 麻1束 11/19 11/21

幹 装 子(?),箔 の修 理 用 麻1斤

34 (m) 縄 床(縄 製 の し き もの)の ひ も用 麻2斤 12/6 12/9

35 (n) 縄 床(縄 製 の し き もの)の ひ も用 麻2斤 12/10 12/12

刺鞍匠(鞍 づ くり)用 麻1束

36 (o) 弩家趙富晟 ら9人 好麻9斤

麻0.5斤

12/25

12/26

12/27

灯籠のひも用

る機 関で は酒,食 品,燃 料,布 ・紙 ・麻,矢,織 物 などの支 出が 報 告 され,牧 子 の場 合 は家畜

の死 亡 や支 出が 記事 の内容 となる.典 型 的 な事 例 として先 に引用 した軍 資 庫 司 の判 憑 文書 で あ

る史 料(A)P. 、3878(番 号22-36)の 支 出内 容 を表5と して提 示 する.史 料(A)に は15文 書

が 連接 され ており,己 卯 年(979)の 八 月か ら十 二 月にか けての記 事 が 含 まれている.表 に示 し

たように,軍 資庫 からは様 々な用 途 に麻 が,重 量 の単 位(斤)な いし束 の単 位 で支 出されて いる.

概 ね支 出のあった日ごとに文 書が 作 成 されているが,複 数 の日付 にわたる支 出が一 緒 に報 告 され

ている場 合 もある[(d),(f),(o)].な お,ま れな事 例 で はあるが収 入 に関 す る報 告もある.ヤ ギの

群 か ら毛 を収 集 した 際の報 告 であるP.2703裏(番 号46)(注17)と 荘 園 から黄 麻 ・豆 ・麦 を収

注17・ 雷紹 鋒1996pp,45-46に 群 ごとの毛の収 集 量 を示 した表 と解 説とが ある.
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集 した時 の報 告 であるS.9941(b)(番 号87)と が これにあたる.

これ らの報 告 は全 て事 後 報 告 で あり,ほ とん どが2日 以 内 に節 度 使 によって処 理 されてい る.

前 章 の書 式 の 分析 で述 べ たように,判 憑 文 書 には作 成 日が 書 かれ ないので報 告 が なされた 日付

を正 確 に指 定 す ることは不 可 能 であ る,し かし,物 資 や家 畜 の異 動 に関す る日付 は全 て節 度 使

の判 辞 の日付 より以前 で あり,これ らの 報 告 が事 後 報 告 であることは明 白である[表6参 照].ま

た,事 案 の 発 生 か ら処 理 までにか か った所 要 日数 を見 ると,全88文 書 の うち欠 落 が なく所 要 日

数 を数 えられるもの は61件 ある.そ して,支 出等 の 日付 と判 辞 の 日付 との差 の 最頻 値 は1日(30

件)で ある.さ らに,そ のBの うちに処 理 されているP.2985裏(1)(番 号49),P.2761裏(3)

(番 号50)の2件 と2日 か かった16件 とをこれ に合 わせ ると,事 案 の発 生 か ら2日 以 内 に処 理

され た文 書 は,61件 中の48件 であ り約8割 に達 す る.一 方,処 理 に3日 以 上 かか った案 件 は

13件 で あり,最 大所 要 日数 は9日 か かったP.3160裏(d)(番 号45)で あ る.

そして,こ のような節 度 使 の審 査 を受 け承 認 された報 告 書 だけが,次 の 連接 の段 階へ と遷 って

いる.先 の 書式 の部 分 で述 べ たように,判 辞 を記 入 してい るのはす べ て節 度 使 である.そ して判

辞 の内 容 は,史 料(D)の(b)(番 号02)に 「准 細 供 」 とある一 例 を除 いて,す べ て 「為 憑 」 と

なっている.こ こに書 か れた 「為 憑 」 とは,す なわち 「(前件 の支 出等 に関して承 認 し,こ の 文書

そ のもの を)憑(証 拠)と す る」 ことを示 してい る.ま た,史 料(D)の(b)に 関 しても,支 出を

承 認 したうえで 「細 供 あつ かいにせ よ」 と指 示 しているのであり,支 出を承 認 していることにはか

わりない.こ の ように,「為 憑 」 と判 断 され なか った文 書 が全 く含 まれてい ない ことは,承 認 されな

か った文 書 は連 接 され なかった ことを示 している.未 承 認 の 文 書 はもとの発 信 者 に差 し戻 された

か,あ るい は他 の会 計 監査 機 関などに 回付 されたのであろう.

以 上 をまとめると,判 憑 文 書 は支 出等 の事 後 報 告 か ら節 度使 の承 認 に至 る行 政事 務 の流 れを

示 しており,文 書 の作 成,提 出,審 査 と続 く文 書 処 理 の過程 をも跡 づ けてい るとい える.

皿一2帳 簿 としての判 憑 文 書

前述 の ように,節 度使 の審査 を経 て承 認され た報 告書 は 「憑(証 拠)」 として連 接 されて保 存

されてい る.そ して,こ のように連接 された文 書 は新 た に帳 簿 としての機 能 を獲 得 し,利 用 されて

いる.以 下 に,帳 簿 として機 能 する判 憑文 書 につ いて考察 を加 える.

まず,帳 簿として の判 憑 文書 の利 用を示 す 史 料 として,P.3569裏 を提 示 す る(注18)。

注18 本文 書 の録文 と研 究 とは藤枝1941-43(二)pp.69-72,お よび盧 向 前1986pp.455-458を 参照.
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■ 表6所 要 日数(所 要日数順,デ ータのあるもののみ抽 出)

No 所蔵番号 発信元 西暦 記事日付 判辞日付 差 27 P.3878(f) 軍資庫司 979 10/6,7 10/9 2

49 P.2985v(1) 牧子(羊) 979 4/15 4/15 0 28 P.3878(g} 軍資庫司 979 10/16 10/18 2

50 P.2761v(3) 牧子(羊) 979 4/18 4/18 0 29 P.3878(h) 軍資庫司 979 10/28 10/30 2

52 S.2474(a) 牧子(駝) 980 8/28,29 8/30 1 33 P.3878(D 軍資庫司 979 11/19 11/21 2

55 S.2474(d〕 牧子(駝) 979 11/2 11/3 1 35 P.3878ω 軍資庫司 979 12/10 12/12 2

57 P.2737{b) 牧子(駝) 993 8/17 8/18 1 73 H.841+(e} 牧子(馬) 996 6/22 6/24 2

58 P.2737(c) 牧子(駝) 993 8/23 8/24 1 76 H,842+(a) 牧子(駝) 996 9/1 9/3 2

59 P.2737(d) 牧子(駝) 993 9/2 9/3 1 82 S.6998C(b) 牧子(駝} 996 8/3 8/6 3

62 S,6998B(c) 牧子(馬} 995 12/25 12/26 1 03 P.2937p1(c) 酒司 887 11/7 11/10 3

63 S.6998B(d) 牧 子(馬) 996 1/5 1/6 1 09 P.2641(a) 宴設司 947 6/5,7,8,9,

10

6/13 3

65 S.6998B(D 牧子(馬) 996 1/26 1/27 1

66 S,6998B(gl 牧子(馬) 996 2/17 2/18 1 30 P.3878ω 軍資庫司 979 10/30 11/3 3

04 P.2937p1(d) 酒司 887 11/10 ll/11 1 31 P.3878(j) 軍資庫司 979 ll/6 ll/9 3

42 P.3160v(a) 内宅司 951 6/18,19,20,

21,23

6/24 1 34 P.3878(m) 軍資庫司 979 12/6 12/9 3

11 P.264工(c) 宴設司 947 6/ユ7,18,19,

20,21

6/25 4

43 P.3160v(b) 内宅司 951 6/23,24,25 6/26 1

17 S.3728(a) 柴場司 955 2/2324,27 2/28 1 56 P.2737(a} 牧子(駝1 993 4/10 4/15 5

21 S3728(e} 柴場司 955 3/22,23,24 3/25 1 10 P.2641(bl 宴設司 947 6/10,11,12,

13

6/18 5

06 S.5590 酒戸 968 7/14 7/15 1

07 S.5571 酒戸 968 7/10,11 7/12 1 64 S.6998B(e) 牧子(馬) 996 12/28,29 1/6 7

40 S.9455(b) 作坊 977 9/17 9/18 1 12 P.2641(d) 宴設司 947 6/2223,24 7/1 7

23 P.3878(b) 軍資庫司 979 8/20 8/21 1 47 P.3272(a) 牧子(羊) 966 1/1 1/9 8

24　

25

P.3878(c) 軍資庫司 979 9/2 9/3 1 45 P3160v(d) 内宅司 951 3/2-6/30 7/9 9

P.3878(d) 軍資庫司 979 9/3,5 9/6 1

*「 発信 元 」:牧 子(羊)=牧 羊 人

牧 子(駝)=駝 官

牧 子(馬)=知 馬 官

*「 記 事 日付 」:支 出 等 の 日付

*「 判 辞 日付 」:処 理 の 日付

*「 差 」1処 理 に要 した 日数

(支 出等 の 日付 が 複 数 あ る場 合 は,最 後 の

支 出の 日付 と処 理 の 日付 との 差)

P.2937p1=P.2937pi6ceI

H.841+=羽 田 写真841+845+846+847

H.842+=羽 田 写真842+843+844

V=versO(裏)

26 P.3878(e) 軍資庫司 979 9/8 9/9 1

32 P.3878(k} 軍資庫司 979 11/ll 11/12 1

36 P.3878(o) 軍資庫司 979 12/25,26 12/27 1

51 πx.1359a 牧子(羊) 979 6/2 6/3 1

70 H.841+(b) 牧 子(馬) 996 4/20 4/21 1

璽
72

H.841+(c》 牧子(馬) 996 5/20 5/21 1

H.841+(d} 牧子(馬) 996 6/20 6/21 1

74 H.841+(f> 牧子(馬 》996 6/26 6/27 1

75

颪

H.841+(9) 牧子(馬) 996 8/17 8/18 1

H.842+(e) 牧子(駝) 995 11/8 11/9 1

48 P.3272(b) 牧子(羊) 966 2/16 2/18 2

53 S.2474(b) 牧子(駝} 980 9/7 9/9 2

54 S.2474(c) 牧子(駝) 980 9/16 9/18 2

61 S,6998B(b》 牧子(馬) 995 12/22 12/24 2

44

西

P.3160v(c) 内宅司 951 6/27,28,29,

30

7/2 2

S.3728(c) 柴場司 955 ～3/16 3/18 2

20 S.3728(d) 柴場司 955 3/14-20,18,

19

3/22 2

38 S.8673 作坊 977 8/6,7 8/9 2

41 S.8666 作坊 978 7/26 7/28 2
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史 料(E)P.3569裏

【録 文 】
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官 酒 戸 馬三 娘 ・龍 粉 堆

去 三月廿 二 日巳後,両 件 請 本 粟参 拾 伍 駄,

合納 酒捌 拾 柴 瓮半.至 今 月廿 二 日,計 卅一 日.

伏縁 使 客 西 庭 ・擦 微,及 涼 州 ・粛 州,蕃

使 繁多,日 供 酒 両盆 半 以 上.今 准 本 数

欠 三 ・五 瓮,中 間縁 有 四 ・五 月艱 難 乏

済,本 省 全 絶,家 貧 無 可 吹 飲,朝

憂 敗 闕.伏 乞,

仁恩,支 本 少 多,充 供 客 使.伏 請

處 分.

牒,件 状 如 前.謹 牒.

光 啓 三年 四月 日龍 粉 堆 牒

「付 陰 季 豊 算 過.廿 二 日,淮 深 」

中 間,韻 文あ り
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1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

押衙陰季豊

右,奉 判令算会,官 酒戸馬三娘 ・龍粉堆,

従三月廿二日於官倉請酒本粟貳拾駄,

又四月九日請酒本粟壹拾伍駄.両 件共

請参拾伍駄.准 粟数合納酒捌拾菜

瓷半.諸 處供給使客,及 設会 ・賽神,一 一

逐件算会如後.

西州廻鶻使上下参拾伍人.毎 一日供酒捌斗陸勝.

従三月廿二日至四月廿三日,中間計参拾貳日,

計供酒肆拾伍瓮伍斗貳勝 擦微使上下

陸人,毎 一日供酒壹斗陸勝 従三月廿二日至四月
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3

廿三日,中間計参拾貳日,供 酒捌盆参斗貳勝

涼州使曹万成等三人,毎 一日供酒玖勝,従 三月

廿二日至四月廿三日,中 聞計参拾貳日,供酒肆瓷

半壹斗捌勝。 又涼州温末及粛州使,従 四月一日

到下[]酒壹盆 料酒従四月二日至四月十五日

発,中 間壹拾肆日,上下壹拾壹人,毎 一日供酒貳斗

肆勝,計 供酒伍瓷半陸勝 三月廿三日,錫匠

王専等支酒壹瓮.四 月十日,賽官羊神用酒

壹盆.四 月十四日,夏季賽祗用酒肆瓷

4
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3

3

3

3

3

4

4

4

十 五 日,上 窟 用 酒両 甕.十 七 日,祭 雨 師 用酒

両盆.廿 一 日,都 香 口賽 青 苗 神 用 酒 壹 翁。

廿 二 日,西 衙 設廻 鶻 使,用 酒参 釡.已 上諸 處

供給,計 用 酒捌(拾)壹 盆 半 貳勝.准 粟 数

使用 外,餘 欠 酒伍 瓷 伍 斗 捌 勝 。

右,通 前 件 酒 一 一検 判 憑,算 会 如前.

伏 請 處 分.

牒,件 状如前.謹 牒

光啓三年四月 日押衙陰季豊牒.

43「 西 州 使 今 月廿 五 日發[

44】 酒餐 自供.廿 三 日,淮 深」

【翻 訳 】

官 酒 戸 の馬 三 娘 と龍 粉堆

去 る三 月二 十二B以 後,2度 いただきました(酒 の仕 込 み用 の)本 粟 は35駄,納 入 す べ き

酒 は87甓 半 です.今 月二 十 二 日に至 るまで,全 部 で31日 になります.思 いますに(こ の 間)

西 庭 ・擦 微,お よび涼 州 ・粛 州 の外 国の使 節 が とても多 く,毎 日酒2瓷 半 以 上 を供 しました.

いま(い ただいた)本 粟 にくらべ3～5瓷 が 未 納入 になっていますが,こ の 問4～5月 は家

中不 如意 であ りまして,本 粟 は全 て使 い切 り,貧 窮 により飲 み食 いにも困 り,毎 朝 惨 状 を憂 う
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ありさまです.ど うぞ,お 情 けにより,本 粟を幾 ばくかお 下 げ渡 しになり,使 節 の供 応 にあて ら

れます ように。なにとぞ 御 処 理 ねがいます.

牒 す らく,件 状 は前 の如 し.謹 んで牒 す.

光 啓 三 年 四月 日龍 粉 堆 牒 す.

「陰季 豊 に回付 して計 算 して報 告せ よ.二 十 二 日,(張)淮 深 」

押 衙 陰季 豊より

右 は,御 指 示 を承 り計 算 させ ましたところ,官 酒 戸 馬 三娘 ・龍 粉 堆 は,三 月二 十 二 日に官 倉

か ら酒 本 粟20駄 を支 給 され,四 月九 日にも酒 本 粟;15駄 を支 給 され,こ の2回 を合 わせ ると

35駄 を支 給 されてお ります.粟 の数 量 に応 じて納 入 す べ き酒 は87翁 半 になります.あ ちらこ

ちらで使 節 や 宴 会 ・神 事 に供 した(酒 につ き),一 つ 一 つ事 件 をおって計 算 しましたところ以

下 のようになります.

西 州 廻 鶻 の使 節 総 勢35人 に,毎 日酒8斗6升 を供 し,三 月二 十 二 日か ら四 月二 十 三 日

まで,中 間 計32日 で,計 酒45{瓮5斗2升 を供 給 す,擦 微 の 使 節 総 勢6人 に,毎 日酒

1斗6升 を供 給 し,三 月二 十 二 日か ら四月二 十 三 日まで,中 間 計32日 で,酒8甓3斗2

升 を供 給 す.涼 州 の 使 節 曹 万 成 等3人 に,毎 日酒9升 を供 給 し,三 月二 十 二 日か ら四月

二 十 三 日まで,中 問計32日 で,酒4甕 半1斗8升 を供 給 す.ま た涼 州温 末(贐 末)お よ

び粛 州使 は,四 月一 日に到 着 して□ 酒1盆 を支 給 し,酒 は四 月二 日か ら四 月十 五 日に出発

す るまで,中 間14日 で,総 勢11人 に,毎 日酒2斗4升 を供 給 し,計 酒5翁 半6升 を供 給

す.三 月二 十三 日,錫 匠王 専 等 に酒1甕 を与 える.四 月十 日,官 羊 神 を祭 るため に酒1i瓮 を

用 いる.四 月十 四 日,夏 季 に祗祠 を祭 るため に酒4瓷 を用 いる.十 五 日,上 窟 の ために酒2

盆.十 七 日,祭 雨 師 の ために酒2盆.二 十 一 日,都 香 口で青 苗 神 を祭 るために酒1盆 を用

いる.二 十 二 日,西 衙 で廻 鶻 の使 節 をもてなす ために酒3甕 を用 いる.以 上 あちらこちらで

の供 給 に,計 酒81釡 半2升 を用 いました.本 粟 の数 量 に応 じて使 用 した以 外 で,ま だ酒5

盆5斗8升 が 未納 入 で あります.右 は,前 件 の 酒(の 支 出)を 通 して一 つ一 つ判 憑 を調 べ,

計 算 しましたところ,以 上 のようになります.な にとぞ御 処 理 ねがい ます.

牒 す らく,件 状 は前 の如 し.謹 んで牒 す.

光啓 三年(887)四 月 日押 衙 陰季 豊牒 す.
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「西 州 の使 節 は今 月二 十 五 日に出発 する.… 酒餐 は(官 酒 戸)自 らが供 給 せ よ、二 十 三 日,

(張)淮 深 」

この 文 書 では,酒 の供 出量 をめ ぐる事 案 が 問 題 になってい る.ま ず,最 初 に官 酒戸 馬 三 娘 と

龍 粉 堆 とが,酒87甕 半 を納 入 す る約 束 で本 粟(酒 の仕 込み 用 の穀物)35駄 を受 領 したが(注

Ig),規 定 量 を収 め られず 本 粟 の追 加 を申し出 ている。これに対 して,節 度使 の張 淮 深 は,陰 季

豊 に酒 の支 出量 につ いて計 算 して 報 告 す るように指 示 し,そ の 回答 が左 に連 接 され ている.陰

季 豊 は≡:月二 十 二 日か ら四月二 十 三 日まで の32日 間の 記 録 を支 出 事 例 ごとに示 し,81盆 半2

升 が使 用 され5瓮5斗8升 が未 納 入 であることを報 告 している(注2Q).そ して,最 後 に節 度 使

の張 淮 深 による最 終 的 な指 示 が書 き込まれて いる.

ここで 注 目す べ きは,陰 季 豊 の調 査 対 象 が 判 憑 文 書 であることであ る.文 書 の39行 目には

「通 前 件 酒 一 一 検判 憑,算 会 如 前(前 件 の酒(の 支 出)を 通 して一 つ一 つ判 憑 を調 べ,計 算

しましたところ以 上 のようになります)」 とあり,調 査 の対 象 が 「一 つ一 つ の判 憑 」 であることが 明

確 に示 され ている.ま た,21行 目か ら37行 目までの リスト状 の 部分 は,日 付 ごとに支 出 内 容 が列

挙 されており,先にあ げた同 じ光啓 三 年(887)の 酒 司 の判 憑 文書 である史料(D)の 書 き方に

酷似 している.

このように,こ の文 書 か らは連 接 された 判 憑 文 書 は支 出 内容 の 点 検 に使 用 す る帳 簿 としての

機 能を有 してい ることが うか がえる.さ らに,次 にあげ るS.2474に は判 憑 文 書 そのものにも帳 簿

として用 い られ た痕 跡 が 残 されている.

史 料(F)S.2474(番 号52-55)

【録 文 】

〈前 缺 〉

(a)

1伏 以,今 月廿八 日,群 上 大騾 駝 壹 頭,廿 九 日,群 上 大 駅 駝 壹頭 病

2死.皮 付 張 弘 定.趁 却 大 驟 駝壹 頭 東 窟 上 至 死.皮 付 張

3弘 定.未 蒙 判 憑.伏 請 處 分.

注191瓮 は6斗 にあたり[施 萍 亭1983p.151],87翁 半 は525斗 になる.従 って,1駄 につき15斗 を納 入す る取 り決 めがあったこと

になる,た だし,駄 の容量 は不 明.

注20実 際 には,文 書 にある支 出量 を足 す と79瓷15斗8升 となり,1甕4斗4升 にあたる記 事 が抜 け落ちている,
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4
・

5

庚辰年八月 日駝官張愍児

「為 憑.卅 日」「鳥形花押(曹 延禄)」

(b)

1伏 以,今 月七 日,群 上 大騾 駝 壹 頭 病 死.皮 付 張 弘 定.未 蒙

2判 憑.伏 請 處 分.

3庚 辰 年 九月 日駝 官張 愍 児

4「 為 憑.九 日」 「鳥形 花 押(曹 延禄)」

(c)

1伏 以,今 月十 六 日,群 上 大 騾 駝 壹頭 病 死.皮 付 張 弘 定.未 蒙

2判 憑.伏 請 處 分.

3庚 辰 年九 月 日駝 官 張 愍児

4「 為 憑.十 八 日」 「鳥 形 花 押(曹 延 禄)」

(d)

1己 卯 年 十 一 月二 日駝 官 鄲富 通 群 入 算 後 駱駝 破 籍

2伏 以,今 月二 日,支 与于 聞使 頭 南 山大 駅 駝 壹 頭.未 蒙 判 憑.

3伏 請 處 分.

4己 卯 年十 一 月 日駝 官 郡 富 通

5「 為 憑.三 日」 「鳥形 花 押(曹 延禄)」

〈後 缺 〉

【翻 訳 】

(a)

伏 して以 えらく,今 月二十 八 日に,群 の大 騾 駝1頭 が,二 十 九 日に,群 の大 駅駝1頭 が 病 死

しました(注2D.皮 は張 弘 定 に渡 しました.(二 十 九 日に)大 騾駝1頭 を追って いました とこ

ろ東 窟 上 で死 にました.皮 は張弘 定 に渡 しました.未 だ判 憑 を蒙 らず.伏 して処 分 を請 う.

注21一 騾 駝 はメスのラクダを,駁 駝 はオスのラクダを示 す.大 はウマ やラクダの年齢 表 現であ り4歳 以 上 を指 す.史 料(G)2-13行 目参 照.
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庚辰 年(980)八 月 日駝 官 張 愍児

「為 憑.三 十 日」 「鳥形 花 押(曹 延禄)」

(b)

伏 して 以 えらく,今 月七 日に,群 上 の大 騾 駝1頭 が 病 死 しました.皮 は張 弘 定 に渡 しました.

未 だ判憑 を蒙 らず.伏 して処 分 を請 う.

庚辰 年(980)九 月 日駝 官 張愍 児

「為 憑.九 日」 「鳥 形花 押(曹 延 禄)」

(c)

伏 して以 えらく,今 月十 六 日に,群 上 の大 騾駝1頭 が 病 死 しました.皮 は張 弘定 に渡 しました.

未 だ判 憑 を蒙 らず.伏 して処 分 を請 う.

庚 辰 年(980)九 月 日駝 官張 愍 児

「為 憑.十 八 日」 「鳥形 花 押(曹 延禄)」

(d)

己卯 年(979)十 一月二 日(以 降の)駝 官 鄲富 通 の群 の頭 数 点検 後 のラクダの支 出簿

伏 して以 えらく,今 月二 日に,于 聞使 頭 南 山に大 駅駝1頭 を与 えました.未 だ判 憑 を蒙 らず.

伏 して処 分 を請 う.

己卯 年(979)十 一 月 日駝 官 郡 富通

「為 憑.三 日」 厂鳥 形花 押(曹 延 禄)」

この文 書 には庚 辰 年(980)八 月三 十 日か ら九 月十八 日までの駝 官 張 愍 児 の文 書[(a),(b),

(c)]と,そ の 前年 の 己卯 年(979)十 一 月三 日の文 書[(d)]と が 連 接 している.文 書 はそ れぞれ

ラクダの死 亡や 支 出を事 案 の発 生 順 に報告 したものである.

そして,文 書(d)の 一 行 目には 「己卯 年 十 一 月二 日駝 官 鄰 富通 群 入 算 後 駱 駝破 籍(己 卯 年

(979)十 一 月二 日(以 降の)駝 官 鄰 富 通 の群 の頭 数 点検 後の ラクダの支 出簿)」 とあり,文 書

(d)以 降が 「破 籍(支 出 簿)」 であることが 明示 され ているのである.

ここで いう 「入算 」 とは 「算 会(頭 数 点 検)」 を経 たことを示 していると思 われる.帰 義 軍 政

権 が所 有 する家畜 に対 しては,通 常 十 月頃 に一 斉 に頭 数点 検 が 行 われ,例 えば,次 の ような頭
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数 点 検 リストが作 成され ている.

史料(G)P.2484

1戊 辰年十月十六日就東園算会小印子群牧駝馬牛羊見行籍

2押 衙兼知馬官索徳定群見行,大 駅馬参拾肆疋,三 歳父馬陸疋,二 歳父馬

3肆 疋,當 年駅馬駒肆疋,大 驟馬肆拾疋,三 歳騾馬壹疋拾壹疋,

4二 歳騾馬参疋,當 年驟馬駒壹拾壹疋,

5知 馬官張全子群見行,大 駅馬玖拾陸疋,三 歳父馬貳疋,二 歳父馬陸疋,

6當 年馭馬駒玖疋,大 騾馬陸拾疋,三 歳騾馬玖疋,二 歳驟馬壹

7拾 壹疋,當 年騾馬駒壹拾貳疋.

8知 駝官張愍児群見行,大 騾駝壹拾柴頭,三 歳駅駝壹頭,二 歳馼駝

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

貳頭,當 年駅駝児貳頭,大 騾駝壹拾壹頭,三 歳騾駝壹頭,

二歳騾駝貳頭,當 年騾駝児肆頭。

知駝官氾醜児群見行,大 馭駝貳拾頭,三 歳父駝無,二 歳父駝壹頭,

當年父駝児参頭,大 騾駝柴頭,三 歳騾駝壹頭,二 歳騾駝無

當年騾駝児壹頭.

牧牛人陳順徳群見行,大 耕牛参頭,三 歳耕牛伍頭,二 歳耕参頭,當 年児

犢子壹頭,大 弊牛壹拾捌頭,三 歳椁牛陸頭,二 歳特1牛貳頭,當 年女

犢子貳頭.又 寄群牛大粹牛貳頭不入計数.

計牛大小肆拾頭.

牧牛人沙慶住群見行,大 耕牛貳拾陸頭,三 歳耕牛陸頭,二 歳耕牛参頭,

當年児犢子参頭,大 惇牛貳拾頭,≡:歳惇牛参頭,當 年女犢子壹頭.

計牛大小陸拾貳頭.

1

2

つ
」

4
.

5

10

2

2

2

2

2

2

牧牛人楊数律丹群見行,大 耕牛玖頭,三 歳耕牛玖頭,二 歳耕牛拾頭,

當年児犢子玖頭,大 惇牛貳拾参頭,三 歳椁牛捌頭,二 歳惇牛陸頭,

當年女犢子貳頭.計 牛大小柴拾陸頭.

牧羊人楊住成群見行,大 白羊羯貳伯柴拾伍口,二 歯白羊羯肆拾参口,

當年白児羔子陸拾捌口,大 白母羊壹伯伍拾柴口,二 歯白母羊肆拾柴口,當 年

白女羔子陸拾参ロ,白 羊大小共計陸伯伍拾参口.
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大古羯壹伯壹拾陸ロ,二 歯古羯参拾肆口,當 年古児羔子肆拾貳ロ,大 古母

羊捌拾肆口,二 歯古母羊貳拾捌口,當 年古女羔子参拾参口,

姑大小共計参伯参拾柴口.

〈後略〉

この 文 書 は戊 辰 年(968)の 十 月十六 日に,帰 義 軍 政 権 が所 有 す る小 印子 群 と呼 ばれる畜 群

のウマ ・ラクダ ・ウシ ・ヒツジ ・ヤギの頭 数 を敦 煌 の東 園 で調査 した 点検 リストである(注22).そ し

て,8行 目か ら10行 目では,史 料(F)の(a),(b),(c)に 見 える張 愍児 の管 理 す る群 が点 検 を受

けてい ることもわか る.リス トでは,家 畜 の 年齢 や頭 数 が 厳 格 に点 検 され,十 月十六 日現 在 の群

の状 態 が克 明 に記録 され ている.す なわち,史料(F)文 書(d)の1行 目に書 か れている 「入 算 」

も,駝 官 鄲 富 通 の群 がこの ような 「算 会」(頭 数 点 検:)を 経 たことを示 しているので ある.

史料(F)文 書(d)以 降が このような頭 数 点検 後 の 支 出簿 であるとすると,算 会(頭 数 点検)

を節 目にした頭 数 点 検 の サイクルを復 原 す ることがで きる.ま ず,算 会 が 行 われ そ の時 点 で管 理

しているラクダの 頭 数 が確 定 す る.算 会 後 は,群 のラクダの頭 数 の異 動 につ いて判 憑 文 書 により

節 度使 に逐 次 報告 す る.ラ クダの死 亡 や支 出 の事 情 が承 認 されれ ば,「 憑(証 拠)」 として連 接

されその 年 の支 出簿 として使 用 され る.最 後 に,次 の算 会 が 行 われラクダの頭 数 を点 検 す る.そ

の際,前 年 のリスト・今 年 のリスト・支 出簿(連 接 された 判 憑 文 書)を 照 らし合 わせ,前 回 の算

会 か ら現 在 までの ラクダの 死 亡 ・支 出の頭 数と現 状 とが 合 致 す るか どうか確 認 す る.そ して,こ

の最 後 の対 照作 業 の 際 に作 成 されたと思 われ る文 書 が次 のP.3131裏 である.

史料(H)P.3131裏(下 線 部 分 は抹 消 ・墨 勾)

<前 缺>

1拾 壹 口.鄲 薩 訥欠 粘 羔 子拾 捌 口.安 君 足 欠 白母 羊 貳拾 肆 口,大 拮 羊羯 貳 拾 口,

2當 年 白児 羔 子肄 拾 参 口,結 羔 子 参 口.

内貳疋在再徳.一疋在3知馬 官 索 善児 群 欠 大 駅馬 参 疋
.華 再 徳 群 欠 大 駅 馬肆 疋'都頭張曹午

.壹一疋在紫

亭楊 氾索 二 群 欠馭 馬 壹 疋
,三 歳 騾 馬貳 疋,二 歳騾 馬 貳 疋.張 全 子 群 欠4 水官.

5三 歳 駅 馬参 疋,大 驟 馬 柴疋,三 歳 驟馬 肆 疋.就 盈 徳 群 欠 大駅 馬 壹 疋

注22本 文 書 全体 の録 文 は,池 田1979pp.660-662,並 びに唐 耕糲 ・陸 宏基1990pp.590-595に 掲載 されてい る.ま た,こ こに見

える家 畜 の群 別のリストは池 田2000pp.48-49に 提 示 されている.た だし,張 愍 児の群 は池 田氏 のリストでは欠 落している.
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在与延 在放狗 三歳 騾 馬 貳疋
,二 歳 騾馬 壹 疋.康 清 奴群 欠大騾 馬 壹 疋6 都頭.'安 阿朶

7二 歳 騾 馬参 疋,二 歳騾 馬 貳 疋.知 駝 官 氾丑 児群 欠 大 驟 駝壹 頭,三 歳

鄲富通群 欠一

8騾 駝壹 頭.郡 富通 群 欠 大 駅駝 壹 頭.二 歳騾 駝 貳 頭.

〈後缺 〉

この 文 書 には,各 畜 群 ごとに不 足 している家 畜 の種 類 ・年 齢 ・頭 数 が書 き込まれ,た またま別

の 場所 にいる家 畜 に関しては注 記 されている.8行 目には史料(F)文 書(d)の 郵富 通 も見 えて

いる.ま た,文 書 には多 くの墨 勾 や抹 消 があ り,文 書 そのもの にも抹 消線 が引 かれ てお り,これは

再 点 検 のあとで家 畜 の不 足 が補 填 され 事 案 が終 結 したことを示 して いると思 われ る.こ の時 点 で,

支 出 簿 として使 われ ていた判 憑 文 書 もその役 目を終 え,廃 棄 処 分 にされたので あろう。

以 上 で明 らかになったように,史 料(F)の(d)以 降が,己 卯 年(979)十 一 月二 日以 降 の駝

官 鄂富 通の 群 のラクダ支 出簿 で あるとすると,史 料(F)の 本 来 の姿 を想 定 す ることも可 能 にな

る.文 書(d)の 直 前 の文 書(c)は,次 の年 の庚 辰 年(980)九 月十 八 日の張 愍児 の 文書(c)で

終 わって いる.前 述 の ように家 畜 の 算 会 は通 常 十 月頃 一 斉 に行 われ るの で,文 書(c)は 己 卯 年

(979)十 一 月二 日か ら庚 辰 年(980)九 月十八 日までの張 愍児 の判 憑 文 書 の最 後 の一 片 にあた

るはずである.ま た,同 じように郡富 通 の判 憑 文 書 も,本 来 は庚 辰 年(980)九 月の分 まであった

ものが 欠 落 した と考 えることが できる.さ らにいえば,他 の駝 官 の 同じ期 間 の判 憑 文 書 が前 後 に

連 接 していた可 能 性 も高 いであろう.

なお,こ れ と同様 に一 年 間 の複 数 の 駝 官 の判 憑 文 書 どうしを連 接 したと思 われ るの が,H.

842+(番 号76-81)で ある.こ の文 書 には,丙午 年(996)九 月三 日か ら三 十 日までの李 粉 堆 の

判 憑文 書(a),(b),(c),(d)に 続 けて,前 年 の乙 未 年(995)十 一 月九 日か ら始 まる馬 善 昌の判

憑 文書(e),(Dが 連 接 している[池 田2000pp.53-56].こ の構 成 は史 料(F)と 同じであり,こ

の文 書 が同 様 の処 理 を受 けたと考 えてよか ろう,た だし,こ の文書 には史料(F)の(d)に あ るよ

うな支 出 簿として の見 出しの部 分 はない.

以 上 をまとめると,判 憑 文 書 は節 度使 の審 査 の終 了後 に連 接 され,支 出簿 として機 能 していた

ことが判 明した.こ の過 程 は,承 認 を受 けた支 出等 の情 報 の保 存 か ら点 検 に至 る事 務 処 理 の流

れ に対 応 しており,文 書 の 連 接,保 存,廃 棄 と移 り変 わる文 書 処 理 の 順 序 をも示 してい る.で は,

この段 階 を担 当 したのは どのような役 職 であろうか.史 料(E)で は判 憑 文 書 を使 用 して押 衙 の

陰季 豊 が 支 出の点 検 結 果 を報 告 してい るが,彼 の役 職 名 は示 されてお らず,こ の疑 問 に答 える

ことはできない.
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一つ の可 能性 として は
,文 書 の作 成 者が 担 当 した ことを想 定 し得 る.史 料(D)の(b)の 五 行

目には,「准 細 供.六 日,淮 深 」 とあ り,酒 司 の曹 文 晟 に対 し最 高 ランクの供 応 をす るように指示

している.こ のことは,こ の文 書 が 一 度曹 文 晟 にかえされた可 能 性 を示 唆 して いる.

しか しなが ら,史 料(D)の(b)文 書 のように一 時 的 に当事 者 にか えることが あったにせ よ,判

憑 文 書 は 最 終 的 には 第 三 者 によって管 理 され て いた と思 われ る.な ぜ なら,史 料(F)やH.

842+で は,別 々の駝 官 の 判 憑 文 書 が一 緒 に連 接 されてい るか らである.こ のことは,そ れ ぞれ

の 判憑 文書 が 同 じ駝官 関係 の判 憑 文 書として分類 され,何 者 かによって 一元 的に管 理 され てい

たことを示 している.

で は,こ の 第三 者 とは何 者 であろうか.残 念 なが ら,筆 者 はこのような帳 簿 としての判 憑 文 書 を

管 理 した役 職 を特 定 す る史料 を現 段 階 では見 いだしてい ない.し か し,筆 者 はこの段 階 の担 当

者 の最 も有 力 な候 補 として孔 目官 をあげ ておきたい.

孔 目官 は,唐 末 五 代 の 藩鎮 管 下 で文 書 処 理 や財 務 を含 む庶 事 全 般 を統 括 した要 職 として認

識 され てい る.周 藤 吉 之 氏 は,五 代 の諸 藩 鎮 におい て,孔 目司 が 軍 事 ・行 政 の 文 書 処 理 を担

当し,雑 多 な庶 務 を行 ってい たことを明 らか にしている[周 藤1962pp.603-610].ま た,厳 耕

望 氏 は節 度使 府 下 の孔 目官 につ いて考 察 を加 え,こ れ らが 州の 録 事 に相 当 する文 書 処 理 担 当

官 としての役 目を負 ってい た可 能性 を指摘 し,財 務 や会 計 にも深 く関 わって いたことを強調 してい

る[厳 耕 望1969pp.201-203].さ らに,荒 川 氏 は8世 紀 の 軍鎮 にお ける孔 目官 につ いて文書

史 料 を用 いて検 討 し,周 藤 氏 や厳 耕 望 氏 が 指 摘 した孔 目官 の 文書 処 理 や 財 務 にか かわる職掌

が8世 紀 にまでさか のぼ ることを論 証 している[荒 川1997pp.151-154].こ れに加 え,渡 辺氏

は唐 末 五代 の墓 誌 史 料 か ら孔 目官 の役 割 を再 検 討 し,孔 目官 が 藩鎮 政権 下で 庶 務全 般 にたず

さわる有 力 な幕 職 官 であったと指摘 してい る[渡 辺2001pp.89-92].

以 上 の ような孔 目官 の役 割 は帰 義 軍 節 度使 政権 において も共 通 して いる.莫 高 窟 第121窟

南 壁 第 五 身 の題 記 には 「清 信 弟 子 … □(容)都 孔 目官 知 内 親 従 兼 敦 煌 諸 司計 度□(都)

… 青 光禄 大夫 … 御 史 大 夫 上柱 国武 威 賈 榮 實 再 此龕 并 供 養 」[『供 養 人 題 記 』p
.56]と あ り,

都 孔 目官 の賈 栄実 は 「敦煌 諸司 計 度 」 を兼 ねて いる.こ の役 職名 は彼 が 帰 義 軍節 度 使 府 内 の

会 計事 務 に携 わっていたことをうかがわせ る.ま た,S.8683に は,

1応 管内外諸司都指揮使知左馬歩都衙曹仁裕 右左馬歩都衙張保山

2燉 煌計使知上司都孔目官杜太初 都頭知内親従観察孔目官賈栄実

3右 奉 処分,令算会一十一郷及通頬退渾所収

4[]
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とあり,燉煌計使知上司都孔目官の杜太初と,上述の題記にも現れている都頭知内親従観察孔

目官の賈栄実とが,敦 煌全体(一 十一郷及通頬退渾)の 何らかの収入についての会計報告に

関わっていることがわかる.

このように,帰 義軍政権下でも孔目官は財務会計に関わっており,帳簿段階の判憑文書を管

理し物資や家畜の支出等の状況を把握する役職として想定することは妥当であろう.今後さらに

調査を継続しこの点を明確にして行きたい.

おわりに

以 上 に見 てきた ように,判 憑 文 書 は文 書 処 理過 程 の 各段 階 をその形 態,書 式,機 能 に止 めて

おり,そ して この過 程 は帰 義 軍節 度使 政 権 内の事 務 処 理 の流 れ に対 応 している.判 憑 文 書 がた

どった経 路 を見 れ ば,判 憑 文書 は各 行 政 機 関 や牧 子 などの専 門職 か ら節 度 使 へ,そ して孔 目官

と見 られる財務 会 計 職へ と移 動 していることが わか る.そ して,そ の 間に文 書 の作 成,判 辞 の 記

入,連 接,廃 棄 の一 連 の作 業 が行 われ ている.ま た,こ れ らの作 業 は,そ のまま支 出 等 の事 後報

告,事 案 の審 査 と承 認,文 書 の保 存 と点検,事 務 処 理 の完 了 へ と続 く一 連 の仕 事 の過 程 に対応

している.さ らに,こ のような流 れ の中で 判 憑 文 書 は上 申文書,証 拠 書 類,帳 簿 へ とその機 能 を

変 化 させ てい るのである.

本 章 の 最 初 に述 べ たように,こ の ような一 連 の流 れ は,判 憑 文 書 を一 つの 文 書 群 として捉 え,

その全 体 としての性 質 を追 求 す ることで はじめて明 らか になるので ある.今 後 は帰 義 軍 政権 の他

の公 文 書 に関 しても,可 能 な限 り群 として分 析 し,文 書 処 理 の 過程 や 行 政事 務 の 流 れをさらに高

い精 度 で再 現 して行 く必要 が ある.
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はじめに

10世 紀 後 半 にタングー ト拓 跋 部 の李 継 遷 が オルドス南 部 で北 宋 に反 旗 を翻 したことによって始

まる西 夏 国 は(注1),11世 紀 前 半 には今 日の中 国 寧 夏 ・河 西 地 方へ 進 出 す るとともに,東 の 隣…

国北 宋 の西 北 辺 を脅 か し,北 宋 に多 額 の歳 賜(絹 ・銀 ・茶)の 支 給 を認 めさせ るほどの強 勢を

誇 った.西 夏 はその後13世 紀 前 半 にモ ンゴル帝 国に滅 ぼ され るまで約 二 百 年 という,当 時 の周

辺 諸 政 権 に比 べ て長 期 にわ たり独 立 を保 つ ことになる。西 夏 が比 較 的 長 期 にわたって存 立 し得

た背 景 としては,外 交 政 策 の巧 み さや軍 事 力 だ けでなく,貿 易 による利 益 も想 定 される.甘 粛 省

西 部 の武 威 か ら敦 煌 にか けての びる河 西 回廊 は,古 くか ら中国 と西 域 とを結 ぶい わゆるシルクロー

ドの幹 線 路 にあ たり,中 国 か らは絹織 物 や漆 器 などが西 域 へ,西 域 か らは玉 ・金 銀 器 や香 薬 な

どが 中国 へ 運 ばれ た.こ れらの物 産 は主 に,ソ グド商 人,の ち にはウイグル商 人 によって輸 送 され,

河 西 回廊 の各 オアシス都 市 はそ の中継 拠 点 として繁 栄 してきた.そ の 河西 回廊 を掌 握 した西 夏

が,シ ルクロードの 中継貿 易 によって利 益 をあげ ていた可 能 性 は充 分 に想 定 し得 るだろう.

西夏 が河 西 回廊 に進 出した後 のシルクロード貿易 につ いては,西 域 諸 国の朝 貢 使 節 が西 夏領

を避iけて南 の青 海地 方 ・湟水 流域 へ 迂 回 して北 宋 へ,あ るいは北 回りのいわ ゆる 「草 原 の道 」

を経 由 して遼(契 丹)へ 入貢 してい たことが先 学 によって明 らか にされ ており(注2),シ ルクロード

貿 易 にお ける河 西 回廊 の 重 要 度 は西 夏 時代 に入 って低 下 した か のように見 える.し か しなが ら,

西 夏 がシルクロー ドの 中継 貿易 で栄 えたとす る見 解 も早 くか ら出されてお り(注3),近 年 では,西 夏

が文 化 面 で中 国 ・チベ ット・中央 アジアといった様 々な地域 の文 化 の影 響 を受 けていたことを,考

古 学 ・美 術 史 学 等 の見 地か ら明 らか にす る研 究 が発 表 されてい る(注4).西 夏 が 諸 外 国 との交

注1西 夏の建国年代は,一 般に李元昊が北宋に対して 「大夏皇帝」を自称した西暦1038年 とされている,しかしながら,李 元昊以

前の李継遷 ・李徳明時代から,オルドス南部の夏州を根拠地とする拓跋部は北宋から事実上独立しており,遼(契 丹)か らは10世 紀末の時

点で 「夏国王」に冊立されていた,本 稿では,西 夏の実質的建国年代を李継遷が北宋に反旗を翻した西暦982年 を建国年代と定め,論 を

進めていく.

注2匚 藤枝1950]は,10世 紀後半～11世 紀前半に西夏と北宋との対立が激化すると,西 域諸国は北宋には朝貢せずに,西 夏領を

北に迂回して遼に入貢していたことを明らかにしている.また[前 田1959]は,青 海地方 ・湟水流域経由のほか,西 夏領内の警戒の手薄な地

域を通過して北宋に入貢する西域の使節が存在していたことを指摘する.

注3[長 澤1963]と[岡 崎1972]は 宋 ・遼 ・金側の史料を用いて,[銭1993]は さらに西夏側の文献を援用して,河 西回廊 に進出

した西夏が,シ ルクロードの中継貿易国としての役割を担っていたことを説いている.

注4[Samosyukユ998]や[謝2001]等 は,西 夏時代の仏教絵 画にチベットや中央アジアの影響が見られることを指摘している.また

[竺 沙2003]は,カ ラホト出土文献の中に遼刊本の仏典が存在することを明らかにしている.こうした出土文物から,西 夏とシルクロード世界と

の文化交流史を解明する研 究が近年盛んになりつつある.
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流 を盛 んに行 なってい たことはもはや 否 定 しが たいものとなって いるのである.だ が,西 夏 が シルク

ロード貿易 に対 しどのように関 わっていたのか という肝 腎 の 問題 は,こ れまでほとん ど明 らかにされ

てい ない。

近 年 の西 夏 史 研 究 で最 も注 目され ている文献 に,『天 盛 旧 改新 定 禁令 』 という西 夏 の 法 典が

ある.こ の 法 典 には,西 夏と諸 外 国 との貿 易 に関 す る規 定 が いくつか 存 在 す る.法 典 という文 献

の性 格 上,規 定 が 書 か れている通 りに遵 守 ・履 行 されていたとは限 らない が,法 典 を制定 した西

夏 政 府 が貿 易 にどう関 与 し,い かなる統 制 を行 なおうとしていた のかを考えるうえで,本 法 典 は有

用 な文 献 となり得 よう.本 稿 は,本 法 典 か ら貿 易 に関 連 す る条 文 を抽 出し,各 条 文 に註 釈 を付 し

なが ら日本 語 訳 を行 ない,若 干 の 考 察 を試 み るものであ る。

1.西 夏法典 『天盛旧改新定禁令』の解題と研究の問題点

まず,本 稿 で扱 う西 夏 法 典 『天盛 旧改 新 定 禁令 』 の解 題 と研 究 史,及 び研 究 の 問題 点 を述

べ る.本 法 典 は20世 紀 初 頭 ,ロ シアのコズ ロフ探 検 隊 によって,カ ラホト(黒 水 城)遺 跡(内

蒙 古 自治 区 額 済納 旗)か ら発 見 され,現 在 はロシア科 学 アカデミー東 方 学 研 究 所 サ ンクト=ペ テ

ルブルク支 部 が所 蔵 している.複 数 の刊 本や 写 本 が 同支 部 に保 管 されて いるが,刊 本 は写 本 に

比 べ 残 存 状 態 が 良 く,また楷 書 に近 い書 体 で書 かれ るため,判 読 も比 較 的容 易 であ る.刊 本 は

本 文20巻 と,「名 略 」 と呼 ばれ る,各 条文 の標 題 を並 べ た 目次2巻 か ら成 る.版 心 の葉 数 だけ

が 漢 数 字 で 表 記 され るほ かは,す べ て西 夏 文 字 で書 か れ てい る。条 文 の数 は全 部 で1400条

余 りと推 定 されるが,現 存 する条 文 は全 体 の七 割 程 度 で ある.総 じて巻 首 ・巻 末 の部 分 は欠 落

が 多 く,巻17は すべ て失 われ ている.本 法 典 はそ の名 称 の冒頭 に 「天 盛 」 という西 夏 の年 号 を

冠 しているため,西 暦1149～69年 の 問に制 定 されたものと特 定で きる.

本 法 典 は,中 国の研 究 者 を中 心 に,一 般 に 『天 盛 旧改 新 定 律 令 』 と呼 ばれている.し か し本

法 典 は律 と令 との区 別 が 明確 になされてお らず,分 野 別 に関連 す る規 定 を 「門」 ごとにまとめ,

条 文 を箇 条 書 きに並 べ てい る.つ まりいわ ゆる律 令 の形 式 をとらず,む しろ南 宋期 の 『慶 元 条 法

事 類 』 に似 た体 裁 を帯 びて いる。そ もそ も 「律 令 」 と訳 され てい る本 法 典 名 の最 後 の二 文 字

頚 饑 は 「禁 令 」 「きまり」 という意 味 である(注5).故 に本 稿 では,本法 典 をあ えて 「律 令 」 で

はなく,「禁令 」 と呼 んでい る.本 法 典 では,巻18「 他 国との売 買 門」 と,巻7「 勅 命 で禁 ず

注5

357)

この二 文 字は,カ ラホト出土 西 夏語 訳 『孫 子 兵法 』で 「禁 令 」という漢語 の訳 語として用 いられている.(匚 林1994]33B-3b,n.
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る門」 の一 部 に,外 国との貿易 に関 する諸 規 定 が 集 められている.

本 法 典 の 解 読 ・研 究 は,ま ず 旧ソ連 のクチャーノブ(K:HqaHOB)に よって着 手 され,1987年

～89年 に法 典研 究 と全 条 文の ロシア語 訳 全 四 冊 を発 表 した(以 下露 訳 と略 す)(注6) .露 訳 の

第 一 冊 は本 法 典 と中国 ・日本 の律 令 との比 較 などを試 み た法 典研 究で あり,中 国 の律 令 の影 響

を受 けながらも,遊 牧 民 を抱 える西 夏 国 が独 自の 法 制 度 をしいて いたことを説 いて いる.第 二 ～

四 冊 は全 条 文 のロシア語 訳 と刊 本の 写 真 を掲 載 してい る.写 真 版 が 公刊 された ことによって,西

夏 文 原 典 か ら直 接 訳 出す ることが 可 能 になったが,目 次 部 分 の写 真 が 掲 載 され なかったうえに,

写 真 が 欠 落 ・重 複 した り,画 像 の不 鮮 明 な箇 所 が 少 なくなか った.中 国 では,露 訳 の巻1～7

の 部分 が1988年 に中 国語 で重 訳 された(注7)が,そ の後 は写 真 版 か ら直接,西 夏 語 を中 国語

に翻 訳 する作 業 が 史金 波 ・聶 鴻 音 ・白濱 によって進 め られ,1994年 には条 文 の中 国語 訳 が発

表 された(注8).1990年 代 後 半 になると,上 海 古籍 出版 社 か らロシァ所 蔵 の主 要 なカラホト出土

文 献 の写 真 版 を集 めた 「俄 蔵 黒水 城 文献 』 シリーズ(以 下 『俄 蔵 』 と略す)の 刊 行 が 始 まり,

本 法 典 も1998年 刊 行 の第8巻 で,こ れ まで 公 表 され ていなか った目次 部 分 を含 め,刊 本 のより

鮮 明 な写 真 が 掲 載 され,翌1999年 刊 行 の 第9巻 で は,や はり未 公 開 で あった複 数 の写 本 の

一 部 が公 刊 され た(注g)
.『俄 蔵 』 第8巻 の刊 行 を受 け,史 金 波 ・聶 鴻 音 ・白濱 は目次 部 分 の中

国 語 訳 と本 文 部 分 の 中 国語 訳 の修 正 を行 ない,2000年 に中 華 伝 世 法 典 シリーズ 『天 盛 改 旧

新 定 律 令 』(北 京,法 律 出版社)と して発 表 した(以 下,こ の中 国語 訳 を中訳 と略 す)(注10).

1990年 代 後 半 か らは,中 国 語 訳 を利 用 した制 度 史 研 究 が 中 国を中心 として急 速 に進 展 して

お り(注11),日 本 でも,島 田正 郎 が1997年 以 降,中 国語 訳 ・露 訳 を基 に刑 法 関 連 条 文 の逐 条

研 究 を十 一 次 にわたって発 表 し,2003年 にはこれまでの一 連 の研 究 を単 著 にまとめ ている(注12)。

島 田は,西 夏 法 が 隣 国 金 朝 の律 令 の 影 響 を受 けて いる可 能 性 を指 摘 しつ つ,遊 牧 ・灌 漑 農業

に関す る広 範 な規定 が 定 められていることか ら,「中 国法 典 の体 に倣 った非 漢 族 の法 典 」 である

としている(注13).西 夏 側 の史 料 が極 めて少 ないなか にあって,本 法 典 は西 夏 国の 法 制 ・社 会 ・

注6KHqaHoB1987-89〃3耀 κ8朋 瞬 麗3ακ080遡 θθρ卿∂朗 κ鹹 κo∂8κc∂齠昭 餌 αραηθ08ακ姻 肥68cκ08π ρo岬θ現α翩 θr〃49一〃69丿.

4TOM,MOCKBa.

注7克 恰諾 夫1988『 西夏 法 典一 《天 盛 年改 旧定 律 令(1-7章)》 』 銀川,寧 夏 人民 出版社,

注8史 金 波 ・聶 鴻 音 ・白濱 訳1994『 中 国珍 稀 法律 典籍 集 成 甲編 第 五冊 西夏 天 盛律 令 』北 京,科 学 出版社.

注9・ 掲 載 されている写 本 はあわせ て五種 類で ある.し か し,各 写本 とも全 てが掲 載 されているわ けではない.

注10一 史金 波 ・聶鴻 音 ・白濱 訳注2000『 天盛 改 旧新 定律 令 』 北京,法 律 出版 社.な お,巻 末 に訳 註 が追 加されたが,グ ロッサリー

に近 いもの にとどまっている.

注11[王 天順1998]の 単著 のほか,家 族 制 度 ・行 政 区 画 ・駅伝 制 度 などの復 原研 究 が多 数発 表 されている,

注12・ 島 田正郎2003『 西 夏法 典 初探 』 創 文 社,本 書 は1997年 以 降発 表され た論 文を改訂 再 録.初 出情 報 は文献 目録 を参 照,

注13.[島 田2001b]pp.142-146:[島 田2003]pp.673-677参 照.
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経 済史 の実 像 に迫 るため の重 要 な文 献 として注 目され ている.本 稿 で扱 う貿易 関連 の 条 文 を利

用 した研 究 にはクチ ャーノブや,陳 炳 応,張 玉海 の論 考 が ある(注14).

しかし,訳 本 に全 面 的に依 拠 した研 究 は危 険な要 素 をはらんでいる.露 訳 と中訳 とで は解 釈 の

異 なる箇 所 が 随 所 に見 られ,訳 出の検 証 が 必 要 とされるか らであ る.本 法 典で 使 われ る西 夏 語

は20世 紀 後 半 に解 読 が かなり進 んだ が,難 解 な言 語 であることには変 わりが ない.ま た,こ れ ま

で解 読 の主 な対 象 となった文 献 は仏 典 で あった.仏 典 と法 典 とで は術 語 が 根 本 的に異 なるため,

これまでの研 究成 果 だ けでは解 釈 の難 しい場 合 が 多 い.に もか かわ らず,露 訳 ・中訳 とも録 文 を

提 示 していない ために,そ もそ も字 形 の複 雑 な西 夏 文 字 を訳 者 が どのように判 読 しているの か検

証 す ることが できないうえ,訳 註 が不 充 分 なた め,訳 出の根 拠 を確 認 す ることさえも困難 で ある.

解 釈 の相 違 を生 み 出す もう一つ の 要 因が,中 訳 が訳 出 にあた り依 拠 してい る写 真 版 にある.

『俄 蔵 』 所 収 の 写真 版 は,総 じて鮮 明 なもので はある.し か しなが ら,判 読 しにくい箇 所 はなお

も随 所 に残 されている。西 夏 文 字 はわず か な字形 の違 いで意 味 が 大 きく変 わるた め,刊 本 といえ

ども誤読 がお こり得 る.ま た,中 訳 で は欠 落 部分 としているにもか か わらず,露 訳 で は訳 出してい

る箇 所 が 少 なか らず ある.こ のような現 象 が 起 きるのは,中 訳 が依 拠 して いる写 真 版 で は判 読 し

きれ ない箇所 が あることを示 唆 してい よう.写 真 版 が 公刊 され ている今 日にあっても,不 鮮 明な箇

所 につ いては 原典 を実 見 す ることによって文 字 を確 定 す ることが 必 要 なので ある。そ して 実 見 の

結 果 どう判 読 したのか を録 文 として提 示 し,訳 出の根 拠 を示 す ことは,難 解 かつ複 雑 な文 字 で書

か れる西 夏 語 文 献研 究 にとって,第 三 者 の検 証 に便 宜 を図 ることになり,後 学 に裨 益 す る重 要 な

作 業 といえる.

筆 者 は2003年2月 から同 年3月 にか けて,ロ シア科 学 アカデミー東 方 学 研 究 所 サ ンクト=ペ

テルブルク支 部 で本 法 典 の刊 本 を実 見 す る機 会 を得 た.二 十 巻 に及 ぶ大 部 なもの であるため,

限 られた 時 間 内 で全 文 を閲覧 することはできなか ったが,本 稿 で扱 う巻18「 他 国との売 買 門 」

や 巻7「 勅 命 で 禁 ず る門」 など,)～ くつ かの 巻 を実 見 した.そ こで,実 見 の結 果判 読 した文 字

を録 文 として本 稿 の末 尾 に掲 載 するとともに,原 典 の西 夏 語 を直 接 日本語 に翻 訳 し,適 宜訳 註を

施 した.翻 訳 にあ たっては李 範 文 『夏 漢 字 典 』(以 下,『 夏 漢 』 と略 す)を 基 本 工 具 書 として

使 用 したが,可 能 な限 り他 の様 々な西 夏 語 文献 も博 捜 し,用 例 を集め た(注15)。

ところで,本 法 典 の各 条 文 は目次 で個 別 の標 題 が判 明す るもの の,番 号 が 付 され ていないた

注14KblqaHoB露 訳voL1,pp.282-293は 各 条 文の 内容概 説,匸 陳1991]は 貨 幣 制度,[張2000]は 専 売 制度 を扱 っている.

注15カ ラホト出土 の漢語 か ら西 夏語 訳 された 『類 林 』 「孫 子』 「徳 行集 』 といった,仏 典 以外 の典籍 の訳 註 研究 が 近年 発 表 されて

いる([史 ・黄 ・聶1993][林1994ユ[聶2002]).こ うした漢語 一 西 夏語 対訳 文 献か ら用例 を拾 い,語 義 を確 定 して いく作 業 も有 効 である.
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め煩 瑣 で ある.故 に本 稿 で個 別 の 条 文を挙 げる場 合 は,露 訳 が付 している通 しの条 文 番 号 を各

条 冒頭 で便 宜 的 に用 いる.続 けて,目 次部 分 に記 され ている標 題 名 を括 弧 書 きで示 す(注16).そ

してロシア科 学 アカデミー東 方 学研 究所 サ ンクト=ペテルブルク支 部 での 資料 整 理 番 号 と 『俄 蔵 』

の写 真 版 のペ ージ数,な らびに露 訳 ・中訳 の該 当 ページ数 を掲 げる(注17)。

なお,字 の判 読 はできた ものの,意 味 を確 定 できなか った箇 所 は,各 文 字 の推 定 音 をローマ字

表 記 す る.表 記 法 は[荒 川1997][荒 川1999]に 基 づ いた,

皿.巻18「 他 国 との 売 買 門 」 訳 註

本 法 典 巻18に は,「 他 国 との売 買 門 」 と称 す る条 文 群 が,あ わ せて 九条 集 め られて いる.文

字 通 りに解 せ ば,貿 易 に関 す る諸 規 定 を集 め たものと推 測 できる,以 下,各 条 の 訳 註 を施 しなが

ら内容 を見てい こう(注18).

第1318条 厂他 国 へ 商 人 が 行 くの に,財 を分 けて与 える」

整 理番 号:TaHr.55,HHB.Nα199,226-23a.

写真 版:『 俄 蔵 』8,p.347。

露 訳:vol.4,p.161.中 訳:p.568,1.9-10.

(前欠)(駄 畜?①)及 び種 々の財 等 は,事 情 に精 通 し信 頼 できる人②を遣 わ し,売 らせ ん③.倉

庫 の 中 に入 れ,・ ・(一字 欠 落)・ ・さらに ・・(二字 欠 落)・ ・,及 びlphyi2the:④ 庫 の 中 の実

際 の財 等 を商 人 に先 に与 えるな.出 発 す る⑤時 に与 えん。もし(商 人 に)先 に与 えた時 爵位 を

持 つ者 ⑥は罰 馬 一 ⑦.爵 位 を持 たない者 ⑧は十 三(回 棒 で)た たく@

【註1

① 駄 畜一 原 典 を実 見 した ところ,右 半分 は 芭 とはっきり見 えるが,左 半 分 は欠損 している.「足 」

や 「駄 畜 」 の意 味 の字(『 夏 漢 』p.737,Nα3985)か.

② 事 情 に精 通 し信 頼 できる人一 『俄 蔵 』 の写真 で は,一 文 字 目と二 文 字 目が 不 鮮 明 である.中

注16標 題の写真版は,巻18「 他国との売買門」 が 『俄蔵』8,p,27に,巻7「 勅命で禁ずる門」が 『俄蔵』8,pp.37-38に 収

録されている.

注17中 訳には条文番号が付されていないため,ペ ージ数に続けて,該 当部分の行数も示す.

注18以 下,訳 註部分における註番号は丸数字で表示する.丸 数字の番号は,付 録の録文に引かれた下線の丸数字とも対応している.

同一の註の中で,さ らに個別の西夏文字を説明する場合は,録 文の下線部の先頭から何文字目に当たるかの字数で,または録文で該当する字

の下に付した(A)(B)の アルファベットで示す.
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訳 は空 格 にす る一 方,露 訳 は 「仕 事 を知 っている人 」 と訳 出してい る.原 典 を実 見 調 査 した

結 果,不 鮮 明 部分 の 一 文字 目は偏 にあたる左 半 分 が 月のように見 え,旁 にあたる右 半 分 はそ

の上 部 がうっす らとではあるが,貉 と判 読 できる.こ のような字 形 を持 つ西 夏文 字 は 牋(「 知 」

「識 」 の意.『 夏 漢 』p.646,Nα3469参 照)だ けで ある.二 文 字 目を実 見 す ると,偏 の 部

分 は 蓐 が はっきり見 え,旁 の 部分 は下 部 が 反 と見 える.こ のような字 形 を持 つ西 夏 文 字 は,

畷(「 信 」 の意 『夏 漢 』p.695,Nα3744参 照)と`級(「 恨 む」 の意 『夏漢 』p.482,

Nq2543参 照)の 二 つ に絞 られ る.本 法典 では巻11「 使 者 往 来 門」 ・第764条 「使 人 は

召 使 いに 片箆 孵浸r級 を連 れ て行 く」 に 「一,他 国 に使 す る者 は,団 員 のほか,連 れて いく

召使 いとして 片建 殍莨r殺 を連 れて行 く.(後 略)」 の使 用 例 が あることか ら,砕 莨 が妥 当 で

あろう.露 訳 も同様 に文 字 を確 定 したので あろう.し かし露:訳で は,二 文 字 目の 「信 」 の意 味

が 出てこないた め,こ こで は 「事 情 に精 通 し信 頼で きる人 」 と訳 した.

③ 売 らせ ん 一 一 文 字 目は 動 詞 接 頭 辞 で,話 者 の 願 望 ・希 求 を表 現 す る形 式([西 田

1989]pp.419-420参 照).本 法 典 では,禁 止 形 は使 用 されるものの,命 令 表 現 は使 わ れず,

願 望 ・希 求 を表 現 す る動 詞 接頭 辞 が 多用 される.

④lphyi2the:一 一 文 字 目(『 夏 漢 』p.523,Nα2771)と 二 文 字 目(『 夏 漢 』p.711,Nα

3836)は いずれ も漢 語 の音 写 に用 いられる文字.倉 庫 の名 前 なのか,何 らか の行為 を表 して

い るのか,よ くわか らない.

⑤ 出発 す る一 原 典 は一 文 字 目が不 鮮 明 であり,実見 でも判 読 は不 可 能で あった.し か し二 文 字 目

(「行 く」 の 意.『 夏 漢 』p.866,Nα4762参 照)は はっきり見 える.用 例 の 多 さ,お よび 文脈

から一 文 字 目は 卉之(「 足 」 の意 『夏 漢 』p.738,Nα3990参 照)が 入るであろう.二 つ で

「出発 す る」 という意 味 になる.

⑥ 爵 位 を持 つ 者一 中華 王 朝 と同じように,西 夏 の 官称 号 にも大 きく分 けて,実 際 に就 い ている職

名 を表 示 するものと,実 職 を示 さない爵 位 を表 示 す るもの の,二 種 類 が実 在 していた.一 文 字

目は爵 位 を表 す(『 夏 漢 』p.559,面2975).ロ シア蔵 カラホト出土 文献HHB.Nα5921西 夏文

「官 階封 号 表 」 は,爵 位 に相 当す る称 号 を表 形 式 で列 挙 してい る(『 俄 蔵 』9,pp.366-367

参 照).こ の 「官 階封 号 表 」 によると,爵 位 に相 当す る官 名 は文 官 系 と武 官 系 の二 つの系

統 に分 か れ,さ らに別種 類 の称 号 も存 在 す ることが 確 認 で きる.爵 位 を持 つ 者 が 「十 悪 」 に

数 えられ る重 罪 以 外 の犯 罪 を犯 した 場 合 は,爵 位 の ランクに応 じて刑 罰 が 軽 減 され た,刑 罰

軽 減 規 定 の詳 細 は本 法 典 の巻2に 定 め られ てお り,島 田正 郎 が 表 にまとめて いる([島 田

1997a]pp.273-275;[島 田2003]pp.21-23参 照)。
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⑦ 罰 馬 一 一 肉体 刑 に代 わる罰 の 一種 馬 一頭 を納 める,とい う意 味 であろう.本 法典 巻20「 罪

なれば す なわち同 じか らざる門」 ・第1407条(標 題 欠落)で は 「一,諸 々の 人 が罪 に因 り

罰 馬 を受 け た(場 合)は,飼 いならされ,古 い年 齢 に至 った良 い馬 に印 をせ ん.も し,罰 馬を

(履 行)し ないの が本 当であれ ば,す なわち(身 元 を)引 き受 ける者 に求 めさせ ん.一 罰 馬 を

(他 に)換 える者 は各 二 十 貫 の 銭 を納 めん.(後 略)」 と,一 定 年 齢 に達 した 馬 を納 めるか,

銭 二 十貫 を代 納 することになって いた.同 第1408条(標 題 欠 落)に よると,納 め られ た馬 は

近 くの経 略 司 を通 じて兵士 に支 給 された り,「朝廷 の牧 場 」 へ 送 られる,と 定 め られ ている.

⑧ 爵 位 を持 た ない者 一 中 訳 は 「庶 人 」 と訳 す.二 文 字 目は 「人 」 という意 味(『 夏 漢 』p.482,

Nα2541).一 文 字 目(『 夏漢 』p.954,NQ5264)は,カ ラホト出土 の西 夏 語 の韻 書 『文 海 』

平 声 第74韻 で,そ の字 義 を 「爵 位 を持 たない(者)の(こ とを)言 う」 と解 説 する(『文 海研

究 』pp.284,512,633,Nα79-161),同 じくカラホト出土 西 夏語 訳 『孫 子兵 法 』 では,一 文

字 目と 「兵,軍 」 の意 味 の字(「 夏 漢 』p.294,Nα1531参 照)を 組 み合 わせ,漢 語 「士 卒 」

の訳 語 に用 いている([林1994]13A-7b).し た がって,爵位 を持 たない兵 卒 と解 す ることもで

きるが,兵 卒 でもなく爵 位 も持 たない者 は規 定 の対 象 外 となってしまう.本 法 典 で は爵 位 を持 た

ない者 一般 を指 しているものと解 す べ きであろう.

⑨ 十 三 回 棒 でた た く一 原 文 で はた たく道 具 を明 記 してい ない.本 法 典 巻9「 獄 ・杖 を行 なう

門」・第569条 「大杖 ・木 枷 の 斤 両 ・寸 尺 」 によると,た た く道 具 は柏 ・柳 ・桑 の 木で 造 り,

長 さ三尺 一 寸,頭 部 の幅 一 寸 九 分,厚 さ八 分,重 さ十両 と定 められている.つ まり木 の棒 でた

たくので あり,た たく刑 は中 国法 の杖 刑 に相 当す る.た だ し,島 田 正郎 が 指 摘 す るように,杖 の

用 法 は規 定 され ていない([島 田1997a]p.275;[島 田2003]pp.23-24参 照).

第1319条 「朝 廷 の駄 畜 の上 に私 財 を載 せ る」

整 理番 号:TaHr.55,MHB。NQl99,23a-236.

写 真版:『 俄 蔵 』8,p.347.

露 訳:vol.4,pp.161-162.中 訳:p.568,1.11-p.569,1.1。

一
,他 国 へ 使 す る者 が行 く時,正 ・副 使①,内 侍 ②,閤 門③,朝 廷 の 商 人④,ラ クダ商 人 ⑤,馬

に付 き従 う者 ⑥に属 す る私 財,及 び 諸 々の人 が私 財 で 売買 す るところのもの 等 を,朝 廷 の駄 畜 の

上 に載 せ ることを許 すことはない.も し法 を踰 えた 時,財 を載 せ た者 は六 ヶ月(の 徒 刑)⑦.そ の

中で 朝 廷(の 指 示)に より駄畜 が実 際 に召 され ていない なら,必 ず 駄 畜 の価 銭 を出 して駄 畜 を

買 ったうえで載 せ,駄 畜 の 主 人が(運 ぶ ことを)望 んだら,す なわち私財 を載せ ることを許 す.も
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し(駄 畜 の主 人 が)自 ら望んで いない のに,強 制 して(朝 廷 の 駄畜 に)載 せ させ たならば,爵 位

を持 たない者 は十 三(回 棒 で)た たく.爵 位 を持 つ 者 は罰 馬一.

【註 】

① 正 ・副使 一 原 文 は 「使 正 副 」 という語 順.西 夏語 で は形 容詞 が 後 置 されるので,「 正 」・「副 」

はそれぞ れ,前 の 「使 」 にか かる,西 夏 の官 制 では,官 司の 長 官を 「正 」 または 「大 人 」,次

官 を 「副 」 または 「承 旨」 と称 す ることが多 い.11世 紀 末 の 涼 州(武 威)に 建 立 された漢

文 ・西 夏 文 合 壁 「重 修 護 国 寺 感応 塔 碑 」 の漢 文 面 には 「行 宮 三 司 正 」 という官称 号 が 現 れ

([西 田1964]p.160参 照),西 夏 国 内で は漢語 で 「長 官 」 を表 記 す る場合 も 「正 」 を用 い

ていたことが わか る.

② 内 侍 一 西 夏 文 字 を直 訳す ると 「内 に侍 る」.本 法 典 の 巻12「 内宮 で命 令 を待 つ者 等 の頭

項 門」・第825条 「内 宮 に宿 直 する職 を持 つ人 が 酒 を飲 む」 の第 一 項 では 「一項,命 令 を

待 つ 者 が宿 直(の 当番)で あるのに,酒 を飲 んだ時,爵 位 を持 たない者 は一 ヶ月(の 徒 刑),

爵 位 を持 つ者 は二 罰 馬 」 と定 め,続 けて規 定 の対 象 となる者 を 「内宿 承 旨 医者 帳 門後

寝 内 宿 御 使 朝 廷 を外 で護 る(人)表 の 内侍 閤 門 前 内侍 内侍 承 旨」 と列 挙 し

ている.よ って 「内侍 」 とは,「表 の 内侍 」 「前 内侍 」 「内侍 承 旨」 の総 称 で,宮 中で皇 帝 の

近 くにあって宿 直 す る集 団(「 命 令 を待 つ者 」)の 一つ と考 えられる.

③ 閤 門一 西 夏 文 字 の字 義 は順 に 「礼 」(『夏 漢 』p.365,Nα1910),「 列 」(『夏 漢 』p.1064,

Nα5870)で あ るが,12世 紀 末 に編 纂され た西 夏語 一 漢 語 対 訳 語 彙 集 『番 漢 合 時 掌 中珠 』

(以 下 『掌 中珠 』 と略 す)で は,後 ろに 「司 」 の 意 味 の 文 字(『 夏 漢 』p.・510,Nα2708)

が付 いて官 司の 名 称 として登 場 し,漢 語 で 「閤 門司 」 と表 記 している([李 範 文1994]p.

430参 照).前 註 にあるように,「閤 門」 も宮 中に宿 直す る者 である.本 法 典 中の他 の 条文 で は,

朝 見 における整 列 順 番 のチェック等 を行 なう場 合 に 「閤 門」 が 関与 しており,「閤 門」 が儀 礼

を司 る者 であると推 察 される,

④ 朝 廷 の商 人一 一 文 字 目を露 訳 は 「皇 帝 」,中 訳 は 「官 」 と訳 す.本 法 典 で はこの 字 の 直

前 の ほとんどに若 干 の 隙 間 を設 け てい る.漢 文 にお ける空 格 に相 当 す る敬 意 表 現 とみ られ

る.空 格 表 現 は西 夏 語 の他 の 文 書 で も見 られ,改 行 平 出 の表 現 も確 認 されて い る([Kyご

anov1971]pp.189-190).空 格 直 後 の 字 は漢 語 の 「公,官 」 か らの借 用 字 であると考 えら

れているが(『 夏 漢 』p.696,NQ3753),空 格 表 現 があることに鑑 みれ ば,西 夏 の皇 帝 ないし

はそれを中心 とす る朝廷 ・宮 廷 と解 釈 するのが妥 当 であろう.二 文 字 目は属格 を表す.全 体 で

「朝 廷 の財 を扱 う商 人 」 一 般 を指 す のか,「 御 用 商 人 」 を指 す のか,よ くわ からない.
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⑤ ラクダ商 人一 三文 字 目(『 夏 漢 』p。1072,Nα5910)の 意 味 はよくわか らない.三 文 字 目を露

訳 は 「追 う人 」,中訳 は 「駕 」 と訳 す.「 文 海 』 平声 第18韻 で は,こ の字 義を 「売 買 の価 格 の

(ことを)言 う」 と解 説 す る(「 文 海研 究』pp.179,430,580,Nα25-221).「 文 海 』 の解 説

が正 しいとすれ ば,「 ラクダの価 格 」 となる.ラ クダを売 る商 人の ことであろうか.

⑥ 馬 に付 き従 う者一 直 訳 す ると 「馬 に侍 る」 となる.露 訳 は 「馬 曳 き」 と訳 す.馬 に付 き添 い,

見 張 る役 目を担 う者 か.

⑦ 六 ヶ月の徒 刑 一 原 文 では 「六 ヶ月」 とあ るだけで,「 苦役,徒 刑 」 の 意味 の語 は省 略 されてい

る.徒 刑 の種 類 につ いては,次 章 の 第440条 第 二:項の註 ⑤ 参 照.

第1320条 「朝 廷 の 売 買 の根 本 となる財 か ら私 財 に取 り換 える」

整 理 番号:TaHr.55,皿HB.NQ199,236-246.

写 真 版;『俄 蔵 』8,pp.347-348.

露 訳:vol.4,pp.162-163.中 訳:p.569,II.2-10.

一
,他 国 へ 商 人 が行 くのに従 って,朝 廷 の 財 で売 買 するところの根 本 となる種 々の財①を載せ て

行 く(場 合)は,行 く時 に数 を明 らか に挙 げて,帳 簿②を作 らん.他 国 に到 着 した時,朝 廷 の 財

は別 にして売 らん.代 価 として如 何 なる(取 引 で)得 た実 際 の財 も,正 使 ・副 使 の目の前 を通 さ

ん.(取 引 で得 た財 の)種 類 や 数量 を挙 げて,帳 簿 に種 々の 財 を記 さん,(そ の)上 に前 内 侍 ③

が持 っている御 印子 ④を以て 印を為 さん.す で に帰 途 につきミ国⑤に来 た時,役 人⑥の所 に送 って,

その 上 に(あ る印 を)見,種 々の 財 の種 類 や 数 量 を点 検 し,受 領 せ ん⑦.も し売 買 す るなか で,

朝 廷(の 財 と)私 財 を一緒 にして別 々に売 らず に,朝 廷 の良 い財 と私財 の悪 いものとを取 り換 え

ることを許 す ことはない.も し法 を踰 えた ら,取 り換 えた者 及 び一 緒 にした者 等 は,一 様 に朝 廷 の

財 と私 財 双 方 の 額 を比 べ,・ ・(一字 欠 落)・ ・高 低 を有 していなけ れば,二 年(の 徒 刑)。 もし

価 格 の程 度 ⑧に高 低 が生 じ,朝 廷 に損 をさせ たならば,す なわ ち私 的 に多 くの利 益 を求 めた(額

を)換 算 し,窃 盗(罪 ⑨)の 規 定 で判 決 す る.も し朝 廷 に損 をさせ た ところがわ ず かならば,す

なわ ち前 掲 の取 り換 えの罪 とどちらか重 い方 で判 決す る.朝 廷 の財 が まだ損 なわれてお らず,元

のままであるならば,す なわち返 納 せ ん.私 財 は持 ち主 に返さん.そ の なかで,朝 廷 の財 が老 朽

化 した り,捨 てたり,無 くなったりして いる⑩ならば,す なわち偽 造⑪の 罪 の程 度 に依 り,共 に償 わ

せ ん.

【註 】

① 根 本 となる種 々の 財一 一 ・二 文 字 目を,露 訳 は 「リストをつ くるべ き財 」,中 訳 は 「畜 物 」 と訳
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す 。一 文 字 目(『 夏 漢 』p.734,Nα4018)は,仏 典 におい て 「根 本 」 の意 味 で使 われること

が多 い([西 田1977]p.129,Nα070-041).取 引 のもとでとなる商 品 を指 す のであろう.

② 帳 簿 一 露 訳 は 「しかるべ き文 書 」,中 訳 は 「冊 」 と訳 す.こ の 西夏 文 字 の 第一 義 は 「綱 紀 」

で ある(『 夏 漢 』p.512,Nα2715).し か しカラホト出 土西 夏語 訳 『類 林 』 巻4・ 権 智 篇 ・楊

修 の条 では,漢 語 の 「主 簿 」 という官 名 を西 夏語 で 隣 孔 の頭 監(長)」 と訳 して おり(『類林

研 究』pp.75-76),こ の文 字 に 「帳 簿 」 とい う意 味 もあることが確 認され る。

③ 前 内 侍 一 中訳 は 「前 宮 侍 」 と訳 すが,誤 り.「内 侍 」 につ いては,前 掲 第1319条 の註 ② を

参 照.「 前 内侍 」 の 「前 」 とは,「 皇 帝 の御 前 」 の ような,内 侍 の 中で も比 較 的皇 帝 に近 い

ところで宿 直 す る者 の ことを意 味 す るの であ ろう.本 法 典 の 巻10「 爵位 ・軍 の 勅 命 門 」・第

645条 「前 内侍 等 が 昇任 した ら抄(従 軍 して雑 役 を行 なう部 隊 の単 位)を 如 何 にす るか」

には 「前 内侍 ・帳 門後 寝 のうち,職 位 を得 て,官 僚 の 中 に入 った時,(後 略)」 というくだりが

あり,前 内侍 が 官 僚へ の出世 コースの一 つとして想 定 されて いる.

④ 御 印 子 一 一 文 字 目の 直 前 には 半 字 ない しは 一 字 程 度 の 空 格 が 付 け られ てお り,朝 廷 な

い しは皇 帝 に 関係 す る語 で あることが想 像 され る.一 文 字 目は 「賢 」 の意(「 夏 漢 』pp.

614-615,No3294).二 文 字 目は 漢 語 の 「因 」 「殷 」 等 を音 写 す る場 合 に用 い られ てお り

(『夏 漢 』p.96,Nα0494),こ こで は漢 語 「印 」 を音 写 した可 能性 が 高 い.≡:文 字 目は 「亦

た」 や,小 さいもの につ ける語 助(『 夏 漢 』p.1054,Nα5815),漢 語 「子 」 の音 写として用

い られる([林1994]6A-2b-8).例 は管 見 の 限 り見 当た らないが,後 文 で 「印 を為 」 す もの

であ ると表 現 し,か つ それ が皇 帝 の 身近 に宿 直 す る前 内 侍 が 持 つものであること,さ らに後 掲

第1321条 にもあるように,押 され たものが 事 故 等 によって破 損 す るようなもの であったことか ら

推 測 す ると,朝 廷 の財 を梱 包 した後 に押 される封 印の ようなものであろう,

⑤ ミ国=文 字 目は推 定 音 が2mi:で,西 夏 の支 配 者 集 団 であるタングー ト(ミニャク)の 自称

(『夏 漢 』p.445,NQ2344).二 文 字 目は 「国 」 の意(『 夏 漢 』p.553,Nα2937).西 夏 側

の文 献 では,自 国の 国名 表 記 が 数種 類 存 在 す る([石 濱1933]参 照).本 法 典で は,自 国 の

名 称 をこの二 文 字 で統 一 してい る.

⑥ 役 人一 一 文字 目は 「仕事 をする」(『 夏漢 』p.331,Nα1734),二 文 字 目は 「奉 仕 す る」 の

意(『 夏 漢 』p.281,Nα1465).こ の熟 語 は 「掌 中珠 』 にも載 録 されており,対 応 す る漢 語 を

「局 分 」 と表 記 して いる([李 範 文1994]p.430参 照).「 掌 中 珠』 が 編 纂 されたのと同時 代

に西 夏の 隣…国で あった金 朝 では,「 局分 承 応 人」 なる集 団が 宮 廷 内 を中心 に配 置 されてい た

ことが 『金 史』 選挙 志で確 認 されるが,詳 細 は不 明.カ ラホト出土 西 夏 文 『徳 行 集 』 従 諌 章
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では,「 資 治 通鑑 』 の記 述 を引用 す るなかで,「 吏 」 の訳 語 としてこの熟 語 を用 いており([聶

2002]pp.88-91,143-144),役 人 一般 を指 す ようである.

⑦ 受 領せ ん一 一 文 字 目は動 詞接 頭 辞 で あるため,そ の 次 に動 詞 が 来るのは確 実 。しか しなが ら,

動 詞 とみ られる二 文 字 目は 漢 語 の 「林 」 などを音 写す る場 合 に使 われるものであ り(『夏 漢 』

pp.954-955,NQ5267),こ こでの 意 味 はよくわか らない.文 脈 か ら判 断 す ると,持 ち帰った品

物 を点検 した後 の行 為 で あり,品 物 を受 け取 ることが想 定され る.

⑧ 程 度 一 『夏 漢』 は,こ の西 夏 文 字 を 「彼 岸 」 などの 「岸 」 の 意とする(p.1056,No5825).

『徳行 集 』 修 身 章 では,『 孔 子 家 語 』 観 周 にある 「廟 堂 右 階 之 前 」 の 「階 」 の訳 語 として

この字 が用 い られ てい る([聶2002]pp.60-61,137-138).こ こで は 「程 度 ・段 階 」のようなも

のを表 現 しているので はないか と考 えた.

⑨ 窃 盗 罪 一 西 夏 文 字 を直 訳 す ると 「密 か な 盗 み の罪 」.本 法 典 巻3「 雑 盗 門 」 ・第95条

「窃 ・強 盗 をし,さ らに人 を殺 す 」 の第 二 項 には,窃 盗 罪 に対 する量刑 が定 められて おり,島

田 正 郎が 表 にまとめている([島 田1998a]p.132;[島 田2003]pp.286-287参 照).主 犯

か 従 犯 か,盗 んだ物 の額 によって量刑 は異 なるが,主 犯 が 爵 位 を持 たない 者 の場 合,盗 んだ

物 の額 が銭 換 算で 九貫 を超 えると三年 以上 の徒 刑 となり,本 条 文 中 の 「前掲 の取 り換 えの罪

(最高 で二 年 の徒 刑)」 より重 い刑 に処 せ られ る.

⑩ 老 朽 化 したり,捨 てた り,無 くなったりしている一 中訳 は五 ～八 文字 目を 「亡 失 す る」 とひとま

とまりの 語句 のように訳 す.し か し六 文字 目(A)(「 捨 てる」 の 意.『 夏 漢 』p.273,Nα1427

参 照)と 八 文 字 目(B)(「 なくす 」 「無 い」 の意 『夏 漢 』p.62,Nα0316参 照)の 直前 に

はそれ ぞれ 動 詞 接 頭 辞 が 付 け られ てお り,二 つ の動 詞 が 別 々の動 作 を指 す ようである.一 方

の露 訳 は,一 ～ 四文 字 目を 「傷 んでもいなく,古 くなってもい なく」 と訳す が,原 文 を見 る限り,

否 定辞 がこの句 には書 か れてお らず,従 えない.

⑪ 偽 造一 一 文字 目は 「虚 」(『夏 漢 』pp.706-707,Nα3808),二 文 字 目は 「雑 」 の意(『 夏

漢 』p.483,Nα2549).本 法典 巻13「 密 告 の虚 実 門 」 ・第907条 「朝 廷 の事 の中の密 告

が 本 当 であることへ の褒 美 」 に 「一,諸 々の 人が 密 告 をし,朝 廷 の畜 ・穀 物 ・銭 ・種 々の財

のなかに 受～歸 支が ある時(財 の価 格 が銭 換 算 で)≡:万 貫 以 内 の密 告 が本 当である(場 合)

の密 告 の褒 美 は,強 盗 で武 器 を持 っている(場 合 の)法 に依 らん.(後 略)」 とあり,この句 に

「偽 物 」 「いつ わり」 とい った意 味 が あるように思 われる.な お,「 偽 造 の罪 」 に対 す る量 刑 を

直接 定 めた条 文 は見 当 たらない.第907条 にあ るように,被 害 額 を銭 で換 算 して強 盗 罪 を適

用 したのであろう(強 盗 罪 につ いては,次 章 の第440条 第 三項 の註③ 参 照).
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第1321条 「朝 廷 の財 の取 り換 え」

整 理 番 号:TaHr.55,躍HB,Nα199,246。

写 真 版:『 俄 蔵 』8,p.348.

露 訳:vol.4,p.163.中 訳:p.569,Il.11-13.

一
,諸 々の人 が二 つ の朝廷 の財 を,自 ら共 に取 り換 えた(場 合)は,価 格 の 程 度 が一 様 で高 低

を有 してい なけれ ば,す なわち名 前 を連 ね た人①,取 り換 えた者 等 は,一 様 に一 年(の 徒 刑).

価 格 の程 度 に差 が あるならば,す なわち価 格 の(差 の)大 きさを換 算 し,窃 盗 罪 より一ランク各 々

低 くせ ん.も し賄 賂 を得 たならば,法 を枉 げ た贓 ②とみ なし,前 掲 の取 り換 えの罪 と比 べ てどち ら

か 重 い方 で判 決す る.(取 り換 えを)共 に議 論 した(者)は,す なわち順 次(刑 を)一 ランク各 々

低 くする.

【註 】

① 名 前 を連 ね た人 一 露 訳 は 「責 任 を負 う者 」 と訳 す.一 文 字 目は 「名 前 」 の意(『 夏 漢 』p.

498,Nα2639).二 文 字 目は 『夏 漢 』 が 「述 べ る」 「計 画 する」 の意 とす るが(pp.163-164,

NoO835),「 連 ねる」 の意 味 でも使 われることがある([西 田1977]p.171,Nα182-06b参

照).し かし,「名 前 を連 ねる」 が 具 体 的 にどのような行 為 を指 す のか,よ くわか らない.

② 法を枉 げ た贓 一 西 夏 語 を直 訳 す ると 「法 を枉 げ た賄賂 」.中 国 法 のい わゆる枉 法贓 にあたる

であろう。本 法 典 巻2「 贓 状 の罪 の法 門 」 ・第48条 「法 を枉 げ る ・法 を枉 げ ない贓 を取

る」 の第 一 項 に 「一 項,法 を枉 げ て賄 賂 を受 けた者 は,(そ の 額 が 銭 換 算 で)一 百 文 か ら

一貫 まで は
,主 犯 は十 三(回 棒 で)た たく.従 犯 は十(回 棒 で)た た く.一 貫 以上 三貫 まで

は,主 犯 は三ヶ月(の 徒 刑),従 犯 は十 三(回 棒 で)た たく.(中 略)三 十 貫 以 上 三 十五 貫

まで は,主 犯 は十 年(の 徒 刑),従 犯 は八 年(の 徒 刑).三 十 五貫 以 上 四 十 貫まで は,主 犯

は十 二 年(の 徒 刑),従 犯 は十 年(の 徒 刑).四 十 貫以 上 は一 様 に主犯 は絞 従犯 は十二 年

(の徒 刑)」 とあり,窃 盗 罪(量 刑 につい ては前 掲 第1320条 の 註⑨ 参 照)よ り一 ランク低 い

刑 が 適 用 される本 条 文 中の 「前 掲 の取 り換 えの罪 」 と比 べ ると,お おむね 重 い刑 となる.た だ

し,三 十 貫 以 上 三 十 五貫 まで の場 合 は,窃 盗 罪 の主 犯 は絞 その一 ランク軽 い 「前 掲 の取 り

換 えの罪 」 の刑 は終 身徒 刑 となり,刑 の軽 重 が 逆 転 する.こ のような場 合 は 「前掲 の取 り換 え

の 罪」 の量 刑 を適 用 した のであろう.

第1322条 「印 子 を こわ して 財 を 盗 む 」

整 理 番 号:TaHr.55,瓢HB.Nα199,246-25a。
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写 真 版:『 俄 蔵 』8,p.348.

露 訳:vol.4,p。163.中 訳:p.569,Ll4-p.570,Ll.

一
,他 国 で売 買 す る者 が,財 に印 をしたものの 中で,自 分 たちが 謀 って御 印 子 をこわして 開 き,

盗 み取 った 時,あ らゆ る倉 庫 の役 人 が,朝 廷 の 財 の 中に手 を付 けた規 定 ①に依 り,窃 盗 罪 よりも

一ランク各 々上 げて判 決せ ん.そ のうち,駄 畜 が 倒 れる,2the:lkya② が 裂 ける,水 や 泥の 中へ

落 ちる,縄 が 切 れ る等 で以 て御 印子 の 印 が こわれた 等 が事 実 で あるならば,す なわち仕 事 を管

轄 する者 ③の 所 に言 って再 び 印をし,罪 をとが めるな.

【註 】

① あ らゆる倉 庫 の 役 人 が,朝 廷 の 財 の 中 に手 を付 けた 規 定 一 「あらゆる」 に対 応 す る西 夏

文 字 の解 釈 は後 掲 第1323条 の 註④ 参 照.「 倉 庫 の役 人が,朝 廷 の財 の中 に手 を付 けた規

定 」 とは,本 法 典 巻17「 準 備 したものを返 納 す る門」 ・第1233条 「朝 廷 の財 の中 に手 を

付 け盗み 集 め,貸 し借 りする」 の 条 文を指 して いるので あろう.す なわ ち 「一,諸 々の朝 廷 の

種 々の財 の 中か ら倉 庫 の役 人 が 自ら謀 って手 を付 け盗み 集 め,勝 手 に諸 々の人 に貸 借 するこ

と等 を許す ことはない.(後 略)」 とし,以 下 三 項 にわたって細 則 を定 めている.第 一項 によると,

長 官 ・次 官 ・監 軍 ・習 判 といった幹 部 クラスは窃 盗 罪 よりニ ランク重 く,そ れ 以 下の役 人 は一 ラ

ンク重 い 罪とされている.

②2the:lkya一 露訳 が 「包 み」,中 訳 は 「駄 架 」 と訳 す.一 文 字 目は漢 語 の 「鉄 」 などを音 写

す る場 合 に用 い られる(『夏 漢』p.711,Nα3836).二 文 字 目はもともと 「価 格 」 の意 であるが

(『夏 漢 』p.1072,NQ5910),二 字 でどのような意 味 になるのか わか らない.前 後 の文 脈 か

ら判 断 すると,商 品を運 搬 ・梱 包 す る際 に用 いられ る道 具 らしい.

③ 仕 事 を管 轄 す る者一 対応 す る西 夏 文 字 の意 味 は,一 文 字 目が 「仕 事 をす る」 の意(「 夏 漢 』

p.331,Nα1736).二 文 字 目は 漢 語 「管 」 の借 用 字 とされ て い るが(『 夏 漢 』p.661,Nα

3553),西 夏 語 訳 『孫 子 兵 法 』 で は,「管 子 」 の 「管 」 をこの 字 で記 してい ることか ら,漢 語

の 「管 」の音 写としても用い られていたことが 確 認 できる([林1994]6A-2b-3).「 管勾 」 「管

轄 す る」 といった漢 語 の 「管 」 の 意 味も借 用 され たのであろう.

第1323条 「朝 廷(の 財)・ 私 財 を 別 々 に 売 買 す る 」

整 理 番 号:TaHr.55,HHB.Nα199,25a-256.

写 真 版:『 俄 蔵 』8,p.348.

露 訳:vol.4,pp.163-164.中 訳:p.570,11.2-6.
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一
,他 国 へ 商 人が 行 く時,諸 司 ・2'u2khyu① 等 に属 する朝廷 の種 々の財 で売 買 す るものとして

持 つもの,及 び 私 財 として持 っているもの 等 は別 々に売 買 せ ん.混 ぜ るなか れ.朝 廷(の 財)・

私 財 を売 買 す るなか で,は じめに交 渉②してあった 決め られた価 格 で③売 買 せ ん.一 行 の中 で先

に交 渉 しあう話 を知 り,自 らの財 を売 ろうとして,賄 賂 を広 く行 い,前 に交渉 した価 格 の上 限 を定

めたうえに,価 格 をつ り上 げ て売 買 す ることは許 さない.も し法 を踰 えて価 格 をつ り上 げた時,ど

れだけつ り上 げ たか の数 を換 算 し,法 を枉 げた贓 罪 の規 定 に依 り判 決 す る.密 告 す る者 が いれば,

またあらゆる雑 罪 を密 告 した(者)に は,密 告 した褒 美 を与 えることにつ いての 明らか な規 定④に

依 り,罪 を犯 した者 に負わせ(褒 美 を)与 えん.前 に交 渉 しあった話 を知 らなか ったならば,す な

わち罪 をとがめ るな.も し密 告 が嘘 なら,(密 告 者 も)同 罪 とさせ,判 決 せ ん.

【註 】

①2'u2khyu一 一 文 字 目は 漢 語 の 「武 」 等 の 音 写 に 用 い られ る(『 夏 漢 』p.107,Nα

0546).二 文 字 目は 「みことのり」 の意(『 夏 漢 』p.608,Nα3254).文 脈 か ら推 す と,何 ら

かの官 司 あるいは集 団を指 す ものと思 われ るが,よ くわ からない.露 訳 は 「武 挙 」 と解 釈 してい

るが,根 拠 は示 され ていない.

② 交 渉 一 西 夏 語 では 二 字 とも同 じ文 字 が 使 わ れてい る(『 夏 漢 』p.196,NQlO15)、 『文 海 』

平声 第59韻 で は,こ の文 字 の右 半 分 は 「言 う」 という意 味の 文字 の 一 部か らなっていると分

析 し,続 けて 「売 買 の価 格 を 謂 謂 す る(こ と)を 言う」 と解 説 す る(『文 海 研 究 』pp.257,

492,619,Nα65-211).取 引 価 格 をい くらにす るか交 渉 す ること,な いしは交 渉で 決 め られ た

価格 を言 うのであろう.

③ 決 め られ た価 格 で一 直 訳 す ると 「価 格 が いくらか を与 えられているところで 」.交 渉 の結 果 決

められ た取 引価 格 で,と いう意味 であろう,

④ あらゆる雑 罪 を密 告 した 者 には,密 告 した褒 美 を与 えることにつ いて の 明らか な規 定 一 「あ

らゆる」 と訳 した最 初 の 二 文 字 は,一 文 字 目が 「へ り」(『 夏 漢 』p.66,Nα0335),二 文 字

目が 「斉 しい」(『夏 漢 』p.332,Nα1737)の 意 。管 見 の 限り,こ の熟 語 の用 例 は本 法 典 以

外 で は確 認 で きない.こ こでは 「(中心 も)へ りも斉 しく」 の意 と考 え,「 あらゆる」 と訳 した.

本 法 典巻13「 密 告 の 虚 実 門 」 ・第908条 「雑 罪 の密 告 の 褒 美 」 には 「一,諸 々の人 が

他(人)の 密 告 に対 し褒美 を与 えることについて の,一 々別 に明 らか に(定 め られ てい る)以

外 の他 の種 々の雑 罪 を犯 した(犯 罪 を密 告 した)時,死(罪)を 得 る(場 合 には密 告 者 に

銭)五 十 貫,三 種 の長 期 ・終 身(徒 刑)等 は四 十 貫,四 年 か ら六 年 までの(徒 刑)は 三 十

貫,三 年 までの(徒 刑)は 二 十貫,一 年 以 下 の苦 役 の(場 合 は)十 貫,(棒 で)た たく罪 の
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(場合 は)五 貫等,罪 を犯 した者 か ら割 い て,密 告 の 褒 美 として与 えん」 とある.第1323条

が言 う 「あらゆる雑 罪 を密 告 した者 には,密 告 した褒 美 を与 えることにつ いての明 らかな規 定 」

とは,第908条 を適用 す ることを指す の であろう.

第1324条 「皇 城①の 古 い財 を三 司②に与 える」

整 理番 号:TaHr.55,MHB.Nol99,256-26a.

写 真版:「 俄 蔵 』8,pp.348-349,

露 訳:vol.4,p.164.中 訳:p。570,11.7-9.

一
,皇 城 に属 する朝 廷 の種 々の財 を置 い たなか に,年 月③の 大 い に過 ぎて古 い 財 となったもの

が ある(場 合)は,上 奏 ④して 三 司に与 え,分 与 す るもの の中 に入 れ ん.も し古 い財 が あるのに,

上 奏 しなかった時,長 官⑤ ・承 旨⑥ ・倉 庫 の管 理 者 ・出納 係 ⑦ ・都 案 ・案 頭 ・司 吏⑧等 は一 様

に,爵 位 のある者 は罰 馬一,爵 位 を持 たない 者 は十 三(回 棒 で)た たく,

【註 】

① 皇 城/② 三 司 一 『掌 中珠 』 では① の後 ろに 「司 」 の 意 味の 文 字 を付 け,官 司 の名 称 として

載録 し,対 応 する漢語 を 「皇 城 司」 としている([李 範 文1994]p.431参 照).し かし,① は

直訳 すると 「宮 に準 備 す る」 であ り,この 句 が ただちに皇 帝 の居 所 を指 す わけで はない.本

条文 にお ける 「皇 城 」 とは,「 皇 城 司」 の 「司 」 を略したものであろう.一 方,② は直 訳 すると

「供 給す る秤 」.「掌 中珠 』 では 「三:司」 という漢 語 をあてている([李 範 文1994]p.431参

照).恐 らく職 掌 の近 似 した宋 の 官 名を漢語 の訳 語 としてあてた のであろう.しか しなが ら西 夏

にお ける皇 城 司 ・三司 の 職 掌 は,実 際 のところあ まりわか ってい ない.本 法 典 巻19「 準 備 の

駄畜 門 」 ・第1349条 「皇 城 ・三 司 の 売買 す る者 が駄 畜を捨 てたり,病 でやせ 衰 え死 なせ

る」 で は 「一,皇 城(司)・ 三司 等 で漢(北 宋)・ 契 丹(遼)の なか へ売 買 す る者 が行 く(場

合)は,駄 畜 のラクダを前 の群 牧 司 か ら分 けられ たものに依 り構 成 せ ん.(後 略)」 というくだ り

が あり,皇 城 司 ・三 司 が外 国 との貿 易 に深 い関 わりを持 っていたことが推 察 される.

③ 年 月一 西 夏 語 で は 「年 期 」 と表 現 してい る.

④ 上 奏 一 一 文 字 目は 「至る」 の意(『 夏漢 』p.144,NQO733).『 夏 漢 』 は二 文 字 目も 「至 る」

としてい る(p.978,NQ5402)が,西 夏 語訳 「孫 子 兵 法 』 や 『類 林 』 では,漢 語の 「奏す る」

を訳す 場 合 にこの字 を用 いている例 が確 認 され る([林1994]24B-6b-19;『 類林 研 究 』p.

236),本 条 の場 合,『 夏 漢 』 の 「至 る」 の意 味 で は文 意 が 取 りにくく,「上 奏 す る」 と訳 す の

が 妥 当であ ろう。
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⑤ 長 官/⑥ 承 旨一 ⑤絣 は 「大 」 の意(『 夏 漢 』p.545,Nα2893)で あるが,『 掌 中珠 』 では

「大 人」 とい う漢語 をあ ててい る([李 範文1994]pp.435,437参 照).⑥ は,直訳 す ると 「命

令 を承 る」.『掌 中 珠 』 では 「承 旨」 という漢 語 をあてている([李 範 文1994]p.430参 照),

本 法 典 巻10「 官司 の順 序 と文書 を送 る門 」・第690条 「諸 々の官 司 に嬬 唇誕 歛 を遣 わす

定 数 」 で は,厂 中書 」 厂枢 密 」 の 長 官 を緕,次 官 を轍 繍 と呼 んでいる.同 条 によると,皇

城 司 ・三 司 の長 官 の正 式 な称 号 は 「正 」,次 官 は 「承 旨」 である。ここでは両 官 司 の長 官 と

次 官 を指 すものと解 した.

⑦ 出納 係 一 一 文 字 目を中訳 は 婁(「 挙 げ る」 の 意.『 夏 漢;』pp.12-13,Nα0063参 照)と 解

読 す る.実 見 の結 果,重:(「 準 備 す る,供 給 す る」 の意 『夏 漢 』p.223,Nα1156参 照)と

読 めた.二 文 字 目は 「除 く」 の意(『 夏 漢 』p.357,NQ1868).倉 庫 に関連 す る文 脈 であるこ

とか ら,倉 庫 に納 める物 の 出納 に関 連 す る言 葉 らしい.本 法 典 巻17「 倉 庫 の役 人 を派 遣 す

る門」 ・第1231条 「倉庫 の役 人 の派 遣 について」 では 「一,倉 庫 の役 人 の派 遣 につ いて

は,以 下 に定 めるところに依 り遣 わさん.中 興 府 の租 院 は二 頭 監 ・二 笠 繍(後 略)」 とあり,

倉 庫 業 務 に関連 す る役 職 名 とわか る。字 義 か ら,倉 庫 の財 の 出 し入 れを管 理 したり,収 蔵 品の

リスト作 成 ないしは点 検 を職 掌 とす る者 と推 測 し,「出納 係 」 と訳 した.

⑧ 都 案(AB)・ 案 頭(CD)・ 司 吏(EF)一 それぞ れ 西 夏 におけ る官 司 の書 記 官.い ず れも

『掌 中珠 』 に現 れる([李 範文1994]p.430参 照).

第1325条 「朝 廷 の 財 の倉 庫 の蓄 えが 堅 牢 でない ため 流れ,や せ る」

整 理 番 号:TaHr.55,HHB.Nα199,26a.

写 真 版:『 俄 蔵 』8,p.34g.

露 訳:vol.4,pp.164-165.中 訳:p.570,ILlO-13.

一
,諸 々の あまね く倉 庫(に ある)朝 廷 の種 々の財,甲 冑,武 具,軍 用 品①を倉 庫 に蓄え置 く地

盤iは良 い(状 態 に)せ ん.(倉 庫 の)下 の方 は湿 気 を透 すなか れ.建 物 の頭 上 は水 を透 す なか

れ.役 人 たちの 閭で見 守 り,時 節 に依 り虫 干 しをせ ん.も し虫干 し②をせ ず,(倉 庫 にある朝 廷 の

種 々の財 が)朽 ち,や せ た時,ど のくらい朽 ちやせ たのか を量 り,大 小 の役 人 ・倉 庫 の役 人 等

は共 に償 わん.軽 い心 でまだ(虫 干 しを)為 さないた めに,朽 ちや せ た物 の価 格 の程 度 に依 り,

罪 を受 けることにつ いては,以 下 に定 めた もの に依 り従 って行 なう.仕 事 を管 轄 す る者 は ・・(一

字 欠 落)・ ・正2theuの 罪を受 けん③ それ 以 下 の大小 の役 人 ・倉 庫(の 役 人 は … 以 下 欠)
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【註 】

① 軍 用 品一 中 訳 は 「雑 物 」 と訳 す.『 夏 漢 』 は一 文 字 目を 「珂 貝,精 神 」 の意(p.584,Nα

3114),二 文字 目も 「珂 貝」 の意 とす る(p.592,NQ3160).本 法 典 にお いて,こ の二 字 は本

条 文 のように 「武 具 」 「武 器 」といった語 句 と必 ず 並 列 して現 れ る.『文海 』平 声 第67韻 では,

「靴 」 という意 味 の文 字(『 夏 漢 』p.253,Nα1321)の 字 義 を 「足 の 乏紀 総,履 き物 の(こ

とを)謂 う」 と説 明 してお り(『文海 研 究 』pp.274,504,628,Nq74-111),更 え緑 が 「防

具 」 ないしは 「道 具 」 のような意 味で 使 われて いることが推 測 される.本 法 典 巻5「 期 末 の

校 閲門 」 ・第286条 「武 具 を相 互 に貸 借 す る」 では 「そ の他 の 爻荒緑 ・武器 のうち,矢

筒 一 副,及 び 弓 ・矢 ・槍 ・剣 ・木 の盾 ・鍬 ・槌 等 八 種 」 という表 現 が ある.よ って武 器 以 外

の兵 士 が携 行 す る道 具 を指 すものとみ られる.

② 虫 干 し一 直 訳 す ると 「開 いて曝 す 」.文 脈 か ら,濡 れた物 を干 して乾 かす ことを指 す ものと思

われる.

③ 正2the皿 の罪 を受 けん一 露 訳 は 「長 官 は罪 となる」 と訳 す.四 ～ 六 文 字 目は 「罪 を受 け

ん」 で 問題 は無 い.原 典 を実見 したところ,一 文 字 目は損傷 が激 しく,判 読 は困 難.二 文字 目

(「正 」 の意 『夏 漢 』pp.350-351,Nα1836参 照)は はっきり読 める.三 文 字 目(『 夏 漢 』

p.378,Nα1982)は,意 味が よくわからない.一 ～ 三:文字 目,あ るい は二 ～三 文 字 目で罪名 と

推 定 されるが,他 に用 例 が無 く,意 味 がわ からない.

第 雪326条 厂御 前 の倉 庫 の 財 が流 れ,や せ る①」

露訳:vol.4,p」65.中 訳:p。570,1.14.

(本文 全 欠)

【註 】

① 御 前 の倉 庫 の財 が 流 れ,や せ る一 条 文 の原 典 は,第1325条 の後 半 と,本 条 のす べ てが 欠

損 してお り,目 次 に標 題 が 残 るの み である.目 次 によると,巻18「 他 国との売 買 門 」 の条 文

はこの 第1326条 で完結 す る.一 ・二 文 字 目が 「御 前 」 にあ たる語.一 文 字 目は 「前 」 の 意

(『夏 漢 』p.340,Nα1778).二 文 字 目は 「前 内侍 」(前 掲 第1320条 の註 ③ 参 照)の 「前 」

と同 じ文 字.本 法典 巻12「 内 宮 で命令 を待 つ者 等 の頭 項 門 」 ・第822条 「内 宮 の門 の周

りに沿 って雑 人が 来 て,さ らに偽 って行 く」 で は,宮 中 へ の侵 入 者 に対す る規 定 が定 め られ て

い る.そ の 第 三 項 に 「一 項,皇 帝 の住 む ところの宮 殿 の神 冷 門 及 び南 北 懐 門等 の中 の方 へ

来る(場 合)は 二年(の 徒 刑),武 具を持っているならば,す なわち三年(の 徒 刑).辮 敦
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の あた りに来 る(場 合 は)十 年(の 徒 刑),武 具 を持 っているならば,す なわち絞 と為 す 」 とあ

る.宮 殿 へ の侵 入 の罪 は,皇 帝 との距 離 が 近 けれ ば近 いほど罪 が重 くなるはずであ り,最 も重

罪 とされ る 辮 琢廴 の地 域 とは,皇 帝 の至 近 を指 しているものと推 測 される.標 題 か ら推 す と,

第1325条 が 朝廷 の財 を納 める倉庫 一 般 を対 象 としているの に対 し,本 条 は宮 中の,よ り皇 帝

の身 近 にある倉 庫 の財 を問題 とし,刑 罰 を定 めていたことが 想 像 される.

ここまで 「他 国との 売買 門」 の全 条文 を通 覧 してきたが,ど の条 文 も西 夏 か ら外 国へ 派 遣 され

る使 節や 商 人 が 「朝廷 の財 」 をどのように運 搬 し,派 遣先 で どう売 買 すべ きかを定 め たものであ

り,外 国との貿 易 全 般 を規 制 す ることが 主 た る目的で はないようであ る.第1318条 は条 文 の欠

落 があるため,厂 朝 廷 の 財 」 という語 を確 認 することはで きないが,朝 廷 が売 り出 す 商 品 の実 物

を使 節 団の 出発 直 前 まで商 人 には 渡 さぬよう規 定 しているもの と思 われ る.以 降 の 条 文 も,「朝

廷 の財 」 を載 せ る駄 畜 に私 的 に売 る財(私 財)を 載 せ ない こと(第1319条),「 朝廷 の財 」 と

私財 とのす り替 えの 禁止 とその 防止 法(第1320条),「 朝 廷 の財 」 どうしのす り替 え(朝 廷側 が

事 前 に指 示 したのとは違 う取 引相 手 に売 ることと思 われ る)の 禁 止(第1321条),「 朝 廷 の財 」

に押 され ている封 印をこわして 「朝 廷 の財 」 を盗 むことの禁 止(第1322条),「 朝廷 の財 」 と

私財 の同 時取 引 の禁 止(第1323条)と,い ずれ も 「朝 廷 の財 」 が絡 む 内容 である.特 に 「朝

廷 の財 」 と私 財 が す り替 えられ て売 買 されることを警 戒 し,様 々なケ ースを想 定 していることがう

かが える.第1324条 以 降 は,直 接 商 取 引 に関 わる条 文 ではないが,い ず れ も 「朝 廷 の 財 」 を

保 管 す る倉 庫 の管 理 規 定 で ある.倉 庫 の 管 理 規 定 は実 は巻17に かなり詳 細 に記 されて いる.

にもかか わらず,巻18の,そ れも 厂他 国 との売 買 門」 に 「朝廷 の財 」 の倉 庫 管 理 に関 する規 定

が 別 立 てでまとめられ ている理 由 は,当 該 条文 が外 国との貿 易 に用 いるための 商 品 を保 管 して

いる朝 廷 の倉 庫 に限 定した規 定 だか らであろう.

ところで,一 連 の 条 文 では,外 国 で の取 引 を実 際 に行 なう者 として,商 人 だ けでなく 「使 者 」

が 想 定 されて いる,本 法 典 が 成 立 したと考 えられ る12世 紀 中葉 ～ 後 半 にか けて,西 夏 が外 国

に派 遣 した使 者 としてまず 想 起 され るのは,金 朝 へ 送 っていた朝 貢 使 節 であ る.金 朝 と西 夏 との

間を往 来 した使 節 の姓 名 を記 録 した 『金 史』 交聘 表 によると,西 夏は年 平 均 で二 回,金 朝 へ 朝

貢 使 節 を派 遣 し,馬 やラクダなどを献 上 してい た(注19).朝 貢 は貿易 の一 種 であ り,金 朝へ の 朝

貢 品 も本 法 典で繰 り返 し扱 われる 「朝 廷 の財 」 に含 まれるで あろう.

注19 匚閔1996]p20参 照.

215



だが,西 夏の 朝 貢使 節 は金朝 に西 夏 皇 帝 の朝 貢 品 を献 上 し,そ の返 礼 の 晶物(回 賜)を 受

け取 り,持 ち帰 っただ けで はない.『 金 史』 によると,彼 らは金 朝 の都 へ 行 く途 上 で 「富 商 」 とも

商取 引 を行 なっていたという(注20).こ うした途 上 での 商取 引 でも「朝 廷 の財 」は売 り出され ていた

ので あろうが,使 節 に加 わっている団 員 たちも私 的 に商 品 の売 買 を行 なってい た可 能 性 が ある。

時 代 は遡 るが,11世 紀 に北 宋へ 派 遣 された 西夏 の朝 貢 使 節 は,都 の開 封へ 向か う途 上 や開 封

の迎 賓 施 設(都 亭 西 駅)で 商 取 引 を許 され,使 節 団 員 は私 的 に利 益 をあげ ていたといわれ て

いる(注21).本 法 典 のいう 「私財 」 とは,派 遣 先 で商 取 引 を行 なおうとす る使節 団員 個 人 の商 晶

を想 定 しているので あろう,第1319条 によると,使 節 団 員 や 商 人 が 自前 で駄 畜 を用 意 す ること

等 の 一定 の 条件 を満 たせ ば,彼 らが私 的に商 品 を国外 に運 び,売 買 することは認 められているよ

うで ある.第1320条 でも,「朝 廷 の 財 」 と私 財 とのす り替 えは禁 じているものの,私 財 の 売 買 自

体 を禁 じて はおらず,第1323条 にもあ るように,別 々に売 るべ きとす る.使 節 団 員の 私 的 な商 取

引 を認 めている本 法 典 の規 定 は,西 夏 の貢使 貿 易 の実 態 を迫 る重 要 な史料 となり得 よう.

この ほか,各 条 文 で は貿易 に関 わる興 味 深 い 内 容 が記 され ている.『金 史 』 交聘 表 では,西

夏 の朝 貢 使 節 の姓 名 は,正 使 ・副 使,そ して押 進 の最 大 三 名 しか 記録 され ない.記 録 され てい

る三名 は,あ くまで最 終 的 に金 朝 皇 帝 に拝 謁 す ることが できた人 物 である.実 際 に派遣 され た使

節 団 が三 名 だけであ ったとは到 底 考 えにくい.一 方,本 法 典 第1319条 の規 定 によれ ば,使 節

団の構 成 員として,正 使 ・副 使 だけで なく,内 侍 や 閤 門といった皇 帝 の側 近 に仕 える者,品 物 の

運 搬 あるい は西 夏 の主 な輸 出品 であ る馬 や ラクダを扱 う者 などが想 定 されて いる.実 際 の 朝 貢

使 節 もこうした様 々な人 々によって構 成 され ていたはず である.

第1320条 で は,「 朝 廷 の財 」 を取 り引 きす るにあたっての様 々な手続 きを定 めてい る。「朝廷

の財 」 に押 される封 印 は正 使 でも副 使 で もなく,皇 帝 の側 近 であ る前 内 侍 が持 つ という.正 使 ・

副 使 は最 終 的 に取 引相 手(金 朝 へ の朝 貢 であ れば,相 手 は金 朝 の皇 帝)に 商 品 を渡 す ことと,

す り替 えが 無 いか を検分 する以外,「 朝 廷 の財 」 には関与 しないことが わか る.

このように,「他 国との 売 買 門」 で定 め られて いる諸 規 定 は,い ず れも 厂朝廷 の財 」 を外 国で

売 買 する場 合,す なわち朝 貢 貿易 に代 表 され るような官 貿 易 に関連 す るものであ り,そ れ 以外 の

目的で 行 なわれる貿 易 活 動 を統 制 す る意 図 はない と言 ってよいであ ろう.し か し,官 貿 易 以 外 の

注20『 金 史』 巻134・ 西 夏伝 に,大 定十 七年(1177)ご ろの記 述として,「 尚 書奏 す らく 『夏國 陝 西 の辺民 と私 かに相い境 を越 え

財 畜 を盗 窃 し,姦 人 名 を権 場に貿易 す ると託つ けて,以 て往 来 するを得 れば,辺 患 を為 すを恐 る.使 人 の境 に入りて富 商 と相 い易 うることも,亦

た禁 止 す可 し』 と」 とあ り,西 夏 の使 節 が金 朝領 内で 交易 を行 っていたことがうか がわれる、のちに大 定 二十 一 年か らは,都 亭(都 の中都 に置

かれ た宿 舎)で のみ交 易を許された([閔1996]pp,20-23参 照.閔 は朝貢 使 節 による貿 易を 「都 亭貿易 」 と呼 んで いる).

注21[李 華瑞1998]pp.312-314;[周2000]pp.40-42;[杜2002]pp.257-258参 照.
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貿 易 に全 く規 制 をか けていなかったわけで はない.貿 易 一 般 に対 す る規 制 の 一 つが,次 章 で挙

げ る巻7「 勅 命 で禁 ずる門 」 第440条 以 降 の禁 輸 品規 定 である.

皿.禁 輸品規定一巻7「 勅命 で禁ずる門」 第440～443条 訳註

本 法 典 巻7厂 勅 命 で 禁ず る門」 では,西 夏 国 内 の人民 に対 し服 装 ・所 持 品 等 を制 限 す る規

定 が,あ わせ て十 四 条 定 められてい る.こ のうち第440条 か ら第443条 までの計 四 条 は,特 定

の 商 品 の国 外 輸 出を禁 止 す る内 容 の条 文 で ある.ど の ようなものが 禁 輸 品に指 定 され,密 輸 に

対 してどのような対 応 が なされ ているの であろうか.以 下,各 条 ごと(第440条 は長 文 のた めに

各 項 ごと)の 訳 註 を試 みる.

第440条 「武具 ・畜 類 ・人 を異 域 ①にわたす 」

整 理 番 号:TaHr.55,朋B.Nα161,22a-27a.

写 真 版:『 俄 蔵 』8,pp.162-165.

露 訳lvo1.2,pp.225-230.中 訳:p.283,1,12-p.287,1.3.

一
,人 馬 ・甲冑② ・牛 ・ラクダ ・そ の他 の種 々の財 等 は,勅 命 で禁 ず るもの(で あって),異 域 へ

売 り抜 けることを許 す ことはない.も し法 を踰 えたら,以 下 に定 めるところに依 り判 決す る.

【註 】

① 異 域一 中訳 は 「敵 国」 と訳 す.西 夏 文 字 を直 訳 す ると 「獣 界 」.本 法 典 のほ かの 条文 で は

「獣 界 へ 逃 亡 す る」 や 「獣 界 の 兵 が 侵 入 す る」 とい った用 例 が 見 られる.正 式 な外 交 関係

のない 政権 や 集 団 を含 めた国外 全 般 を総 称 したもので あろう.陳 炳 応 は主 に金朝 を指 している

と考 えているが([陳1991]p.33),限 定 しす ぎで あろう.

② 甲冑一 露:訳は 「兵士 用 と馬 用 の 甲冑」,中 訳 は 「披 ・甲」 と訳 す.一 文 字 目は 「甲冑」 の意

(『夏 漢 』p.886,Nα4878).二 文 字 目は 「長 い」 「あまねく」 のほ か 「甲羅 」 の 意 味もある

(『夏 漢 』p.539,Nα2858).あ るい は後 掲 の本 条 第 三 項 で は 義 燕 という句 が登 場 す る

ことから,茹 色 が 魏(厂 甲 冑」 の意.『 夏 漢』p.890,Nα4898参 照)の 誤 記 の可 能性 もあ

る.誤 記 で あるとすると,本 条 第 二 項 の註 ① で述 べ るように,一 文 字 目と二文 字 目は別 物 と解

釈 することもできる.こ こでは二 文 字 目が誤 記 ではないと考 え,二 字 で 「甲冑」 一 般 を指す もの

と解 釈 しておく.
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(第 一項)

一 項
,異 域 に人を売 り抜 け た(場 合)は,(す でに)異 域 にわ たって いたら,故 意 の殺 人①,及

び異 域 へ まだわたってい なけれ ば,す なわち故 意 に人を傷 つ けた②(場 合 の罪)等 の規 定 に依

り判 決す る,も し売 られる人 が 自ら(売 られることを)望 んだならば,望 んだ者 も逃 走 した(場 合)・

まだ逃 走 して いない(場 合)の 一 々の罪 の程 度 に対 す る明らか な(規 定)と 同 じくせ ん.(売 られ

ることを)望 んでいなけれ ば,す なわち(売 られる人の罪 を)と が めるな.

【註 】

① 故 意 の 殺 人/② 故 意 に人 を傷 つ け る一 本法 典 巻1「 不 道 を為 す 門 」 ・第20条 「相 い恨 み

を生 じて殺 傷 す る」 に,故 意 の殺 人 ・傷 害 に関 する規定 が ある.加 害者 ・被 害者 が それ ぞれ

爵位 を持 っているか 否 か,さ らに殺 人 の場 合 は殺 害 された 人 数で,傷 害 の場 合 は傷 の程 度 に

よって量 刑 が 細 か く決 定 され ている(詳 細 は[島 田1997b]pp.203-209;[島 田2003]pp.

61-67参 照)。 また,親 族 に対 す る殺 人 ・傷 害 に対 して は,巻1「 悪 毒 門 」 ・第13～18条

に別 途規 定が ある(詳 細 は[島 田1997b]pp.195-197;[島 田2003]pp。52-54参 照).

(第二 項)

一 項
,牛 ・ラクダ ・馬 は大小 を考慮 せ ず,及 び鎧 ・甲①等 を異 域 のなかへ 売 り抜 けた時 爵 位 を

持 たない者 が首 犯 ②なら,斬 ④にせ ん,従 犯 者③は終 身 ・長 期(の 徒 刑)⑤ を得 ん.爵 位 を持

つ者 は爵 位 のランクと合 わせ ん.

【註 】

① 鎧 ・甲一 西 夏 文 字 は四文 字で 表 現 され,露 訳 は 「兵 士用 と馬 用 の甲 冑」 と訳 す 一 方,中 訳

は一 ・二 文 字 目を一語 として 「鎧 甲」 と訳 し,三 ・四 文 字 目を 「軍披 」 と訳 す.一 ・二 文 字 目

は,直 訳 す ると 「身体 の 甲冑」 となり,い わゆる 「よろい」 と考えてよい だろう,三 文字 目は 「甲

冑」 の意 であるが(『 夏 漢 』p.886,Nα4878),四 文 字 目 は 「川 」 の意(『 夏 漢 』p.294,

Nα1530).三 ・四文 字 目で どの ような語 意 になるのか,よ くわか らない.本 法 典 巻5「 軍 の武

具 を授 け供 給 す る門 」 ・第281条 「甲冑の尺 」 で は,二 文 字 目 魏 と三文 字 目 義 の二

種 類 の寸 法 規 格 が そ れぞ れ 定 められ てお り,巍 が胸 ・腰 帯 などの寸 法 を定 める一 方,義

は頸,喉 など身体 の上 部 の寸 法 を定 めている.と す ると,義 は 「かぶ と」 のようなものを指す

のか もしれない.こ こで は鎧 と甲の二 種 類 と解釈 してお く.

② 首 犯/③ 従 犯 者一 直訳 す ると,② は 「心 を生 じる」,③ は 「副 」.② は 中国法 の 「造 意 」 に由

来 するとみ られ る.西 夏 法 では中 国法 同様,共 犯 の場 合 は首 犯 と従 犯 とを別 々に扱う.
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④ 斬 一 直訳 す ると 厂剣 でもって殺 さん」.中 国法 の斬刑 にあた る.本 法 典 によると,死 刑 には斬 と

絞(原 語 は 「首 を縄 で絞 めて殺 す 」)の 二 種 が あり,斬 のほうが 重 い刑 とされる.

⑤ 終身 ・長期 の 徒 刑一 「終 身」 にあたる一 ・二 文 字 目 蔽 幵美 の字 義 はそれぞ れ順 に 「準備 」

「取 る」,中 訳 は 「無期 」 と訳 す.「 長 期 」 にあたる三 ・四 文 字 目 弄 授 侃 の字 義 はそ れぞ

れlli頁に 「自ら」 「世代 」.本 法 典 巻20「 罪 ならばす なわち同 じか らざる門 」 ・第1416条(標

題 不 明)は,刑 の名 称 を定 めた 規 定 であるが,「 苦 役(徒 刑)は 三ヶ月 ・六 ヶ月 ・一 年,そ

の上 は 一等 をおの おの 数 え,短 期 の至 るところは六 年 まで と成 らん.そ れ より上 の八 年 か ら始

まる(徒 刑 は)弄 誕 侃 の 名 前 をとる,八 年 ・十年 ・十二 年 の三 種 の 弄 授 侃 は期 日が 終 わ

れば,旧 に依 り所 属 の 中に戻 さん,蔽 幵灸 は,十 三年 遠 くで苦 役 をし,す なわち苦 役 の期 日

が終 わっても,ま た 皷 哥髪 の ところに居 らせ ん.(後 略)」 とある.弄 投 侃 は服 役 期 間が 終

わると釈 放 され,も といた場 所 に戻 ることが できるのに対 し,蔽 舟蔓 は遠 地 に送 られ,し かも服

役 期 間が満 了 しても送 られ た先 に留 まらね ばならないという.島 田 正 郎 は終 身 ・長期 の徒 刑 を

流刑,あ るい は充 軍 に相 当す るものと考 察 す るが,氏 の見 解 は正 しいであろう(詳 細 は[島 田

1997a]p.276;[島 田2003]p.24参 照).

(第 三 項)

一 項
,前 掲 の 人① ・ラクダ ・馬 ・牛 ・甲冑等 以 外 の 雑 畜 財 ・武 具 等 を売 った時,自 国 の地 で 実

際 に売る時の 例 に依 って価 格 を(銭 で)換 算 し,銭 の程 度 の 高低 に依 って②,武 具 であるならば,

す なわち強盗 ③で武 器 を持 っていた(場 合 の)規 定 を以て,そ の他 の雑 畜 財(の 場 合)は 武 器

を持 たない(強 盗の)規 定 に依 る等 で判 決 する.従 犯 者 は(首 犯 より)順 に(刑 を)一 ランク軽

くせ ん。

武 具:弓 矢 槍 剣 刀 鉄 連 枷 ④ 馬 鞍 矢筒 ⑤ 金 銀 鉄 の種 々の棒 ⑥

鎧 甲をば らばらにしたもの⑦

雑 畜 財:氈 毯 穀 物 ラバ ロバ 銭 牛 ・ラクダ ・馬 の皮

【註 】

① 前掲 の人 一 露 訳 は 「前 掲 の 人が ラクダ ・馬 ・牛 ・人 の 甲冑 ・馬 の 甲冑を除 いて 」 とし,除 外

対 象 をラクダ以 降として いる.し か し露 訳 の場 合,そ もそ も 「前 掲 の人 」 とは何 を指 すの かわか

らない.第 一 項 で人 を,第 二 項 でラクダ ・馬 ・牛 ・甲冑を売 り抜 けた場 合 の規 定が す でにあり,

人 ・ラクダ ・馬 ・牛 ・甲冑を除いた ものと考 えるのが妥 当 であろう.
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② 銭 の 程 度 の 高 低 に依 って一 三 ・四文 字 目は制歸 支 に見 えるが,い ず れ も知 られ てい ない

文 字.三 文 字 目は 輩尾(「 程 度 」 の意.前 章 の第1320条 の註 ⑧ 参 照),四 文 字 目は 鐘

(厂下 」 の意.『 夏 漢 』pp.703・704,Nα3791参 照)の 誤 記 であろう.露 訳 は 厂最 高価 格 で」

と訳 す が,原 文を見 る限 り,そ のようには訳 せない.

③ 強 盗 一 西 夏 文 字 を直訳 すると,「強 きを以 て盗 む」.強 盗 罪 に対 す る量 刑 は,本 法 典巻3「 雑

盗 門 」 ・第95条 「窃 ・強盗 をし,さ らに人 を殺 す 」 第 一 項 ・第 二 項 に定 め られ てお り,被

害額 を銭 で換 算 したうえ,武 器 を持 って犯 行 に及 んだか否 か で量 刑 が変 わる.武 器 を持 ってい

た場 合 の 強盗 は二十 貫 以 上 で絞,武 器 を持 たない場 合 は二 十 五 貫 以 上 で絞 とされている(詳

細 は[島 田1998a]pp.127-128;[島 田2003]pp.282-283の 表 参 照).

④ 鉄 連 枷一 露訳 は 「斧 槍 ・槍 」 と推 定 。中訳 は 「鉄 連 枷 」 と訳 す.ま た 『夏 漢 』 は三 文 字 目を

祝 と読 んで,「 鉄 菱角 」 と解 釈 している(『 夏 漢 』p.1072,No5911).実 見 の結 果,三 文

字 目は 妝 匕(『夏 漢 』p.1072,Nα5910)と しか 読 めない.一 文 字 目が 金属 の鉄 の意 味 である

ことは確 実 だが,二 文 字 目(『 夏 漢 』pp,954-955,Nα5267)・ 三 文 字 目は漢 語 を音 写 した も

の らしい.推 定 音 はllyenlkya.「 鉄 連 枷 」 とは,宋 ・周 密 撰 『癸 辛 雑 識 後 集 』 連架 の条

に 「今,農 家 の打稲 の連 架,古 の所 謂 拂 なり.(中 略)慶 暦(1041-48)の 初 め,知 并 州 楊

偕 伏 の製 る所 の錦 連 枷 ・錦 簡 もて秘府 に蔵 す.狄 武襄 錦 連枷 を以 て儂 智 高 を破 れば,特 に

禾 を治す の みに非ざるなり.(中 略)又 た鐵 を以 て之 を爲 れ ば,短 兵の 利便 なり」 とあ り,もとも

とは農 具 であったが,鉄 製 にして武 器 として使 わ れたとす る.『続 資 治 通 鑑 長 編 』 巻220・ 神

宗 ・熙 寧 四年(1071)二 月庚 辰 の条 にも 厂(前略)(呉)逵 衆 を率 いて力 戦 し,鐵 連 枷 を用

い て賊 の首 領 を殺 し,(後 略)」 とあり,北 宋 時 代 に鉄 連 枷 が 実 際 に武 器 として使 わ れてい た

ことが 確 認 される.ま た 『武 経 総 要 前 集 』 巻13・ 器 図 に 「鐵 鏈 夾棒:本 と西 戎 より出づ.馬 上

より之 を用 い,以 て漢 の歩 兵 に敵 す.其 の状 農 家 の打 麦 の枷 のごとし.鐵 を以て之 を飾 り,上

より下を撃つ に利あ り.故 に漢 兵 の 善 く用 いる者,戎 人 より巧 み なり」 とあるのも鉄 連 枷 であろう.

この記 述 によれば,騎 兵 が用 いる西 方 起 源 の武 器 だったらしい.

⑤ 矢 筒 一 露:訳 ・中訳 とも矢 を納 め る入 れ 物 と解 釈 している.一 文 字 副幾 の字 義 を 『夏 測 は

「袋」 としており(『夏 漢 』p.452,NQ2383),こ のまま直訳 す ると 「袋 のある袋 」 となる.し か

し,『文 海 』 平 声 第91韻 で字 義 を 「矢 の殿 の(こ とを)言 う」 と解 説 するように(『 文 海 研

究』pp.308,528,645,Nα91-162),矢 を納 める入 れ物 と解 してよい だろう.

⑥ 金 銀 鉄 の 種 々の棒 一12世 紀 前 半 に編纂 され たと推 定 され るカラホト出 土の 西 夏 の軍 律

『貞 観 玉 鏡 将 』 で は,戦 闘 で 「金 」 を敵 に奪 わ れると,人 馬 や 甲冑を失った場 合 と同等 の処

220西 夏法典 貿易 関連 条文 訳註



罰 を受 けるものとされ ている([陳1995]p.83参 照).陳 炳 応 は,旗 ・鼓 ・金 は軍 隊 の指 揮

に使 うものや 軍 隊の霊 魂 であると考えている([陳1995]p.48参 照).銀 の武 器 としての使 用

法 は不 明.「 鉄 の棒 」 は,本 法 典 巻12「 内宮 で命 令 を待 つ者 等 の頭 項 門 」・第820条 「自

らの意 志 で戦 具 を持 って 内宮 の中へ 運 ぶ 」 で,刀 ・剣 ・弓 ・箭 ・槍 とともに宮 中へ 許 可 なくし

て持 ち込 むことを禁 ずる武器 とされ ている.

⑦ 鎧 甲をばらばらに したもの 一 露:訳は 「甲冑を切 り裂 き砕 く道 具 」,中 訳 は二 文 字 目までで 「披

甲」,三 文字 目以 降 を 「編 連砕 段 」 と,二 つ の品 目と解 している.し かし二 文 字 目と三 文 字 目と

の 間 には分 か ち書 きが 行 なわれ ていない ため,中 訳 の解 釈 には無 理 が ある.三 文 字 目まで を

直 訳 すると 「鎧 甲を結 ぶ」.四 文 字 目(『夏 漢 』pp.954-955,Nα5267,推 定 音llyen)は 「零 」

などの漢 語 の音 写 に使 われる.五 ・六 文 字 目は 厂切 断 する」 の意.時 代 は下 るが,『 元 典 章 』

兵 部 二 ・軍 器 ・隠蔵 断 例 に 「甲片 を零 散 し,穿 吊して敵 を禦 ぐに堪 えざる者,笞 」 とあり,元

朝 で は甲冑をばらば らにしたもの であっても,隠 匿 してい る者 は処 罰 の対 象 とされ た.こ こでは

四文 字 目を 厂零 」 の音 写と考 え,ば らば らに切 断 された甲 冑と解 した.

(第 四項)

一 項
,勅 命 で禁 じた もの を売 り抜 ける心 を生 じたが,他 人 が捕 まえ,密 告 したならば,す なわち

(売り抜 ける心 を生 じた人 が)出 発 してい たならば一 ランク,及 びまだ出 発 していなけれ ば,ニ ラ

ンク(刑 を)軽 くせ ん.

(第五 項)

一項
,他 国 の使 者,及 び 商 人等 が(持 ち)出 すところの勅 命 で禁 じたものを売 る時,そ の うち大

食① ・西 州 国②等 に属 す る使 者 ・商 人 であって,勅 命 で 禁じたものを売 り,異 域 へ わたってしまっ

たならば,異 域 のなか に勅 命 で禁 じたもの を売 り抜 けた(場 合 の)規 定 に依 り判 決 する.す でに

出発 していたが,他 者 が捕 らえ,密 告 した(場 合)は 一ランク,ま だ 出発 していなければ ニランク

各 々(刑 を)軽 くせ ん.密 告 の褒 美もまた,出 発 してい たか,ま だ出発 していないか に依 り,密 告

の褒 美③を得 ることについて 明 らか に(定 め られている)規 定 に依 り得 ん.大 食 ・西 州 国の使 者 ・

商 人 は客 人 である.罪 罰 を設 ける基 準 が 無 いことに依 り,代 価 が いくらで あれ与 えられ た数 を返

さん④.そ の ほかの他 国の使 者 ・商人 が 来 る(場 合)は,売 買 していた財 が交 換 されてい たなら

ば すなわち異 域 のなか にわ たったのと一様 に判 決 す る.も し取 引 につ いて価 格 を話 して実 際 に
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定 まってい たが,実 際 の財が 交 換 されていない(場 合)は,ま だ 出発 していない(場 合 の)罪 よ

り一 ランク(刑 を)軽 くせ ん.

【註 】

① 大 食 一 露 訳 中訳 とも 「大食 」 と訳 出 している.推 定 音 は1thelshi:で,漢 語 か らの音 写 らし

い.一 文字 目(『夏 漢』p.186,Nα0959)は 『類 林 』 巻4・ 四 夷篇 で,「大 宛 」 や 「大 秦 国 」

の 「大 」 の音 写 に用 い られてい る(『 類 林 研 究 』p.104).二 文字 目(『 夏 漢 』p.409,No

2152)は 同じく『類 林 』 で,人 名 「石勒 」 「石 崇 」 の 「石 」 の音 写 に用 いられている例 が あ

るが(『 類 林研 究 』pp.203-204,214-215),「 食 」 の 音写 例 は管 見 の 限り見 当た らない.た

だし,漢 語 の 「石 」 と 「食 」 とは発 音 が近 似 しており,「大食 」 の音 写 である可 能 性 は排 除 で

きない.「 大 食」 は12世 紀 前 半 までであ ればカラハ ン朝を,12世 紀 後 半 以 降であれ ば ホラズ

ム朝 などを指 す であろう.ところで,本 法 典 は12世 紀 中葉 に編 纂 され たもの と推 定 され るか ら,

耶 律 大石 の西 遼 政 権 はす でに西 域 に樹 立 されて いる.金 朝 ・南 宋 側 の 史料 で は西 遼 を耶 律

大石 の死 後 も 「大 石 」 と表 現 す ることか ら,「大 石 」 の音 写 で ある可 能 性 もある.し か し,本

法典 で は,編 纂 当 時 すで に滅 亡 していた 「契 丹 」(遼)や 「漢」(北 宋)の 国名 が 引き続 き

使 わ れている(前 章 の第1324条 の註 ① ② 参 照).こ こでは 「大 石 」 で はなく,「大 食 」 の音

写と解 した.

② 西 州 国一 露訳,中 訳 とも 「西 州 国 」 と訳 す.一 文 字 目麺 は方 角 の 「にし」 の意 味 はなく,もっ

ぱら漢 語 「西 」 などの音 写 に用 いられる(『 夏 漢 』pp.786-787,NQ4293).方 角の 「にし」

は ノ半絹(「夏 漢 』p.554,Nα2945)を 使 う.事 実,『 類林 』 巻7・ 文 章篇 ・李 陵 の条 で は,地

名 「隴西 」 の 「西 」 の漢 字音 写 に麺 を用い るのに対 し(「類 林 研 究 』p.157),同 書 巻4・

四夷 篇 で は 「西戎 」 の 「西 」 を骸 目で表 記 してい る(「 類 林 研 究 』p.101).二 文 字 目は漢

語 「州」 の借 用 字(『 夏 漢 』p.139,NQO707)。 『類 林 』 巻4・ 清 吏 篇 ・王 敦 の条 では,地

名 「青州 」 の 「州 」 をこの字 で表 記 してい る(『類 林 研 究 』p.87).一 ・二 文 字 目の推 定音

は1si:lceu:で ある.し たが って 「にしのくに」 の 意 味 である可 能性 は低 く,「西 州 の国 」 と

解 釈 す るのが 妥 当であろう.「西州 」 は唐代 の州 名 に由来 し,現 在 のトゥルファンにあ たる.よ っ

て 「西 州 国 」 は西 ウイグル王 国 を指 しているもの とみられ る.

③ 密 告 の褒 美 一 本 条 第 十 一項 参 照.

④ 罪 罰 を設 ける基 準 が 無 い ことに依 り,代 価 が い くらで あれ 与 え られ た数 を返 さん一 露:訳は

厂法 で規 定 されて いない 額 で罰 金 を科 し,商 品 に支 払 った金 額 は彼 らに返 さね ばならない」,

中訳 はr罰 罪 を与 え,す で に与 えた等 しくない代 価 を按 じて□ 返 還 すべ し」 と一字 欠 損 が ある
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としている.中 訳 が 欠 損 としてい る九 文 字 目(D)は,疑 問 を表 す 語(『 夏 漢 』p.1029,Nα

5688).露 訳 の 「法で 規定 され ていない」 にあ たる文 章 は原典 から見 出す ことができない.ま

た露 訳 の 厂商 品 に支 払った金 額 」 にあ たる原 文 は,直 前 に 「～ に依 り」 にあた る文 字(C)

(『夏 漢 』p.83,Nα0433)が あ り,露 訳の ような解釈 には無 理 が ある.一 方,中 訳 の 「すで に

与えた等 しくない代価 」 も西 夏 語 の語1頂では解 釈 できない。露:訳が 「法 で規 定 されていない」,

中 訳で 「等 しくない」 と解 釈 が分 か れるの は,五 文 字 目(A)烈 牙(『夏 漢 』p.66,Nα0335)

をどう訳 す かにある.六 文字 目(B)は 存 在 否 定 辞 で,五 文字 目を受 ける.身 房 は 『文 海』 平

声 第20韻 で,字 義 を 「辺 際 辺 側 なり.辺 なり.到 る処 なり」 と説 明 す る(『 文 海研 究 』pp.

183-184,434,582-583,NQ27-272).す なわち 「きわ」 の意 味 であり,「限 度,基 準 」 の よう

な意 味 が想 定 される.こ の後 ろに存 在 否 定 辞(B)が 付 くことで 「基準 が無 い」 と解 釈 できる.

そして次 の七 文字 目(C)は 前 句 を受 けるため,「 基 準 が 無 いに依 り」 と訳 される.

(第 六 項)

一 項
,大 食 ・西 州 国 等 の商 人 が駄 畜 ①を持 っているなかで,(駄 畜 が)死 んだ,及 び売 買 すると

ころの財 が多 くなって駄 畜 が足 りない,(身 を)守 るための弓 矢 等 が必 要 で ある,と 言 った時,役

人 に告 げ て,先 の根 本 となる規 定 ②が あるのに依 って,同 じく若 干 を売 らん.(本 国へ)帰 らなけ

れ ば食 べ るものを持 た せ,売 ることを許 す ことあらん.出 発 す るならば,す なわち道 中の食 糧 とな

るもの若 干 を持 たせ ん.そ れ よりも多 くを持 ち出させ ることを許 す ことは ない.も し法 を踰 えて,勅

許 ③を求 めず に,勝 手 に売 り出した り,超 過 して持 ち 出した 時,(持 ち出 しを許 した役 人 に対 し)

勅 命 で禁 じたもの を売 り抜 けた場 合 の規 定 に依 り判 決 する.

【註 】

① 駄 畜一 露 訳 は 「駄 畜 と馬 追 い」 と訳 す が,「 馬追 い」 にあ たる語 句 は,原 典 を見 るか ぎり確

認で きない.

② 先 の根 本 となる規 定 一 具 体 的 に本 法典 のどの条 文 を指 しているのか,よ くわか らない.本 項

が大 食 ・西 州 国 の使 者 ・商 人 を対 象 としているか ら,第 五 項 の 「大 食 ・西 州 国 の使 者 ・商 人

は客 人 である」 ことを踏 まえて手 厚 く対 応 せ よという意 味 なのか,勅 許 を得 たうえで駄 畜 や 武器

を支給 する規 定 を指 しているのか,よ くわからない.

③ 勅 許 一 中訳 は 「諭 節 」 と訳 す.一 文字 目(『 夏 漢 』p.891,Nα4902)は,「 文 海 』 平 声 第5

韻 で,「 お上 のお言 葉 なり.帝 の 薙 なり.また儒 の言 葉 なり.力(の ある)勅 の(こ とを)言

うなり」 と語 義 を説 明 す る(『 文 海 研 究 』pp.151,408,566,Nd1-212).二 文字 目は漢 語
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「節」 の借 用 字 で あり,「ふ し」 の 意 とされる(『 夏 漢』pp.862-863,Nα4739).し か し漢語

か らの借 用 字 であ るならば,割 り符 のようなもの(例 えば,持 節)も 西 夏 語 に借用 された可 能

性 はあるだろう.こ こでは皇 帝 のお墨 付 きのようなものと考 え,「勅 許 」 と訳 した.

(第七 項)

一項
,勅 命 で禁 じたものを売 り抜 けたなかで,正 将 ・副 将① ・1tsunlshwyi③ ・州府 の大 使 ・副

使④ ・行 将② ・刺 史 ⑤ ・監 軍 ・同判 ・習判 ⑥ ・承 旨 ・2tsha2bo1・ltseu2mya1・ 軍検 ⑦ ・城 主 ・城

監 ・通判 ⑧ ・辺検 校 ⑨ ・行 主⑩,そ れらに従 う都 案 ・案 頭 ⑪ ・司 吏 ・大小 の仕 事 を管 轄 する者 た

ちが 勅 命 で禁 じたものを売 り抜 けた 時,他 の 人 の罪 よりニ ランク各 々重 くし,重 くして死(刑 にも)

せ ん.ま た 前掲 の大 小 の 仕 事 を管 轄 す る者 が 職 を失 うべ き(者)で ある以外,も し爵 位 が 高 く,

職位 ⑫を失 うべ きでないことがあ り,また死(刑)及 び三 種 の長 期(徒 刑)等 を得 るべ きならば,

す なわち(職)位 を順 次 一 ランク各 々下 げん.二 年 か ら六 年 に至 る(徒 刑 は),一 度(法 を)犯

した(場 合)は 職 を失わ ないならば,す なわち(職)位 を下 げ ん.二 度(法 を)犯 したうち,一

年 以下 の(徒 刑 の場合)は(職)位 を下 げる必 要 はなく,一年 以 上(の 徒 刑)で あ るならば,す

なわち(職)位 を下 げん.

【註 】

① 正 将 ・副 将/② 行 将 一 いず れも西 夏 文 字 か らの直 訳 『貞観 玉 鏡 将 』 で は,軍 団の 将校 ク

ラスとして頻 出する([陳1995]pp.17-18参 照).『 続 資 治 通 鑑 長編 』 では西 夏 軍 の将校 ク

ラスを 「統 軍 」 「鈴 轄 」 と表現 す る場 合 が多 いが,西 夏 側の 文献 との対 応 関係 は不 明.

③1tsunlshwyi一 露:訳 ・中訳 とも 厂総 制 」 と訳 す.漢 語 か らの音 写 と見 られるが,ほ かに用例

が無 く,わか らない.

④ 州府 の大 使 ・副使 一 本 法典 巻10「 官 司 の順序 と文 書 を送 る門 」 ・第675条 「大小 の官 司

の 品級 」 では,中 興 府 ・大都 督 府 ・西 涼 府 ・府 夷 州 ・中府 州 ・涼 州 ・夏 州 ・綏 州 の 名 が挙

がっている.こ うした州 ・府 の長 官 ・次官 を指 す のであ ろう.

⑤ 刺 史一 推 定音 は1tsIlshyI.漢 語 「刺 史 」 を音 写 したもの らしく,『類 林 』 で は中国 の官 称 号

「刺 史 」 をこの 二字 で訳 している(『 類 林研 究 』p.89,etc.).本 法 典 巻10「 官 司 の順 序 と

文 書 を送 る門」 ・第690条 「諸 々の官 司 に長 官 ・承 旨を遣わ す 定 数 」 によると,地 方 の21

箇 所 に刺 史 が各 一 名 置 か れて いる.さ らに 第690条 によると,17あ る監 軍 司(地 方 の 軍事

を司 る機 関)す べ てに刺 史 が併 置 されている.本 法 典 巻20・ 第1428条(標 題 不 明)で は

「一,諸 々の方 面 の監 軍 司 の刺 史 は,所 属 の(地 域 の)長 官 の上 に位 置 せ ん.(後 略)」 と
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あるほか,巻13「 牌 ・鉄 箭 ・貴 言 等 を受 ける ・なくす 門 」 ・第993条 「監 軍司 の牌 ・兵符

を置 く場 所 」 では 「一,諸 々の監 軍 司 が持 つ 印 ・牌 ・兵 符 は登 記 して,監 軍 司の 長 官の 中か

らい ず れか爵 位 の 高 い人 のところに置 か ん.兵 を動 か す 勅 許 が送 られ た時,官 司全 体 の 中の

大小 の役 人 ・刺 史 等 の 目の前 で 開きあわせ ん」 とあり,監 軍 司と密 接 に関わ り合 ってい る.そ

の職 掌 は,本 法 典 巻9厂 諸 々の官 司 の罪 の判 決 門 」 ・第565条 「四季 の判 決 」 に 「一,国

内 の諸 々の官 司の 決裁 ・判 決 のなかで,死(罪),及 び遠 地で の苦 役 ・労 役 ・軍(職)を 失 わ

せ ること・爵 位 を下 げる ・罰 馬を得 る等 のあるなしを官 司 の全 体 のなか に尋 ね,違 背 が あれ ば

刺 史 のところで見 ん.(後 略)」 とあるように,地 方 官 司の監 察 であった.

⑥ 監 軍(AB)・ 同 判(CD)・ 習 判(EF)一 前 述 の本 法 典 第690条 で は,監 軍 司 の属 官 とし

て同判(三 等 官)と 習判(四 等 官)が 配 置 されることになってい る.本 項 にある 厂監 軍 」 とは,

監 軍 司の長 官(「 正 」)と 次官(厂 副 」)の ことであろう.

⑦ 承 旨(AB)・2tsha2bol(CD)・ltseロ2myal(EF)・ 軍 検(GH)一 直 前 の 「監 軍 」 の

属 官 ともとれるが,監 軍 司 に承 旨という職 は存 在 しない.(CD)と(EF)を それ ぞれ,中 訳 は

「参 謀 」 「教 馬 」,露 訳 は 「三 衛 」 「国境 の急 を告 げ 知 らせ る人 」 と解 釈 す るが,他 に用 例

が無 く,不 明.最 後 の 「軍 検 」 は,『貞 観 玉 鏡 将 』 で軍 団 にお ける監 察 の職 掌 を帯 び た役 職

として登 場 す ることか ら([陳1995]pp.25-26参 照.た だし陳炳 応 は 「察 軍 」 と訳 出 してい

る),厂 承 旨」 か ら 「軍検 」 までが 軍 職 である可 能 性 もある.

⑧ 城 主(AB)・ 城 監(CD)・ 通 判(EF)一 前 述 の本 法 典 第690条 によると,地 方 の23箇

所 に 「地 辺 城 司 」 を置 き,そ れぞ れ 長 官 として 厂城 主」,次 官 として 「通 判 」,三 等 官 として

「城 監 」,四 等官 として 「行 主 」 を各 一名 ず つ配 置 す ると定 めてい る.「城 主 」 にあたる(AB)

は,中 国 の官 称 号 「太 守 」 の 訳 語 としても用 い られ る(『 類 林 研 究 』pp.88-90).「 城 主 」

は中 国の郡 に相 当 する地方 行 政 単 位 を統轄 する職 だったの であろう.

⑨ 辺 検 校一 西 夏 文字 を直訳 す ると 「辺 の 口で使 する」.二 ・三 文字 目は,漢 語 「検 校 」 の訳語

として使 われる例 が あるとい う([林1994]n.326参 照).本 法 典 や 『貞観 玉 鏡 将 』 によると,

国境 付 近 での逃 亡 者 の逮 捕 や 砦 の巡 察 などの職 掌 を帯 び ている.ロ シア蔵 カラホト出 土 朋B.

Nα8185通 称 厂黒水 副 将 上 書 」 は,1225年 に黒水 の副 将 が粛 州 の辺 事 担 当 の統 轄 官 に

宛 てた手 紙 であるが,こ の文 書 中に 「小 城 の辺 検 校 ・城 主 の 嵬 移 奴 山に文 書 を送 る」 という

くだりが ある([聶2000〕p。137参 照).本 法 典 巻4「 地 辺 を巡 邏 す る門 」 ・第236条 「辺

検 校 を遣 わす ことについ て」 では 「辺 検 校 は監 軍 ・習判 のなか の人 で(任 に)堪 えられる(者

を)遣 さん.(後 略)」 とあり,監 軍 司 の属 官 である.
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⑩ 行 主 一 前 註⑧ 参 照.し か し,本 条 文 でなぜ 三 等官 の 「通 判 」 の直 後 に列 挙 され ていないか,

よくわか らない,

⑪ 案 頭 一 前 章の 第1324条 の註 ⑧ 参 照.た だし,本 法 典 巻10「 官 司 のJil頁序 と文 書 を送 る門 」

・第692条 によると
,監 軍 司 の案 頭 は 「司全 」 または 「司 吏」 と呼 ばれ る.

⑫ 職 位 一 一 文 字 目は元来 厂仕 事 をする」 という意 味で あるが(『 夏 漢 』p.331,Nα1734),こ

こで は実際 に就 い ているポスト・職 を指 す(西 夏 の官 称 号 に実 職 を表 す ものと,爵 位 を表 す も

のの 二種 類 が あることにつ いては,前 章 の 第1318条 の 註⑥ 参 照),二 文 字 目は 「席,位 」 の

意(『 夏 漢 』p.709,Nα3819).二 字 で実 職 のポストを指 す.

(第入 項)

一項
,異 域 へ勅 命 で禁 じた ものを売 り抜 けた時,要 所 を守 る者 ①が 気 づ いていて賄 賂 を得 る,及

び 情 けをか ける②等 を以 て,勅 命 で禁 じたものを売 り抜 けさせ て放 出 した 時 罪 のある人と比 べ さ

せ,賄 賂 が 多 けれ ば,す なわち法 を枉 げ た贓 罪 とどちらか 重 い方 で判 決 す る.も し勅 命 で 禁じた

ものが既 に売 り抜 けられ ていることに気 づ き見 ていて,賄 賂(を 得 ることも)情 けをか けたりもせ ず,

怠 慢 をして捕 まえなかった時,従 犯 者 より一 ランク(刑 を)下 げる.も し賄 賂(を 得 ることも)情

けをかけることもなく,まったく気 づ きも見 つ けもせ ず,調 べ られ ず に見 落 とした③時,(犯 人 が)死

(刑)を 得 るべ き(場 合)の 軍 隊 ・巡 邏 隊 長 ④等(の 刑)は 一 様 に六ヶ月(の 徒 刑),巡 邏 隊

の指揮 官⑥ ・異 域 の中 にいる密偵 ⑦等 は三ヶ月(の 徒 刑),巡 邏 隊 員⑤は十 ≡:(回 棒 で)た たく.

(犯 人 が)三 種 の長 期(徒 刑)を 得 るべ きで あるならば,す なわ ち前 掲 の罪 か ら各 々一 ランク,

(犯人 が)短 期(の 徒 刑)⑧ を得 るべ きで ある(場 合 は),さ らに各 々一 ランク順 次(罪 を)減 ぜ

ん.

【註 】

① 要 所 を守 る者一 西 夏 文 字 を直 訳 す ると 「缺 口を持 つ 者 」.西 夏 語 訳 『孫 子 兵 法 』 で は,漢

語 の 「守 隘 」 を 「i泥更蒄 を守 る」 と訳 す([林1994]19A-3a),し たが って …泥 芝莞 は 「狭

いところ,要 所 」 の意 であろう.後 掲 の 第443条 でも,銭 を水 上(川)で 運 ぶ のを取 り締 まる

者 として登 場 す る.第443条 の場合,川 の要 所 とは,渡 し場 を指 す ことになろう.

② 情 け をか ける一 露訳 は 「特 別扱 いす る」 と訳 す.直 訳 す ると 「恥 の顔 をする」。『掌 中珠 』 で

は,一 ・二 文 字 目に,「 人情 」 という漢 語 をあてている([李 範 文1994]p.433参 照).

③ 見 落 とす 一 一 文 字 目は 厂眼 」 の意(『 夏 漢 』p.853,Nα4684).二 文 字 目を中 訳 は 塩

(「明 らか 」 の意.『 夏 漢 』pp.408-409,Nα2149参 照)と 判 読 しているようだ が,実 見 の結
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果 イ娩(「 欠 ける」 の意.『 夏漢 』p.341,恥1785参 照)と 判 明.巡 邏 隊 側 の怠 慢 ・過 失

に対 す る処 罰 を設 定す る文 脈 であることか ら,「見 落 とす」 と解 す べ きであろう.

④ 巡 邏 隊 長/⑤ 巡 邏 隊 員 一 緇 は 「検 察 す る,ス パ イ」 の意(『 夏 漢 』pp.1084-1085,Nα

5985).こ の字 に 厂人」 という意 味 の字 がつ いた⑤ は巡 邏 隊 員 を指す.本 法 典 によると,巡 邏

隊 員 は国境 付 近 に派 遣 され,国 外 逃亡 者 や 侵入 者 の捜 索 ・逮 捕 を職 掌 とす る(露 訳vol.1,

pp.443-444).し か しどのような人が 巡 邏 隊 員 として派遣 され るのか は不 明.④ の二 ・三 文 字

目4訛 嬬 はそれぞ れ順 に 「頭 」(『夏 漢』p.519,Nα2750),「 監 督 す る」 の意(『 夏 漢』

p.989,Nα5460).前 述 の本 法典 巻10・ 第690条 では,木 工 院 ・磚 瓦 院 ・紙 工 院 ・刻 字 司 ・

織 絹 院の 各 下級 官 司の 長 官 を 翫 鵜 と表 記 する.し たが って④ は巡 邏 隊 長 という意 味 にな

るで あろう.

⑥ 巡 邏 隊 の指 揮 官一 訪賄 辛支召 茹媛 旻(直 訳 す ると 「巡 邏 隊 へ言 葉 を行 きわたらせ る処 」 の

意)の 略.本 法 典 巻4「 辺 地 の 巡邏 門 」 ・第229条 「巡 邏 隊 の 中を看 視 す る者 等 が,あ

まね く巡 邏 隊 を(指 揮 する)緊 密 さ ・滞 りの あるなし(に 対 す る)功 罪 」 には 「一,辺 地 の

離錬 半支鰐 芝敢 耋旻 ・夜 警 隊 長 等 の役 人 は,巡 邏 隊 をあまねく要 所 に行 か せ,巡 邏 す る人 を

緊 密 に指 揮 せ ん.人 数 は明 らか(な 規 定)に 依 り,地 図 上(通 り)に 当 直 させ ん.(後 略)」

とあ り,巡 邏 隊 の指揮 官 としての役 割 を帯 びている.同 第237条 「巡 邏 隊 の指 揮 官 ・夜 警 隊

長 等 を遣 わす ことについて」 によると,巡 邏 隊 の指揮 官 は官僚 一般 の ほか,「 閤 門 ・御 使 ・表

の 内侍 」 などの 宮 中で仕 える者 か ら選 び派 遣 すると定 められている.

⑦ 異 域 の 中にい る密 偵 一 一 ・二文 字 目は 「畜 獣 」 の意 であるが,「 獣 界 」(本 条 冒頭 の註 ①

参 照)と 同 義で あろう.四 文 字 目(『 夏 漢 』p.871,Nα4792)・ 五 文字 目(『 夏 漢 』p.422,

Nα2219)は いずれ も何 らかの音 写 らしいが,よ くわか らない.露 訳 は 「パ トロール隊 」,中 訳 は

「巡 検 」,『夏 漢 』 は 厂巡 警 」 と訳す(『 夏 漢 』p.871,Nα4792).後 掲 の第 九項 でも 「巡検 」

が登 場 す るが,両 者 は別 々の字 で表 現 されている.「異 域 の中 」 で活 動 す ることか ら,偵 察 部

隊 のようなものか.

⑧ 短期 の徒 刑一 直 訳 すると 「期 日の明 らか な」.六 年 以 下 の徒 刑.本 条 第 二 項 の註 ⑤ 参 照.

(第九項)

一項,刺 史 ・監軍司の大小の役人,地 域の巡検①等が勅命で禁じたものを売り抜けた者を捕ま

えたが,法 を枉げて赦したら,もし審問中に罪の程度を変えた時,賄 賂を得たり,情けをかける等

(の場合は),一 様に巻九の法を枉げて罪を上下するの罪の程度(に 対する)明 らかな規定②
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に依 り判 決 す る.も し賄 賂 が 多 けれ ば す なわち法 を枉 げた贓 とみ なし,ど ちらか重 い 方 で判 決

する.

【註 】

① 巡検 一 西 夏 文 字 を直 訳 す ると 「検 察 しに行 く」.本 法 典 巻13「 大 小 の巡検:を遣わす 門」 ・第

925条 「辺 中に巡検 を遣 わす 」 によると,「巡 検 」 は全 国 各 地 に派 遣 され,盗 賊 の逮 捕 を職

掌 とす る.「閤 門 ・御 使 ・表 の 内侍 」 といった宮 中に仕 える者 などが任 命 される,と され ている.

なお 『掌 中珠 』 で は,こ の語 の 後ろに 「司 」 の意 味の字(『 夏 漢 』p.510,Nα2708)を 付 け

た 「巡 検 司 」 なる官 司名 が 挙 げ られ てい るが([李 範 文1994]p.431参 照),こ のような官 司

の存 在 は本 法 典 中では確 認 されない,

② 巻 九 の 法 を枉 げて 罪 を上 下 す るの 罪 の程 度 に対 す る明 らか な規 定 一 本 法典 巻9「 官 司 が

判 断 を枉 げて罪 のあるものを背 負 う門 」・第594～612条 の一 連 の条 文 を指 す ものと見 られる

(各条 の詳 細 は[島 田2000a]pp.209-227;[島 田2003]pp.605-625参 照).

(第 十 項)

一 項
,勅 命 で禁 じたものを売 り抜 けたのを他 人 が気 づ き,捕 えて報 告 しなか った時,賄 賂 や情 け

をか けることがあ るかない か,盗 み に気 づ いてい て賄賂 があるかないか で,巻 三 にお ける罪 の程

度(に 対 する)明 らか な規 定 ①に依 り判 決す る.

【註 】

① 巻 三 にお ける罪 の 程 度 に対 す る明 らか な規 定 一 本 法 典 巻3「 盗 んだ畜 ・財 を分 け持 つ 門 」

・第132条 「盗 み と出くわ し賄 賂 を取 って赦 す 」 で は 「一,他 人 が盗 人 と出くわし捕 らえた が,

賄 賂 を取 って赦 した(場 合)は,盗 みの従 犯 者 の規 定 に依 り,賄 賂 が 多 い(場 合)は,法 を

枉 げ た賄 賂 と数 え,前 掲 の罪 とどちらか 重 い方 で判 決 する」 とある.こ の規 定 を指 す であろう.

(第 十 一 項)

一 項
,勅 命 で禁 じた ものを売 り抜 けたことの密 告 に対 する褒 美 は,強 盗 で武 器 を持 っている・持っ

てい ない(場 合)の 密 告 に対 する褒 美 を得 ることにつ いての 明 らか な(規 定)① と同 じくせ ん.も

し勅 命 で 禁じたものをす でに準 備 していて,出 発 したか,出 発 していないか 等(の 場 合)は,雑

罪 を犯 した(場 合)の 苦役 の年 数 に依 って,密 告 についての 明 らか な(規 定)② に依 り(褒 美 を)

得 ん.そ のうち尋 問を以 て明 らか になったならば,す なわち密 告 に対 す る褒 美として取 るべ き数 は,

朝廷 に納 めん.
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【註 】

① 強 盗 で 武 器 を持 って いる ・持 ってい ない場 合 の 密 告 に対 す る褒 美 を得 ることにつ い て の明

らか な規 定 一 本 法 典 巻3「 盗 人 を捕 らえ,密 告 す ることに対 す る褒 美 門」 ・第144条 「盗

人 を捕 らえ,密 告 す ることに対 する褒 美 」 の規 定 を指 す.強 盗 罪 の密 告 者 に対 す る褒 美 は,

犯 人 が 武器 を持 ってい る場 合 も,持 っていない場 合 も同 じであり,犯 人 の数 や 被 害 額の 多 寡 に

応 じて決まる.支 給 され る褒 美 の額 は,最 高 でも銭 二 百 貫 を超 えないもの と定 められている(詳

細 は[島 田1998a]pp.169-170;[島 田2003]pp.327-328参 照).

② 雑 罪 を犯 した 場 合 の 苦 役 の 年 数 に依 って,密 告 につ い て の 明 らか な 規 定 一 本 法 典 巻13

「密 告 の虚 実 門 」 ・第908条 「雑 罪 の密 告 の褒 美 」 に 「一,諸 々の人 が,他 者 の密 告 へ の

褒 美 を与 えることについて,一 々別 に明 らか に(定 めている)以 外,他 の種 々の雑 罪 を犯 した

時 に,死(刑)を 得 る(場 合 の密 告 の褒 美 に銭)五 十貫,三 種 の 長 期(徒 刑)・ 終 身(徒

刑)等 に四十 貫,四 ～六 年(の 徒 刑)に 三 十 貫,一 ～ 三年(の 徒 刑)に 二 十貫,一 年 未 満

(の徒 刑)・ 杖(刑)の 罪 に五 貫 を,犯 人 か ら取 り立 て,密 告 の褒 美 に与えん」 とある.

(第 十 二 項)

一 項
,勅 命 で禁 じたものを売 り抜 けたうち,た だ一 人 で罪 を犯 し自らの罪 を告 白す る,及 び多 くの

人 が 罪 を犯 し,すべ ての事 情 を述 べ る等 で罪 を逃 れることを許 す ことはない.規 定 に依 り判 決 す る.

そ のうち自らが お 互 いの密 告 をす る時,告 げ た者 の罪 はす べ て免 れ ん.密 告 の褒 美 は,他 人 に

属 す るものを売 ったならば,す なわち他 人 を密 告 した(場 合)の 褒美 を得 るべ き(場 合)は,三

分 の 一 に分 けて得 ん.(三 分 の)二 は朝廷 に納 め ん.

(第 十 三 項)

一 項
,勅 命 で禁 じた ものを売 り抜 ける心 が生 じたがまだ 出発 していない,及 び出発 して帰 ってきた

が 悔 いる等 で,管 轄 の官 司 や 巡邏 隊員 等 のところに告 げ たら,一 種 の 改 心 と数え,罪 はす べ て

免 れ ん.官 司 に告 げず,他 人 の ところで告 白して知 らせ たのに(密 告 を)留 まらせ た(場 合)①

は,従 犯 者 の 規定 に依 り判 決す る.

【註 】

① 知 らせ た の に密 告 を留 まらせ た場 合 一 露:訳は二 ・三文 字 目を訳 出 してい ない.
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第441条 「異 域 に銭 をわた す,及 びこわ す 」

整 理 番 号:TaHr.55,MHB.Nα161,276.

写 真 版:『 俄 蔵 』8,p.165.

露 訳:vol.2,p.230.中 訳:p.287,ll.4-7.

一
,諸 々の人 が 異 域 へ 銭 を売 り抜 けたり,及 び工 人が 銭 を鋳 造 した り,銭 をこわす ことを許 す こ

とは ない.も し法 を踰 えた 時,一 百(文)か ら五 百(文)ま では 三ヶ月(の 徒 刑),五 百(文)

か ら一 貫 までは 六ヶ月(の 徒 刑),二 貫(ま で)は 一 年(の 徒 刑),三 貫(ま で)は 二 年(の

徒 刑),四 貫(ま で)は 三年(の 徒 刑),五 貫(ま で)は 四 年(の 徒 刑),六 貫(ま で)は 五 年

(の徒 刑),七 貫(ま で)は 六 年(の 徒 刑),八 貫(ま で)は 八 年(の 徒 刑),九 貫(ま で)は

十 年(の 徒 刑),十 貫(ま で)は 十 二 年(の 徒 刑),十 貫 以 上 は一 律 に絞 とせ ん。従 犯 者 は次

に依 り一 ランク(刑 を)下 げん.

第442条 「鉄 銭 ①を畿 内③に,銅 銭 ②を南 部④に持 ち出 す 」

整 理 番 号:TaHr.55,班HB.Nα161,276-28a.

写 真 版:『 俄 蔵 』8,p。165.

露 訳:voL2,p.230.中 訳:p.287,ll.8-9.

一
,諸 々の 人が 南 部 の 黒 い鉄 銭⑤を畿 内 に送ること,及 び 畿 内 の銅 銭 を南 部 へ 持 ち込 むこと等

を許 す ことはない.も し法 を踰 えた時,多 少(に かか わらず)一 様 に二 年(の 徒 刑).密 告 の 褒

美 は,雑 罪 の密 告 の褒 美 につい ての 明 らかな規 定 に依 り得 ん.

【註1

① 鉄銭/② 銅銭 一 近 年の 考 古 学調 査 の進展 により,西 夏 国 では11世 紀 中葉 か ら独 自に鉄 銭 ・

銅 銭 を鋳 造 してい たこと,宋 銭 が西 夏 時代 の遺 跡 から大 量 に出 土 してい ることが 明 らか になっ

ている.な かでも鉄 銭 は,オルドス地 域 で集 中 的 に出 土す るという([杜2002]pp.228-238参

照).

③ 畿 内一 露 訳 は 「すべ ての額 面 」,中 訳 は 「京 師 」 と訳 している.こ の句 は,仏 典 で は 「世界 」

の意 で用 いられるが([西 田1977]p.86,Nα013-061),『 類 林 』で は 「京 城 」,本 法 典 の他

の条 文 ではみ やことそ の近 隣…地域 を指 す場 合 が ある(『 類 林 研 究 』p.23;[陳1991]p.33

参 照).本 条 文 では,み や この中興 府 とそ の近 隣 地域 を指 す もの と考 え,「畿 内 」 と訳 した.

④ 南 部 一 中 訳 は 「南 院」 と訳 す.中 訳 が 「院」 と訳す 二 文 字 目は元 来,囲 わ れている区 域 を

指 す(『 夏 漢』pp.952-953,Nα5258).本 法 典 では,前 述 の第690条 では,「 南 部 行 宮 司」
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「南 部 監 軍 司 」 などの 官 司名 が 挙 げ られ ているほか,「 北 部 」 「東 部 」 「西 部 」 を冠 した監

軍 司 が記 載され ている.東 西 南 北 四つ の 「部 」 は,本 法 典 で 牧畜 関連 の条 文 に頻 繁 に出現

す ることから,遊 牧地 帯 を四地 域 に分 けているように思 われる.「重 修 護 国 寺 感 応塔 碑 」 の西

夏 文 面 で は,「南 部 監 軍 」 という官称 号 を帯 びた人 物 が 感 応 塔 の修 理 に関 わったとす る記 述

が ある([西 田1964]p.174参 照).と す ると,「南 部 」 とは涼 州 一 帯 の遊 牧 地 帯 を指 す か.

⑤ 黒 い鉄 銭 一 「鉄 」 を表 す 一 文 字 目の後 ろに 「黒 い 」 とい う意 味 の文 字 斉死(『 夏 漢』pp.

35-36,NQO176)が 付 く.標 題 の 「鉄 銭 」 にはこの字 は付 けられ ていない.西 夏語 の形 容 詞

は一 般 に後 ろか ら修 飾 するため,一 ・二 文字 目で 「黒 い鉄 」 となる。しか し,西 夏 語 訳 『孫

子 兵 法 』 で は,「 軽 兵 」 「軽 車 」 の 「軽 」 を 日死 で訳 してお り([林1994]23B-3a-9,

24B-3b-10,n.263),「 黒 い」 という意 味 だ けを有 してい るわ けで はない らしい。本 法 典 巻

17「 財 を分 ける倉 庫 門 」・第1256条 「穀 物 ・種 々の財 を捨 て除 くことにつ いて 」 で は,水

で磨 く工 程 で鍛 える鉄 製 品として,「 刀 剣 」 「両 刃 の刀 」 などと並 んで,叡 霞巳 があが ってい

る.し たがって,特 定の 工程 で精 製 され た鉄 を材 料 とする銭 を指 す のであろう.

第443条 厂銭 をわ たしたことに気 づ く」

整 理 番 号:TaHr.55,HHB.Nα161,28a.

写 真 版:『 俄 蔵 』8,p.165.

露 訳:vol2,pp.230-231.中 訳:p.287,ll.10-12.

一
,諸 々の人 が水 上 で銭 を運 び①,異 域 へ 売買 す る等 の時,船 の主 人 ・巡 検 ・要 所 を守 る者 等

の 罪 は,勅 命 で禁 じた畜 ・財 を売買 した罪 の程 度 の 明 らかな規 定 に依 り判 決 す る.そ れ以 外 の

他 の人 が気 づ いて賄 賂 を得 ていた ならば,す なわち盗ん だ財 の分 配(の 罪),及 び賄 賂 が なくと

も密 告 しなかった等 の一 々の罪 の程 度 の 明らか な(規 定)② と同じくせ ん.

【詛

① 水 上 で銭 を運 ぶ 一 ここでいう 「水 」 とは主 に黄 河 等 の河 川 を指 すであろう.本 法 典 巻17「 倉

庫 の役 人 を派 遣 する門 」 ・第1231条 「倉 庫 の役 人 の派 遣 について」 では,大 都 督府(霊

州)な ど24箇 所 の渡 し場 に徴 税 官 を置 くと定 めて いる.本 法 典 が 制 定 され た当 時,会 州 以

西 および天 徳軍 以 東 は,黄 河 が西 夏 と金 の 国境 となっていた.ま た元 朝 期 には中興 府 か らオル

ドス北 東 部 の東 勝 までの 間 に 「水 駅 」 が 置 かれ ていた(『 元史 』 巻6・ 世祖 本 紀3・ 至 元 四年

七月丙 戌 の条 参 照).西 夏 時 代 に 「水 駅 」 が 置 か れたとす る記 述 は見 当 たらない が,黄 河 は

水 上 輸 送路 として古 くか ら利用 されて いたはず である([王2002]pp.198-202参 照).
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② 賄 賂 を得 てい たならば,す なわち盗 ん だ財 の 分 配 の罪,及 び賄 賂 が なくとも密 告 しなか った

等 の一 々の 罪 の 程 度 の 明 らか な規 定 一 「賄 賂 を得 ていたならば,す なわ ち盗 んだ財 の分 配 」

の罪とは,本 法 典巻3「 盗 んだ畜 ・財 を分 け持つ 門 」 ・第127条 「盗 みを知 って財 を分 配 す

る」 にある 「一,盗 みを話 し合 って畜 ・財 を盗 んだ以外,他 人 の盗 みの話 を知 り,財 を分 けて

持った(者 の)申 にいた り,及 び(手 に入 れた盗 まれた財 を)買 った り,借 金 の抵 当 に取 った

り,質 入 れ させ た時,(事 件 が)窃 盗 か 強盗 かどちらか の,従 犯 の一 々の 罪 の程 度(に つ い

ての)明 らか な(規 定)よ りも一ランク(刑 を)下 げ ん」 を指 す.「 賄賂 がなくとも密 告 しなかっ

た」 罪 とは,第132条 の規 定(前 掲 第440条 第 十項 の 註① 参 照)を 指 す か.

以 上,「 勅 命 で禁 ず る門」 の禁 輸 品 関 連規 定 を見 てきた.第440条 は第 一 項 か ら第 三項 で

禁 輸 指 定 品 目を挙 げ,密 輸 を行 なった者 に対 す る処 罰 規 定 をあわせ て定 めている.人 の密 輸 が

最 も重 く,つ い で牛 ・馬 ・ラクダ ・甲冑,つ づ いて武 器,そ して畜類 ・畜産 品 ・穀 物 ・銭 の 「雑 畜

類 」 の順 に罪 が軽 くなる。牛 ・馬 ・ラクダの密 輸 の 罪 が 武 器 より重 く設 定 され ているのは,遊 牧

地 帯 を抱 える西 夏 にお いて,家 畜 が重 要 な財 産 とみなされて いたことに因 るので あろう.指 定 品

目には日本 や 唐 ・宋 の禁 輸 品(い わゆる禁物 ・禁 兵 器)と 共通 するものもある(注22).続 く第 四

項 は,密 輸 が 未 遂 に終 わ った場 合 の処 罰,第 五 項 は外 国 の商 人 ・使 者 との密 輸 第 六項 では

大 食 ・西 州 国 の使 者 ・商 人へ の荷 駄 用 の畜 類 ・武 器 ・穀 物の 支 給 法 を定 めている.特 に大 食 ・

西 州 国 という西 方 か らの 使者 ・商 人を 「客 人 」 と表現 し,武 器 の支 給 まで認 めて いたことは注 目

される.第 五 ・六 項 の規 定 は,西 方 からの使 者 ・商 人 に対 する優 遇 策 とい えよう.時 代 は下 るが,

元 朝 では,オ ルトク商 人(斡 脱)に 武 器 の携 行 を認 めてい る(注23).オ ルトク商 人 はウイグル ・回

回 商 人 であるから,元 朝 期 の制 度 の淵 源 が 西 夏 に遡 れ る可 能 性 を示 して いる.第 七 項 以 降 は,

密 輸 に役 人 が 関与 してい た場 合 の処 罰(第 七 項),国 境 付 近 での密 輸 の取 り締 まり(第 八 項),

裁 判 の不 正(第 九項),密 告 ・自首 の奨 励(第 十 ～十 三 項)を 定 めている,

第441条 以 降 は,銭 の密 輸 に関 す る規 定 である。た だし,実 際 に銭 が 密 輸 された 場 合,第

441条 を適 用 す るの か,あ るい は第440条 第 三 項 の いず れを適 用 す るのか 矛 盾 が 残 る.第

442条 は貿易 とは直 接 関係 はないが,銭 の流 通 に国 内 でも制 限を設 けていることが わかる.

ところで,第440条 で輸 出 を禁 じられた 品 目は,実 際に全 く国外 へ 輸 出され なか ったわけ では

注22日 本 や唐 の禁輸 品 につ いては,[瀧 川1962]の 論 考が ある.宋 の禁 輸 品は 『慶 元 条 法事 類』巻28/29・ 権 禁 門112に 規 定が ある.

また遼では,銭 ・金 ・鉄 ・羊 ・馬等 が 禁輸 品 とされ ていた([田 村(秋 貞)1935]pp.188-189;[島 田1954]pp.165-168参 照).

注23元 ・王 揮撰 『秋 澗先 生 大全 文 集』 巻84・ 烏臺 筆補2「 論 品 官懸 帯 弓箭事 状 」(訳 註;『 烏 臺 』pp,84-85)参 照.
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ない.西 夏 が 馬や ラクダを金 朝 に輸 出 してい たことはす でに前 章 でも述 べ た.本 法 典 でも,巻19

「畜 類 の利 益 の限 度 門 」 ・第1357条 厂他 国に与 えるべ き畜 類 を放 牧 す る者 を任 命 す る」 に

「一,年 々他 国 に与 えるべ く準 備 す るラクダ ・馬 を放 牧 す る者 は,ま ず 北 部 に属 して放 牧 す るう

ちの八 十 戸,及 び東 部 に属 して放 牧 す るうちの 二 十 戸 等 を,は じめ に別 に明 らかな一 つ(の 規

定)に 依 り,他 国 に与 えるべ く準 備 す るラクダ ・馬 を放 牧 す る者 に成 さん.(後 略)」 とあるように,

外 国へ 売 るのを前 提 とした条 文 も存 在 す る.こ のような相 矛盾 す るような規 定 の存 在 は,輸 出 の

全 面 禁 止 を意味 す るの ではなく,政 府 の許 可なく輸 出す ることを禁 じたものとして理 解 す べ きであ

ろう.クチ ャーノブは 軍事 的に脅 威 となるもの と,政 府 が独 占的 に貿 易 の利 益 を挙 げ たいものを禁

輸 品に指 定 したとし(注24),張 玉 海 もラクダ ・牛 ・馬等 の 禁輸 には,宋 ・遼 ・金 との いわゆる茶 馬

貿 易 を国家 権 力 が独 占的 に支 配 しようとするね らい があったとする(注25).し かしなが ら,中継貿 易

品 としての価 値 が 高か った はず の中 国 産 の絹 織 物 や茶,西 域 産 の 玉 や香 薬 類 は禁 輸 品 に含 ま

れ ていない.ま た牛 ・ラクダ ・馬 は輸 出品 としても重 要 ではあ るが,牛 で あれば 耕 作 の際 の 労働

力,ラ クダは駄 畜として,あ るい は馬 のように軍 用 としても重 要 なものであり,国 外 へ の無秩 序 な流

出 は遊 牧 民 ・オアシス農 耕 民 を抱 える西 夏 にとって,必 ず しも有益 ではないはず である.し たがっ

て一 連 の規 定 は国 家 権力 による貿易 品 の専 売 よりも,む しろ国内 の経 済 ・軍 事 面 で大 きな支 障 を

もたらす ような極 端 な国外 流 出を防 ぐことに主 たるねらいがあったの ではなかろうか.

おわりに

本稿では,12世 紀中葉に制定されたと考えられる西夏の法典 『天盛旧改新定禁令』のなか

から,貿易に関わる規定をまとめている巻18厂 他国との売買門」と,巻7「 勅命で禁ずる門」

のうちの禁輸品規定の諸条文に,筆 者のロシアにおける実見調査に基づき,日本語訳と註釈を施

した.

近年多くの研究者が本法典を史料として用いている諸研究のほとんどは,これまでに発表され

た翻訳,特 に写真版を基にしている中訳に全面的に依拠したものであり,原典に立ち返って翻訳

を検証する作業はおろそかにされてきた.しかし,筆者が実見調査を行なった結果,写 真では判

読できなかった文字がはっきりと読み取れたり,写真の不鮮明なるが故に中訳が誤読を犯してい

る箇所がいくつか確認された.くずし字で書かれることが多く,紙の質や大きさ,モノクロ写真で

注24

注25

露 訳vol.1,p.290参 照.

[張2000]pp,91,92-94参 照.
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は映 らない朱 印 の有 無 等 が 重 要 な情 報 となる文書 をはじめとす る写 本 の場 合,実 見 調査 は必 須

の作 業 であ る.こ れに対 し,楷 書 に近 い書 体 で 印刷 された 本 法 典 の ような刊 本 の 解 読 には,写

真 版 を見 るだけで 充 分 であ ろうと筆 者 は調 査 以 前 には考 えてい たが,そ の 予 想 は覆 され た.本

法 典 を実 見 した ところ,長 い 年 月を経 過 して紙 自体 の損 傷 が 著 しいこともさることなが ら,印 刷 さ

れてい る紙 は厚 手 で,質 は悪 く,印 字 にムラが み とめ られた.ま た本 稿 では紹 介 できなか った本

法典 の他 の巻 では,同 一 の版 木 で刷 られた刊 本 が,最 大 で三 冊 存 在 す ることを確 認 した.つ まり,

写真 版 で掲 載 されている刊 本 で は欠損 して いて読 むことが できない 部分 があっても,写 真 版 のま

だ公 開 されてい ない別 の刊 本 で補 うことがで きる場 合 が ある,と い うことになる.写 真 版 のみ に依

拠 した本法 典 の翻 訳 ・研 究 は,少 なからぬ危 険 を伴 っているので ある.

さて,条 文 の 内 容 を検 討 す ると,貿 易 を実 際 に行 なうにあ たっての 諸 手 続 禁 止 事 項 な どが

様 々なケースを想 定 して定 められてい ることがうかが える.し かし 「他 国との売買 門」 の諸 規 定 は

あくまで,官 貿 易を行 なうにあ たって,実 際 に外 国 へ 派 遣 される商 人や 使 節 団,お よび管 轄 機 関

が 守 るべ き事 項 あるい は禁 止 すべ き事 項 を集 め たもので あり,貿 易 活 動 全 般 を対 象 とす るもの と

は言 えない.ま た,使 節 団や 商 人 が朝 廷 の商 品 を取 り引 きす るだけで なく,私 的 な商 取 引 を行 な

うことを条件 付 きで容 認 している.西 夏 の朝 貢 使 節 が,朝 貢 品を献 上 し,回 賜 品 を受 け取 って帰

るだ けではなく,北 宋 や金 朝 の領 内ないしは宿 舎 での 商取 引を公 認され ていた ことは,北 宋 ・金

朝 側 の漢 籍 史料 に基 づ い てこれまで も先 学 によって 指摘 されてきた.本 法典 の条 文 は西 夏 側 の

文 献 からそれ を裏付 ける有力 な史 料 といえよう,

また,第440条 第 五 ・六 項 で は,大 食 ・西 州 国 といった西 夏 の西 方 に位 置 す る国 々か らやっ

てくる使 者 や商 人 を,食 糧 や武 器 の支 給 などの面 で優 遇 す べ きもの としている.大 食 ・西 州 国 の

商 人 とい えば,中 央 ユ ーラシアに遠 隔 地 貿 易の ネットワークを形 成 し,の ちにオルトク商 人として モ

ンゴル ・元 朝 宮 廷 とも結 び つく,い わゆるウイグル ・回 回商 人の 存在 が想 起 され よう(注26)。 シル

クロードの幹 線 ルートで ある河 西 回廊 に西 夏 が 進 出 したのは11世 紀 の ことである.そ のころには

既 に,ウ イグル商 人 による遠 隔 地 交易 が 河 西 回廊 を舞 台として活 発 に行 なわれてい た。彼 らの活

躍 の 舞 台 を支 配 下 におさめ た西 夏 がシルクロード貿 易 の利 益 を享 受 す るには,彼 らの ネットワーク

を破 壊 ・奪 取 す るの ではなく,活 用 せ ね ばならなか ったはず である.本 法 典 を制 定 した西 夏 政 府

が 彼 らを特 別視 してい るのは,ウ イグル ・ムスリム商 入 によるシルクロード貿易 ネットワークを維 持 せ

んとす る意 図 が あったからなのではなかろうか.

注26・ オルトク商 人につ いては[森 安1997a][森 安1997b]参 照.
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最後に,原 典の実見調査で多大なる便宜を図ってくださったロシア科学アカデミー東方学研究

所サンクト=ペテルブルク支部の方々,ならびに東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

助手の荒川慎太郎氏に厚く御礼を申し上げる.

略号 ・文献目録

略 号(五 十音 順)
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中訳=史 金 波 ・聶 鴻音 ・自濱 訳注2000
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『天盛旧改新定禁令』録文

① 本 稿 で扱 った 『天盛 旧 改新 定禁 令 』 巻18「 他 国 との売 買 門 」,及 び巻7

「勅 命 で禁 ずる門」 第440条 ～第443条 の,筆 者 がロシァ科 学 アカデ ミー

東 方 学研 究 所 サ ンクト=ペ テルブルク支 部 での実 見調 査 に基 づ いて作 成 した

録 文 を,本 稿 での 紹介 順 に次 ペ ージ以 降 に掲 載 する.

② 各 行 の字 数 は,原 典 に則 している.た だし 空格 表 現 のある箇 所 には一 字分

の空 白を設 けた.

③ 各 条 文 の標 題 の録 文 は,条 文番 号 の右 横 に並 べ た.

④ 録 文 の下 線 と丸 数 字,及 びアルファベ ット記号 は,本 文 訳 註 内 の註 番 号 ・アル

ファベット記 号 と対 応 している.

⑤ 欠 損 のため判 読が できない字 は□ で示 し,文 脈 等 で推 定 が可 能 な字 は,推 定

される文 字 を□ 内 に記 した.

⑥ 西 夏 文 字 の字 形 は,原 則 として 『夏 漢 』 の字 形 に従 っている.文 中の誤 字 と

思 われる文 字 は,正 字 に改 め た.
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芳婦 爻履 黐 弄參弗 魏 旻1支爾説 齔編 叢11死鞍 龜 血
　 　 　

鞍 蓚 剤支劣1芭靴 禰 該 鞁 蘇係更洗覦 徽 庇 瑠 夛侵銑
　 　 　

覦 才灸乏記轍 刻芟岌顴 死覦 形 灸1汽夏/鍛 飯 蔽 疋厦蘊

尋死再 婦 彡1乱娠 彡孝乞黼 刻互糖 夜芭髴II參巳鋭 荒1支 労彡
⑦

薦 扱貌嬉薦癌 蘢瓶 陀蓊綛肅 窈吻 矯娩覦

膏死形旒 姦濡 ・隴魏 働 贏 赦嬉誘気儒 職麓 魏 徽
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後 散i碆駸毓 無 春匕訟

第132・条 刻爻妝靴 醗 数 銑 轍 花鞭 鞭

敢 蔽随綿 鞍 了蓚薙擺 緞 紮詫牧 乏記靴 統 鞍 鵜 萩
①

麦庇蕊妥墜需廴祥姻も繭匕丿後基些筱.纛 敗諺更巒皮魏女反
②

繼 訊 乏齔ノ叛着鞍 矛乏葺灸」純語詫蚤語磁 胤 侃駁

隻身吼嬬瀬 鯑鬢支赦 眩 眺 希乳鞍 毒巳隻牙厳 …蔵蕪

婦 叢蘚 数 散 茹数言見徽 孫 鍛1臨亥反ノ痩照皮
　 　 　

1隲女{支妓 酸 詑 妝 屍 ノ覦錵 蔵 隻ゑ窺 覦 緩 凝爻琵

　

緬 看廴桜貌 牟廴翫 幣劉 鍍薪履 誌稲 廷呶詫雑銑
　

1}更乙航 殻匕齔 翫 妝 縦鷺 希詫鞴 黼 媛 覦 嬬 茲1

轍 鞭形 麦頂刻 鍍徽 敝蕾赦報 落藷爻撒 輹 競

1紀乏亢商絃 物・i威 彼 覦 嫁羅 亦龝蔽 鋤修 衆

□ 姉 鳬悔1訛器蔵 蝦 鍍鞍壟 爻詣尾祥落 彼
⑧
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囮 薩 歿 眦 絳 娩 褫 南首希勝 鞍 報 隻秀li影1着

蟄1亂 蕗[牝 茲 棄1蘇殺 細 巌 詑徹 髴爻亢暇季
⑨

娵 鞭無 抜観 更曼テ牝可死蕗解匕 刻爻蘊1妥莚 婁昆

儀 祝 綴豁編旅 氤鞍琵覦癬 啓イ希妝 故懸

錵 糒 舷需 建猟蔽繍 護 鞄叢箍 絳繍妝
(A)(B)⑩ ⑪

弄多修:訖栴詣尾舵 鵜 刻昇鞍 蘓

第132條 鮟 褫 蔽 複

敢 屍徽 輪 烈芟硫 茘彡悟敬 霰磁 ・陰鵜 勝 ・1死紳

田 緬 記髴墜 黻 輾晦鞁 物、1彫赫 娠
　

1降市昆襠 羅 怪 言る鑰 怪 乏撤1着証 無 磁 才%・服

緞 敏 魏 終 霰 巍糺 簫薇、祠〕薤:妝 惰 熊 碆
　

昂寸廴輹緬 姦.鵜霞 ヲ牝祝 粛而4乙蜘 羨 荒 徐貎

鵜 瘤、娠 妝 妝 舜 形
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第1322条 舌婦 ・[矯散 翫 ξ

淑 縦 ノ獲才耳鞍 再 飜、覈 蔽 黼 茘 訖矛匙 麩 誕 斎

横 譫 数誰麺 列支引矛妓 龕 妓 昇受 嬢 希乳柵 岌

.麺皀匳診臨縮 孀 竜 栴 葡1料 旻庭畿 該 ノ侵矯 畜
　

冖牝彡託翻i薦 妣 打統 航 ラ褻彡死翻磁:彪龍餓 桜
　

級 蔽 絃 該 詣蔽ll折皴 看級 器璽 亘 寥匕
③

〈鞍翅鐙 鑄勲 無旻箕敢

第・323条 鰻 硫 覦靴 瓶 妝

敢蔽/彡遜播 鞍 雇蕊 叢 屍1駝遮 報 鮮 覈 耗
　

鞍鵜 才妓詑疏徽 娩 飜覦鞍 靴首旻し済牧妓

露 蝦 魚 租哲 妝緇鯱雄 馥壟 牽麦輾 姦
　

藪 彰乙着旃 歿 徽 屍巍緇 爺 昂1謂粥 悦 昜
③

驍 耆 妝 莚 絞憾 鶲 蔽 嗣 嗣 芽廴綿 薐.・1芝粥
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祝 履 履 糾 卿 婦 夛縮 鍍繍 夜覆 履 幣 破

誓灸癇1丿孩煮考看灸隻耄1降省廴箱麦匕鴕和1斷 詼尾.請南匕

訓筋 荒 躯 磁 女綱1六イ、聞 ㈱ 飆 傑

/魏 嘯 幣 儲 乙鮫鞍 着藪茹諞 禧補 姦
可

/汽峰 福纐 亥顛訓碯黼.斐】姉 匕葡 牝

第1324条 蚯 亟.幇 廻 磁 畷
　 　

糎1織 妥妾絣 破 群 繍 も表匕昂1黻靴 綿覆
　

茹儒 廻轍 脈 疵紬 鮫編 碑 更灸瓶

鰰 檎1訖 刻鯑 終 測 啓己返亟殱筮
④ ⑤

級 歛 轍 寿愛吾黼 ・多繍 斷}1孔茹享徽 泌
⑥ ⑦(A)(B)(C)(D)(E)(F)⑧

圓 駿鎌 繍 しヲ虱魏 畷 斉轍 落

第1325条 繼 孺讒 報 賭 撤夏耗

敖 屍 蘇 妬竜 很 飜 鞍 鵜 姑嫌 痴 儀 観妓罐:謂
①
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姦匕髱1嬶匕茹 丈覆痞 劾支丈牧妄更彡才ゑ殿敏後翅

茹匕祝 織 嬢乞護1媛 茹更綬:酸 寵 受艮刻爻鶏

磁 剰託施 詈臨妝 盤 鍍il各乙報 灸吾娠改雛
　

刻支蝦 歳良蔽猟隻馴肇嬢 酸 気あ嬬1蔑後

酸 弟皮刻存妝 燕 鰭 燐 酸1蓚刻廷媚媛托褫 嶝

糀 夛臨柵歛 劾巳移労反姦 桜云長昆硴 兢 擾期芝

鴨□ 傭/婦 栴 妝繍 尋灸淑 叢 後 婦締1耗
③

(後欠)

第1326条 牙轍 籠 籍 夙乏雛

(雲文全欠)

第449条 読 飜 轍 孥

骸翩乱越 厭該乖轍希詫援鵜鞁 鐙 餠骸
　

蕨匕妝 慨 窮 炙肩鍍 微 厳 叢 手灸耄1交夏刻 史
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鵜 蕗靴

(第 一 項)

粁 娠骸豌磁妝 慨磁干1亥旒疼籔 隣繼
①

□ 徽 骸読 圃 嫩 鋒越 瘉 徽 姦1級ll死褫 語
②

靴 叢 鞍娩 畷 弄i窈噺 齢%亮 鍛 桜 才豸・誨

酸 耨孫 殻般 栴 観 鰭 支芝鑷瀧1修己%絳 妓 駁

(第 二 項)

才落娠/散 該 刻儲 ほ 赧 薺・le匸i]KS厳驫 腸 毳 蔽 級、
　

干1乏黼才女吼羅魏 畷 孵 蔽配 あ4存魏 匙 亟
　 　 　

吾蔓蕭嬬 魏 訖 駸 鎌 暇劉受姦 艨衡 廾峯
⑤

(第三項)

勝鍜筮麩 該芳商 囹羊ど薤魏4友/髭翻扱読
　

飜翫俄級授 慨姦茘 履姉矩 誕 踏扱
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・亂鷸綴 耄・隆説徽 糂 彡嚇 畿 徽 鋒簸
②

薮 飜 娩受支匕耨 慨 蔽 旃惚 微灸硴 蘊磁 娩 銑
　

1隴轉11死夛臨季皮 葫・吼 眦 娠 菱髭鵜%破 言隆

妝 姐 弄參

蔀俛 報イ蔓 繍 乞 鶉 筮塾
④

舜醗 殿鰍 艮 、藕 薙 簸鰰 嫌
　 　

鏤燕旭鰯 勸1
　

榔 轜 託整 麺拠 裾 籟 処

観1融 該謝乞乱 髪

(第 四 項)

編1般 廼 孫 妝 吼 婢 籾 毳 翼途殺 訓亢僉 掻筱 物・

趨碕 物・媛 徹 後 酸 裾 微 帳炙皮妝鞁 跛

婚孫
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(第五 項)

赫 熊 覈 丿1重諞 徽 栴 妝 蓚4皮 覈娘 碕 鑛 夛耳

扱 潛 丿姦i埖縮 蔵、鯤 爻扱リ彡耳郎癬 語 扱
　 　

再綴 纉 路 蔽 扱 斉弩孩 葮1疲1解乏茹芝路

干1亥黼 綬 餌 妝1死[}死羅 論 冖牝後 粉 裾

敗 薇 訓六疵 栃 蝦 徽 筱 円鬘裾 器 幅 媛 畿

級 鮫 餅 幣 別汽璃 あ艇 璃・耨 再耋晦 荊芟瓶

茄 初 猟 矧巳縦1既 診既存 弁詫・蔵 鯤 麺.破ノ須
③

鞁 語扱 蓚嫡 嬬 徽綴栴 艇 蕘妣孫2丿烈肩
(A)(B)

.e既綬 霰 馥 頭 署女徽 旅 洛琢昇!i乏踊爻丿痩藷
く　　 の 　 　

鞍 啓II粍乏流緬 飜 藏 謬再吾灸髴干1灸鞴 鍍 彰死

茲 粉1甌該 砒 鍍緬鞍 妣 才麦刻蒔ヲ言寝

僕 幣穐 誘暖語 再登鎌 該 履 驚栴 葡之擁
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旻艮#灸谿 弄多

(第六項)

覇・販 蔵 須尾麺 波 腫 骸瘤 矛気孫矧壟 蔽 昂楕茄它
　

縮 蔽 矛爻硫 統茄図昆繍 館 更旻般肴干媛茅芝読

肴艮骸 季皮/殴勤 刻亥妓 畷 託 窈 薮誕方昆李死1厩
⑫

濡 ε臨麦隣耋僻訂斈鶏 粨1修乙1嬬夜盍爻駁反死疑託靉

青旻匕矛気孫 ・斧粥 流 汽芟裾 誘誕 簸 簸 耳參1テ多

俵 蘿 窺 繭之嫌 禍 覦 瓦 斉ヲ媚 蔽 飯 斉夜亙

1莖i}髭敏 畝 憾 輸妝、妨歸 豸覦 厩刻変 縵 済
③

綬 厩}亂 夛鷆藷 靴

(第 七 項)

編・」ぞ風 妥蘯孫矛支配弟舗婦 茶矛胤 驀 饕 破 受侃茹匕胤
① ③ ④

鴪誤蔓麹 巌媛冒茹鍍葡麺牝級翅と彬数
② ⑤(A)(B)(C)(D)(E)(F)⑥(A)(B)(C)(D)
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(第入項)

變 覆巳矯 モ死妻1鰭而牝孔綟 茹盲昆
(E)(F)(G)(H)⑦(A)(B)(C)(D>(E)(F)⑧ ⑨

鐘 翫 訖 擺 編 褫 機 茹1吼簫1幾 霰繍 垂帯
　 　

詭 媛 路教 厩麦1類爻徽孟吾瞬1廴更鬮 灸

殻/覆幣 履潜厳 糀 弟編 統 受鶺好 媛1穫

繍 鎌 按徽需1庇轍1鍍 毎灸i嬬鮫 房 盃枚修乙
　

吾零流 詣糀 厳妝 鞍 蕭 媼 級龕 樗 器房

魏 鵡物 炙反滌 教 鶏 誘 輪更艮兪矯 媛 鏃

物妬 敢鋭 鮫1琵磁、齢塲矮 谿 弄各帳 妍

虱廴緇 勝 歳 聯 姉 磁塲 魏 孫数 姦粉 服

臨 屍磁 誘房 彼 彡吾廾參

物・旻艮干1灸旒 鎖 路 教 厩炙1支莚嬢乞耨 薩 椛 骸
　

莚1訛厳 .訛殿己幣 駮 赧 類 夛昇妝 幌 而fit
②
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(第九項).

繖 端旻反嶄 好 徽 該 旻斷召匕莚イ言乙騫微磁

莚鷸 簸観 難 肄匕祝 藷靴 鰒 旻萎彡暑販

教 瓦 薇 霞 筅訛 旻妃/編承い!髪膨靴簷Il紀搬

鞁 姦1妾匕繭嬲 、蝦 ケ妓儲 弓鍍 巍瀦磁己編

誉乙履 敗 設旻夏磁 麦更蕎乏鬣愾龝 旻1劾肖右纛
　

薦稀 霰継钁 鞍 紡・慨婦 須乙案1託疉
④

粥 茹灸数 織 骸 爻厦蕩 隻屠鞁 斉炙爻1馳嬬樵 畷
⑥ ⑦ ⑤

筱 告麦蒻煮姉 灸黠 緞 兪 喜耄誰熊 癖 詬喜玩

編,刻嫺 隻徽 靴 縦 兪 吾考打希憮 梯 蝦 言匿鞁
⑧

娥 褫 最 頭弄參

覇・更夙徽 茹し霰鋳 甘孔嬢 酸 繍嫺 姉 氈櫛 庭 鞁
①

鎚 路妝 侃 傷攷し殺 徽煮旻匕繖 菱吉簸 姐黼
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耕 耗 欟 輹 鵜 旻厦莚、彡齔瀦匕敗色誘 級拐1死

姐 挿籀毛飯 艇 耕 粥 丿覆稲イ希漁一鵜 舵 儀
　

鵜 誰 訛 簸 莚石能蓄彡褊 灸し巍#爻 ・i形飜 簸

銑 祝 葡 尋匕

(第十項)

編・旻夙 纉 講妝 侃 敢 徽 ・1竹匕轍 ・}參乙駁 鍍 則芝莚勇首乙

規 薀 編 覯 ・耽匱1]黼巍 流 鮨 煢炙矯 鵜 梅

瓶 雛 慨 鵜 圜 圃
①

(第 十 一 項)

囲鬮 鎖 塀鞍 厩稀荊睇磁 巖 蔽鼇娩 塾

整」一 簸繍黴
　

嫡 路 痛麦蔽 笠禳 舫 誨 暖 褥 尋厳 臨亟並辷

蔽 礁 靴 耗編 娠 彳更微尾夛1}盲筋 才之嬬 舵 診臨
②
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i羊看托拜己議補爻馳跏女婦ヒ孟 誰 診[1A睇孝更肩莠鬢乏

剰耋微尾塾牙ξh季

(第 十 二項)

%1炙皮 隻蔓夛昇才女・吼 議楕喉 箇它希再爺參茘 訴再訓亢犇く

栃乙`教弟再労秀鹿 咳琴孫匕弄參孝皮箪吾豪 着多爻肩り妣

詼尾諮 臼孔昇它あ拓黠 則昇競 ・π希夛1游労各刻之該、蓚

弟吾更耗詳 薮i¢賄筋 興交姻系蔽 捧気誘 再夜疾殺 彡航

再話彳亢嘉蓼爻威吉炙豺芝爻覆耆參瘤・‡桜祥 彳亢1橇,説之

久1爻詼臣隻2命争

(第十 三 項)

穿労1旻艮 受逐 多君扱 可i託姦手メ落・徳 有芟鳬1更裾 桑女右更物・

宣慈%支1【鏡如手%支灸呑尋夜薙辷彡破ll牝孝嬉 皮己年皮爻爻し

髪愛該.3勝 黹灸亥`手谿 昂廴穿灸・!帯弄弓缶吾更詫葬 豪
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1犀乙嘱1臨 診皮 殿 爻爻L斐ヲ}齔 趣 肅匕毓 胤Il死 彡臨

①

諮 吼

第44條 骸ノ巍縦 聯 刻 補

瓶 屍 徽 刊支旒 覦 鞍 癜L徹干詑暇 希託改 説ll斉労多4Ml

編 刻 鍍省乏斉夜眼 可鋭 兪 仇 娩 鰭皮被1屠巳航

儀 灸礼臨 昆芽勇・鞭 鰍 婚砺し猟 旄 罪津物・乏艮斉炙
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はじめに

われ われ 「シルクロードと世 界 史 」 班 は,本COEプ ログラムにお ける主 要な研 究 目標 として,

・陸 と海 のシルクロー ド関係 史 料 の収 集 ・公 開 ・分析 と,多 言語 史 料 ・映像 資 料 を統 合 した

新 しい 「世 界 史 」 研 究 法 の構 築

・上 記 の研 究を中核 とした最 新 の歴 史学 による
,高 校 世 界 史教 育を刷 新 す る方法 の 開発 ・

実践

の2つ を掲 げ ている.そ して,後 者 の研 究 目標 にもとつ い て,大 学 の研 究 現 場 と高 校 の教 育現

場 の連 携 ・・対 話 の場 という,ま さに 「インター フェイス」 の場 を創 出すべ く,初 年 度 の2002年 冬

より全 国 の高 等 学 校 世 界 史教 員 を対 象 とす る研 修 会 を企 画 し,2年 度 目にあた る2003年 夏,

そ れを実 行 に移 した.

以 下 に,そ の研 修 会 の 内 容 とそ こか ら得 られ た成 果,お よび今 後 の研 究 プロジェクトの課 題 と

してみえてきた問 題 点 などを報 告す る.

1.開 催 の 趣 旨

文 部科 学 省 が 推 進 す る21世 紀COEプ ロジェクトとして 採 択 され た,大 阪 大 学 大 学 院 文学

研 究 科 ・文 学 部 を主体 とする 「インターフェイスの 人文 学 」 におい て,わ れ われ は 「シルクロード

と世 界 史 」 班 としてそ の一 翼 を担 っている.そ して,そ の活 動 の一 環 として,2003年8月,全 国

高 等 学 校 世界 史教 員 研 修会 を開催 した.

現 在,わ が 国の 経 済 ・外 交 が大 きな岐 路 に立 っていることはマスコミを通 じて周 知 のとおりであ

る.し か し,昨 今 のさまざまな出来 事 をみ ていると,政 治 ・経 済 ・外 交 面 で 日本 を率 いるリーダー

た ち,な らび にアジア ・アフリカ ・オセ アニア諸 国 など海 外 の現 場 で活 躍 す る外 交 官 やODA経

済 援 助 のスタッフたちに,あ まりにも欧 米 中心 的な見 方 が 浸 透 して いるた めに生 じた摩 擦 や不 都

合 が 目につ く。某 衆 議 院議 員 と外 務 省 との 疑 惑 に典 型 的 に現 れ たようなアジア ・アフリカ外 交 の

脆 弱 さは,氷 山の 一 角 にしかす ぎない、そ の責 任 の 一 端 が,明 治 以 来 の日本 を支 えてきた 西 欧

近 代 主 義 と,そ れに依 拠 す る現 在 の 高校 世 界 史教 科 書 にあることは否 めない.現 在 の世界 史教

科 書 は,西 洋 史 と東 洋 史 の寄 せ 集 めで,し かも東 洋 史 は中国 中心 であ り,「シルクロード」 という

名 称 によって代 表 される東 洋 と西 洋 の 問の世 界(草 原 ・オアシス世 界 と海 洋 世 界)を 脱 落 させ
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てきた.ま た,歴 史 はともす れ ば暗 記 科 目として扱 われ,そ の背 景 にある歴 史 の 流 れ につ いて思

考 す ることを求 めてこなかった.高 級 官僚 ・外 交 官の ようなエリー トのみならず,海 外 経 済 援 助 や

NGOの 場,あ るいは商 社 などで働 く者 にとって,現 地 の歴 史と世界 史 全 体 の大 きな流 れとを把握

してお くことは必 須 の要 件 であるにもか かわ らず,現 状 で は理科 系 はもとより,文 科 系 でも法 学 部 ・

経 済 学 部 ・外 国 語 学 部 や 国際 系 学 部 の出 身者 の 大 多 数 の世 界 史 認 識 は,受 験 世 界 史の レベ

ルで終 わっているといっても過 言 で はない。そ のために上 記 の ような不 都 合 が生 じ,場 合 によって

は国益 さえ損 なって いる.こ のような状 況 が おそ らく今 後 も続 いてい くであろうことを考 えるとき,お

お もとの 高校 世 界 史 教 育 を見 直 すことこそが肝 要 であるといえよう.

具 体 的に,本 年 度の 大 阪 大学 文学 部 の入 試 問題 とその答 案 を例 にとって説 明 しよう.問 題 は,

インドシナ半 島におい て,19世 紀 初 頭 に成 立 して いた3つ の 王 朝 名 と,現 在 の5力 国 名,そ し

て両 者 の関 係 を答 えさせ るもの であり,植 民 地 のことは一 言 も聞い ていない.出 題 の意 図 か らす

れ ば,主 語 は当 然,ベ トナム ・タイ ・ミャンマー(ビ ルマ)・ カンボジア ・ラオスの5力 国,お よび阮

朝 ・バ ンコク(チ ャクリ)朝 ・コンバウン朝 の3つ でなくてはならない.し か るに受 験 生 の答 案 に

は,出 題 者 の意 図 に対 応 す るもの が半 分 ほどはあった反 面,フ ランスとイギリスを主 語 にする答 案

が3～4割 はあった.そ して,そ の答 え方 は判 で押 したようにほぼ 同じで,フ ランスはピニョーを送

り込 んで阮 福 映 を助 けて 国造 りをさせ た(こ れ は事 実 に反 し,西 欧 側 の拡 大解 釈)こ とによって,

そ の後 ベトナム ・カンボジアを保 護 国化 し,イギ リスはビルマを植 民 地 化 してインド帝 国 に組 み込 み,

中 間 のタイだ けが英 仏 の緩 衝 地 帯 となったお かげ で独 立 を維 持 できた,と いうもの である.こ れは

現 在 の 高校 教 育 の実 態(も ちろん責 任 の大 部分 は西 欧 か らの目で 記述 している教 科 書 にあり)

を反 映 しているものと思 われる。

「近 代 歴 史 学 」 の主 流 をなしてきた近 代 主 義 と西 欧(と きに欧 米)中 心 主 義,東 アジアにおけ

る中華 主 義 など 「勝 者 」 や 「中央 」 の歴 史の 陰 では,か つ て華 々しい活 躍をみせ た遊 牧 騎 馬

民 族 が 野 蛮 人 ない し非 文化 人の代 名 詞 にさえなり,海 洋 民 や 商 人 は歴 史の 脇役 として軽 視 され

るような,多 くの不 公 平 がまか り通 ってきた.し か し,「勝 者 」 や 「中央 」 の歴 史 を支 えてきたとこ

ろの 「個 」,た とえば 国民 国家 か ら出発 す る単 線 的発 展 の歴 史 はすで に過 去 のもの である.最 新

の歴 史 学 は,多 くの文 化 や力 が 「インターフェイス(境 界 ・接 点)」 の場(歴 史 空 間)に おいて

交 錯 し生 成 ・発 展 ・消 滅 を繰 り返 す歴 史,ネ ットワーク ・情 報 などの歴 史 に注 目し,た とえば 「近

代 」 や 「国民 国家 」 がい かにして 厂結 果 的 に」 成 立 したかを問い 直 している.そ こで は遊 牧 民

や 海洋 民,そ して商 人 たちが歴 史 の主 役 となる.
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もちろん,つ い最 近 の高 校 世 界 史 教 科 書 には新 しい学 問動 向を反 映した ものが 登 場 しており,

従 来 大 きなシェアを占めていた教 科 書 でも内容 に補 訂 が加 えられつつ ある.ま た,高 校 世 界 史 教

員 の中 にも新 しい学 問 動 向 を積 極 的 に取 り入 れている人 達 が いることも承 知 している.し かしなが

ら,ま だその ような流 れ は細 い もの である..この 流 れ を太 くし,確 か な史 実 にもとつ いた公 平 な世

界 史 認識 を高校 世 界 史教 育界 全 体 の潮 流 としていくための小 さな一歩 として,わ れ われはこのプ

ロジェクトを企 画 した.

われわれ が めざす 世 界 史 再構 築の 立 場 は,西 欧 中心 でも中華 主 義 でもない.ま た,そ の 反対

に,ア ジア中心 主 義 でも民族 主義 でも偏 狭 な愛 国 主義 で もなく,もちろん唯 物 史 観 や 自虐 史 観 で

もない.歴 史 の見 方 は常 に多 様 であり,ど れ か 一 方 に偏 ることは許されない.わ れ われが 目指 す

それ は,あ えて言えば,堅 実 なfact-findingを 中心 とす る実 証 主義 であ る,善 悪 の判 断や価 値

観 は立場 が 違 えば簡 単 に逆 転 す るもので ある.し か し 「歴 史 は物 語 」 で あって 十 人十 色 の解 釈

が可 能 であるとす るmodestな 学 問 的良 識 を逆 手 に取 って,歴 史 記 述 は小 説 家 や漫 画 家 が勝

手 に創 造(想 像)し てよい お話 だとす る風 潮 には釘 を刺 しておく.わ れ われ はあくまで史 料 にもと

つ く事 実 の把 握 に基 礎 を置 き,一 部 で はなく全 体 を捉 えるべ く,多 様 な見 方 の 間を往 復 しなが ら,

歴 史認 識 を深 めていくという姿 勢 を堅 持 していきたい。

われわれ は,研 究 者 と教 育 現 場 を結 ぶ者 の層 の薄 さが,日 本 の歴 史教 育 の 最大 の 弱 点と考え

ている.高 校 の世 界 史 教 員 は,一 部 には研 究 の最 前線 にたっている人 達 もい るが,多 くは学 問 の

プロと一 般 知 識 人 との問 に立つ 重 要 な役 割 を担 った高 度 職 業 人 と認 識 している.実 証 的に研 究

している若 手 の専 門研 究 者 より,個 別 に発 見 され た事 実 を大 きな世界 史 に結 び 付 ける視 点 が 芽

生 える可 能性 は,高 校 教 員 の方 がむ しろ大きいとさえ考 えている.今 や ドイツ文 学 者 でさえ世 界 史

の中 の日本 史 が書 ける時代 であり,ア メリカのアフガニス タン・イラク攻 撃 の歴 史 的評 価 は,将 来

の検 定 によるの ではなく,もっと自由 であっていい はずで ある.そ のため には,高 校 教 員 の奮 起 が

いっそう望 まれるところであ ると考 える.

以上 のような趣 旨の もと,わ れ われ 「シルクロードと世 界 史」 班 は,高 校 世界 史教 育 の 現 状 を

少 しでも変 える力 となるべ く,大 学 での歴 史研 究 と高 校 での教 育 現場 のまさに 「インターフェイス」

の場 として,今 回 の研 修 会 を企 画 ・開催 した.日 本 で初 め ての試 み としては大 成 功 であったと言

えるであろう.
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皿.日 程および参加教員

本 研 修 会 は,2003年8月5日(火)か ら7日(木)に かけて,大 阪大 学 附属 図 書館 本館

の 図書 館 ホールを会 場 とし,北 は岩 手 県 か ら南 は福 岡県 までの 高校 世界 史教 員72名 の 参 加 を

得 て開 催 され た,そ の具 体 的 なプログラムと参 加 教 員 は,下 記 の とおりである.

1.研 修 会 の 日程

〈8月5日(火)>

12:20-12:30

12:30-13:10

(休 憩)

13:20-14:55

(休 憩)

15:10-16:45

16:45-16:50

〈8月6日(水)>

9:10-10:00

(休 憩)

10:10-11:50

(昼 食 休 憩)

13:10-14:50

森安孝夫(大 阪大学大学院文学研究科教授)

挨拶,事 務的報告

桃木至朗(大 阪大学大学院文学研究科教授)

講義:現 代世界とあたらしい歴史学 ・歴史教育

森安 孝 夫

講 義:世 界 史 上 にお ける中央 ユ ーラシアの 意義

一早 す ぎた征 服 王 朝としての安 史の 乱 一

川北 稔(大 阪 大 学 大 学 院文 学 研 究 科 教授)

講 義:ヨ ーロッパとアジア

ー近 代 世 界 史 のパ ースペクティヴー

自由質 問表 の配 布 ・記 入(翌 日回答)

質 問 へ の 回答 フリートーキング

桃 木 至朗

講 義:東 南 アジア史 の枠 組 みを教 える方 法

山内晋 次(大 阪 大 学 大 学 院文 学 研 究 科COE特 任 教 員)

講 義:遣 唐 使 途 絶後 の日本 とアジア

ー9～13世 紀 のヒト・モノの交 流 一

(休憩)
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15:05-16:45

16:45-16:50

18:00-20:00

杉 山清 彦(日 本 学 術 振 興 会 特 別研 究 員)

講 義:清 帝 国と海 域 アジァ ・内 陸アジァ

ー世 界 史 上 の16～18世 紀 一

自由 質 問 表 の配布 ・記入(翌 日回 答)

懇 親 会

〈8月7EI(木)>

9:10-10:00

(休 憩)

10:10-11:50

(昼 食 休 憩)

13:00-14:40

(休 憩)

14:50-16:20

質 問へ の 回答,フ リートーキング

荒川正晴(大 阪大学大学院文学研究科教授)

講義:シ ルクロード上のソグド人

白須浄眞(比 治山大学非常勤講師)

講義:新 しい世界史教育の創造をめざして

全体討論

2.参 加 教 員一 覧

山本 賢(岩 手 ・岩谷 堂高等学校)

宮武志郎(東 京 ・普 連土学園高等学校)

小林 岳(東 京 ・早稲 田大 学高等学 院)

日下部公 昭(東 京 ・筑波大学 附属 高等学校)

大石基樹

小林共明

石橋 功

松木謙一

岡田 健

早川英昭

澤野 理

佐藤雅信

堀部宏人

(埼玉 ・狭 山経済高等学校)

(埼玉 ・上尾 橘高等学校)

(神奈川 ・県 立外 語短期大学 附属

高等学校)

(神奈川 ・柏 陽高等学校)

(神奈川 ・新栄高等 学校)

(神奈 川 ・大船 高等学校)

(神奈川 ・新 城高等学校)

(神奈川 ・寒 川高等学校)

(神奈 川 ・大 清水 高等学校)

古 川寛紀(神 奈川 ・上郷高等 学校)

大 久保 敏朗(神 奈 川 ・厚 木高等学校)

小 川幸 司(長 野 ・松本深志高等 学校)

寺 田公一(長 野 ・長野高等学校)

磯谷正 行(愛 知 ・愛知県 総合 教育センター)

久住 弘行(愛 知 ・岡崎高等学校)

神谷康 夫(愛 知 ・刈谷 高等学校)

稲 沢 透(富 山 ・富 山中部高等学校)

石 尾和 彦(石 川 ・金沢大学 附属高等学校)

山田美 由紀(福 井 ・内浦中学校)

谷 口康治(福 井 ・藤島高等学校)

光 明祐 寛(滋 賀 ・虎姫 高等学校)

後藤 誠司(京 都 ・紫野高等学校)

堀江嘉 明(京 都 ・加悦谷 高等学校)
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藤 田雅之(京 都 ・鳥羽高等学校)

高 田法彦(京 都 ・京都教育大学附属高等学校)

毛戸祐 司(京 都 ・八 幡高等学校)

印牧定彦(京 都 ・堀 川高等学校)

松 田 宏(京 都 ・網野 高等学校)

川口敬 二(京 都 ・農芸高等学校)

加藤貴也(京 都 ・莵 道高等学校)

山内敏輝(京 都 ・塔南 高等学校)

若松 宏英(大 阪 ・登 美丘高等学校)

山本 清之(大 阪 ・此花 総合 高等学校)

田中愛子(大 阪 ・此花総合高等学校)

佐 々木利昌(大 阪 ・大阪教育 大学附属高等

学校 池田校 舎)

笹川裕 史(大 阪 ・大 阪教 育大学附属 高等 学

校 天王寺 校舎)

西 岡浩美(大 阪 ・八尾 高等 学校)

小代 肇子(大 阪 ・八尾 高等学校)

佐藤 光友(大 阪 ・明星 高等学校)

木ノ本 豊(大 阪 ・明星 高等学校)

小川 総(大 阪 ・大阪教育 大学附属 高等 学

校平野校 舎)

浅 田泰央(大 阪 ・清水谷高等 学校)

大畑 正弘(大 阪 ・高津 高等 学校)

北村 素子(大 阪 ・清水谷 高等学校)

金 田修 治(大 阪 ・東淀川高等学校)
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皿.講 義 ・質疑応答および全体討論の概要

3日 間の研修会においては,まず,講 師7人 による各自の専門分野を中心とする講義とそれに

対する質疑応答が行われた.そ して全講義の終了後,講 義内容以外のさまざまな問題も含めた

総合討論が行われた.そ の極要は,以 下のとおりである.

1.講 義 ・質 疑 応 答 の 概 要

〈8月5日 〉

◇ 桃 木 至 朗 「現 代 世 界 とあたらしい歴 史 学 ・歴 史 教 育 」

[講 義概 要]

全 体 の導 入 に当たるこの講 義で は,現 代 世 界 の動 向 を(1)「 近 代 」 の相 対 化 と多 様 化,(2)

民族 ・国家(国 民 国 家)と いうまとまりの相 対 化,(3)グ ローバル化 と 「地域 」 の浮 沈,の3点

に分 けて簡 単 にまとめた上 で,こ の動 向に対 して近 年 の歴 史学 が なにを考 え,な にを研 究 してい

るかを説 明 し,最 後 にそ の内 容 の なにをどの程 度 高校 歴 史教 育 に反 映させ るべ きか につい ての

主催 者 側 の狙 いを,中 国を中心 とす る冊 封体 制 の例 をあげなが ら説 明した.

近 年 の歴 史学 の紹 介 は,学 問の多 様 化 を反 映 してい ろいろなまとめ 方 があ りうるが,こ の講 義

で は,既 存 の諸 学 問 の境 界 が 揺 れ 動 き,相 互 乗 り入 れが 進 んでいる状 況,オ ー ラルヒストリーや

フィールドワークの普 及 により,歴 史 学が 書 斎 の学 問 とは 限らなくなってい る状 況(歴 史学 者 が 応

用 人 文 学 者 として国 際 交流 の 現場 で活躍 しうる状 況)な どの一 般 的傾 向にふ れたのち,今 回 の

セミナーと大 阪大 学 での歴i史研 究 の特 徴 に合 わせ て,(1)近 代 化=グ ローバル化 の光 と陰の,よ

りトータルな理 解 の ための近 代 世 界 システム論(2)ア ジア停 滞 論 と 「オリエンタリズム」 の克服

をめざす アジア史 のあ らたな試 みの2点 を取 り上 げ た.と りわけ(2)に つ いては,イ スラーム史 な

ど文 明(文 化 圏)の 歴 史の刷 新,中 央 ユーラシアなど文 明 区分 と違 った地 域 世 界 の検 出,ア ジ

ァ問貿 易 など地域 をこえる広 域 ネットワークへ の注 目,といった代 表 的 な動 きを紹 介 した.そ の後 に

(3)冷 戦 後 を理 解 できる現 代 史,(4)ミ クロヒストリーに代 表 される社 会 ・生 活 と環境 の歴 史 の多

元 化,(5)主 観 の世 界へ の踏 み込 み,(6)権 力 ・支 配 の内在 化 と新 しい 国家 論,な どにも簡 単

にふれ た.

最 後 に扱 った,な にをどう教 えるかの 問題 で は,上 記の 新 しい内 容 を取 り入 れるた めに既 存事

項 のスクラップが不 可 避 で あること,新 しい 内 容 はつまみ食 いで はかえって混 乱 をおこす ので,体

系 的 に整理 して教 える必 要が あることを指 摘 したうえで,今 回 の多 くのセミナーに関連 す る冊 封体
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制を整理した講義事項と,講義者に必要な背景知識を提示した。整理に当たっては,従 来混在

したままで無神経に放置されてきた,西 洋中心,中 華中心などさまざまな視点を整理し,場 合に

よっては新しい視点を選択する必要性を強調した.

◇ 森 安 孝 夫 「世 界 史 上 における中 央 ユ ーラシア の意 義

一早 すぎた征服 王 朝 としての安 史 の乱 一 」

[講 義概 要]

アナール学 派 の総 帥 だったフランスのブ ローデ ルは,ヨ ーロッパ の敵 であ りなが らヨーロッパ 形

成 に重 大 な影 響 を与 えたイスラム世 界 につい てはピレンヌについ で かなり正 当 な評価 をしてい る

が(マ ホメットなくしてシャルルマ ーニュなし),彼 がリセの学 生 のた めに書 い た世界 史教 科 書 を見

ると,そ の 申央 アジア史につ いての理 解 は,実 に惨 憺 たるもので ある.第 一 に,近 代 以 前 の世 界

史 を動 か す原 動 力 となってきた 中央 アジアの遊 牧騎 馬 民 族 東 西 交 渉 の担 い手 で あったシルク

ロードの商 人 たち,そ して初 めて世 界 を1つ にまとめ,本 当 の意 味 での世 界 史 を登場 させ たモン

ゴルに対 して,正 しい認 識 をす るに至 っていない.簡 単 に言 えば,そ の程 度 は,日 本 の 明治 以 来

現 在 まで使 われ てきた大 多 数 の 中学 ・高 校 の教 科 書 と同じである(帝 国書 院の ものはや や例 外

的).明 治維 新 の 時 に西 洋 より輸 入 ・借 用 され た西 洋 中心 の万 国 史の 流 れをいまだ にひきずって

い る現在 の高校 の世 界 史教 科 書 だけを 「独 力 で」 読 んで,世 界 史が 分 かったという生 徒 はまず

1人 もいないであろう(教 師が優 れている場 合 の み例 外).そ れ は中央 ユ ーラシア(東 ヨーロッパ

+中 央アジア+モ ンゴリア+チ ベットの乾 燥 地 帯)の 歴 史をす っぽ りと落 としているた めであって,

そのため にいわゆる東 アジァ文 化 圏(東 北 アジア文 化 圏 ・東 南 アジア文化 圏 を含 む)・ 南 アジァ

文化 圏 ・西 アジア文 化 圏 ・地 中海 文化 圏 ・ヨーロッパ文 化 圏 相 互 の動 きが,ひ とつ なが りのものと

して有機 的に説 明され ていないか らであ る.ヨ ーロッパ 勢 力 が鉄 砲 と船 でもって世界 に乗 り出 して

くる近 代 以 前 の歴 史 において,中 央ユ ーラシアは,そ こにいる遊 牧 騎 馬 民族 の世 界 最 強 の軍 事

力 と,こ れら諸 文 化 圏 全 てを結 びつ ける地 理 的 条件 との両 方 の故 に,決 して無 視 できない どころ

か,そ れ抜 きの世 界 史 などありえない のである.

新 大 陸 が 視 野 にはい ってくる以 前 の 旧世 界 の歴 史 で はあるが,本 当 の意 味の 世 界 史 を構 想

す るには,遊 牧 騎 馬 民 族 が活 躍 した 中央 ユ ーラシア(特 に中央 アジア+モ ンゴリア)の 歴 史 を

除外 す るわけにはいか ない.逆 に言 えば,そ れ ができた,ま た はしようとした のは,遊 牧騎 馬民 族

の歴 史 を取 り込 んだ者 だけであ り,歴 史上,そ の最 初 の 人 は,モ ンゴル時 代 に 『集 史 』 を書 いた

あの有 名 なイラン人 宰 相 ラシード・ウッディー ンであ り,そ の 次 はなんと明 治以 降の 日本 人になって
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しまうのであ る,そ の 中の代 表 者 が,白 鳥 庫 吉 ・松 田 寿 男 ・江 上 波夫 ・宮 崎 市 定 ・榎 一 雄 ・岡

田英 弘 である。これらの先 学 はいず れも中央 アジア史 やモ ンゴル史 の研 究者,或 いは少 なくとも中

央 アジア史 に造 詣 の深 い学者 であった,最 近 マスコミでも売 り出し中の杉 山正 明 京都 大学 教 授 も,

当然 なが らこのような日本 の東 洋 史 学界 の 中で育 ってきたのであ り,突 然 あのような主張 が 出てき

たわ けで はない.杉 山教 授 とは長 く研 究 会 を一 緒 にやってきた仲 であり,モ ンゴル学 につ いて世 界

有 数 の見 識 をもつ 同氏 の説 は,私 が この20年 間,大 阪大 学 の 講 義 で言 ってきたところと基 本 的

に同じである.今 年3月 に出たば かりの 「江 上 波 夫先 生 と内 陸アジア研 究 」という文 章 の中で林 俊

雄 創価 大 学 教 授 は,岡 田英 弘 が江 上 波 美 の日本騎 馬 民 族 説 を 「完 全 なるファンタジー」 として切

り捨てたものの,岡 田の世界 史構 想 には江上 の影 響 が大 きい ことを指摘 し,さ らに次 のように言 う:

「中央 ユ ーラシアの 遊 牧 国家 の歴 史 を重 要 視 し,岡 田と同じく「ユ ーラシアの各 地 はモンゴ

ルによって,は じめ てひとつ のまとまった 『世 界 史 』 としての全 体 像 をもつ ことに」 なり,さらに

イスラームが 『世界 化 』 す るきっか けとなった」 と主 張 す る杉 山 正 明 の発 言 も江 上 に近 いと

言 えよう.た だし杉 山は,遊 牧 騎 馬 軍 団 の威 力 は認 めつ つも,「遊 牧 騎 馬民 族(国 家)」 と

いう 「民 族(国 家)」 が 本 当 にあったの かと疑 問 を投 げ か け,近 代 西 欧で作 られた概 念 を

導 入 す ることに懸 念 を示 し,遊 牧 民 だ けの 「国家 」 とい うのはなく,多 種 族 国 家[森 安 注:

農 耕 民 も都 市 民 も含 むという意味]で あったと主 張している.こ れ に対 し,や はり 「中央 ユ ー

ラシアより世 界 史 を見 る」 とい う立 場 に立 つ森 安 孝 夫 は,よ り大 胆 に,「 遊 牧 騎 馬 民 族 」 が

大 小 さまざまな段 階 の 「征 服 王 朝 」 を樹 立,あ るいは樹 立 しようとした 「長 期 波 動 」 として

ユ ーラシアの歴 史をとらえようとしてい る.」(『内陸 アジア史 研 究 』18号,2003,p.78)

以 下,具 体 的 内容 は,本 報 告 書 の コレー ジュ=ド=フ ランス講 義 録 第1回 分(和 訳 あり)の

前 半 部 を参 照していただきたい.但 し,今 回の研 修 会 では 時 間切 れで,副 題 に掲 げた 「早 す ぎた

征 服 王 朝 としての安 史 の乱 」 につ いては充 分 説 明できなか った.そ れについて は,拙 稿 「ウイグ

ルか ら見 た安 史 の乱 」(『内 陸アジァ言語 の研 究 』17号,2002,pp.117-170)を 参 照 され たい.

[質疑 応 答]

Q:(神 奈 川 ・松 木謙 一)

遊 牧 国家 の 「滅 亡 」 とは,ど のような現象 を指 す のか,生 徒 に説 明 するのに苦慮 している.

教 科 書 も表 現 はまちまちになっている.た とえば,ウ イグルの滅 亡を 「キルギスが ウイグルをほ

ろぼした」 と表 現 す る教 科 書 もあれば,「 ウイグル帝 国が 崩 壊 した」 あるいは 「ウイグルは四

散 した」 と表 現 す るものもある.
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A=(森 安)

い ずれ の教 科 書 の表 現 も間違 ってはい ない.し か し,滅 ぼ され たウイグルは一 部 にす ぎず,

ほとん どの勢 力 は拠 点 をモンゴリアか ら西 に遷 す などして存 続 した.西 遷 先 の天 山 地方 もまた,

半 世 紀 前 か らウイグルの勢 力 下 にあった地 域 で ある。またキルギスはウイグル可 汗 に反発 す

るウイグル 内部 の別 勢 力 の要 請 に応 じて 出兵 したの であって,そ の後 まもなくモンゴリアか ら

西 北 方 の本 拠 地 に撤 退 している.一 般 的 に言 って,中 央 ユ ーラシアの遊 牧 騎 馬 民 族 国 家 の

場 合,「 滅 亡 」 といってもそ の民 族 が死 に絶 えるわけで は決 して ない.人 口密 度の希 薄 な遊

牧 世 界 で は,マ ンパ ワーは貴 重 なもの.そ れをたやす く殺 戮 してつ ぶす ようなことを,征 服 す

る側 は志 向 するはず もない.ま ず遊 牧 国家 の構 造 を理 解 せ ね ばならない.遊 牧 国家 の 「崩

壊 」 とは国 家 の トップが交 代 す ることを指 す,つ まりトップの 民 族(あ るい は部 族 ・氏 族)が

代 わることによって,国 名 が代 わるだけなの である.

Q:(神 奈 川 ・岡 田 健)

「広 義 の征 服 王 朝 」 と 「狭 義 の征 服 王 朝 」 の違 いは具 体 的 にどの ような点 か?「 浸 透

王 朝 」 か ら 「征 服 王朝 」 へ の移 行 過程 は?

Al(森 安)

「征 服 王朝 」 と 「浸 透 王 朝 」 という語 はウィットフォーゲルによって作 られ た術 語 である.彼

は遼 ・金 ・元 ・清 を征 服 王 朝 とす る一 方,浸 透 王 朝 に該 当す る政 権 は北 魏 だけとして い

る.私 の定義 で は,北 魏 も 「広 義 の征 服 王 朝 」 である,拙 稿 「ウイグルか ら見 た安 史 の乱 」

(『内 陸アジア言 語 の研 究 』17号)で 論 じたように,私 は前 近 代 のユ ーラシア世界 史を中央

ユ ーラシア側 か ら眺 めると,「征 服 王 朝 」 の 出現 ・発 展 ・完 成 とい う長期 波動 が 見 えてくると

考 えている.だ から 「広 義 の征 服 王 朝 」 とは農 耕 世 界 を支 配 下に収 めた遊 牧 騎 馬民 族 国家

すべ てを包 含 している.ウ ィットフォーゲル並 び に高校 世 界 史教 科 書 を尊 重 して 遼 ・金 ・元 ・

清 を 「狭 義の征 服 王 朝 」 とす るだけでなく,10世 紀 前後 にユ ーラシア全 体 に帯状 に並 び立 っ

た遼 朝,沙 陀 諸 王 朝(五 代 のうち後唐 ・後 晋 ・後 漢 の3王 朝),西 夏 王 国,甘 州 ウイグル

王 国,西 ウイグル王 国,カ ラハ ン朝,ガ ズナ朝,セ ルジューク朝,バ ザ ール汗 国などの両 グルー

プを共 に 「狭 義 の征 服 王 朝 」 とす る.だ か ら,「狭 義 」 と 「広 義 」 の差 は時代 差 ということも

できる.も ちろん,私 の征 服 王 朝 論 見 直 しの鍵 は後 者 のグループの把 握 にある.し かしまだ私

自身の 定義 も完 成 したものでは ない.[本 項 は 当 日の 回答 が不 充 分 だ ったので補 ってある.]
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Q:(神 奈 川 ・古 川寛 紀)

「遊牧 騎 馬 民 族 国 家」 が1つ にまとまってい くのは軍 事 力 だけなの か?

A:(森 安)

簡 単 に言 えば,国 家 として まとまって いく初 期 に は,構 成 員 に対 す る掠 奪 品を分 配 する体

制 が公 平 であるか否 かが カギになる.気 候 変 動 などに左 右 されや す い遊 牧 経 済 にとって,不

足 するものを掠 奪 で補 うことは生 産活 動 であ るととらえることもできる.そ の 点 で,戦 争が 浪 費

にすぎないものととらえられ る農 耕 世界 とは大 きく異 なる.掠 奪 品を公 平 に分 配 することを保 障

し,分 与 システムが 機 能 していれ ば,そ のリーダーのもとで1つ にまとまり,掠 奪 に参 加 す るこ

とによって掠 奪 品 の分 け前 に与 ろうとす る.つ まり遊 牧 民 にとって掠 奪(戦 争)に 参加 するこ

とは義 務 で はなく一種 の 権利 なの である.掠 奪 には軍事 力 は必 要 で あり,そ の 点 では,軍 事

力 は構 成 員をまとめる上 で大 きな要 素で あるといえよう.し かし国家 が確 立 し安 定 期 に入 ると,

略 奪 ではなく,正 常 な貿 易(奢 侈 品 を中心 とす るいわ ゆるシルクロード貿 易)で 得 た威 信 財

を配 下 に下賜 す るなどして利 益 の 分 配 が 行 われ た.そ の時 点 で は経 済 力 ということになる.

しか し今 の アメリカを見 ていてもわかるとおり,経 済力 と軍事 力 は表裏 一体 であ ることが 多 い.

[これ 以 外 にも宗教 的権 威 が 問題 となるが,当 日は言 及 しなかった.]

◇ 川 北 稔 「ヨーロッパとアジア ー近代 世界 史 の パースペ クティヴー 」

[講義 概 要]

16世 紀 にヨーロッパ を中核 として成 立 した地 球 的な広 がりをもつ 分 業 体 制 を近 代 世 界 システム

という.ヨーロッパ 人 のい わゆる 「大 航 海 」 が その成 立 の決 定 的 な要 因となった ことはいうまでも

ない.も ちろん,近 代 以 前 にも,た とえば,13世 紀 のように,ユ ー ラシア大 陸の 大方 がが かなり緊

密 な関係 で結 ば れる時 代 もあった.

ところで,歴 史学 の問 題 は本 質 的 に現 代 の 問題 で ある.現 代 世 界 が 何 か 大 きな構 造 的 転換

点 にあることが 感 じられ ているとす れ ば,そ れ は 「近代 世界 システム」 の本 質 が 失わ れようとして

い るということにほか ならない.そ の本 質 とは何 なのか.モ ンゴルを中心 とす る 「13世 紀 の 世界 シ

ステム」 などとは異 なる,「近 代 世界 システム」 の特 御 は何 か,こ れが 本 報 告の 問題 である.

はっきりして いることは,「 近 代 世 界 システム」 とは,経 済水 準(を 前 提 とす る生 活 全 般)の

「成 長 」 を 「常 態 」 とす る社 会 だということで ある.こ の社 会 にあ っては,「 現 状 維 持 」 は 「危

機 」 を意 味す る.右 肩 上 がり上 昇 曲線 が通 常 の状 態 なのである.マ ルクス はこの ことを 「資本 の

あ くなき自己 増殖 欲 」 と表 現 したし,マ ルクスを激 しく批 判 したロストウは,「持 続 的経 済 成 長 」 と
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した.対 立 す る二 人 は,じ つ は 「近 代 世 界 システム」 の特 質 を,そ れぞ れの仕 方で見 事 に表現

してい たというべ きである.

宗 教 改 革 を軸 として主権 国家 群 が 成 立 した西 ヨーロッパで は,武 器 や 経 済 の開 発 競 争 が激 し

くなり,対 外 進 出の機 運 が 高 まった.ア ジア物 産へ の憧 憬 が その背 景 で 強い作 用を及 ぼしていた

ともい える,し か し,ア ジアの流 通 市 場 に1プ レイヤー として参 加 したに過 ぎなかったヨーロッパ 人

は,や が てアジァ物 産 の多 くを,ヨ ー ロッパ 内で 国 産化(輸 入 代 替)す るか,植 民 地 プランテー

ションにおい て大 量 生 産 す るようになる.工 場 制 とプランテーションとは,こ の意 味 で双 生 児 である.

前 者 は産 業 革 命 とよばれ,「 開発 」 と解 釈 され るの に対 して,後 者 は 「低 開発 」 の道 である.で

は,西 ヨーロッパが 「開発 」 にむかい,ア ジアなどが 「低 開発 」 にむかう 「大 分 岐(TheGreat

Divergence)」(K.Pomeranz)は,ど うして生 じたのか.そ の秘 密 は,ヨ ーロッパ には,ア メリカ

という名 の 大規 模 な 「周 辺 」 が 存 在 して,原 材 料 ・エネルギ ー ・食 糧 のネックを解 消 したか らで

あ る.

[質疑 応 答]

Q:(徳 島 ・山腰 敏 寛)

欧 州 での綿 工 業 同様,明 清 代 の中 国で は木 綿 工 業 が発 達 していた.に もか かわ らず 中 国

では近 代 的な資 本 主義 には発 展 しなか った.そ の理 由を生徒 に問われ,答 えに窮す ることが

あった.こ うした 実体 験 もあって,近 世 の申 国 にはない,ロ ンドンのシティのような金 融 資本 が

イギリス経 済 を規 定 してい たのだという川 北 教 授 の指 摘 はたいへ ん興 味 深 か った.と ころで,

産 業 革 命 の前提 として起 こった消 費 革 命 の動 機 が,欧 州で の 「アジァ物 産 へ の憧 れ」 にあ り,

近 代 世界 システムは 「飽 くなき資 本 蓄積 」 を前 提 にしていると説 明 していたが,そ れは 「飽 く

なき資 本 蓄積 」 が 資本 主 義 の本 質 であるということか.

A:(川 北)

「飽 くなき資 本蓄 積 」 が 資 本 主 義 の本 質 か どうか と問 われれ ば,そ れ はなんともいえない.

自分 は近 代 システムでの経 済 発 展 は,マ ーケットの動 向(消 費 や 需 要)か ら捉 えた方 が生

活 に密 着 した話 しが できると考 えている.生 産 活 動 も生 活 の1つ だが,生 産 活 動 だ けで はそ

の社 会 の経 済 全 体 を捉 えることはできないだろう。ただ 自分 が 言 い たいの は,飽 くなき成 長,

つね に拡 大 して いか なけれ ば いけないとい う肇 想 の遍 在 が ,近 代 ヨー ロッパ 社 会 の特 色 だと

いうことだ.
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Q:(神 奈 川 ・石 橋 功)

「国民 国家 」 が解 体 に向 かってい るとい う指摘 があ った.自 分 はこれまでも 「国 民 国 家 」

とい うものを相 対 化 して世 界 史 を生 徒 に教 えてきた.し か し今 日の世 界 状 況 で は,同 時 多 発

テロ後,「 国 民 国 家 」 としての アメリカが むしろ前 面 に出てきているように感 じられ る,あ るい

は日本 でも,朝 鮮 民 主 主義 人民 共和 国 との 関係 にお いて,「 国民 国家 」 として の意 識 が 前

面 に出ているように思わ れる.こ うした状 況 をどう捉 えるべ きか.

A:(丿ll1匕)

今 日のアメリカについ ては,た しかに 「アメリカ」 という 「国民 国家 」 が前 面 に出 ていると

捉 える見 方 もある.た だ,今 のアメリカの行 動 には,国 民 国家 アメリカの利 害 を越 えるような道

徳 性 が あらわれ ている部 分 もある。たとえば 以前 の アメリカでは,自 国に利 す るのであ れば独

裁 国家 を支援 す るようなこともあっただろう,独 善 的 では あるのだが,国 民 国家 としてのアメリ

カの利 害 だけではない,世 界 市 民 論 のような考 え方 が反 映 されていると捉 えることもで きる.

〈8月6日 〉

◇ 桃 木 至 朗 「東 南 アジア 史 の枠 組 みを教 える方 法 」

[講義 概 要]

前 置 きとして,2003年 度 大 阪 大 学 文 学 部 前 期 入 試 で 出題 した 近 世 東 南 アジア大 陸 部 の政

治地 図 に関 する問題 を取 り上 げ,「 植 民 地 化 す る哀 れ な東 南 アジア」 ではなく 「ベトナム戦 争 と

ASEANの 躍 進 で世 界 をうならせ る東 南 アジア」 の歴 史 的 背 景 を理 解 す る必 要 を指 摘 したが,

説 明不 足 で後 に補 足 を必要 とした,

本 論 で は最初 に,東 南 アジア史が なぜ わか りにくい のか を,東 南 アジアそのものの複 雑 さと,日

本 にお ける情 報 ・認識 の不 足 の両 面 か ら説 明した.後 者 にっ いて は,単 なる量 的不 足 でなく発

想 その ものに問 題 があることを論 じた.そ の例 として,同 様 の認 識 不足 をきびしく批 判 す るイスラー

ム史 や 中央 ユーラシア史 が,「 前 近 代 において はわ が地 域 こそ世 界 の 最先 進(最 強)地 域 だっ

たのにそれ を認 識 しない のはけ しからん」 とい う論 法 をとるのに対 し,そ の 論 法 自体 は西 洋 中心

主義 や 中華 中心 主 義 と同型 の,強 者 や大 文 明を中心 とす る歴 史観 に立 って いることを指摘 した.

東 南 アジア史 を学 ぶ意 味 は,そ れとは違 った周 辺 の立 場,強 者 から影 響 を受 けなが ら自己 のアイ

デ ンティティを形 成 ・維 持 する立場 を学ぶ ところにあ り,グローバ ル化 の時 代 にそこか ら学 ぶ ことは

多 い.特 に日本 史 の見 方 を豊 か にす る効 果 が ある.付 随 して,な じみの ない 地 域へ の導 入 として

効 果 が あるエスニック文 化 の紹 介 にも,歴 史の 流 れを組 み 込み うることも紹 介 した.
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つ ぎに 『歴 史 と地 理 』561号(2003年)掲 載 の拙 稿 「東 南 アジア史整 理 のポイント」 を手

直 しした 資料 をもとに,東 南 アジア史 の11の 主要 な枠 組 み(ポ イント1-11),そ れ ぞれ に沿 っ

て頻 出事 項 を整 理 す るための 「課 題」,背 景 や 注意 事 項 に関 す る 「解 説」,ポ イント・課 題 ごとに

整 理 しておくべ き 「語句 」 について紹 介 した(そ れぞ れ,セ ンター入 試 レベ ルとより上級 の レベ ル

に区 分 した).時 間 の都 合 で全 面 的 な説 明はできなか ったが,東 南 アジアに関す る一般 の通 念 や

これ までの教 育 内容 の不 適 切 な点,地 理 ・生 態 条 件 と社 会構 造 の特徴 を理解 することの重 要 性,

外 来 文 明を消 化 吸 収 したり植 民 地支 配 下 でか えって域 内 経済 ネットワークを発 達 させ るような 「周

辺 の 自己主 張 」,な どについて,実 例 をあげ つつ紹 介 ・解 説 につとめた.

[質疑 応 答]

Q=(京 都 ・印牧 定 彦)

東 南 アジア島嶼 部 の うちフィリピンや 台 湾 の扱 いが 低 い ように感 じる.マ レー半 島との文 化

的 な結 び つきは?

A=(桃 木)

文 化 的 にフィリピン・台湾 ・沖 縄 と南 北 に延 び るルー トが あった.稲 作 の技 術 もこのルー ト

で伝 播 している.フ ィリピン・台 湾 ・沖 縄 で は共 通 して 国家 形 成 が遅 い.そ れ は中国 の貿 易

ネットワークに取 り込 まれるのが 遅 かった ためである.海 の シルクロードの発 展 は8・9世 紀 に

起 こり,10世 紀 に拡 大,13～14世 紀 まで に国家 形 成 が進 む.9～14世 紀 には香 料 諸 島・

東 シナ海 ・蝦 夷 地 で交 易 が盛 ん に行 われ ていたが,蝦 夷 地 でも,阿 倍 氏 ・清 原 氏 ・奥 州 藤

原 氏 のように 日本 中 央 に完 全 には属 さない独 自の 政権 が生 まれた.こ の現 象 もフィリピン ・台

湾 ・沖 縄 の例 に類 似 しているのではないだろうか.

Q=(印 牧)

18世 紀 のインドシナ半 島 史 はなぜ 重 要 なの か?タ クシン王の 意義 付 け は?

A:(桃 木)

島 嶼 部 も含 めて,こ の時代 は中華 世 界 システムが 波 及 してきた.AChineseCentury(中

国人 の世 紀)と 呼ぶ 学 者 もいるほどである.中 国 で人 ロ爆 発 が 起 きたため,東 南 アジアから

南 中 国 へ 食 糧 を輸 出 す るなどして,経 済 的 な分 業 関 係 が 成 立 し,華 僑 が勢 力を伸 ば した.

ヨーロッパ の 商 人 も華 僑 ネットワークに頼 らなけれ ば交 易 活 動 に参 加 す ることす らできなか っ

たので ある。そ うした なか,大 陸 では各 地 で動 乱 が発 生 し,タ イでは父 親 が中 国 人であるタク
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シンが 中国 人 軍 団を率 いて 王朝 を開くに至 った.大 陸部 各 地 でこのような中国 人政 権 が 誕生

しかね なか ったが,中 国人 をタイではタイ人 に,ベ トナムではベ トナム入 に同化 す るなど,緩 や

か に国家 ・民 族 統 合 を進 めていった.い っぽうカンボジア ・ラオスはこの 時 代 に国 家 統 合 が

解 体 に瀕 した.の ちにタイを除い て東 南 アジアは植 民 地 化 され るが,そ の前 に成 立 した政 治

地 図 は20世 紀 後 半 まで基 本 的 に存 続 す る.

Q=(大 阪 ・佐 々木利 昌)

東 南アジアとインドとの 関係 は大 きいのではないか?

A:(桃 木)

たしか に文化 言語 はサ ンスクリット語 であ り,ア ンコール=ワ ットもインド様 式 で あるが,そ れ

は表 面 的 なもの にす ぎないか もしれ ない.東 南 アジアもインドも史 料 が ほとんどない ため 両者

の 関係 が どの 程 度 あったの か はほとんどわか らない.た だ,考 古 学 的 成 果 によると,紀 元前

に生 産 され たとみ られるインド系 の ビーズが東 南 アジア各 地 で発見 され ており,インドと東 南 ア

ジアあ交 流 が 古 くからあった ことは確 認 で きる.中 国 のような冊 封体 制 はインド世 界 にはない

が,東 南 アジアは対 外 的には中 国とインドを天 秤 に掛 けていたので はないか と思 われる.中 国

の冊 封体 制 が 強 まった5世 紀 にはか えってインド文 明の体 系 的導 入 が盛 んになったらしい.

◇ 山 内 晋次 「遣 唐使 途絶 後 の 日本 とアジア ー9～13世 紀 の ヒト・モノの 交 流 一 」

[講義 概 要]

本 講 義 で は,遣 隋 使 ・遣 唐 使 の時 代(7世 紀 ～9世 紀前 半)の 国際 交 流 史 にくらべ てあま

りしられ ていない,9世 紀 後 半 ～13世 紀 半 ば ころの 日本 とアジアの 国際 交 流 史 を,「新 羅 海 賊」・

「硫 黄 」・「博:多唐 坊 」 という3つ の 素 材 をとおしてで きるかぎり具 体 的 に復 元 し,そ こか ら日本

史 とアジア史 の連 動 状 況 を考 察 した.

まず 最 初 の素 材 として,894年 に対 馬 島を襲 った 「新 羅 海賊 」 のなかに 「唐 人 」 の 「将軍 」

が いたという,平 安 末 期 の歴 史 書 の 記 録 に注 目した.当 時の 新 羅 や唐 では 王朝 末 期 の民 衆 反

乱 が続 発 し,そ れが もたらす社 会 混 乱 の なか で,か なり大 規 模 な民 衆 の流 動 が起 こっていた.そ

して,そ の ような人 々の流 れ の1つ として,唐 か ら新 羅 に流 れ込 んだ 「唐 人」 たちがお り,そ の1

人 が 「新 羅 海賊 」 に加 わって いた 「将 軍 」 として,偶 然 に日本 の歴 史 書 の記 録 に留 め られたと

いう可 能 性 を述べ た.

つ ぎに,10世 紀 末 ～13世 紀 半 ば ころの 「日宋 貿易 」 にお ける日本 産硫 黄 の 中国へ の輸 出状
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況 を検 討 した.10世 紀 末 ～11世 紀初 頭 ころになると,日 本 産 の硫 黄 が 中 国に輸 出 されるように

なる.そ の理 由として は,当 時 の中 国で 火 薬 武 器 が広 く実用 化 され たことにより,火 薬 原 料 として

の硫 黄 の需 要 が拡 大 し,そ の 供給 先 の1つ として日本 が重 視 され たという状 況 が 考 えられる.こ

の ように日本 か ら中国(宋)へ 輸 出され た硫 黄 は,対 西 夏 戦 などの 対外 戦 争 における火薬 武 器

の原料 として使 用され た可 能 性 が 高 い.こ の ような中 国へ 輸 出された硫 黄 の 主 産 地として,薩 摩

南 方 の硫 黄 島が クローズアップされ てきていたことが,『 平家 物 語 』 の 説話 などか ら推 測 される.

最 後 に,11世 紀 後 半 ～13世 紀 後 半 ころに,九 州 の博 多 に形 成され ていた 「唐坊 」 と呼ば れ

るチャイナ ・タウンの状 況 を紹 介 した,近 年,文 献 史料 による日宋 貿 易研 究 の進 展 と福 岡市 街 地

で の考 古 学 調 査 の進 展 により,ll世 紀 後 半 ～13世 紀 後 半 の博 多 には,中 国 出身 の海 商 の貿

易 拠 点 を中核 とす る中国 人の 集 住 区域 が 存 在 していたことが確 実 になってきた.当 時,そ の 区域

に は,中 国 海 商 たちの商 売 ・居 住 のため の建 物 が 建 ち並 び,日 本 国 内で最 大 の対 中 国 貿易 港

が 形 成 され ていたと考 えられ る.い っぽう,中 国側 史 料 には,13世 紀 の 中国 の貿 易港 ・慶元(寧

波)に 複 数 の 日本 人 が 滞 在 ・居 住 してい たとい う記 録 が 残 され てお り,当 時 の 日本 ・中 国 間 の

海 域 交 流 が双 方 向 的なもので あったことが わかる.し か し,博 多 における中国 海 商 たちの 活 動 や

チ ャイナ ・タウンの記 録 は,13世 紀 後 半 の2度 にわ たるモンゴル襲 来 の ころをさかい にみられなく

なる.こ の記 録 消 失 という状 況 には,鎌 倉 幕 府 による排 外 的 な政 策 の 出現 や元 の対 日貿易 政 策

の変 化 が ふか く関 係 してい ると考 えられ る.

[質疑 応 答]

Q:(大 阪 ・笹 川裕 史)

硫 黄 は中 国で は採 れないとい うが,日 本 に硫 黄 が あるという情 報 はどこか らもたらされた の

か?硫 黄 を火 薬 として用 いる技 術 は中国 に由来 す るのか?日 本 の朝 廷 は硫 黄 の生 産 ・輸

出 に関与 していたのか?

Al(山 内)

商 人 が情 報 を流 したの かもしれないが,決 定 的だったの は裔 然 が 硫 黄 を宋 の皇 帝 に献 上

したことだろう.『宋 史 』 日本 伝 の 記述 のか なりの部 分 が彼 によってもたらされ た情 報 であ る

ことか らもわ かるように,彼 の入 宋 は宋 にも大 きな影響 を与 えた.彼 の献 上 品 はほとん どが 工

芸 品 だが,リ ストの最:後に唐 突 に硫 黄 が登 場 す る.彼 が工 芸 品とともに硫 黄 を献 上 した理 由

としては,硫 黄 を献 上 す れ ば宋 政 府 の歓 心 を買うだろうという情 報 を中国 の 商 人 から事 前 に

入 手 していたとい うようなことがあった のか もしれない.硫 黄 は宋 代 以 前 か ら神 仙 薬 の 原料 と
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して使 用 され ていた.そ してそ の化 学 実 験 の なか で,唐 末 ころに火 薬 が 生 まれ たと考 えられ

て いる.日 本 の朝 廷 が 硫 黄 の貿 易 に 関与 した という形 跡 はまったくない.当 時 の 日本 の 政権

は貿 易 による収 益 を財 政 基 盤iの1つ に据 えるという発 想 自体 が なか ったように思 われる.

Q:(森 安)

早 くも唐 代 以 前 に西 域 の天 山 山 脈 か ら硫 黄 が 中 国 に入 ってきたという記 述 が 本 草 書 に

残 ってい る.と す ると,西 の 方 か らシルクロード貿 易 によって硫 黄 そのものだけ でなく火 薬 とし

ての利 用 法 ももたらされた 可 能性 が ある.宋 のライバ ルであった西 夏 で硫 黄 が使 われ,西 方

産 の硫 黄 が 宋 に入 るのを妨 げたた め,宋 が 日本 産硫 黄 に目を付 けたという可能 性 はあるか?

A:(COEリ サーチア シスタント・佐 藤 貴 保)

11世 紀 について は西 夏 側 の文 献 が ない ため硫 黄 を火 薬 原料 として使 用 していたか どうか

はわ からない.12世 紀 後 半 になると,西 夏 で編 纂 され た用 語 集 のなか に 「硫 黄 」 が記 載 さ

れ ており,西 夏 でも硫黄 の存在 が知 られ ていたものと考 えられる.し かし,そ の硫 黄 が 西 から

来 たのか 東 か ら来 たの かはわか らない.

Q:(笹 川)

8～9世 紀 の日本 の対外 関係 を考 えるとき,東 北アジアの枠 組 みも考 えねばならないだろう.

遣 唐 使 よりも遣 新 羅 使 や遣 渤 海使 の方 が重 要 なのではないか?

A=(山 内)

たしか にこれまでは,日 本 古 代 の 対 外 関係 というと,お もに遣 唐 使 に関 心 が 集 中 しており,

いわば 「遣 唐 使 中 心 史 観 」 というようなものが ある.そ してそ のいっぽうで,遣 新 羅 使 や 遣

渤 海 使 の活 動 にはあまり光 が 当てられてい ない.そ こには,近 現 代 の 緊密 な日中 関係 が安 易

に過 去 に投 影 されて きたとい う面 もあるのであろう.もちろん,遣 新 羅 使 や 遣 渤 海 使 の活 動 ・

意 義 を軽 視 してはい けない.新 羅 ・渤 海 との 関 係 史 の研 究 は,す で にかなりの研 究 の蓄積

が あるが,解 明されないままに残 されてい る課題 も多 い.

Q=(神 奈 川 ・石 橋 功)

博 多 にいる人 々を中 国人 と日本 人 に分 けることは可 能 か?倭 寇 が 何 人 と認 識 され ていた

か にも関 わるのでは?

A=(山 内)

日本 中世 史 の村 井 章 介 氏 が提 唱 す る 「マー ジナルな世 界 」 であり,日本 人 と中 国 人とを
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明確 に分 ける意 味 は,博 多 で貿 易 などに従 事 す る人 々にとって はあまり意 味 がなか ったか も

しれ ない.南 宋 期 の中 国 史料 に は,対 日貿易 港 の寧 波 に 「倭 人」 が集 住 していたと記 録 す

るもの があ り,中 国 の人 々が彼 らを自分 たちとは違 う異 質 な集 団 とみ なしていたことはた しか

だが,具 体 的にどの ような基 準 で区 別 してい たのか はよくわ からない.

◇ 杉 山 清 彦 「清帝 国 と海 域 アジア ・内 陸 アジア ー世 界 史 上 の16～18世 紀 一 」

[講 義概 要]

本 講 義 では,(1)16～18世 紀 のアジア海域 世 界 ～ユ ーラシア世界 の 歴 史 の展 開を,(2)共

通 のリズム ・動 因に着 目しつ つ,(3)清 の覇権 に収 斂 させ て展 望す ることを試 みた.

この 時期 は,ア ジア海 域 世界 にお いては,東 アジアを中心 とした 国 際 交易 ブームと銀 流 通 の盛

行 に特 色 づ けられ る政 治 ・社 会 変 動 の 時 代 で あり,ユ ーラシア世 界 につい ていえ ば,13～14

世 紀 のモ ンゴル時 代 に一 変 したユ ーラシア諸 地 域 の 政治 秩 序 ・社 会 構 造 が再 変 し,近 現 代 に連

なる新 たな地 域 ・文 化 の枠 組 が 形 成 され た時 期 であると位 置 づ けられる.そ して世界 史 的 には,

陸 上 交 通 主 軸 か ら海 洋 による世 界 の一 体 化 の 時代 へ の転 換 点 に相 当 す る時 期 でもある.か つ,

この時 期 のこれ らの変 動 は,生 糸 ・毛皮 ・香 辛料 などといった 国際 商 品,鉄 砲 ・大 砲 といった火

器,そ してそ れ らの 国際 的流 通 のた めの 通 貨 となった銀 という諸 要 素 を共 通 の動 因としていた.

ゆえに本 講 義 では,国 家 別 ・地域 別 でなく同時 代 性 の観 点 を強 調 した.

15世 紀 のアジア海 域 世 界 は,北 遷 したモ ンゴルと対 峙 する明 が海 域 アジァ中心 に編 成 した朝

貢=海 禁 体 制 が 機 能 した時 代 であ った.こ れは冊 封 ・朝 貢 関 係 と海 禁 す なわち国 家 による一 元

的通 交 管 理 体 制 との結 合 を特 色 とし,国 家 間 関係 を基 軸 として通 交 参入 者 を厳 しく制 限す るもの

で あった.16世 紀 のアジア海 域 情 勢 は,国 際 商 品 の需 要 の高 まりとそ れを支 える通 貨 す なわち

銀 産 の急 増 を背 景 として,こ の厳 格 な通 交 管 理 体 制 が 弛緩 ・崩壊 し競 争 が激 化 してゆく過 程 で

あった.そ の 主 な担 い手 となった のが,多 民 族 によって構 成 される国 家 非 公 認 の 海上 武装 商 業

勢 力す なわち倭 冦 であり,か つ鉄 砲 とキリスト教 をもたらしたヨーロッパ 勢 力 の新 規 参 入 であった.

そ してこれ らの国 際 商 品 の供 給 者 ・流 通 業 者 ・消 費 者 として台 頭 してきた のが,明 北 辺 の 軍 閥

勢力,東 南 沿 海 部 の海 上勢 力,日 本 の統 一政 権,マ ンチュリアの女 真 人 諸 勢力 であった.

16～17世 紀 交 代 期 は,こ れら新 興 諸 勢力 の形 成 ・競 合 期 と捉 えることが でき,17世 紀 後 半

に至 ってその 最 終勝 者 となったのが,女 真 改 め満 洲 人 の清 帝 国 であった.そ して17～18世 紀

の東アジァは,16世 紀 の政 治 ・経 済 変 動 を勝 ち抜 いた諸 勢 力 による秩 序 の下 で,近 代 に連 なる

社 会 が 成 熟 してい った時代 であ った.
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一 方
,14～15世 紀 のユ ーラシア世 界 は,各 地 においてモ ンゴル系 勢 力 が トルコ化 ・イスラー

ム化 といった謂 わ ば 「在 地 化 」 を進 めていった時代 であ り,16～17世 紀 は,こ れを承 けて近 現

代 の民 族 ・文 化枠 組 の原 形 となる地域 的帝 国 ・勢 力 が並 立 した 時期 であった.こ の 時期 にユ ー

ラシア内 陸 部 はトルコ=イ スラーム世 界 とモ ンゴル=チ ベット仏 教 世 界 とに二 分 され,そ れを取 り

囲 むようにオスマ ン帝 国 ・サ ファヴィー朝 ・ムガル朝 ・清 帝 国 ・ロシア帝 国が 並 立 した。その意 味

で 清 帝 国は,モ ンゴル=チ ベット仏 教 世 界 と儒 教=漢 字 文 化 世 界 とい う2つ の 世界 の覇者 という

ことがで き,こ の性 格 は,国 家 の支 配体 制 の複 合 性 として表 れ ている.そ して清 帝 国 の19世 紀

は,ヨ ーロッパ にお ける軍 事 技 術 の革 新 と,治 下 の漢 人 社 会 の人 口爆 発 による人 口圧 という2つ

の 力 関係 の逆 転 によって支 配構 造 の転換 を余儀 なくされた 時代 であった と位置 づ け られよう.

[質疑 応 答]

Q:(埼 玉 ・小 林 共明)

「ハ ン」 「ハ ーン」 「カー ン」 などの称 号 に違 い はあるのか?

A=(杉 山)

時 代 ・言 語 によって 違 いが 生 じるが,表 記 の 問題 である.満 洲 語 ではhanと 表 記 す るの

で,「ハ ン」 で よい.し たがってヌルハチ は 「カー ン」 とは言 って いない 。モ ンゴル語 では 「カ

ン」 と表 記 される.モ ンゴル帝 国 では唯 一 の君 主 は 「大 カーン」 と呼 ばれ,そ の下 の諸 王 は

「カン」 と呼 ば れる.清 朝 時 代 の モンゴルでは,称 号 がインフレ化 し,誰 でも 「ハ ーン」 を名

乗 るようになる.

〈8月7日 〉

◇ 荒川 正 晴 「シル クロニド上 のソグ ド人 」

[講義 概 要]

本 講義 の狙 い は,次 の2点 にある.前 近 代 におけるシルクロードの 世界 史 的意 義 につ いて,ソ

グド人 の動 向を通 じて理 解 を深 めてもらうこと.高 校 で多 くの時 間を費 や して教 える前 近代 の中 国

史 が,ユ ーラシア全体 の動 向 と無 関係 で はない ことを充 分 に認 識 してもらい,そ のうえで教科 書 に

おいて,何 の脈 絡 もなく散 発 的 に登 場 す るソグド人を,有 機 的 に結 びつ けて理 解 してもらえるよう

にす ること.

講義 で は,「 シルクロードとソグド人」,「ユー ラシア史 の なか のソグド人 」 と題 して,内 容 を大 き

く2つ に分 けた。
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まず 「シルクロー ドとソグド人 」 で は,本 講 義 を聴 講 す る上 に必 要 な基 礎 知 識 をもってもらうた

めに,ソ グド人 と彼 らの母 国 たるソグディアナの オァシス国 家 につい て紹 介 し,あ わせ て彼 らが 国

際 商 人として,如 何 なる交 易 をしていたの か,文 書 史料 などによって具体 的 に説 明 した.ソ クド人

が,中 央 ユ ーラシアにお ける遊 牧 国家 とオアシス通 商民 の共 生 関係 の 典 型 であ り,遊 牧 国家 の

庇 護 のもとに,広 域 にわたる多 彩 な経 済 活 動 を展 開 していた こと,また,彼 らが キャラヴァン交 易

ルー トの 拠 点 や貿易 目的地 などに移 住 聚 落 を設 け,ソ グディァナ本 国 とそうした聚 落 を拠 点 として,

強 固 な人 ・もの ・情 報 の交 流ネットワークを広 域 にわたって形 成 していた ことをとくに強 調 した.

つ い で 「ユ ーラシア史 の なか の ソグド人」 で は,先 に説 明 した彼 らのネットワークの形 成 が,5

世紀 より本格 化 し,そ の交 易 活 動 が7・8世 紀 に最 盛 期 を迎 えることを指 摘 し,ま さにこれ が中央

ユーラシアの遊 牧 民 の動 向と密 接 に連 動 して いたことを明 確 にした.す なわち,こ の4・5世 紀 か

ら7・8世 紀 の時 期 は,遊 牧 民 の大 移 動 によって引 き起 こされた,遊 牧 民 と農 耕 定 着 民 との大 規

模 な衝 突 ・融合 期 であ り,7・8世 紀 に登 場 したユ ーラシア東 西 の二 つ の帝 国(唐 帝 国とイスラー

ム帝 国)は,そ の 結 実 した 姿でもあった.

とりわ け唐 帝 国 は,鮮 卑 族 によって打 ち立 てられた 北魏 以 来 の 政 策 を継 承 し,当 初,遊 牧 民 と

農 耕 定 着 民 との融 合 を目指 した。モンゴリアや ソグディァナまでをも支 配下 に組 み 込 み,あ わせ て

長 安 を中心 とした幹 線(駅 道)を 支 配 地 全 域 に完 備 しようとしたの も,そ うした唐 帝 国の 意 図 に

沿 ったもの であった.

こうした帝 国 の成 立 にともない,そ れ までの ソグド人の 交易 活 動 も,大 きく変 貌 す る.つ まり,ソグ

ド人 が 構 築 してきた彼 らのネットワークは,唐 帝 国 の行 政 都 市 を結 ぶ 強 固なネットワークの 上 を重

層 的 に機 能 するようになり,さらには唐 帝 国とソグド人とは,相 互 に依 存 す る関 係 をもつ ようになる.

具 体 的 には,唐 帝 国 はその領 土の 防衛 のため に,大 規 模 な軍 隊を中央 アジァや北 アジア南 縁 に

常 駐 していたが,そ れ ら軍 隊へ の 軍 需物 資(絹 布)の 輸 送 をソグド人 ら商人 に依 存 したのである.

当 時,絹 布,と くに絹 は,商 品 貨 幣 として機 能 してお り,軍 隊 で は,兵 士 の給 与 や 穀 物 ・馬 の買

い上 げ も,絹 で支払 ってい た.ま た,彼 らソグド人 にしても,資 本 調 達(絹 など)や 商 品輸 送 など

の 面で唐(と くに節 度 使)を 積 極 的 に利用 した.

この 中央 アジアや北 アジア南縁 に振 り向 けていた軍 需 物 資(絹 布)は,実 に国庫 収 入 の過 半

にあたり,そ の結 果,莫 大 な量 の絹 布 が 中国 内 地 周辺 に流 出 して いったのである.ま た,絹 ととも

に銅 銭 も中央 アジアや 北 アジア南 縁 で 大 きく使 用 され るようになり,唐 帝 国の 成 立 によって 中国 の

貨 幣(絹 ・銭)流 通 圏が 中央 アジアや 北 アジア南縁 に拡 大 した.
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唐 帝 国とともに成 立 した,イ スラーム帝 国 も,バ グダードを中心 に して,東 は ソグディァナまでを

包 含 する交易 ネットワークを確 立 す るが,こ れ もソグド人 のネットワークを取 り込 むことになった.ま さ

に,新 た な政 治 ・経 済 関係 に基 づ く交 流 圏 が 未 熟 なが らも,ユ ーラシア広 域 に形 成 され たと言 え

よう。そ して大 局 的 に見 れば,こ れは13世 紀 のモ ンゴル帝 国時 代 に形 成 される一 大交 流 圏を準

備 するものであ ったのである.鮮 卑 族 の拓 抜 国家 とも称 される唐 帝 国とソグド人 などのイラン系 商

人 との 関係 も,大 元 ウルスとイラン系 ムスリム商 人 との 関係 にも準 えることがで き,い ず れも遊 牧民

が農 耕 民 に対 して優 位 を誇 った時 代(4・5世 紀 ～15世 紀)に あって,中 国 内 地 とユーラシアが

広 く結 び付 くなかで現 出したものであった.

[質疑 応 答]

Q=(大 阪 ・笹 川 裕 史)

唐 代 というと,商 業 に対 し抑 圧 的 なイメージが ある.唐 国 内 でソグド商 人が 活 躍で きたの は,

彼 らに能 力 があったか らなのか?ま た漢 人 は貿 易 に関与 できなか ったのか?

A=(荒 川)

唐 の太 宗 は一 時 』国 内の 関所 を撤 廃 しており,か ならず しも商 業 に対 し抑 圧 的で あったと

はいえない.科 挙 官 僚 が商 業 を蔑 視 してい たことは確 かで あるが,そ れ が唐 全 体 の政 策 で

はないであろう.シ ルクロード貿易 に漢 人 が 参 入 することもあった.長 安 の西 市 に隣接 した懐

徳坊 という区域 にいた漢 人 商 人 の なか には,ソ グド商 人 とパ ートナーを組 んでシルクロード貿

易 に従 事 す るものもいた.

Q:(長 野 ・小川 幸 司)

唐 滅 亡 後,13世 紀 まで はシルクロー ド貿 易 は衰退 期 かP

A:(荒 川)

交 通 の中心 拠 点 や管 理 権 は分 散 していくが,商 業ネットワークは衰 退 せ ず に存 続 していた

であろう.10世 紀 になると,ソ グド商 人 はウイグル商 人と名 を変 え,活 躍 を続 けてい る.
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◇ 白須 浄 眞 「新 しい世 界 史教 育 の創 造 をめざして」

[講 義概 要]

(1)歴 史学 研 究 と歴 史 教 育 との間

「インター フェイスの 人 文 学 」 とは,世 界 の急 速 な変 容,グ ローバ ル化,急 激 な社 会 意 識 の変

化,こ れ に対 応 し切 れ ない学 問 の現 状,と りわけて人 文 学 総 体 の 弱 体 化 を意 識 しての提 案.そ

の 中にあって 「シルクロードと世 界 史」 班 は,歴 史 教 育 の現 場 にも参 画 を求 め て世界 史像 の改

編 を試 み,歴 史学 研 究 の最 前 線 の成 果 を発 信 する.

(2)グ ローバ リズムの進 行 と世 界 史 教 育 がはたす べ き課 題

大 きな変 化 をもた らす のだと強調 される今 日の グローバ ル化 ではあるが,極 論 に左 右 されないこ

とが肝 要 であ る.国 民 国 家 の変 容,そ れ にともなう文 化 ・思 考 の変 容 は免 れ えない としても,人

類 史 上 経 験 したことの ない根 元 的 変 化 をもたらす のか 否 か,幾 度 となくグローバ ル化 を経 験 して

きた世界 史へ の 問 いを欠 いてはならない.世 界 史 の学 習 を多 様 な歴 史事 象 を歴 史総 体 のなか か

ら認 識 す るトレーニングの場 と承 知 してよいとす れば,世 界 史像 改 編 を試 み る今,今 日の グローバ

ル化 は 時宜 を得 た優 れた教 材 で ある.繰 り返 し教 え続 けることによって獲 得 され る現 場 教 師 の統

合 的 知 見 に,改 編 を求 め る最 前線 の研 究 の吸 収 を願 うのはその ためであ る.ところでこの試 行 は,

研 究 と教 育 を結 ぶ媒 体 が 存在 しない構 造 的 な欠 陥を補 完 して両 者 を往 還す る,「層 としての新 た

なリーダー」 の 育成 も意 図 す るもの である.が あ わせ て,人 文 学 総 体 の社 会 からの遊 離 という学

問 現 状 を打 開 する模 索 の1つ ともなっている.

(3)グ ローバ リズムの進 行 とわが 国 の文化 総体

国 家 を越 えた情 報 ネットワークが 国際 社 会 の 基 調 となり全 地 球 的なシステムとして機 能す れば,

課 題 となるのは言 語 の問 題.米 英 語 がグローバル化 推 進 の実 用 言 語 に留 まらないで米 欧の 文 化,

思 考,価 値 観 をさらに敷 衍 化 してしまえば,わ が 国 の基 層 文 化 は 揺 らぎかね ない.長 い歴 史 を

持 つ漢 字を基 調 とす る日本 語 文 化 をどう保 持 す るのか,真 剣 な対 応 が 必 要 であろう.欧 米 文化,

思 考,価 値 観 によって構 築 され た世界 史像 の 再編 を求 め る今,多 元 であることの重 要 性 を再 考 し

つつ作 業 は急 がれ よう.

(4)わ が 国における歴 史 学 教 育 の回顧 と新 たな世 界 史 像 へ の提 言

1887(明 治20)年,帝 国大 学 文科 大 学 に設 置 され た史 学科 で学 ば れた歴 史 は,「あ くまで

西 洋,そ れ も西 ヨー ロッパ とい うユ ーラシア大 陸 のほん の一 部 に過 ぎない 地 域 を中 心 とす る歴 史

であ」 り(森 安 孝 夫 「中央 ユ ーラシアか ら見 た世 界 史 」 「あうろ一 ら』4号,1996),ま たそ の

後 の1890年 代 に生 まれ た東 洋 史 も 「地 中 海世 界 とは別 に独 自の歴 史叙 述 の伝 統 を築 き上 げ て
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い た中 国世 界 の 歴 史 に,周 辺(辺 境)の 諸 民族 の歴 史 を付 け足 した に過 ぎないもの であった」

(同).そ して 第二 次 世 界 大 戦 後 誕 生 した世 界 史 とい う高 校 の科 目も,従 来 の西 洋 史 と東 洋 史

を結 合 させ たものであった.枝 葉 を切 り落 とした論 議 としても,新 たな世 界 史 像 を求 めようとする今,

欠 か せ ない認 識 で ある.こ うした主 張 が 中 央 ユ ーラシア史 の領 域 か ら顕 在 化 してきたの は近10

年 以 降 のこと。『史 学雑 誌 』 の回顧 と展 望を振 り返 れ ば,こ の領域 を 「内 陸アジアー ・二 」(モ ン

ゴル時 代 までを一,そ れ以 後 を二)と 区分 した1986年 以 降 に深 まりを増 していたとしてよかろう.

[質疑 応 答]

Q:(質 問 表)

歴 史を何 の ために教 えるの か?歴 史 の真 実(事 実)と は何 か?

A=(白 須)

生徒 か ら 「歴 史 は何 のために学 ぶの か?」 というような質 問が 出されることはよくある.私 は

長 年 高 等学 校 で世 界 史 を担 当 していたが,そ うした経 験 は少 なくない.多 様 な答 え方 がある

が,生 徒 たちの 経験 に訴 える一例 を挙 げれ ば次 のようである.

幼児 期 に絵 を描 き,ピ アノを習い,遊 技 をする.そ れを無 駄 で あったとするのか.必 ず しも

画家,音 楽 家 になるためで はなくて も,そ こには情 操 を育 て豊 か な心 を養 うという幅 広 い 目的

は容 認 できるはず.人 の行 為 の蓄 積 であ る歴 史 を学 ぶことも同 様 で,豊 かな知 識 と感 性 が よ

り深 い 理解 を促 す。ここに言 うより深 い理 解 とは,多 様 で柔 軟 な視 点 を身 につ けることであり,

歴 史の 学 習 はその トレーニ ングの 一 環,そ うした答 え方 もあるだろう.イギ リスの小 学校 の教

科 書 だったと思 う.次 のような話 があ る.

あ る公 園 の道 路 をはさんでAとBの2人 の 少 年 が キャッチ ボール をして いた.そ こへ1

人 の 老 婦 人 が,道 の 反対 側 か らはCと いう少 年 が 歩 いてきた.老 婦 人が 近 づ いてきたのに

AとBは キャッチボ ールをや めなかったため,ボ ールが 老 婦 人 の足 に当たって しまい,ボ ール

はC少 年 の所 へ 転 が っていった.驚 いたAとBは 道 ばた の茂 み に隠れ た,老 婦 人 はCが

ボールをぶ つけ たと思 いこみCに 問いた だす が,Cは 謝 罪 しなか った.こ の状 況 を自分 が 老

婦 人 なら,自分 がCな らどう家 族 に説 明す るだろうか という問い が設 定 されている.老 婦 人 は

「Cは なか なか謝 らなか った」 と言 い,Cは 「なぜ 謝 らねば ならないか わか らない」 と話 す

だろう.

このように事 実 は1つ しか ない はず のに,立 場 が 変わ ると見 え方が 大 きく違 ってくる.つ まり

事 実 か ら派 生 す る事 柄 は,立 場 によって見 え方 が相 違 する主 観 性 の 強 いものであ り,嘘 や

281



誤 解 さえ派 生 しやす い.歴 史 の学 習 とは,こ のような立 場 や 主観 を越 えて柔 軟 な視 点を大切

にし,こ れ をトレーニングによって史 実認 識 の 眼を養 おうとす る課題 を持 つ.し た がって史 料 に

問 う,そ の問 い方 が重 要 となる.そ の一 例 を具 体 的 に提 示 してみよう.

旧石 器 時代 のヴィーナス像(例 えば オーストリアのヴィレンドルフ出 土)は,な ぜ 顔 に目鼻

や口 が描 か れていない のだろうか.そ れ は特 定 の あの女 性 ではなく,女 性 であること(出 産,

人 の再 生)に 関心 の重 点 が あったことによる,幼 い 子 供 に母 親 を描 か せ ると顔 が 異常 に強

調 されるの は,幼 児 にとって顔 がその 関 心事 で あり,母 親 は顔 として存在 するか らである。共

通す る事 例 であろう,

ラス コーの壁 画 が 驚 くほどに高 度 な水 準 で描 か れてい るの はなぜ だろうか.た んなる狩猟

の記 念 として その洞 窟 の住 人 が 自由 に画 い たので はなく,専 門 に担 当 す るた けた 人 が 明確

な目的を持 って描 い たためで ある.そ の 目的 は何.捕 獲 し食 べ た動 物 の 肉体 そ のもの に魂 を

呼 びもどしその生 命 体 再 生 を願 うという宗 教 儀 礼 を想 定 す れ ば,精 密 に正 確 に描 か れること

は必 要条 件,さ らにこれ ら動 物 壁 画 の大 半 は,な ぜ 動 物 の顔 の様 な部 分 ではなく全 身を描 い

たのか.魂 の宿 る全 身 の 肉体 が 必 要 であったと理 解 す べ きで あろう.こ の ように歴 史の 学 習

で は,柔 軟 で多 様 な視 点を見 出す 問 いが重 要.

Q=(質 問 表)

限 られ た授 業 の時 間枠 で,今 回の研 修 会 で学 んだ知 識 を教 育 現 場 にどう生 かしていった

らよい か?

A:(白 須)

す ぐに活 用 できなくてもよい だ ろう.全 国 の教 員 が 集 まって,最 新 の研 究 成 果 や 歴 史 理

論 を学 び,教 員 側 の疑 問 に研 究 者 の 側 が即 座 に 回答 す るとい うこの ような研 修 会 は,こ の

COEプ ロジェクトが初 めての 試 みである.現 状 の問 題 点を皆 が共 通 認 識 として持 つ ことが今

回で きたことに意 義 は充分 あるだろう.

Q:(質 問 表)

歴 史学 は歴 史 教 育 に何 を提 示 す るの か?

A:(白 須)

COE「 インターフェイスの 人 文学 」 ニューズ レター 『InterfaceHumanities』 第1号 の

14ペ ー ジに森 安 教 授 が 述べ てい ることがそれ である.「 陸と海 のシルクロー ド関係 史料 の収
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集 ・公 開 ・分 析 と,多 言 語 史料 ・映像 資料 を統 合 した新 しい 「世界 史」 研 究法 の構 築.上

記 の研 究 を中核 とした最 新 の歴 史 学 による,高 校 世 界 史 教 育 を刷 新 す る方 法 の 開発 ・実

践.」

Q:(質 問表)

一 般 に
,世 界 史 は高校 生 には人 気 が なく,ほ か の教 科 に逃 げてしまい,危 機 感 を感 じてい

る.打 開 策 はないか?

A:(白 須)

世 界 史 を学 ぶ 学 生 の 「分 母」 が 少 なくなると,学 問 も衰 退 する.人 文 学 の魅 力が 発 揮 さ

れ ない ことにも要 因が あるが,現 場 にあってその 「分 母 」 を増 や す特 効 薬 は今 はない。私 の

経 験 で は先 史 時代 まで は生徒 はついて これるが,オ リエ ントに入 るとつ いてこれ なくなる場 合

が ある.単 線 的 なエ ジプト史 をオリエ ントの前 に教 えたこともある.生 徒 の興 味 を引き起 こせ る

教 師の力 量,そ こか ら生 まれる 「光る言 葉 」 と問 いが魅 力 となろう.た とえば,「 印 欧語 族 」

はなぜ インドとヨーロッパ が 同 じ言 語 体 系 なの か,と い った問 いを投 げか け,謎 掛 けをす るの

も1つ の方 法

A:(川11匕)

外 国 ではCD-ROMの 教 科 書 も登 場 している.新 媒 体 を使 った教 材 の 開発 も必 要 ではな

いか.

Q:(京 都 ・印 牧定 彦)

「なぜ 歴 史 を学 ぶ のか 」 というとき,「現 代 の我 々がい るところがわか るように」 という目的

意 識 が先 行 し,近 現 代 史 偏 重 になり,古 代 史 はやっても意 味 はないという風 潮 になりつ つある.

特 に2001年 のアメリカ同時 多 発 テロ事 件 以 降 は,イ スラムやパ レス チナ問 題 に重 点 的 に授

業 の時 間 が割 か れている.世 界 史を通 史で教 える必 要性 が 問 われてい るように思 われる.

A:(白 須)

人類 の起 こした行 為 に理 解 できないことは ない,と いう前 提 の上 に立 つ ので あれば,現 実

の 出来事 が なぜ起 こった のかという問いを考える基 盤 として,通 史を知 って いることは重 要 で

はないか,考 える基 盤 というものは幅 が広 けれ ば広 いほ どよい.
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A:(森 安)

近 現 代 史 は古 代 史 か らつ ながってきているのであって,断 絶 はして いない.古 代 史 が わか

らなけれ ば,近 現代 史 がなぜ 展 開 していくの かわか らなくなる.し か しなが ら 「時 間と受 験 の

両 立 」 という問 題 に直 面 してい る教 育 現 場 の 実態 に鑑 み ると,各 教 員 の 判 断 で必 要 なもの

は時 間を割 き,不 要 と思 われ る事 項 は扱 わ ない,と い った選択 をしてもよいので はない か.

Q=(兵 庫 ・八尋 孝 一)

大 学 ではどのような生 徒 を求 め ているのか?高 校 世 界 史 教 育 の現 場 で我 々は生 徒 にど

んな力 を養 わせ るとよいのか?

A:(森 安)

知 識 の量 で はない.自 分 で考 える力,論 理 的 ・数 学 的 な思 考 力 が重 要.

A:(桃 木)

そ れに加 え,専 門外 の人 にも自分 の研 究 の意 義 を説 明 できる能 力 が求 め られ ている。

A:(川11匕)

大 学 は2種 類 の 人 を求 め てい る.1つ は研 究 の後 継 者 になる人,も う1つ は歴 史 の好 き

な人.研 究 者 にならず に社 会 に出 ていく人 であれ ば後 者 でよい.日 本 の大 人 は受 験 勉 強 が

あることもあって,世 界 のことをよく知 っていると思 う.知 識 も重視 されるべ きで あり,そ れ が今

日の 日本 の発 展 に寄 与 したことは否 めない.そ の点 で,教 育の 均 質化 はあっても良 いことだと

思う。今 回 の研 修 会 では高 校 教 育 だけが 問 題 となっているが,そ れ とつなが る小 ・中学 校 で

の歴 史教 育,大 学 での歴 史 教 育 を今 後 どうしていくの かも考 えねばならない だろう.

2.全 体 討 論 の概 要

〈世界 システム論 をめぐって>

Q=(質 問表)

アジアでなぜ 産 業 革 命 が起 きなか ったのかP

A:(川11匕)

「産 業革 命 」 と呼 ば れる現 象 が ヨーロッパ で果 たして起 こったのか,と いう疑 念 も提 示 され

てい るが,少 なくとも工 業化 の進展 がみ られたことは確 かであ る.ア ジアと違 いヨーロッパ には

アメリカ大 陸という 「周 辺」 があ り,銀 や食 糧 を確 保 できたことは大きかった.一 方,中 国 にも
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「周 辺 」 は存 在 したが,「 周 辺 」 で も人 口 の増 加 が 起 き,資 本 は農 業 生 産 に割 かれ てしま

い,ヨ ーロッパの ようにはいか なか った。家 族 システムの違 いも一 因であろう.

Q:(質 問 表)

西 洋 史 にお ける近世 と近代 の違 いは?

A:(川 北)

両 者 はもともと同義 いず れもmodernの 訳 語 である.工 業 化 以 前 をearlymodernと 呼

ぶ こともある.し か し,こ の ような時 代 区分 は戦後 の歴 史 学 が 一 国史 観 で あったため 当初 は

問題 が なかった が,ヨ ーロッパ を同時 代 史で とらえると,具 合 が 悪 くなる.例 えば18世 紀 前

半 の時 点 で時 代 区 分 を適 用 す ると,名 誉 革 命 を経 たイギリスは近 世,フ ランス革 命 がまだ起

きてい ないの でフランス は封 建 社 会 となってしまうので ある.私 は18世 紀 前 半 の ヨー ロッパ を

近 世 としてとらえた.と ころで,「 近 世 」 という時代 区分 はアジア史 ではどのように使 われてい

るのだろうか?

A:(桃 木)

アジアで 「近 世 」 という時 代 区分 を使 っていた のは,は じめは日本 史だ けで あった.し か し

アジア史 でもこの時代 区分 が使 われ るようになってきている.そ の理 由 は,そ の 時代 が西 洋 よ

り遅 れなが らも後 に近 代 化 を遂 げる基 盤を作 った時 代 であること.もう1つ は大 航 海 時代 前

後 か らアジアとヨーロッパ とで同 時代 的 に連動 す るように様 々な面 で変 化 が 起 きてい たか らで

ある.

Q:(質 問 表)

価 格 革命 はなぜ 中 国で起 こらなかったのか?

A=(杉 山)

た しか に銀 は大 量 に中 国へ 流 入 してい た.し か し漢族 社 会 は均 分相 続 が 原 則 で あるた

め家 産 の蓄 積 が 困難 である.ま た漢 族 社 会 は 「果 てしなき競 争社 会 」 と呼 ば れ,科 挙 官 僚

であってもその 身分 が なくなると,付 随 してい た特 権 はす べ てなくなってしまう.こ のようなヨー

ロッパ とは異 なる社 会 構 造 によって,銀 が 流 入 しても中 国 では価 格 革 命 は起 きず,資 本 の 蓄

積 を行 って産 業 の勃 興 を図るといった現 象 も見 られ なか った.
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Q=(質 問 表)

明 に入 った銀 はそ の後 どこへ 行 ったのか?

A:(杉 山)

税 銀 は北 辺の 軍事 地 帯 に投 入 されたが,軍 人 ・官 僚 ・大 商 人 などにのみ還 流 す るか,貿

易 によって外 部 勢 力 へ 流 出した,

Q:(神 奈 川 ・石 橋 功)

明 代 に銀 が北 辺 に流 れたということは,富 の 集 まるところが 中心 という説 と矛 盾 す るので は

ないか?

Al(杉 山)

明 からみれ ば辺 境 に違 いないが,政 治 的 な中心 と経 済 的 な中心 が離 れてい ると考 えること

もできよう.

〈民 族 ・シル クロードをめぐって>

Q=(石 橋 功)

「中央 アジァ」 とい うと,「シルクロード=キ ャラバ ン」 というイメージを連 想 す る.そ のイメー

ジを変 える教 え方 はないか?

A=(杉 山)

砂 漠 ・オアシス ・ステップというコントラス トの強 い世 界.緑 のあるところに局 所 的に人 が 集

中す る,区 別 の はっきりした世 界 ととらえてほしい.

A=(荒 川)

地 図 に書 かれ ている 「シルクロード」 は,代 表 的 なル ートに過 ぎない.さ まざまルートが存

在 し,草 原 ・オアシス 問を結 ぶ 南 北 のルートもある.つ まり,面 的なネットワークと言 ってよい だ

ろう.そ して 「シルクロード」 はネット上の 拠 点 を結んで 人 ・情報 ・モノの 交流 が 広 がっている

世 界 で あると考 えてほしい.

Q:(質 問 表)

個 人 が複 数 の言語 を話す ことは中央 ユ ーラシアで はふ つうの ことか?
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A=(森 安)

日本 人 が 日本 語 しか話 せ ない ことの方 が むしろ特 異 といえる.現 在 でも中央 ユ ーラシアの

人 々の 中には複 数 の 言 語 を話 す 人 が 多 い.話 す 言語 が変 わることもしば しばある.モ ンゴリ

ア出身 の突厥 ・ウイグルなどの勃 興 とその後 の大 民 族 移 動 によって,中 央 アジア全 体 ではトル

コ語 を話 す ようになり,そ の 土 地 は 「トルキスタン」 と呼 ばれるようになる.「トルキスタン」 とい

うの は 「トルコ人 の土 地 」 という意 味 のペルシア語 であるが,実 際 にはモンゴロイドのトルコ人

が先 住 の コーカソイドの 印欧 語 族 を皆殺 しにして出 来 たわ けではなく,支 配 者 の言 語 たる 「ト

ルコ語 を話 す 人 々の土 地 」 に変 貌 した だけなのであ る.一 方,モ ンゴル帝 国 の後 継 諸 政 権

で は,圧 倒 的多 数の構 成 員 がす で にトル コ語 を話 してお り,恐 らく文 書 行 政 を行 う上 で便 利

だったために支 配 者 側 のモンゴル人 たちもトルコ語 を話 す ようになっていった.そ れ故 に,モ ン

ゴル帝 国 による支 配 以 降もトルキスタンが モンゴリスタンに変化 す ることはなかった.

Q=(東 京 ・宮 武 志 郎)

ソグド人が トラブルを起 こした場 合 は,唐 政 府 はどう対 応 したか?オ スマ ン朝 ではユ ダヤ

教 徒 同士 のトラブ ルはラビが裁 き,ユ ダヤ人 とムスリムの紛 争 はシャリーヤ法 廷 で 裁 か れ た.

つまりイスラムが優 位 とす る意識 が あった.

A=(荒 川)

漢 人 とソグド人 との トラブルの場合,唐 の律 令 に照 らして裁 いてい たことを裏 付 ける文書 が

トゥルファン文 書 にある.こ れ はソグド人が 羈 縻 支 配 下 に入 っており,外 国人 として扱 っていな

い ため.ソ グド人 同士 の紛 争 へ の対 応 は実 例 が ない のでわか らない が,前 述 のような理 由で,

唐 の律 令 が 適用 され たものと推 察 される.

Q:(京 都 ・山 内敏 輝)

唐 はソグド人 のネットワークを本 当 に利 用 したの か?ソ グド人 の商 業 活 動 を保 障 してやっ

ているだけではないか?

A=(荒 川)

唐 の 内地 か ら中央 アジア辺境 へ の軍需 物 資 ・資金(絹 織 物)の 輸 送 はソグド商 人 を雇 っ

て行 った.そ の点 で唐 はソグド人 の商 業ネットワークを利用 していると言って よいだろう.
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〈高校 教 育 の 課題 をめぐって>

Q:(福 井 ・谷 ロ康 治)

今 回の研 修 会 の感 想 と,こ こで 得 られた新 しい知 識 を今 後 高等 学 校 の教 育 現 場 で どう活

用 してい けばよいかをこれか ら議 論 していきたい.現 在 の 高等 学 校 の歴 史教 育 は,教 えられ

たことのす べ てが学 ばれてお らず,生 徒 も充 分 学 んでいないの ではないか という指 摘 が 前 の

文 部 科 学 省 教 科 調査 官 によって なされている.生 徒 は本 当 に歴 史 を学 んで いるの か,な ぜ

学 ば れてい ないのか.今 回の研 修 会 では最 新 の歴 史研 究の 成 果 を知 識 として得 ることが で

きた.し か し,各 教 員 が そ の1つ1つ の知 識 を消 化 ・体 系 化 し,整 理 してい か なければ 教

育 現 場 では使 えない.新 学 習 指 導 要 領 で は,近 代 を16～19世 紀 と設 定 し,「一 体 化 す る

世 界 」 という単 元 名 で20時 間で教 えることが提 示 されて いる.今 回の研 修 会 で学 んだ世

界 システム論 を活 用 し(教 員 自身が 自分 なりに解 釈 した 上で)講 義 内容 に沿 って私 なりに教

案 を作 ってみると,近 代 は世 界 の一 体 化 の始 まり(16世 紀),世 界 の一 体化 の進展(17～

18世 紀),そ して世 界 の 一体 化 の達 成(19世 紀)と いうことになるが,20時 間で世 界 シス

テム論 の 「周 辺 」 「半 周 辺 」 「中核 」 といった術 語 を使 わ ず に,貿 易 の品 物(銀,ア ヘ ン,

キャラコ,コ ーヒー,砂 糖 など)を 使 って,川 北 教授 の 『砂 糖 の世 界 史 』 のようなことので き

る授 業 が できないか.歴 史研 究 者 を生 産 者,高 校 の生 徒 を消 費者 とたとえるなら,高 校 の教

員 は生 産 され たもの を加 工 して生 徒 に売 る商 人の ような存 在 で あろう.材 料 は加 工 しなけれ

ば,消 費 者 には受 け入 れてもらえない.研 修 会 で学 ん だことを自分 なりに消化 して売 り込 んで

いきたい.

Q:(神 奈 川 ・堀 部 宏 人)

神 奈 川 県 では教 員 たちが 集まって世 界 史 研 究 推 進 委 員 会 を組 織 し,今 年 度 はイスラムを

どう教 材 に利 用 す るか をテーマ に検 討 を重 ね,そ の成 果 を県 の社 会 科 部 会 で発 表 している.

来 年 度 は本 研 修 会 での成 果 を生 か すべ く,中央ユ ーラシア史 の勉 強 会を開 きたいと考 えて い

る.高 等 学校 には進 学校 とそうで ない学 校 など様 々あり,実 態 にあった教 育 法 を進 め つつ あ

る.研 修 会で 学 んだことを自分 たちが 正確 に生 徒 に伝 えられるか 自信 はないが,生 徒 のニ ー

ズにこたえ,ケ ース ・バイ ・ケースで対 応 していくしかないだろう.

Ql(神 奈 川 ・松 木 謙 一)

ネットワーク論 はわか りや す いが,世 界 システム論 はこちらが 説 明 しても生 徒 にはわか っても

らえない.従 来 型 の教 育 法 に新 しい小 さなトピックを少 しずつ 提 示 していくのが 最 良で はない

かと思 う.中 央 アジアは正 直 に言 って,知 識 が ほとん どない.現 地 の地 理 的な状 況 も教 員 の
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側 で す らつ かめ ていない.研 修 会 で得 た知 識 を教 材 化 していくにはか なりの準 備 が いるだ ろ

う.生 徒 の 側 も何 が なにや らわか らないと言 うのが 本 音 である.絵 や 図説 を使 って解 説 す る

手 法 も行 っているが,絵 や 図説 を使 ってしまうと,そ れ を文 字 で表 現 す る力 を失 うとい う負 の

側 面 も顕 在 化 してくる.文 字 と絵 ・図説 のバ ランスをどうとってい くか 考えていか ねば ならない.

大 学 教 育 の現 状 はどうなっているか?

A=(桃 木)

大 学 の講 義 でも,最 近 で は図 や写 真 を使 わないと学 生 は反 応 しなくなってきている.ま た,

東 洋 史 で は漢 文 を読 解 す る能 力 が 著 しく低 下 している,高 等 学 校 での 国語 教 育 にも問題 が

あるの ではないか.

A:(川11匕)

理 系 の発 表 ではプロジェクターや パ ワーポイントを使 うプレゼ ンテーションが あたりまえになっ

てい る.も はや文 字 ば かりのレジュメでの発 表 で は受 け入 れ てもらえないの が現 実 である.文

系 でも表 現 法 の工 夫 が早 急 に迫 られている.

Q=(神 奈 川 ・大 久保 敏 朗)

生 徒 は漢 文 をとらなくてもよい大 学 を受 験 す る傾 向が ある.生 徒 のボキャブラリーも非 常 に

不 足 してい るように感 じる.教 科 書 が 誤 って いる,あ るいは教 科 書 にないことを補 足 して教 え

るにしても,生 徒 にどこまで説 明 してよいものか,教 員 の側 の 良心 が 問わ れるだろうと感 じる.

とくに理 系 の生 徒 は,白 黒 はっきりした答 えを求 めている.「両 方あ るか もしれ ない 」 というよ

うな答 え方 で は生徒 は納 得 しないのが 現 実 である.程 度が 過 ぎると生徒 をただ混 乱 に陥れ る

だ けではない かとい う不 安 もある.

π.ア ンケ ー トの 集 計 結 果

3日 間にわたる研修会の終了時に,す べての参加教員(勤 務の都合で最終日を欠席した数人

を除く)に対して,現在の高校世界史教育の問題点や本研修会の感想などを中心とするアンケー

トを実施した,以 下に,そのアンケートの集計結果の概要を報告する.

本 アンケートにおける質 問項 目は,つ ぎのとおりである.

(1)氏 名

(2)都 道府 県(勤 務 校 所在 地)
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(3)年 齢

(4)勤 務 校 の形 態(国 立 ・県 立 ・市 立 ・私 立 ・その他 など)

(5)勤 務 校 の規 模(例:1学 年 普 通 科6ク ラス)

(6)大 学 での専 攻 テーマ

(7)現 在 の 関心 分 野

(8)世 界 史 以 外 の担 当教 科(以 前 の担 当経 験 も含 めて)

(9)現 在 使 用 している世 界 史教 科 書 名

(10)現 在 使 用 してい る世 界 史副 教 材 名

(11)現 在,あ るい はか つて使 用 の世 界 史 教科 書 ・副教 材 へ の 意見 ・疑 問 ・問題 点 など

(12)ど のような世 界 史 教科 書 を望 んで います か

(13)使 用 している指 導 書へ の意 見 ・疑 問 ・問 題 点 など

(14)使 用 した指 導書 の なか で推 薦 できるもの

(15)現 在 の高 校 世 界 史教 育 にお ける問題 点

(16)今 回 の研 修 会 でとくに興 味 深 かった話 題 ・素 材

(17)今 回 の研 修 会 で高校 教 育 現 場 に利用 できそうな話題 ・素 材

(18)今 回 の研 修 会 で理解 しにくか った,あ るいは教 育 現 場で 利用 しにくいと感 じた話 題 ・

素 材

(19)今 後 このような研 修 会 でとりあげて ほしい 地域 ・時代 ・素 材 など

(20)来 年 度 以 降の研 修会 に新 たに参 加 して いただけそうな教 員 ・教 員 団体 をご紹 介 くだ

さい

なお,本 報 告書 で は,紙 幅の 関係 もあり,以 上20項 目のす べ ての集 計結 果を示 すことはせ ず,

参 加 者 の都 道 府 県 ・年 齢 構 成,高 校 世 界 史教 育 の 問題 点,本 研 修 会 に対 す る意 見 などの主

要 ないくつ かの項 目につ いてのみ,そ の集 計結 果 を掲 載 し,若 干 の コメントを付 してお きたい.

1.「(2)都 道 府 県(勤 務 校 所 在 地)」

岩 手(1人),東 京(3人),埼 玉(2人),神 奈 川(9人),長 野(2人),愛 知(3人),

富 山(1人),石 川(1人),福 井(2人),滋 賀(1人),京 都(10人),大 阪(17人),兵 庫

(6人),奈 良(2人),和 歌 山(1人),岡 山(2人),広 島(4人),徳 島(1人),愛 媛(2

人),福 岡(2人)
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本研修会の案内書は,各 都道府県の高等学校社会科研究会を中心に,す べての都道府県

に発送したが,当 日の参加者は,北 は岩手県から南は福岡県の範囲にとどまった.また,研 究予

算の関係もあり,近畿圏からの参加者が半数を占めるという片寄りがみられた点は否めない.

2.「(3)年 齢 」

20代(3人) 30代(12人)40代(42人)50代(10人)60代(1人)

参 加 者 の 年齢 構 成 に関して は,40代 が 圧 倒 的 に多 い.こ の点 で,本 研 修 会 は,現 在 の高 校

教 育 現 場 のまさに中核 を担 ってい る多 数 の教 員の 参加 を得 ることができたといえよう.

3.「(6)大 学 での 専攻 テーマ」

・西 洋 史(26人)

[近 現代 フランス(4人),近 代 ドイッ(3人),近 代 イギリス(2人),古 代 ローマ(2人),

フェニキア,ロ ーマ ・ビザ ンッ,古 ゲルマ ン,中 世 フランス,中 世 ドイツ,中 世 イギリス,グ レゴリ

ウス改 革,古 代 ロシア,帝 政 ロシア,近 世 近 代 イギリス,チ ャーチ スト運 動,近 代 ハ ンガリー,

ナチス ・ドイツ,現 代 ポーランド,近 現 代 ロシア,近 世 近 代 イギリス]

・東 洋 史(23人)

[中国 古 代,楚,漢 代,北 匈 奴,後 漢,曹 操 政 権,後 秦,府 兵 制,中 国 中世,唐 末 ・五

代,契 丹,元 明交 替期,清 代 経 世 思 想,近 世 中 国 の 阿 片 問 題,日 本 留 学 清 国 陸 軍 学 生,

抗 日学生 運 動,近 代 回 民 反 乱,中 国 国 民 革 命,汪 兆 銘 政 権,テ ィムール帝 国,オ スマン朝,

近 代 インド,イラン]

・日本 史(8人)

[古代 政 治 外 交 史,平 安 初 期 地 方 社 会,鎌 倉 期 政 治 社 会 史,近 世 近 代 の アジア意 識,

近 代 社 会教 育,日 中 戦争,文 化 ・文 化 人 総動 員 体 制,近 現 代 政 治 史]

・その他(11人)

[広 報社 会 学,社 会 学(ウ ェーバー),ジ ョン ・ロック認 識 論,比 較 哲 学,教 育 方 法 論,近

代 世 界 史教 育 内容 開発,西 欧 法 制史,日 本 法 制史,財 政 学]

高校で世界史を教えている教員が,す べて大学で西洋史や東洋史を専攻した者でないことは

もちろんである.本研修会の参加者に関しても,半数以上が西洋史 ・東洋史の専攻とはいえ,日
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本 史 の専 攻 者 も多 く,また歴 史 学 以外 の社 会 学 ・法 学 ・経 済 学 ・哲 学 ・教 育 学 などの専 攻 者 も

か なりいる.と くに後 者 のような,大 学 で歴 史 学 を学 んでい ない教 員とどの ように接 点 を持 ってい く

か ということも,今 後 考 慮 されるべ き課 題 であろう.

4.「(11)現 在,あ るいはかつ て使 用 の 世 界 史教 科 書 ・副教 材 へ の意 見 ・疑 問 ・問題 点 など」

・各 国 史 的枠 組 み(各 国史 の寄 せ 集 め)

・王 朝 交 替 史 的記 述

・ヨーロツパ 偏 重 傾 向

・掲 載 され ている肖像 が 少 ない

・日本 国民 がどうあるべ きか の視 点の 欠 如

・細 かい事 実 の 羅列(有 機 性 がない)

・政 治 ・事 件 史 中心

・「周 辺 」 の地 域 ・国家 の軽 視

・必 要な図 ・資 料 が少 ない

・「わか りや す さ」 と 「新 しい歴 史 学 」 の 架橋 をどうす るか

・共 時性 重 視 の あまりに
,タ テのつ なが りが 断 絶 したものがあ る

・旧来 の 「西 洋 史 」・「東 洋 史」 という枠 組 み から脱 け出せ てい ない

・学 力 的 に低 く
,受 験 でも世 界 史 を必 要 としない 生徒 のための教 科 書 がない

以 上 のように,現 行 の教 科 書 をめ ぐるさまざまな問題 点が 指 摘 され ている.そ れらの 問題 点 の

なか でもとくに,各 国史 の 寄せ 集 め としての世 界 史,王 朝 史 ・政 治 史 ・事 件 史 中心 の歴 史,ヨ ー

ロッパ や中 国 中心 の 歴 史 などの 点 を多 くの教 員 が 問 題 点 と考 えてい る.本 研 修 会 は,先 述 の 開

催 趣 旨にもあるとお り,ヨーロッパや 中 国という,従 来 「中心 」・「勝 者 」 とみなされて いる地 域 か

ら歴 史 をみ るので はなく,そ の 「周 辺 」 とみ なされ ている地 域 に視 点 を据 えて公 平 な立 場 か ら歴

史 を描 くということを,主 要 な目的 の1つ としている。この点 か らみても,本 研 修 会 はまさに高 校 教

員 側 の 問題 意 識 に合 致 したものであったといえよう.

5.「(12)ど のような世 界 史 教 科 書 を望 んでい ますか」

・内容 に有 機 的 連 関の あるもの

・国家 と文 明システムに依 拠 したもの

・流 れ がとらえられるもの

・個 人 にもスポットライトを当て たもの

・社 会 史の成 果 を積 極 的 に取 りいれ たもの

・エ ピソード(雑 学)・ 人 物 史 の豊 富 なもの

・歴 史観 などで一 貫 性 があ るもの

・ミクロとマクロの視 点 をあわ せ もつもの

・多 面 的 視 野 を養 えるもの

・人 間の躍 動 をリアルに書 いたもの

・政 治 と文 化 の相 互 作 用 がわか るもの

・女 性 の視 点 をもりこんだもの
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・日本 国民 形 成 の視 点 をもったもの

・もっと語 句 が精 選 されたもの

・記述 が 簡 明 なもの

・説 明の 豊 かな分 厚 い もの

・知 的 ・学 問的 興 奮 を感 じられ るもの

・読 み物 としてお もしろいもの

・高 卒 レベ ルの必 須 教 養 的 なもの

・もう少 し薄 いもの

・世 界 史BとAが あわさったようなもの

・現 在 の学 問水 準 の最新 のもの

・デジタル教 材 化 を前 提 としたもの

・体 系 化 された知 識 が 理論 としての せ られ ているもの

・横 の つながりがわか るもの(同 時代 性 を重 視 したもの)

・ネットワーク論 ・システム論 などの視 点 を取 りいれ たもの

・地 理 的 な要素 を強くした もの(地 図などの増 補 ・充 実)

・生 活 史(そ の 時代 に生 きた人 々の様子)が わかるもの

・文 章 中 心 の叙 述 で読 ませ るもの(ビ ジュアル化 の一 方で)

・資料 や 学 説紹 介 なども入 れ た,教 科 書1冊 でことた りるもの

・世 界 史(地 球社 会)の なか の日本 の位 置 などがわか るもの

・社 会 人 ・国際 人 としての教 養 となる
,現 代 を念 頭 においたもの

・従 来 の 「教 科 書 」 的通 説 と現 在 の新 研 究 ・動 向 を併 記 した もの

・現 在 の世 界 の成 立 理 由
,諸 問 題(環 境 問題 など)が わかるもの

・文 化 ・交 易 の交 流 という視 点 か ら全 体 的 な歴 史 像 が とらえられるもの

・西 欧 ・中 国中 心 の立場 で ない もの(世 界 の諸 地 域 を対 等 にとらえたもの)

前 項 の現 行 世 界 史教 科 書 のさまざまな問 題 点 に対 応 して,教 員 側 か ら新 しい教 科 書へ のさま

ざまな希 望 が 寄 せ られ ている.た とえば,現 行 教 科 書 が 細 か い事 項 の 羅 列 にみ えるという問題

点 にかか わって,個 々の事 項 が何 らか の理 論 ・史観 によって有 機 的 ・体 系 的 につなぎあわされた

教 科 書 が 強 く要 望 されてお り,そ の 接着 剤 としてネットワーク論 やシステム論 などの利 用 が提 言 さ

れてい る.ま たそ のいっぽ うで,人 物 史 や生 活 史 などのどちらか とい えば ミクロな面 へ の配 慮 も望

まれてい る.さ らに,現 行 の多 くの教 科 書 が 西 欧 ・中 国 中心 史観 を脱 してい ない とい う問 題 点 と

か かわって,世 界 の諸 地 域 を対 等 にとらえた教 科 書 も要 望 され ている.こ れ らの 要 望 のほか にも,

「日本 史 」 と 「世 界 史 」 の連 関 を明確 に記 述 した教 科書 や,環 境 問題 などを含 め た現 在 の 地球

規 模 の政 治 ・社 会 ・経 済 ・文 化 の諸 問 題 を歴 史 的 に説 明 し,国 際 人 の必 須 教養 たりうる内容 を

備 えた簡 明な教 科 書 などが 求 められていることがわか る.

293



6.「(15)現 在 の 高校 世 界 史教 育 における問 題 点 」

・授 業 時 間 数 の減 少 ・不足

・現 代 史 を教 えることができない

・同時 代 史 的視 点 の 欠如

・時 代 観 ・歴 史 観 に言及 しないこと

・地 理 と世 界 史 の連 携 不 充分

・生 徒 の学 び からの逃 走

・座 学 の軽 視(中 ～ 下位 学 力 の生 徒 で)

・20世 紀 史 必修 の必 要性

・ヨーロツパ 中 心 史観

・世 界 史像 を組 み立 てる理 論 の欠 如

・中 学校 教 育 との連 携 の不 充 分

・若 い教 師 に知 的な 「飢 え」 がない

・生 徒 の関 心 を引 く教 材 の確 立

・地図・地理の理解不足(中 ～下位学力の生徒で)

・教員の研究会活動の衰退(財 政難 ・高齢化など)

・無国籍的世界史(日 本国民を形成する世界史ではない)

・教員が 「西洋史」・「東洋史」の枠組みから抜け切れていない

・大学入試(受 験)に とらわれすぎ,受 験知識偏重(大 学側の変化も必要)

・世界史と日本史の関連付け,連 携不充分(世 界史の中の日本の記述少ない)

・桃木報告での 「スクラップ」の必要性(教 授内容の精選の必要性,とくに前近代)

・中学校教科書での世界史部分の大幅削除,高 校世界史で初めて学ぶ内容の増加

・事項の詰め込み,網 羅性 ・羅列性(問 題解決能力の養成必要,教 授型授業へ陥りがち)

・個性的な授業を行うことの難しさ(入試対応,教 科書選定など,受 験による教科書のしばり)

・大学入試での世界史選択者の減少(グ ローバリゼーションに対応する「知」が育たない,

英文学 ・国際関係専攻希望者ですら)

近 年 の教 育 体 制 の改 変 による授 業 時 間数 の絶 対 的な不 足,こ の点 とも深 くかか わる現 代 史 教

育 の不 充 分 さ,旧 来の ヨーロッパ や 中 国中心 史観 による事 項 羅 列 的 な詰 め 込 み教:育,中 学 校 教

育 ・地 理教 育 ・日本 史教 育 との 連 携 の不 充 分 さ,大 学 入 試 ・受験 勉 強 のた めに授 業 の形 態 ・

内容 に大 きな制 約 を受 けざるをえない とい うジレンマ というような,さ まざまな困 難 な問 題 が挙 げ ら

れ ている.こ れ らの ほか にも,教 員 自身の知 的 好 奇 心 や研 究 活 動 が 減 退 しているとい う問 題 や,

生 徒 の学 習 意欲 の著 しい低 下 とい う問 題 が複 数 の教 員 か ら指 摘 されている.
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7.「(16)今 回 の研 修 会 でとくに興 味 深 かった話 題 ・素 材 」

〈森 安 講 義〉

「中 央 ユ ーラシア」 という歴 史 世 界 の捉 え方,「 征 服 王 朝 」 を遼 ～ 清 以外 にも求 める視 角,

農 耕 民 ・遊 牧 民 ・遊 牧騎 馬 民 の違 い,民 族 の 「○ ○系 」 という捉 え方,民 族 ・母 国語 の

概 念(自 己 認 識 の問 題),遊 牧 民 族 ・遊 牧 国 家 のイメージ,安 史 の乱 の 見 方,一 民 族 一 国

家 論 的発 想 の打 破,ウ イグル文 断 片 史料,マ ニ教,モ ンゴル民 族 の 見 直 し,ウ イグル文 書 な

ど具 体 的史 料 を用 いた解 説

〈川1亅匕講 義 〉

近 代 世 界 システム論,各 国 の所 得 デ ータ,近 代=成 長 をノーマ ルとす る社 会,消 費(砂

糖 ・紅 茶)の 視 点,近 世 とい う見 方

〈桃 木 講 義 〉

東 南 アジア史 の枠 組 み,現 代 世 界 と新 しい歴 史学,東 南 アジアで の神 仏 習合,冊 封 体 制

論 の捉 え方

〈山 内講 義 〉

硫 黄貿 易 ・博 多唐 坊 か らみた西 夏 ・宋 ・日本 のつなが り,日宋 貿易 と平 氏,日 宋 貿 易の捉

え方,新 羅 人 海賊,冊 封 体 制 論の 限界,東 アジア史 と日本 史 の連 動

〈杉 山講 義 〉

海 域 アジァと内 陸 アジァの対 比,内 陸 アジァで のチベ ット仏 教 の 位 置,世 界 史 上 の16～

18世 紀,清 帝 国 と海 域 アジア ・内 陸 アジァ,倭 寇,三 藩 の乱 の 見 方,明 清 交 替,近 世 とい

う見 方,銀 の 動き

〈荒川 講 義 〉

ソグド人と養 蚕 地 の 地 図,ソ グド商 人の 中国 進 出

〈白須 報 告〉

高 校現 場 での 授 業 実践 に関 連 した事 項

以 上 のように,今 回の研 修 会 にお ける各 講義 は,参 加 した教 員 にさまざまな点 で大 きな知 的 刺

激 を与 えたことが確 認 できる,こ のような各 講義 の 細 部 以外 にも,全 講 義 を通 じて,日 本 史と世 界

史 の接 点 の具 体 的 提 示,海 域 史 か らの 日本 史 の見 直 し,柔 軟 で弾 力 的 なヒトやモノの 動 きの 紹

介,モ ノの動 き・消 費の 視 点 などか ら歴 史 のダイナミズムを考 える手 法,教 科 書 的 理解 の大 胆 な

見 直 しなどの点 で,研 究 の最 前 線 か らおおい に刺 激 を受 けたと多 くの教 員 が 回答 している.
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8.「(17)今 回 の研 修 会 で 高校 教 育 現 場 に利 用 で きそうな話 題 ・素 材 」

〈森 安 講 義 〉

ソグド人 ・ウイグルと安 史の 乱 の関 係,中 央 ユ ーラシアの世 界 史 的意 義,遊 牧 民 と遊 牧 騎

馬 民 族 との 区別,ユ ーラシア世界 の長 期 波動6段 階 騎 馬 民族 の動 きのまとめ(配 布地 図),

理 科 系 的 歴 史 学 の提 言,銀 や 馬 に焦 点 をあ てた歴 史,戦 車 と騎 馬 のちが い,ウ イグル ・吐

蕃 ・唐 の三 国会 盟

〈川 北 講 義>

AD/BCの 発 生起 源,世 界 システム,世 界 システムのゆくえ,人 口推 計 表,ア ジア物 産

へ のあこが れ,消 費 革命 と国産 化,産 業 革命 の起 因としての 国 産化

く桃 木 講 義 〉

東 南 アジア史 に 関す る整 理,東 南 アジア史 の枠 組 み,世 界 史 学 習 導 入 の ための 地 理 認

識 法(地 図 の 国境 をなぞ る),冊 封 体 制 理 論 の捉 え方,ア オザイとその 関 連 エ ピソ「ド,東

南 アジァ史 と日本 史 の共 通 性,東 南 アジア史 の時代 区分,東 南 アジァ世 界 の 柔軟 性,タ イが

独 立 を保 て た事 情,東 南 アジア史 用 語 選,エ スニックが じつ は近 代 に成 立 して いること

く山内 講 義 〉

日宋 貿 易 にお ける硫 黄貿 易(火 薬 原料),冊 封 体 制 理 論 の捉 え方

〈杉 山講 義 〉

銀流 通と清 の勃 興,皇 帝権 の複 合性,三 藩 の乱 の偶 然性,満 洲 文 字 のしくみ,内 陸アジ

ァ ・海 域 アジアと清 帝 国,清 の歴 史 的 位 置 づ け,中 国 史 の統 一 ・分 裂 サイクルの 中での 評

価,中 国 の対 外 交 易 と銀,中 国の 海 禁政 策,大 元 ウルス解 体 後 のモ ンゴル史 の流 れ,海 域

アジアの概 念,倭 寇 の解 釈,ア ジアの戦 国時 代 か ら武 装 した平 和 へ という捉 え方

〈荒 川 講義 〉

唐 代 ソグド人 の交 易ネットワーク,ポ ストモ ンゴル時 代 のユ ーラシァ,ソ グド人 と養 蚕 地(「 シ

ルクロード」 商 人)

前項の諸講義で興味をもった点とかかわって,各 講師が紹介 ・説明した歴史事実や歴史を見

る視点の多くが教育現場で利用できると複数の教員が回答している.
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9,「(18)今 回の研修会で理解しにくかった,あるいは教育現場で利用しにくいと感じた話題 ・

素材」

〈森安講義〉

安史の乱の 「早すぎた征服王朝」としての性格,安 史の乱とウイグル,安 史の乱とソグド

人の関係をもう少し説明してほしい

〈桃木講義〉

東南アジア史の枠組みを教える方法の構造についてはもう少し整理必要,東 南アジア史

の特質

〈川北講義〉

資本主義の定義

〈山内講義〉

実証的だが通史のなかに組み込みにくい,日宋貿易と硫黄(細 部になりがち),9世 紀東

アジアにおけるヒトの移動(実 証上,点 と点を結んだ印象),世 界史の授業のなかでは触れ

にくい

〈杉山講義>

14～17世 紀のユーラシアの概観(生 徒には理解難しい),東 アジア近世国家の並列体制

〈荒川講義〉

ソグド人はそのままでは授業に組み入れにくい,もう少し後半の説明がほしかった

〈白須講義〉

世界史教育に対する思いは共感できるが大言壮語すぎる,もう少し具体性があればよかっ

た,講 義の目的がわかりにくい,大 谷探検隊の話が聞きたかった,高 校世界史と大学での

歴史教育の違いなどを聞きたかった,何 をもって 「新しい創造」とするのかわかりにくい,21

世紀の高校生に世界史教育はどのような力を提供できるのかもう少し掘り下げてほしかった,

厂どのようにして創造するのか」「そのためには何が必要か」などもっと実践的な話題がほし

かった

上 述 のように,各 講 義 か らさまざまな知 的 刺 激 や教 材 の ヒントを得 たとい う回答 の いっぽうで,

各 講 義 内 容 に理 解 しにくいものが ある,あ るいは教 材 とはなりにくいものが あるという意見 もあった.

もちろんこの 点 は,短 い講 義 時 間 のなかで,い まだ充 分 に展 開されてい ない研 究 の最 先 端 を大

胆 に紹 介 したという講 師 側 の事 情 もあり,また,普 段 研 究 の最 先 端 に接 す る機 会 が ほとん どない
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という高校 教 員 側 の 事情 もか か わっていると考 えられ る,し かし,大 学 の研 究者 は,高 校 教 育現

場 からの このような率 直 な意 見 に,耳 をふ さいで しまっては ならないで あろう.こ の ような研 究 者 と

教 員 の率 直 な意見 交 換 こそが,本 研 修 会 の重 要 な目的 の1つ なの である.

10.「(19)今 後 この ような研 修会 でとりあげて ほしい 地 域 ・時代 ・素 材 など」

・イスラム(西 アジア)史(12人)

・ロシア ・東 欧(9人)

・アフリカ史(9人)

・戦後 史 ・現 代史 ・20世 紀 の捉 え方(8人 〉

・ラテンアメリカ史(6人)

・インド史(6人)

・中央 ユーラシア史(再 度)(5人)

・ヨーロッパ史 ・中国史も含 んだ従 来の世 界

史 の見 直 し(4人)

・東 北 アジア史(3人)

・日本 と(日本 も含 めた)ア ジアの 国際 関

係 ・交流(3人)

・東 南 アジア(再 度)(2人)

・オセアニア(2人)

・国民 国 家(2人)

・歴 史 教 育 ・世 界 史教 育の あり方(2人)

・帝 国主 義 時代 のアジァとヨーロッパ(2

人)

・自然 条件(環 境)と 歴 史(地 理 学との

連 携)(2人)

・チ ベット

・朝 鮮 史

・13世 紀 の世 界 史

・東 西 交 流 と中央 ユ ーラシア

・19世 紀 の東 アジア ・中央アジァの変 容

・アジアの民 族 運 動

・世 界 システム(と くに東 アジア地 域 と世

界 システムの関 係)

・日本 も含 めたヒトやモノの往 来

・海 域 史(日 本 史 との 関連 で)

・海 から見 たアジア史

・インド洋 海 域

・海 のシルクロード

・海 上 交易 の 関連 す るネットワーク

・東 地 中海 世 界

・ユ ーラシアの宗 教 伝 播

・東 アジアにおけるイスラム教 ・キリスト教 ・

仏 教

・身近 にあるモノから理 解 す る歴 史

・歴 史観 ・時 代 区分 ・国民 の歴 史 意 識 ・

現 代 史 学の 動 向

・歴 史研 究 の 課題

・歴 史学 研 究 における理 論 構 築 の手 法

・研 究現 場 と教 育 現 場 の距 離 をどう埋 め

るか

・用 語 表 記 の 問題

・歴 史を興 味 づ けさせ る方 法

・授 業実 践 の報 告
,模 擬 授業
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次 回以 降の研 修会 で新 た に取 りあげて ほしい 地域 ・素 材 としては,や はり従 来の 「世界 史」 で

「周 辺 」・「辺 境 」 とみなされてい るアフリカ ・ラテ ンアメリカ ・東 欧 ・ロシア ・東 北 アジア ・インドな

どの地 域 が 多 くの教 員 か ら挙 げ られ ている.ま た,今 回の研 修 会 の続 編 として,さ らに中 央 ユ ー

ラシア ・東 南 アジア史 の講 義 を希 望 す る声 も多 い.こ れらの 厂周 辺 」・厂辺 境 」 地域 に関 して多 く

の希 望 が 寄 せ られてい る背 景 には,そ もそも研 究者 の 絶 対 数 が少 ないた め,授 業 ・教 材 の参 考

となる研 究 文 献 や概 説 書 が 整 ってお らず,高 校 教 育 の現 場 で も充 分 な授 業 が できないとい う状

況 があ るのであろう.こ のような希 望 の一 方 で,こ れまで一 般 に 「中央 」・「勝 者 」 とみ なされ てき

た西 欧 や 中 国に関 して,あ るい はそ れ らの 「中 央 」 と 「周 辺 」 の関 係 としてとらえられてきた帝

国主 義 ・植 民 地 ・民 族 運 動 などの 問題 に関 しても,歴 史研 究 の最前 線 の状 況 を講 義 してほしい

という要 望も多 い.さ らに,現 代 の世 界 情 勢 において非 常 に重 要 な地 域 となっているイスラム史 に

関しても,多 くの要 望 がある.

これ らの外 国 諸 地域 に関す る要 望 以 外 に,注 目す べ き要 望 として,日 本 とアジァの関 係 史 ・交

流 史 に関す る講 義 を希 望 す る声 が複 数 の教 員 か ら寄 せ られている.こ の 「日本 史 」 と 「世界 史」

の 関わ りをどの ように理 解 ・説 明 す るかという問 題 は,先 述 の 高校 世 界 史 教 育 の問 題 点 でも何 人

かの教 員が 挙 げ ていた,日 本 史教 育 と世界 史教 育 の 連携 という問 題 と直 結 す る重 要 な課 題 で あ

り,来 年 度 以 降 の本 研 修 会 でも取 りあげ られ てしか るべ きテーマで あろう.ま た,最 近 歴 史 学 のな

かで 強 調され てきている,「海 を通 じてのネットワーク」・「海 か ら見 た歴 史 」・「海域 世界 」 などに

関しても,多 くの教 員 が取 りあげることを望 んでいる.

これ らの他,歴 史観 ・歴 史理 論 ・時代 区分 論 ・歴 史意 識 などの,歴 史学 という学 問の本 質 に

関わる諸 問題 をとりあげ てほしいとい う要望 や,授 業実 践 の報 告 や模 擬 授 業 の 実施 なども含 めて

研 究 者 ・高 校 教 員 双 方 が 歴 史 教 育 につい て考 える場 を企 画 してほしいという声 も複 数 寄 せ られ

ている.

V.レ ポ ー トの 集 計 結 果

本 研 修 会 終 了 後,参 加 教 員 か ら1000字 程 度 を目安 にレポートを提 出してもらった.提 出され

たレポートをみ ていくと,そ こには現 在 の高 校 教 育 現場 にお ける世界 史教 育 の 問題 点 が 率 直な言

葉 で語 られ ている.そ れらの 意見 や疑 問は,わ れ われの プロジェクトの今 後 の方 向性 ば かりでなく,

大 学 にお ける歴 史 研 究 のあ り方 とも深 くかか わるものであ る.以 下,先 述 のアンケートと:重複 す る

意 見 や疑 問も若 干 あるが,で きるだけそ れらの レポートの生 の声 を引 用 しなが ら,そ こに述 べ られ
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ている高校世界史教育の問題点,本 研修会の成果や問題点,大 学における歴史研究と教育現

場との関係の問題点などを概観してみたい.

1.高 校世界史教育 ・教科書の問題点

(1)教 育体制の問題点

(i)授業時間数の絶対的な不足

高校での世界史必修化,新 学習指導要領の実施,週 休2日 制の実施などのなかで,今 まで

以上に授業時間数の不足が深刻化している状況を,つぎのように多くの教員が指摘している.

◇ 国際 化 社 会 の到 来,異 文化 交流 の必 要性 が説 か れるなか,高 校 で は世界 史が 必 修 科 目

となりましたが,そ の授 業 内容 は未 だ充 分 とはい えないものが あ ります.週4時 間では古 代 オ

リエ ントか ら第二 次世 界 大 戦 後 まで終 えることが できない ばか りでなく,近 代 西 欧 中心 的 な構

成 で政 治 史 に偏 りが ちな教 科 書 の記 述 を踏 まえた(否 定す るにせ よ)解 説 が 必 要 とされ,さ

らにどうしても大 学 受験 に引 きず られてしまいます.(神 奈 川 ・堀 部 宏 人)

◇2003年 度 より新 カリキュラムが 始 まり,世 界 史 の授 業 時 間 はさらに減少 した.限 られ た時

間 内 で西 欧 中心 史 観 にたたない,羅 列 的 ・網 羅 的 でない世 界 史授 業 をどうや って つくるか

が今 ほど問 われている時期 はないように思う.(大 阪 ・小 川 総)

◇ 厂学校 週5日 制 」 となり,世 界 史 の授 業 時 間が 縮 減 され ている.そ のため,更 なる効 率

的 な授 業の 運用 や 工 美が 必 要 である.(京 都 ・堀 江 嘉 明)

◇ 「時 間 と受 験 の制 約 」 とい う言 葉 で,世 界 史教 育 の課 題 が 表現 されて いたが,時 間の

問題 は小 中高 の どの教 科 でも深 刻 で ある.週 休2日 制 の 実 施 と 厂情 報 」 「総 合 」 の導 入,

中 学 校 で の選 択 制 の 実 施 にあ たり,教 材 研 究 や生 徒 指 導 に当て るべ き時 間 とエ ネルギー

が 「どの教 科 を削 るか 」 という議 論 に費 や され た.(中 略)20年 程 前 に,知 育 偏 重 是 正 の

ため 「ゆとり」 教 育 と言 う同じような試 み がされ た.「 機械 的 な授 業 時 数 の 削減 が ゆとりにつ

なが るか 」 という意 見 が現 場 にはか なりあ り,ど の教 科 を削るか,「 ゆとり」 に何 をす るか の

議 論 に時 間が 費 や された.「 ゆとり」 は最 初 は禁 じられて いた補 填 授 業 に使 われるようにな

り,や が て消 えていった.「 ゆとり」 が現 場 にもた らした混 乱 の総 括 もないままの 同様 の試 み に,

現 場 では否 定 的 な意 見 が 多 い.大 学 と小 中 高 間の ず れ,教 育 行 政 と現 場 の意 識 の ずれ は,

近 年,確 実 に拡 大 す る傾 向 にあるのではないか.(兵 庫 ・吉 田ゆみ)

300全 国 高等 学校 世界 史教 員研 修会



(の 中学 ・高校教育の連携,地 理教育 ・日本史教育と世界史教育の連携の不充分

上記の授業時間数の決定的な不足という状況と深くかかわる問題として,中 学校での世界史

教育の不足や中高双方での地理 ・日本史教育と世界史教育の連携の不充分さを多くの教員が

指摘している.

◇新課程が始まり,早速1年 生を対象に 「世界史B」 を教えていますが,教 科書の内容の

変化と共に,中学校の新課程で世界の地理と世界史をほ≧んどやって来なかった生徒への

対応とで,あたふたしている1学 期でした.(神 奈川・早川英昭)

◇更に中学校での世界地理と世界史の大幅縮小も問題です.物 語風でもよいから基礎的,

雑多な知識があってこそ概念論へ繋がるものだと思います.(神 奈川・早川英昭)

◇地図に親しんでいない生徒が多く,世界史の時間に地理から教えなければいけないことが

あります.(大 阪 ・若松宏英)

◇世界史と日本史とを分け,相 互に交流や関連もなく,教えていることが問題であり,それが

中等歴史教育における蛸壺化の事例である.(略)日 本を取り巻く地域 ・ネットワークの中で,

或いは外国との関係交流の中で日本を相対化して見ること炉結局は日本 ・自民族 ・自己の生

活地域の世界史的位置を捉えうるのではないか.(兵 庫 ・置村公男)

(iiり教育現場と研究現場の乖離

高校の教育の現場と大学の研究の場との乖離という問題が,や はり多くの教員から指摘されて

いる.本研修会の最も重要な目的は,このような両者の乖離を少しでも克服することにある.

◇高校の教育現場と大学の研究の場との乖離の緩和が歴史教育の課題の1つ となってい

る.(京 都 ・松田 宏)

◇我々の置かれている実態は,学 問の最先端からはほど遠いわけです,そ のうえ近年一層,

厂本を読まない歴史教師」 「学説に興味のない歴史教師」厂授業を話題にしない教科会」

「低調な(御 用)研 究会」「授業の力量や研究が評価されない職場」などの状況は深刻

です.(京 都 ・藤田雅之)

◇ 「歴史学研究」に関して言えば,実 際の教育現場からは,一 部の教員を除いて大きく乖

離しているように感じます.(大 阪 ・田中愛子)

◇高校現場の教員として,歴 史研究のフロンティアに触れる機会は少ない,(福 岡・小山 潤)



(2)教 科 書 内容 ・教 育 内 容 の問 題 点

(i)ヨーロッパ ・中 国 中心 の 史観

新 たな学 習指 導 要 領 になっても,現 行 教科 書 のほとん どが,基 本 的 にヨーロッパ と中 国 を 「中

心 」 とし,そ の他 の地域 を 「周 辺 」 とみなす 旧来 の史 観 で叙 述 されていることが多 くの教 員 から

指 摘 されてい る.こ のような史 観 の 問題 と関わって,日 本 における歴 史の研 究 と教 育 が,い まだに

「西 洋 史 」・「東 洋 史 」・「日本 史」 という枠 組 み にしばられ てい るという声 も寄 せ られ てお り,こ

の点 は大 学 の研 究 者 にとっても重 要 な克 服 課 題 であろう.

◇実際の世界史教科書は依然として西洋史と中国史の寄せ集めで,西 欧近代主義と中華

主義の 「勝ち組」の論理が中核になっていることは否めない,(滋 賀 ・光明祐寛)

◇新課程では様々な改訂点がありますが,教 科書の基本的な枠組みは変わっていません.

相変わらず東洋史は中国史中心ですし,西洋史のウェイトが大きいことも変わりありません.

(京都 ・川口敬二)

◇国際化社会の到来,異 文化交流の必要性が説かれるなか,高 校では世界史が必修科目

となりましたが,そ の授業内容は未だ充分とはいえないものがあります.(中 略)近 代西欧中

心的な構成で政治史に偏りがちな教科書の記述を踏まえた(否 定するにせよ)解 説が必要

とされ,さらにどうしても大学受験に引きずられてしまいます.(神 奈川 ・堀部宏人)

◇世界史教育は今でもいくつかの問題点をかかえている.その最大のものは,西 欧中心史

観にたつ羅列的 ・網羅的授業が依然克服されていないことと思う.(大 阪 ・小川 総)

◇日本の歴史教育や研究は戦前の国史 ・東洋史 ・西洋史という枠組をまだ脱却していない.

(兵庫 ・置村公男)

◇今年度から学年進行で実施される新学習指導要領は,西 洋中心の単線的発展史観から

の脱却を掲げ,前 近代におけるネットワーク重視,近 代世界システム論の導入,西 洋の役割

の相対化など,従 来の世界史を乗り越えようとする数多くの試みを採用しています.(中 略)

しかし一方で,現 場の教員がどれだけその主旨を理解して魅力的な授業を作り上げられる

かについて,若 干の危惧を覚えました.というのは,私 も含めて世界史教員の多くは,まさに

西洋中心の単線的発展史観に基づいた授業を高校で受けて育ってきたからです.教 員の多

くが最初に手本とするのは,大 学での講義や研究ではなく高校時代に受けた授業です.そ

して一旦出来上がった教案は改変しにくいものです.そ こで教員が使いやすい教科書を編
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集 す るという配 慮 か ら,新 学 習 指 導 要 領 に基 づ いた教 科 書 が,必 ず しも新 しい視 点 からの

み編 集 されているわ けではない,と いう事 態 が生 じています.(神 奈 川 ・岡 田 健)

(iり教科書記載事項の過剰 ・羅列傾向

現行世界史教科書の多くが,余 りにも多くの記載事項を羅列的に詰め込んでいるために,生

徒が世界史を一国史の寄せ集めとしてしか理解せず,共 時性や同時代性に関する理解力がほ

とんど養われていないという問題点も指摘されている.

◇ 現 在 の世 界 史 教 科 書 は,余 りにも知 識 量 が多 く,逆 に事 象 の 因果 関 係 や単 元 配 列 に配

慮 が足 りない部 分 も多 いと思 います.い くら授 業で 広域 の文 化 交 流 や世 界 システム,同 時代

史 を学 んだとしても結 局,生 徒 の理 解 は,あ る種 の固 定 観 念 や偏 見 といったフィルターによっ

て,狭 い 各 国 史 や 地 域 史,ヨ ーロッパ 中心 史 観 に再 編 成 され て いって しまいます.こ れ は,

単 元 の記 述 量 のアンバランスや教 員 の授 業 姿勢 にも原 因 があ ります が,従 来の 世 界 史 教 育

の流 れや 固 定観 念,受 験 にも原 因が あると思 います,(京 都 ・川 口敬 二)

◇ 一 国 史の発 想 か ら 「世 界 史 」 を世 界 各 国の歴 史 を集 めたものとイメージしている.(中 略)

まず,一 国 史 の ように,地 域 ごとに通 時 的に流 れを把 握 す る.真 っ先 にくるの はヨーロッパ,

次 ぎに中 国,そ してイスラムなどといった具 合 である.し か もヨーロッパ の歴 史を古代 か ら現 代

までをたどりつ つ,そ れを軸 に他 の 地域 の歴 史 を関連 づ けてい く.共 時 性 は偶 然 の所 産 にす

ぎないもの と把握 されているのだ ろう,受 験 勉 強 の便 法 とはい え,こ うしてヨーロッパ 中心 史 観

は再 生 産 され ていく.(奈 良 ・太 田義 人)

(iii)世界 史Aの 問 題 点

現 行 の 世界 史教 科 書 のうちで,と くに世 界 史Aに 関 す る問 題 点 が 指摘 されて いる.そ れ らの

意 見 をみ るか ぎりで は,現 行 の世 界 史Aと いう科 目は,そ のコンセプトそのものか ら再 検 討 され る

必 要 が あるので はなか ろうか.そ して,そ のような問 題 のある世 界 史Aを 学 習 して いくうえで,本

研 修 会 で提 供 され た歴 史 的視 点 が きわめて有 効 であるという意 見 も寄 せ られている.

◇世界史Aで はネットワークを使っての授業に取り組んでみましたが,前 近代の扱いがあまり

にも軽く,具体的事例のない概念史は理解させるのに困難を伴いました.や はりある程度の
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基 本 的事 項や 年 表 の知 識 が ないと,横 の関 係 や システムの話 は無 理 でした.特 に高校 の 場

合 は学 校 によって 学力 ・関 心 の差 が大 き過 ぎます.そ の 学 力 ・関心 の 余 りない学 校 で は必

修 で世 界 史Aを 教 えれば いいとする,前 回のそ して今 回の 教 育 課程 は間 違 いだったと思 い

ます.(本 当は世 界 史Bの 先 に世 界 史Aを 置 くべきだと思 います).(神 奈 川 ・早 川英 昭)

◇新 教 育 課 程 の 困った点 は,必 修 科 目として置 くことが 多 い世 界 史Aで 「近 代 以 前の 世界 」

を教 える時 間が 決 定 的 に少 ないとい うことで ある、東 洋 史 研 究 者 にとってスクラップであるギ

リシア=ロ ーマ 史 は勿 論 中国 史 自体 も3～4時 間 しか配 分 されない.い わ ば 「近代 以前 」

そのもの がスクラップと見 なされ ている.(中 略)新 教 育 課 程(A)の 少 ない時 間で 厂大 枠 的

中国 史」 を生 徒 に示 す 上 で 「中央 ユ ーラシア」 の視 点 はきわめて有 効 で,「 受 験 的知 識 」

を必 要 としない生徒 にも,シ ンプルかつ 文 明論 的な理 解(考 える材 料 の提 供)が 可 能 となる.

北 の遊 牧 騎 馬 民 族 国家 と南 の農 耕 帝 国の並 立 ・興 亡,地 域 的 なまとまりと交 流,軍 事 ・経

済 に着 目した 国家 システムの分 析 等 々 … ・.「正 史 」 に代 わる新 しい東 洋 史 の像 が示 され う

る,(中 略)見 逃 されていた 厂周 辺 文 明 」 や 「交流 」 を組 み込 んだ文 明史 的 な理 解 が あっ

て初 め て生 徒 に全 体 像 を提 示で きるようになる.(神 奈 川 ・佐 藤 雅 信)

(iv)現行の大学入試制度による授業内容の制約

現行の大学入試制度が,小 中高の教育体制や教育内容にさまざまなかたちで大きな影響を与

えているという問題は,しばしば指摘されるところである.高校世界史教育においてもやはり,大

学入試によって教育内容が大きな制約をこうむっていることを,多くの教員が指摘している.このよ

うな状況のもとでは,本 研修会で提示された歴史学の最先端の成果が高校教育現場にすみや

かに浸透していくのは,か なり難しいと思われる.この現行の大学入試方式が高校教育の内容を

大きく制約しているという問題については,教 員側からの要望にもあるように,入 試問題の改善な

ど,大 学側でもいっそうの克服努力が必要であろう.

◇ 少 なくとも筆 者 の 高 校 において,こ こで得 た情 報 は,教 科 書 に沿 った授 業 を進 めて いく上

での 「小 ネタ」 としての利 用 に留 まるもの と思 われる.な ぜ なら,現 行 の 入 試 制度 の 下,い わ

ゆる進 学 校 におい ては,教 科 書 記 載 事 項 を中心 に知 識 を広 く浅 く教 え込む授 業 が多 くの 生

徒 の 求 めるもので あるか らだ.筆 者 は,大 学 入試 にすべ て の責 を帰 す もので はない.し かし,

これ が 高校 現 場 の多 くで 意識 ある教 員の 頭痛 の種 であることは,大 学 側 にも理 解 していただ

きたい.(神 奈 川 ・澤 野 理)
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◇ 受 験 という現 実 を考 えます と,少 ない授 業 時 間数 の 中,ま ず は教 科 書 に沿って出題 頻 度

の 高 い基 本 的 な事 項 を頭 に入 れさせ るということで 手一 杯 で すし,生 徒 も教 科 書 に沿 った授

業 を求 めます.(大 阪 ・浅 田泰 央)

◇ 「時 間と受 験 の制 約 」 という言 葉 で,世 界 史教 育 の課 題 が 表現 されて いた.

(兵庫 ・吉 田ゆみ)

(3)教 師 ・生徒側の意識 ・姿勢の問題点

上述のような教育体制や教育内容の問題以外に,教 える側の教師の意識の低下や生徒の学

習意欲の低下を危機感をもって指摘する声がある.

◇ 近 年 一 層,「 本 を読 まない歴 史 教 師 」 「学 説 に興 味 の ない歴 史教 師 」 「授 業 を話 題 にし

ない教 科 会 」 「低 調 な(御 用)研 究会 」 「授 業 の力 量 や研 究 が 評 価 され ない 職 場 」 など

の状 況 は深 刻 です.(京 都 ・藤 田雅 之)

◇ 子 どもたちは明 らか に 「学 びか らの逃 避 」 をしている.い つ の時代 でも前 世 代 は次 世代 の

若 者 を指 して,そ のように嘆 いたのか もしれない.し かしこれ ほどまでに教 育 改 革 が巷 で叫 ば

れることはなかったに違 いない.そ の点 か ら考 えてもこの プロジェクトの意 義 は重 要 か つ大 きく,

正 鵠 を射 てい る.白 須 氏 の 講 義 内容 は,世 界 史 教 育 にだけい えるので はなく,教 育全 般 に

敷 衍 できるだろう.(福 岡 ・小 山 潤)

(4)世 界史教育改善のための提言

以上のように,現 在の高校世界史教育に関しては,実 際にその現場に携わる教員からさまざま

な問題点が指摘されている.しかし,もちろん,教 員たちはただその現状に身を任せているだけ

ではない。本研修会に参加した教員のなかからも,レポートのなかで,世 界史教育の現状改善へ

向けての方向性の提言や具体的な方策の提案が行われている.それらのうちで2つ のものを以

下に紹介しておきたい.とくに,後 者の世界史教育内容の精選という課題は,大 学の研究者と高

校の教員が,世 界史教育の現状改善という共通意識のもとに対話を深めるための非常に有効な

場となりうるのではなかろうか。
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(i)仮説の形成に力点をおいた学習の推進

◇現在の高等学校の歴史教育が担いうるひとつの使命は,仮 説を形成する鋭い直観の育

成と,理論的な推論の培養にあると思う.仮説形成の仕方を学ぶことは,問 題解決のため

の見通しを立て,整 合的な知識体系を構築する 「学習の方法」を学ぶことであり,人間とし

て生きるための,み ずからの課題を発見する 「発見の方法」や,問 題解決のための理論の

「構築の方法」を学習することでもある.(愛 知 ・久住弘行)

(ii)世 界 史教 育 内容 精 選 のための協 議会

◇ もうひとつ の 世 界 史 教 育 「改 革 」 の必 要 性 を,私 は研 修 会 を通 じて痛 感 したの だった.

それ は世 界 史 教 育 が扱 う 「知 識 の精 選」 の必 要性 である.(中 略)大 学 と高校 の教 員 たち

の有 志 で 「スクラップ」 を提 言 す る協 議 会を結 成 した らどうであろうか.(中 略)こ の協 議 会

は以 下 の ことを検 討 す れ ば よい.1つ は,現 在 の歴 史 学 界 の動 向 をふ まえたうえで21世 紀

の世 界 史 教 育 にとって新 たに加 えるべ き学 習 テーマ を考 える.も う1つ は,以 前 には学 ぶ 意

義 があった と思 われてい たが現 在 におい ては瑣 末 な知 識 でしか ないものを分類 し,そ の 「ス

クラップ」 を提 言 す る.後 者の 点 が特 に大 切 である.(中 略)21世 紀 の 世界 史教 育 の発 展

のため にも,以 上 に述 べ たような世 界 史教 育 「スクラップ」 協 議 会 が 日本 社 会 の 中に産声 を

あげるべ きだと私 は考 えるが,い かが であろうか.(長 野 ・小 川幸 司)

2.本 研 修 会 の成 果 ・問題 点

(1)研 修 会 の成 果

(i)教 育 現場 と研 究 現 場 の乖 離の 緩和,接 点 の提 供

上 述 のように,高 校 世 界 史教 育 の 問題 点 として多 くの教 員 が 指 摘 す る問 題 の1つ に,大 学の

研 究 現 場 と高 校 の教 育 現場 との乖 離 という問題 が ある.本 研 修 会 の 主 要な 目的の1つ は,こ の

ような状 況 に対 して,両 者 の 接 点 の場 を確 保 し,研 究 の最 先 端 の 成 果 を提 供 す ることにより,少

しでもその 溝 を埋 めるというもの である.ま た,双 方 の場 をつ なぐ 「層 としての新 た なリーダー」 と

なりうる意 識 の 高 い高 校 教 員 との対 話 を試 み るというのも大 きなねらい の1つ である.こ のような

研 修会 のねらいは,幸 いに多 くの参 加 教 員 に明確 に理 解 され,以 下 のように,本 研 修 会の 成 果 と

して多くの教 員 から共 感 ・感 謝 の声 が 寄せ られ ている,こ の点 で,本 研 修 会 は,初 年 度 の試 みと

しては,充 分 な成功 をおさめたとい えよう.
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◇最先端の研究紹介を通じ教育現場に一石を投じる,まさに流行の産学連携の人文科学

版で教学連携とも呼ぶべき斬新なものであった.(岩 手 ・山本 賢)

◇先生方の投げたボールはいずれも全力投球のそれ,研 究者の魂を込めた,熱 く,生々しい

ものでした.最 先端の研究成果に基づいて世界史の授業は 「かくあるべし」とする意気込

みが感じられ,蒙 を啓かれ首肯することが多々ありました.(東 京・小林 岳)

◇研究の最先端と現場と授業との 「接点の場」(東 京・小林 岳)

◇個人のレベルで学界の情報をつかみあるいは専門誌を読んで最新の研究動向を吸収し,

普段の授業に取り入れるというのはなかなか難しいことである.大 阪大学文学部の先生方が

主催なさった本研修会は 「シルクロードと世界史」という研究テーマに関連する内容に限ら

れてはいたものの,最 先端の研究に従事しておられる先生方が直接に,高 校の教員向けに

研究の動向と成果をわかりやすく伝えて下さったという点で画期的な試みであったと思う.普

段の自分の不勉強を思い知らされるとともに,大 変素晴らしい刺激を与えていただけた3日

間であった.(東 京 ・日下部公昭)

◇各県には高等学校社会科研究会といった組織があり,授業の展開や生徒の反応や講師

の先生の研究発表などをしていますが,あ まり盛り上がらないことが多いのが現状です.また

学会発表は高校の現場に直接には役に立たないことも明らかであり,今回の研修会はちょう

どこの2つ の中間にある全く新しい取り組みと位置づけることができると思われます.

(埼玉 ・小林共明)

◇直接の講義を受け,質 疑応答で細部の確認を取ることで明確になることが多くありました.

そういう点で今回の企画は大変有意義.(神 奈川 ・早川英昭)

◇大学における最先端の歴史研究と高等学校における世界史教育の内容との乖離をいか

に解消するか,という問題意識の下で開催された.(神 奈川・澤野 理)

◇研修会の大半を占めた情報提供は,教科指導以外に多くの校務を抱えている現場教員に

とり,最先端の研究成果の一端に集中して触れることができたという点では大いに勉強になっ

た.(神 奈川 ・澤野 理)

◇高校の教員が最先端の学問的成果に生で触れることはなかなか困難なことですが,こ の

たび貴学がその機会を提供してくれたことに感謝をいたします.(神 奈川 ・堀部宏人)
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◇ 概 して教 員 は教 えることに熱 中す るあまり,生 徒 には学 ぶことを要 求 しています が,自 ら学

ぶ ことを放 棄 してい る者 が多 く,最 近 の研 究 成 果 に触 れ られる機 会 がないことも現状 で す.こ

の ような研 修 の機 会 を大 阪 大 学 だ けで なく,他 の大 学 にも拡 大 して欲 しいもの です.

(神奈 川 ・古 川 寛紀)

◇ 何 のために歴 史 を学 ぶの か(歴 史という学 問 の存 立基 盤 も問われ 始 めているだけ になおさ

らのこと),こ の本 質 的 な問い をまえにして研 究者 と教 育 者 は同じ地 平 に立 つことが できる.こ

の点 で,今 回大 阪 大 学 が全 国の 高校 教 員 を集 め ておこなった対 話 の試 み は,き わめて意 義

深 いもので あった と考 える.(京 都 ・後 藤 誠 司)

◇ この事 業 は大 学 の研 究 と高 校 の授 業 との 「乖 離 」 を克 服 す る 厂接 点(イ ンターフェイス)」

とす るために実 施 されたの に他 ならない.(京 都 ・堀江 嘉 明)

◇ 私 自身,京 都 教 育 大学 等 で教 科 教 育 法 を担 当 する機 会 をいただき,大 学 での研 究 成 果 と

高 校 教 育 の連 結 の 必 要 性 と難 しさを切 実 に感 じて いましたが,今 回大 学 の先 生 方が これ ほ

どの情 熱 をもって高校 教 育 に 関心 を寄 せ られている姿 を拝見 し,非 常 に心 強く,またうれ しい

ことでした.(京 都 ・高 田法 彦)

◇ 日頃,世 界 史の教 材 研 究 をす る場 合 には参 考 文 献 やメディアか らの情 報 を利 用す るしか あ

りませ ん.日 頃,そ ういう意 味 で孤 立 化 しが ちな我 々にとって今 回の研 修 会 で新 しい研 究 成

果 や視 点 に触 れることが でき大 変,有 意義 で貴 重 な機 会で した.(京 都 ・川 口敬 二)

◇ 今 回の研 修 会 において,特 に印 象深 かったことを1点 の み挙 げ るならば,白 須 先 生 の 「歴

史学 研 究 と歴 史 教 育 の現 場 を結 んで両 者 を往 還 しうる 『層 としての新 たなリーダー』が 必要 」

と述べ てお られたことです 。(大 阪 ・田 中愛 子)

◇ 大 学 における歴 史 学 研 究 と高 等学 校 にお ける世 界 史 教 育 の相 互 交 流 の 必 要性 をか ねて

から痛 感 してい た私 は,今 回 の企 画 を心 か ら歓 迎 し,参 加 を認 め られ たことに謝 意 を表 した

い.(大 阪 ・佐 々木利 昌)

◇ 歴 史研 究の 現場 と歴 史 教 育 の現 場 とが"双 方 向 で"結 ばれ た非常 に価 値 の ある研 修 会

でした。(大 阪 ・笹川 裕 史)

◇ 私 たち高校 の教 員 にとって,こ のような研 修 会 は非 常 に貴 重 なもので す.い わ ゆる官 製 の

研 修 会 は,形 ば かりが先 行 して,な か みが 空っぽというの が少 なくあ りませ ん.世 界 史 の内 容

につ い て,こ のような膝 を交 えん ばか りの 講 義 と,疑 問点 につ いて の即 座 で 適切 で,な おか

つ最 新 の 学 問 か らの解 答 をいた だけることなど,す ばらしい ことばか りです.

(大 阪 ・小 代 肇 子)
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◇ どう授 業化 す るか はもともと高校 教 師 の側 の領 域 である.そ の 意味 で,最 新 の歴 史 学 の成

果を学 ぶ 機 会を与えていただいた今 回の研 修 会 に対 して大 変 感 謝 しつ つも,そ れをどう現 場

に活 かす か という難 しい宿 題 が我 々自身に課され たと感 じている.(大 阪 ・小 川 総)

◇ 研 究 ・教 科 書 執 筆 をす る大 学 教 員とその教 科 書 を使 って教 育 す る高等 学校 教 員 とが 一

堂 に会 して意 見 を交 わす ことが これ までなか ったので,こ の 試み は教 育 の発 展 に関して意 義

のあるものだったと思 う.(大 阪 ・遠 藤 和 男)

◇ 今 回の 企 画 は,最 先 端 の研 究者 と現 場 の教 員 が会 す る貴 重 な場 であ り,研 究 と教 育 の,

行 政 と現 場 のず れを縮 める必 要性 を示 したもの であった.(兵 庫 ・吉 田ゆみ)

◇ す そ野 を広 げ るために,高 校 教 員 が 「架 橋 」 の一 端 を担 うと言う自覚 を持 って,奮 闘した

いものである。(兵 庫 ・吉 田ゆみ)

◇ 大 学研 究者 と高校 教 員 が顔 と顔 を合 わせ て語 り合 う,まさに 「インター フェイス」 の醍 醐 味

を味 わう3日 問であった.(兵 庫 ・八尋 孝 一)

◇ 急 速 に変 化 する教 育 現 場 にあって,そ の変 化 の 意味 を考 え,自 らの位 置 を知 り,進 むべ き

方 向を見 定 め ようとす るとき,「学 問研 究 と教 育 現 場 を結 ぶ 」 ということは大 きな課 題 の1つ

で ある.今 回の研 修 は,こ の 難題 に正 面 か ら取 り組 む画 期 的 なもので あると同 時 に,「 世 界

史 」 とい う従 来 の教 科 教 育 の枠 にとどまることなく,「近 代 的 価 値 」 をこえてどのようにわれ

われ が教 育 や歴 史 ・文化 を構 築 していくかとい う問題 提 起 をするもので あった.

(奈 良 ・藤 本 教 子)

◇ 歴 史 研 究 の 最 前 線 に触 れることが できて 大 いに刺 激 を受 けました.少 なくとも今,歴 史学

が 大 きな転 換 期 にあ り,そ の転 換 はグローバ ル化 とい う事 態 の 中で,こ の 世 界 をどう理 解 し,

展 望 をどう見 出す のか という今 日的 な問題 に関わってい るということはお ぼろげなが ら理 解 で

きたように思 います.(広 島 ・曽根 猛)

◇ 白須 先 生 も 「歴 史 学 研 究 と歴 史 教 育 の往 還 」 につ いて言及 され ましたが,「 歴 史 学研 究

と歴 史 教 育 の往 還」 は重 要 であり,本 研 修 会 は本 当 に意味 あるもの でした.

(広 島 ・森 才 三)

◇ 今 回 の企 画 の素 晴 らしさは,研 究者 がそ の学 問 の最 先端 を,教 育 現 場 の教 師 に講 義 し,

その 意 見 ・質 問を受 けとり,直 接 答 えるとい う 「場 」 を設 けられた ことです.教 科 書 ・指 導

書 ・参 考 書 ・一 般 教 養 書 などか ら情 報 を得 るの みで,じ か に研 究 者 の考 え方 や アプローチ

の仕 方 などにふ れる機 会 が ほとんどなく,あ やふ や な知 識 で授 業 をしている,私 のような教 師

にとって,刺 激 になる機 会 で した.(福 岡 ・末 永 寛)

309



(ii)ヨーロッパ 中心 ・中国 中 心 史 観 からの 脱却

本研 修 会 の重 要 な目的の1つ が,現 在 の 世界 史教 育 を呪 縛 しているヨー ロッパ 中心 史 観 や 中

国中心 史観 か らの脱却 である.そ して この目的 にそって,「 中央 ユーラシア」 や 「東 南 アジア」 と

いう,旧 来 の史 観 では 「周 辺 」・「敗 者 」 としか みなされてい ない地 域 の歴 史 を講義 の主 題 にす

えることにより,公 平 ・対 等 な立 場 にたった 世界 史 の最 前 線 の研 究 成 果 を提 示 した.こ のような,

旧 来 の史 観 の打 破 とい う提 言 も,以 下 のように,多 くの教 員 か ら共 感 ・支 持 の声 が 寄 せ られて い

る.ま た,教 育 現 場 にお けるより実 践 的 な問 題 として,こ れまで 参 考 資 料 が あ まり整 ってお らず,

教 材研 究 が手 薄 になっていた 「中央 ユ ーラシア」・「東 南 アジア」 に関 す る最先 端 の研 究が 講 義

された点 も有意 義 であったとす る意 見 が 複 数み られる.

◇ 普 通 の伝 達研 修 とは異 なり,研 修 内容 の 取 捨 選 択 ・現 場 活 用 の 前提 に教 師 自身の 自己

改 革一 西 欧文 化 中心 主 義か ら脱 皮 し,文 化 相 対 主 義 を受 容 ・体 得一 を実 践 し,生 徒 という

犠 牲 者 を出さない事 が 急務 と猛省 してお ります 。(岩 手 ・山本 賢)

◇ 私 がつ くづ く反 省 させ られ たのは,桃 木 氏 の発 表 のなかにあった 「グローバ ル化 の時 代 だ

か らこそ,周 辺 の 歴 史 か ら学 ぶ必 要 性 が ある」 とい う問 題 提 起 で あった.(中 略)「 周 辺 」

の歴 史 の なか か ら民 族 ・国家 ・市場 といったものを問い 直 すならば,そ こには硬 直化 した言

説 をときほぐして新 しい 道 を展 望 する問題 群 が あることがわ かるの だ.私 たちが これまで追 求

してきた平和 創 造 のた めの世 界 史教 育 は,こ ういった視 座 の再 検 討 のなか で改 めて鍛 え直

されね ばならない. .(長 野 ・小 川 幸 司)

◇ 今 回 の研 修 を通 して,い か に私 自身が 西 欧 中心 主 義 の歴 史 観 にとらわれてきたの か,あ る

い は 厂強 者 」 厂勝者 」 の 側(こ れ につい ても疑 念 を抱 き始 めた が)か らの歴 史 観 で単 元 を

構 築 してきたのか を知 らされ る機 会 となった.(石 川 ・石 尾和 彦)

◇ 「勝 者 」 「中央 」 か らの視 点の みでなく,名 もなき庶 民 の息 づ く地 域 か らも 『歴 史 』 を考

えることが,大 切 なのではないか.つ まり,グローバルでか つローカルで なけれ ばならないのだ.

否,む しろ,グ ローバ ル化 時代 だか らこそ,「 インターフェイス」 を重視 しなけ ればならない

(滋 賀 ・光 明祐 寛)

◇3日 間の集 中 講 義をつ うじて端 的 に示 され たの は,ヨ ーロッパ 中心 主 義 的 な発 想 か ら抜 け

出 し,ま た一 国 史 的 な見 方 か ら脱 却 す ることによって従 来 の 「世 界 史 」 認 識 を転 換 させ ね ば

ならないということであった.そ してそれ をいか に歴 史教 育 の 場 でおこなっていくか,こ れが こ

のセ ミナー から高 校 の教 員側 に与 えられた課 題 であった.(京 都 ・後 藤 誠 司)
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◇ 今 回の趣 意 書 を読 み,講 義を受 けて 自分 もまた中華 ・イスラーム中心 史観 に陥 る危 険性 の

あることに気 づ きました.今 後 はヨーロッパ にも,中 国 やイスラームにも偏 らない授 業 を心 が け

たい と思 います.(大 阪 ・浅 田泰 央)

◇ 今 後 の 世界 史 の授 業 を展 開す るにあた っては,先 進 国 欧 米 の歴 史 と(誤 解 を与 えない)

中華 思 想 の 中 国史 だ けで はなくアジア史を展 開 す ること,そ のアジア史 は欧 米 史 に対 抗 す る

ものでは なく,また後 進 性 を強 調 す るものでもないこと,な どいか にバランスの 良 い世 界 史 教

育 を展 開することが重 要 か,高 校 教 員 としての責 務 を痛 感 した.(大 阪 ・北村 素子)

◇ 近 代 世 界 システムの基礎 である資 源 と環 境 につ いて考 えることは,現 代 世 界 を考 えること

であ り,東 南アジア史 から見 えてくる 「周 辺 の視 点」 をもつ ことは日本 の今 後 の行 き方を考え

るうえで重 要となろう.この2点 も世界 史の枠 組 み に取 り入 れた い.(大 阪 ・西 岡浩 美)

◇ 西 欧 中心 史観 は私 たち高校 現場 の教 員 が 意 識 して いても,知 らず 知 らずの うちに身近 に

忍 び 寄 っているようです.そ の 中で東 洋 と西 洋 の 間の世 界 にスポットライトを当てた(正 統 な

位 置 づ けを与 えたと言 う方 が 妥 当で しょうか),し かも国家 的 見 地 か ら高 校 世 界 史教 育 を見

直 そ うとす るこのたび の企 画 は,企 画 その もの に斬 新 さと妥 当性 が あると思 います.

(兵庫 ・藤 原 健 剛)

◇ ヨーロッパ 中心 史 観 の克 服.(大 阪 ・遠 藤和 男)

◇ この研 修 会 で,曖 昧 な違和 感を覚えていた西 欧モ デルの 国民 国 家 的枠 組 みを中心 とした

指 導 内容 に対 し,新 しい切 り込 み の 方 向 性 を与 えてい ただ いたと感 じる.

(岡 山 ・水 田 堅)

◇ 中 央 ユ ーラシア,東 南 アジアの正 当な位 置 づ けにつ いて.こ のことが ヨーロッパ 中心 主 義

農 耕 民 中心 主 義 の世 界 認 識 を克 服 して,世 界 史像 を豊 かにす る.(岡 山 ・宮 本 竜彦)

◇ 中央 ユ ーラシア ・東 南 アジアといった 高校 教 員 の知 識 そ のもの が 薄 い地 域 の講 義 学 習

指 導 要 領 の軸 の1つ である近代 世界 システム論 など充 実 した講 義 が続 きました.

(神奈 川 ・松 木 謙一)

◇ 中央 ユ ーラシアや東 南 アジァは我 々の教 材 研 究 が 手 薄 いところで,今 回の研 修 会 でとても

刺 激 を受 けました,(神 奈 川 ・堀 部 宏人)

◇ 今 回の研 修 に参加 す ることにより,普 段 授 業 の中で 時 間 をかけて扱 うことが できず,教 材

研 究 も怠 りがちになる中央 ユ ーラシア史 ・東 南 アジア史 が いか に世 界 史 の 中で重 要 であるか

(重 要 な役 割 を担 っているの か)を 再 認 識 しました.(京 都 ・加 藤 貴 也)
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(iiり民族 ・国家 概 念 につい ての発 想 の転 換

本研 修 会 では,従 来,西 欧 的な基 準 ・発 想 にもとつ いて理 解 されてきた 「民 族 」 や 「国家 」

という概 念 に関 しても,「中央 ユ ーラシア」 史 ・「東 南 アジァ」 史 の 立場 か ら新 たな理解 が提 示

された。そして,「民 族 」 や 「国家 」 に対 す るこのような新 たな理解 は,参 加 教員 に大 きな刺激 を

与 えたようである。

◇ 今 回の特 集が シルクロードという事 もあって,「 民 族 の混 交 ・転 換 」 という現 象 が特 に印 象

に残 りました.(埼 玉 ・大 石 基 樹)

◇ 私 の 世界 史を分 析 す るさいの 「物 の見 方」 というの は,民 族 とか国 家 とか市 場 といった歴

史 の主 要 概 念 ・カテゴリーについ て,無 意 識 のうちに西 欧 の歴 史 のなか から生 まれて きたも

のを 「基 準 」 として想 定 してお り,そ の 「基 準 」 にどれだけ近 い かという物 差 しで非 西 欧 世

界 の歴 史 を分 析 してきたように思 うのであ る.今 回 の研 修 会 で,森 安 氏 の中 央 ユ ーラシア史

研 究や桃 木氏 の東 南 アジア研 究か ら学 んだことは,そ うした民 族 ・国 家 ・市 場 といったものの

「多 様 な形 態 」 を見 とお す ことのできる広 い視 野 と柔 軟 な思 考 力 をもつことの 大切 さであった.

それこそ が,世 界 史教 育 の姿 勢 の 問 い直 しにほか ならない.(長 野 ・小 川幸 司)

◇ 最も大 きかったもの は,今 まで何 の疑 間もなく使 って いた 「国 家 」という概 念 を考 え直 させ

られ たことであった.(富 山 ・稲 沢 透)

◇ 「民 族 」 とは歴 史 的 に形 成 され ただけでなく,時 々刻 々変化 するものであるという指 摘 は,

非 常 に重 大 であろう.(大 阪 ・西 岡浩 美)

◇ 「民 族 」 に対 す る柔 軟 な捉 え方 であるとか,「 成 長 」 思 考 に対 す る疑 義 など多 くの示 唆

を受 け,自 分が 歴 史 学 の 「パ ラダイムの転 換 」 ともいうような局 面 に遭 遇 してい る幸 運 を実感

した次 第.'(広 島 ・曽根 猛)

(iv)世 界 システム論 ・ネットワーク論 などにもとつ く斬 新 な世 界 史像 の提 示

本 研 修 会の 諸 講 義 で,一 国 史 の寄 せ 集 め 的 な世 界 史像 を克 服 す る方 途 として 強調 され たの

が,世 界 システム論 やネットワーク論で あり,そ の 理論 にもとつ い た新 たな歴 史 像 の提 示 も,多 くの

教 員 に刺 激 を与 えたようで ある.

◇ 世 界 史を文 明 圏 の組 み 合 わせ だけ ではなく,そ れ を繋 ぐネットワークや,世 界 システムとし

て理 解 すべ きだとの思 いを改 めて強 くしました.(神 奈 川 ・早 川 英 昭)
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◇今回の研修会では国家と地域との関係を整合的に整理して,地 域ネットワークという従来

の視点を大きく脱却した点にメリットがあり,歴史的思考を深めて行く要因が国家や民族とい

う枠組みを超えて,政 治経済を中心とした社会システムであるという点は注目されます.また,

それを広域的に分析理解し展開されたことによって,歴 史的に理解が困難であった歴史事

項や不明事項に大きく寄与した事が伺えます.(京 都・山内敏輝)

◇私たち高校の世界史教員には,長 年教鞭をとっておれば歴史的事実や特定の地域にお

ける時代の概観というものはできてくるものです.私 たちがある種の感動を覚えるのは,既 知

の歴史的事実が全く新しい切り口で説明されたときや広がりのある時代や地域を巨視的にと

らえることが提示されたとき,また,世 界システム論に代表されるような時代と地域を斜め切り

にするような視点が示されたときなどです.そ の意味で,この研修会では大変な贅沢ができま

した.(兵 庫 ・藤原健剛)

◇今回の研修には,民 族や主権国家を基軸とした従来の枠組みを相対化し,世 界史を広く

厂関係性」の観点から見直そうという方向性が基調にあったように感じます.(中 略)「 関

係性」を重視する観点からは,そ れまで気づかなかった 「時代の構造」というものがよく見

えてくるように思いました.(広 島・曽根 猛)

◇7つ のレクチャーには,歴 史の再構築を示すような共通部分があるだろうか.あ るとすれば,

共通解は 「世界システム」であろう,(愛 媛 ・桐本則幸)

(v)世 界史教育と日本史教育の連携に関するヒントの提供

先述のように,現 在の高校世界史教育においては,日本史教育との連携が不充分であるとい

う問題点が,複 数の教員によって指摘されている.本研修会では,日本史とアジア史の連動に関

するいくつかの具体的事例を提示する講義が1つ 準備されたが,この講義は世界史教育と日本

史教育の連携に関心をもつ教員に,い くつかの有意義なヒントを与えたようである.

◇山内晋次先生の 『遣唐使途絶後の日本とアジア』は,北 方対策で宋が日本硫黄を大量に

買い付けること,博 多の宋坊の存在など目新しい史料から東アジア世界をみるもので,日本

史と世界史とをリンクする教材を検:討している私にとって大いに興味あるものでした.

(神奈川 ・松木謙一)
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◇ 今 回の 「高 等 学 校 世 界 史教 員 研 修 会 」 に,日 本 史教 員として参 加 した者(少 なか らず

い た筈)と して レポートを提 出します.と いうの は,大 半 の歴 史 教 員 は世界 史 ・日本 史 の両 方

を現 に教 えてい るか,過 去 に教 えたことが あり,「二 足 のわ らじ」 を標 準 装 備 してい るか らで

あ り,そ の 意 味 で相 変 わ らず 厳 重 にボーダーが 引 かれ る大 学 教 育 と違 い,高 校 歴 史教 員 は

まさに日本 史 ・東 洋 史 ・西 洋 史 をインターフェイスしていることになるか らです.こ の事 実 は今

回の研 修 会 でも充 分考 慮 して頂 い ており,山 内 晋 次 報 告 は日本 史 専攻 者 の 渇 えを大 いに潤

す もので した.(京 都 ・藤 田雅 之)

◇ 西 夏 に対 抗 す る宋 の 軍 需物 資(火 薬 原 料)と しての硫 黄 が,11世 紀 の日本 か ら大量 に

宋 に輸 出 され ていたという事 実 は日本 と中 国,さ らに中央 ユ ーラシァと空 間的 には隔 てられた

地 域 が 有機 的 に結 合 し連 動 してい ることを明 確 に物 語るものである.こ のような事 例 を高校 生

に紹 介 することによって,歴 史 にお ける同 時 代 的 認 識(そ れ こそ が 世界 史 的 歴 史 認 識 だと

思 うが)を 彼 らに持 ってもらうことが 可 能 となろう.(大 阪 ・佐 々木利 昌)

(vi)教 員の教 育 ・研 究 意 欲 の活 性 化

これ までみてきたように,本 研 修 会 の成 果 として,教 員 側 か らさまざまな点が 挙 げ られているが,

そ のような個 別 具 体 的 な成 果 以 外 にも,教 員 として自らが 学 び続 けることの大 切 さを痛 感 したとい

う感想,教 員 としての 姿勢 ・ス タンスをあらため て見 つ め直 したい とい う感 想,今 後 この ような新

たな取 り組 みを行 ってみ たいとい う抱 負,こ れまで実 践 してきた 自分 の教 育 方 法 ・方 針 の正 しさを

再 確 認 できた というような感 想 などが,多 くの 参 加者 から寄 せ られている.こ のような教 員 の教 育 ・

研 究 意 欲 の活 性 化 という点 も,教 員 が研 究 の最 先 端 に触 れることの 重 要 な効 用 であろう.そ の 意

味 でも,今 後 ますます研 究 と教 育 の接 点が 拡 大 される必 要 が ある.

◇教室という閉鎖された空間で生徒の目を教員に向けさせる最大のきっかけは教員のインパ

クトであううと思われます.そ のインパクトとは教員の世界史に対する情熱,そ して自ら学ぶ姿

勢でしょう.多くの世界史担当教員が大学時代に何らかの形で歴史にふれたはずではありま

す.そ の際に学ぶことのおもしろさや新しいことを知った時の素直な驚きを忘れず,継 続的に

歴史を学び続けている教員ほど,生 徒にとっては魅力的な存在となるはずです.そ の意味で

今回行われた研修会は多くの教員に教科書や指導書に書かれていない歴史的視点を学ぶ

ことができて有効であったと思われます.(東 京・宮武志郎)
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◇ この3日 間 の研 修 会 で,あ らためて再 検 討 すべ きだ と思 った ことは,そ うした 世界 史教 師 と

しての姿 勢(ス タンス)・視 座 であって,そ れ以 下 のものではない.だ から,「講 義 は面 白かっ

たが 高 校 の現 場 で の活 用 の方 法 が わか らない」 とか 「中央 ユ ーラシア史 とか 東 南 アジァ史

は所 詮授 業 で詳 しく扱 う時 間 が ない」 といった ぼや き節 が,研 修 会 の討 論 のなか で高 校 の

教 員 か ら繰 り返 され たのは,残 念 であった.そ うではないの ではないか,と 反 論した いのであ

る.何 のため に世界 史 を高校 生 に教 えるの か,と い う問 題 関 心 その ものが,こ の研 修 会 では

俎 上 にのぼってい たのではなかったか.(長 野 ・小 川 幸 司)

◇ 今 回の研 修 会 で得 た薪 たな問 題提 起 や仮 説 も素材 としなが ら,ア ブダクションの教 育,す

なわち仮 説 を定 立 し推 論 を展 開す る授 業 形 態 の開 発 に取 り組 んでみ たい と思 う.

(愛知 ・久 住 弘行)

◇ この研 修 はこの3日 間 で終 わりで はないと思 います.こ の研 修 に参 加 してしまったということ

は,こ こでい ただいた多 くの問 題 を教 育 の現 場 に持 ち帰 り,自分 なりに消 化 し,熟 成 し,生 徒

の レベ ルに応 じて再 構 築 しなが ら実 際 の教 育 の場 での実 践 を模 索 していく第1歩 を印 したに

す ぎないとい えます.(大 阪 ・金 田修 治)

◇ 教 師 にとって大切 な初 心 ともいえる 「何 をどう教 えるか 」 ということにつ いて文 字 通 り 「リフ

レッシュ」 できたように思い ます.(大 阪 ・今 西 保雄)

◇ 新 しいことを知 る喜 びや,疑 問 に答 えが 示 され 納 得 できたときの嬉 しさを何 より強 く感 じた

時 間であった.(兵 庫 ・大 畑 睦 子)

◇ 今 回の研 修 会 で最 も強 く感 じた事 は,私 達 教 師が 生徒 に教 えるまでの 「教 材 としての 世界

史」 を,ど れ だけ自身 の中 で確 かなもの にしなければならない かとい う,一 種 の責 任 感 である.

(大阪 ・岸 大 資)

◇ イメージをまず持 たせ るという方針 は,ど の 時 代 を教 えるにして も必 要 であ ると思う.桃 木

教 授 の 厂コスチュームプ レイ」 とほぼ して いることは共 通 しているので,密 か に自信 を深 めて

いるところである.(神 奈 川 ・佐 藤 雅信)

◇ 今 回の研 究 会 の 中で,大 学側(研 究 者)と してはどのような学 生 を高 校 に求 めるか という

参 加 者(教 員)の 質 問 に対 し,自 分 で考 えるカ のあ ることに加 えて,数 学 的 な思 考 の できる

生徒 を求 めてい るという明 快 な回答 が あり,大 変 勇 気付 けられた.(京 都 ・松 田 宏)

◇ むしろ"自 分 の授 業 の 方 向 はこれで 良 い"と いう自信 を得 たことが 貴 重 で した.周 囲 の世

界 史 教 師や,受 験 参 考書 が"通 俗 的な"歴 史 を再 生 産 しているなかで,"異 質 な"授 業 を

す るの は心 理 的にキツイところが あったからです.(大 阪 ・笹 川 裕 史)
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◇ 「高 校 世 界 史教 育 にお いて,生 徒 に身につ けさせ るべ き学 力 とは何 か 」 をもう一 度 問 い

直 す 必 要 があると感 じた.(中 略)今 回の研 修 を通 じ,知 識 習得 の過 程 で,も っと生徒 自身

に考 えさせ る要 素 を盛 り込 む必 要 を痛 感 した.(兵 庫 ・八 尋 孝 一)

◇ 高校 で基 礎 を固め,大 学 で 発展 的 に学ぶ ことで 生 徒 が歴 史観 を築 いてい く,そ れ を支 援

するのが教 員 の役 割 ではないか.そ のために今,高 校 教 員 と大 学教 員が 世 界 史教 育 につ い

て共 同で構 築 すべ きもの,そ れ は 「歴 史 学習 において身 につけるべ き学 力 とは何 か 」 を考 え

ることではないだろうか.(兵 庫 ・大畑 睦子)

◇ 現 場 の教 員 に求 め られるのは,(ま さに桃 木 氏 が 学 生 に求 めるところの)「 説 明 す る力 」

で ある.(福 岡 ・小 山 潤)

(vii)教員同士の交流の場の提供

講義から学んだ諸成果以外にも,従来の教員研修会とはまた違ったかたちで全国の教員同士

が交流できたことも、本研修会の成果の1つ であるという意見が寄せられている.た だし,この

点については,高 校教員同士の交流は,教 員の研究集会で行えばいいことであり,本研修会で

はあくまでも大学の研究者と高校の教員の交流を主眼とすべきであるという意見もある.

◇ 個 人 的 にはお名 前 を存 じ上 げるだけで,面 識 の なか った他 県 の高 校 の先 生 方 と直接 お 目

にか かれた ことが収 穫 でした.(埼 玉 ・小 林 共 明)

◇ 高 校 の教 員 との交 流 が できたこと(中 略)共 通 の 問題 関心 を持 っていることに励 まされた.

(中略)名 前 は聞 いてい たが,面 識 のなかった全 国 の何 入 か の先 生 と懇 親,情 報 交 換 で き

た.(愛 知 ・磯 谷 正 行)

◇ 全 国で孤 軍 奮 闘 していた世 界 史 教 員 のネットワークの 第1歩 がここにスタートした感 じが し

ました.(大 阪 ・金 田修 治)

◇ 高校 教 員相 互 の交 流 は前 の週 に東 京 で全 歴 研,高 知 で 歴協 教 が 開 か れてお り,そ こで

交 流 す れば いい.(神 奈 川 ・石 橋 功)

(2)研 修会の問題点

前節では,本 研修会の成果として参加教員たちから寄せられた意見を集約したが,もちろん,

本研修会に問題点がなかったわけではない.本 節では,参 加教員が研修会の問題点として指摘

している点をまとめておきたい.
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(i)講義という一方通行的な形式中心

今回の研修会では,全 体として限られた時問のなかに,7人 の講師によるそれぞれの専門分

野での講義を並べ,質 疑応答の時問も充分にとることができなかったために,大 学側から高校教

員側への一方通行的な発信に終わり,両者の交流が充分に行えなかったという感想が参加教員

の問にある.そ してこの点と関連して,研 究者の講義を拝聴するという受身の姿勢でしか参加し

ていない教員が多かったという意見も寄せられている.この一方通行的な発信という問題につい

ては,次 年度以降,とくにその解消に向けてプログラムの工夫などを行う必要があろう.

◇ 大 阪 大 学 の 諸 先 生 方 の レクチャー は基 本 的 に一 方 的で あり,高 等 学 校 教 員側 は受 け身

の姿 勢 でしか 参 加で きなかった事 実 を指 摘 させ ていただ きます.そ の ために,高 等 学 校 教 員

はレクチャーの 内容 に感 心 す るばか りであ り,そ こに参 加 す ることだ けで満 足 している人 々が

多 いように感 じました.(東 京 ・宮 武志 郎)

◇研 修 会 の進 行方 法 につ いて,当 方 は,各 研 究者 の発 表が 終 了 すると,質 問表 を提 出して

それ を回収 し質 問 事 項 を整 理 して テー マが 絞 り込まれ て課 題 を討 論 す るものと判 断 しており

ましたが,質 問に 回答 す るという方 法 に一 元化 されてい るため,討 論 と交 流 が充 分 にできな

かったように存 じます.(京 都 ・山 内敏 輝)

◇ 一 部 を除 くと講 義 だけの一 方 通 行 で終 わることが 多 く,大 学 の先 生 との交 流 を図れ なか っ

た.(神 奈 川 ・石橋 功)

(ii)講義内容について

講義内容に関する問題点としては,基 本文献を読んだことを前提としてより高度な内容が聞き

たかった,中 央ユーラシア・東南アジアの世界史上での位置付けが不明確,講 義内容のスケー

ルが大きくすぐには教育現場に応用しにくいなどの意見が寄せられている.

◇以前に講座岩波世界史等で読んだ内容が語られることが多く,それ以上の詳しい内容,

仮説等の紹介が少なかったように感じた.せ っかくの機会だから事前に講座岩波の論文等

身近で手に入る論文を読んだ事を前提の講義を展開して欲しかった(神 奈川 ・石橋 功)

◇中央アジア,東 南アジア等の狭い空間,限 られた時間を扱った関係で,そ の取り扱った部

分が世界史にどう位置つくかの視点に欠けていたように感じた.(神 奈川 ・石橋 功)
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◇ 講義 の 内容 につ いては,世 界 史 の大 きな枠 組 み という話 をしてもらうよりは,山 内教 授 のよ

うな小 さな事 柄 に焦 点 をあてていくと大 きなものが みえてくるという手 法 は,高 校 で テーマ 学 習

をする際 に,非 常 にアイデ アを与 えてくれるもの であったと思 う.(広 島 ・田子 昌紀)

◇ 中央 ユ ーラシア史 の観 点 か ら,世 界 史教 育 を再 構 築 してい くことに大 きな意 義 を見 いだ し

ます が,ス ケールが 大 きす ぎて教 員 も対 応 で きない 部 分 が 出 てくるか もしれない.

(大 阪 ・金 田修 治)

3.今 後 の研 修 会 にむけての課 題

(1)研 修 会 の 内容 に関 する課 題

次 年 度 以 降 の研 修 会 の 内容 について,参 加教 員側 から以 下 のようない くつか の提 案 ・希 望 が

寄 せ られ ている.も ちろん,す べ ての提 案 ・希 望 を実 現 す ることは難 しいが;研 究者 ・教 員 双 方

にとってより有 意 義 な 「インターフェイス」 の場 を確 保 していくため にも,そ れらの意 見 をできるかぎ

り考 慮 していきたい.

(i)より幅広 い内容 に関する最 先端 の 状 況 の提 示

前 掲 の アンケート集 計 にもみられ るように,今 後 さらにさまざまな時代 ・地 域 に関 す る最 先 端 の

研 究 状 況 を聞 きたいという希 望が,多 くの教 員 か ら寄 せ られている.

◇ 「シルクロー ド」 に限 らず 世 界 史 の幅 広 い 内 容 につ いて今 回のような研 修 会 を提 供 して

いた だけないかということで ある.大 阪大 学 の先 生 方には是 非 今 後 もこうした催 しを継 続 して

いた だきたいし,さ らに言えば,こ うした 試み が他 大 学 にも広 が って,大 学 の研 究 と高 校 の教

育 現場 との結 びつ きが 強まることを期 待 したい.(東 京 ・日下 部公 昭)

◇ 西 洋 史 の先 生 方 にももっと参加 していただ けます と,よ り一層 広 が ってい くの ではないか と

思 います.(大 阪 ・小 代肇 子)

◇ 次 に,こ のような機 会 を設 けるなら,「海 のシルクロード」 が いいの ではないかと思 う.古 代

にアフリカの途 中 までシリア人 が行 って いたこともつ なげて.古 代 ロー マのインド・東 南 アジァ

貿 易,イ スラムのユ ーラシアをまたにか けた貿易(教 員 には東 アフリカ貿易 が 忘れ られている).

(大阪 ・遠 藤 和 男)

◇ もっと 厂目か ら鱗 が落 ちる」 具 体 的 な特 論,ウ イグル ・モ ンゴル ・マンジュ ・チャンパ ー史な

どの最先 端 の論 点を聴 きたかった.(兵 庫 ・山内 英 正)
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◇ 要 望 としては聖ヨーロッパ 史 やオリエ ント・ギリシア ・ローマなどの 分 野 を含 んだ世 界 史 ト厂

タルの 企 画と意見 の違 い ・交換 がなされる 「場 」 を設 けていただくとよいでしょう.

(福 岡 ・末 永 寛)

◇ 内 容 につい ては,や はり大 学 の 先 生 方 が専 門とされて いる学 問 領 域 につ いての,最 新 の

成 果 を聞 かせ て いた だきた いと思 います.そ れ が 一 番,現 場 で授 業 を組 む私 たちにとって,

勉 強 になるので はない かと思 います.授 業 は,生 徒 が世 界 史 を好 きになるように作 り上 げるの

が,私 たちの仕 事 だと思 っています ので,研 究 者 の方 々が 一 番 おもしろいと思って らっしゃる

現在 進 行 形 の研 究 を,こ の ようにわ かりや す い形 で勉 強 させ てい ただくの が いいの だと思 い

ます.(大 阪 ・小 代 肇 子)

(ii)世界史教育内容の精選に関する研究者 ・教員の話し合いの場の確保

先述の高校世界史教育の問題点でも指摘されているように,現 行の教科書には過剰な知識が

羅列的に詰め込まれている.そこで,このような状況を改善するために,教 育内容の思いきった

精選 ・削減をするための研究者 ・教員の話し合いの場を確保してはどうかという非常に興味深

い提案がなされている.この提案は,次 年度以降の研修会における新しい試みとして,充 分考慮

に値するものであろう.

◇世界史教育の内容の精選といった場合にどのような内容を取り上げてどれを削るのか,大

学の研究者の先生方と高校の現場の教員とのやりとりの中で道筋をつけていきたい(中 略)

すべての高校生に教えるべき世界史の内容とはどのようなものであるかということを,本 気に

なって検討していかなければならない.(東 京 ・日下部公昭)

◇世界史教育が扱う「知識の精選」の必要性である.(中 略)大 学と高校の教員たちの有

志で 厂スクラップ」を提言する協議会を結成したらどうであろうか.(中 略)こ の協議会は以

下のことを検討すればよい.1つ は,現 在の歴史学界の動向をふまえたうえで21世 紀の世

界史教育にとって新たに加えるべき学習テーマを考える.もう1つ は,以 前には学ぶ意義が

あったと思われていたが現在においては瑣末な知識でしかないものを分類し,その 「スクラッ

プ」を提言する.後 者の点が特に大切である.(中 略)21世 紀の世界史教育の発展のた

めにも,以上に述べたような世界史教育 「スクラップ」協議会が日本社会の中に産声をあげ

るべきだと私は考えるが,い かがであろうか.(長 野・小川幸司)
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(iii)模擬 授 業 ・実践 報 告 などの実 施

研 究 者 ・教 員 の討 論 ・交 流の 場 である本 研 修 会 の 意 義か らして,高 校 教 員 側 が 模 擬 授 業 や

授 業 の 実 践 報 告 などを研 修 会 の プログラムの 一 環 として行 い,そ れ に対 して大 学 の研 究 者 と高

校 の 教 員 の双 方 が 意 見 を述 べ あってはどうか という提 案 が,い くつ も寄 せ られて いる.た しか に,

大 学 の研 究 者 が 高校 世 界 史 教 育 のよりリアルな実状 を知ることは意 味 のあることであ ろう.し かし,

研 究 者 は教 室 での授 業 のプロで はない ので,本 研 修 会 の場 でそ のような模 擬 授 業 や実 践 報 告 を

行 ったとしても,教 員側 が 期 待 す るような成 果 が得 られ るか は疑 問 である.今 回 の参 加 教 員 のな

か からも,そ の ようなプログラムは高校 教 員 同 士の研 修会 でゃ れば よい という意 見 が 数 人か ら出さ

れ ている.し た がって,こ の模 擬 授 業 ・実 践 報 告の 実 施 に関す る問題 は,す くなくともこの 数年 間

には本研 修 会の なかで実 施 す るつもりはない.そ れでなくても,今 回 の丸3日 間でさえ時 間が足 り

なかったので ある.も しそ ういうことが 必 要 であれ ば,高 校 側 が主 宰 者 となる研 修 会 に,大 学 の研

究 者 を招 くという形 にしていただきたい.

◇高等学校教員が実際に行っている授業を参加者全員に見せ,そ れを高等学校教員と大

学教員が検証するという方法はどうでしょうか(東 京 ・宮武志郎)

◇教員研修ならば,授 業実践の試みや授業案の提示 ・検討があってもよいのではないかと

思う.(愛 知 ・神谷康夫)

◇研究現場と教育現場との接点を拡大していくために,「講義一質疑応答」の形態だけで

なく,現役の高校教師が作成した,あ るテーマでの授業案や実践記録を,大 学の先生方も

交えながら全員で議論するというコーナーも必要ではないかと思いました.(大 阪・笹川裕史)

◇私は,中 学校でこれぐらいは教えて欲しい,とか,中 学校ではどれだけのことを教えている

のか,教 科書はどの程度の内容なのか,中 学校の授業を見学してみたい,と考えることがよ

くあります.もし時間が許すならば,大 学の先生方にも,実際に高校の授業を見て具体的な

アドバイスをしていただくことが有意義なのではないかと思います.(大 阪 ・浅田泰央)

◇ 「世界史の授業」をする時間を設定されてはどうでしょうか.(福 岡・末永 寛)

◇教員同士の情報交換の場として,新 課程の内容を実践してみての苦労などが聞ける時間

がもう少しあり,その中で大学側とのやりとりもできるとよかったかと思う.

(神奈川 ・大久保敏朗)

◇高校教員相互の交流は前の週に東京で全歴研,高 知で歴協教が開かれており,そこで

交流すればいいこと.(神 奈川・石橋 功)
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◇ 内 容 につい ては,や はり大 学 の先 生方 が専 門とされてい る学 問 領 域 につい ての,最 新 の

成 果 を聞 かせ て いた だきた いと思 います.そ れ が 一番,現 場 で授 業 を組 む私 た ちにとって,

勉 強 になるの ではないかと思 い ます.授 業は,生 徒 が 世界 史を好きになるように作 り上 げ るの

が,私 たちの仕 事 だと思 っています ので,研 究 者 の方 々が 一番 おもしろいと思 ってらっしゃる

現在 進行 形 の研 究 を,こ の ようにわ かりやす い 形 で勉 強 させ ていた だくの がい いの だと思 い

ます.(大 阪 ・小 代 肇 子)

◇ 今 回は全 国か ら熱心 で主 体 的な皆 さんが結 集 し充 実 した研 修 会 になりましたが,そ れでも

同業 者 の 「質 問 力」 のなさは情 けなく,教 室 でのプロの くせ に 「どう教 えた らよいか」 と問う

者 あ り,超 一流 の研 究 者 に質 問 できるまれな機 会なの に,教 師 問での 意見 交 換 を要 求 し,杜

撰 な 自説 を披 瀝 す る者 もあった りして,つ くづ く高校 教 師 の度 し難 さを実 感 された のではない

でしょうか.私 としては,今 回 の研 修 プログラムの内 容 ・運 営 には千 にひとつの注 文 もなく,た

だただ,来 年 度 以 降も継 続 す ることを祈 ってやまないものです.(京 都 ・藤 田雅 之)

◇ どう授 業化 す るか はもともと高校 教 師の側 の領 域 である.(大 阪 ・小 川 総)

(2)研 修 会 の 運 営 方 法 に関 する課 題

研 修 会 の運 営 方 法 のなかで もとくに,参 加 教 員 の募 集 方 法 に関 して,以 下 の ようないくつか の

提 案 ・希 望 が寄 せ られている.次 年 度 以 降,こ れ らの意 見 を参 考 にしなが ら参加 者 の募 集 を行 っ

ていきたい.

(i)講義内容に関する予習の義務付け

◇研修に参加するには最低ある程度の概説書や論文レベルを読むくらいの積極性が求めら

れます.そ のために,研 修参加資格として基本文献の読破を義務づけては如何でしょうか、

(東京 ・宮武志郎)

◇事前に課題図書を与えておくこと(神 奈川 ・石橋 功)

(ii)グル ープによる参 加 の禁 止

◇ 高 等 学 校 教 員 が 半 ば遊 びの気 持 ちで参 加 す ることを避 け るため に,グ ループで招 待 す る

ことを止 めるべ きと考 えます.(東 京 ・宮 武 志 郎)
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(iii)自主 的 ・主体 的参 加 姿 勢 の確 保

◇ 唯 一,せ つにお願 い したい点 は,参 加者 の募 集 について も今 年 度 どお り都 道 府 県 の教 員

主 体 の研 究 会 を通 してお 願 いしたく,決 して教 育 委 員 会 を通 じて 「下達 」 されないよう祈 りま

す.そ うす ることが 研 修 会 の,自 主 的 ・主 体 的 に参 加 す るとい う原 点 を確 保 するもの と切 実

に思 うか らです.こ の件 に関 してはよろしくお願 い します,(京 都 ・藤 田 雅 之)

(3)大 学研究者と高校教員との対話の場の継続的確保

今回の研修会を終えて,以 下のような研究者 ・教員の対話の場の継続的確保を要望する声が,

参加した多くの教員から寄せられている.

◇今後とも教師 ・生徒を含めて高大連携を進めてもらえればと願っています.

(神奈川 ・早川英昭)

◇歴史研究の現場と歴史教育の現場との対話が一層深まることを期待したい.

(神奈川 ・澤野 理)

◇今後の試みとして大学側と現場の世界史の高校教員との連携は今まで以上にこれからも

必要ではないかと感じた.(神 奈川 ・大久保敏朗)

◇研究者と教育現場を結ぶパイプももっと太くしなければならないことを痛感した.

(滋賀 ・光明祐寛)

◇今回の研修会を通じて,こうした中高連携 また大高連携への取り組みの重要性と可能

性も改めて痛感させられた思いです.(京 都 ・高田法彦)

◇研究現場と教育現場という異質な場を結ぶために,私 達はその方法と,両者に共通する

言葉を早急に開発する必要がある.(中 略)学 問の先端研究の持つ意味が明確に語られ,

現場教師がそれを敏感にキャッチして論理的に表現できるようになれば,教 育現場の多様な

実態にかかわらず,そ れらは普遍的に同僚や生徒に伝え得るものになるのではないかと私は

考える,(奈 良・藤本教子)

このような教 育現 場 の声 に応 えて,今 回 のようなCOEと いう特 別 な背 景 ではなく,日常 的 に両

者 の対 話 の場 をどの ように継続 的 に確 保 していくか ということが,わ れわれ も含 めた大 学研 究者 の

側 に課 され た大きな課 題 であろう.そ のた めの1つ の手段 として,つ ぎのような参 加 教 員 の意 見 に
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み える大 学 側 の積 極 的 な情 報 発 信 は必須 のもの であろう。この 点 で.今 回の われわ れの研 修 会

は,そ の積 極 的 発 信 のモデルケースとしてもある程 度 の成 功 をおさめたといえるの ではなか ろうか.

◇ 大 学 側が 普段 感 じてい る問 題 をどんどん発 信 してもい いと思 います。高 校 現 場で は,大 学

入 試 と指 導 要 領 に縛 られ る部 分 が 多 く,生 徒 も,教 師 もこれ らを基 準 にせ ざるを得 ない所 が

あります.し かし,問 題 意 識を共 有 するのはとても有 意義(中 略).ハ ードルは高 く,しかも数

も多 い のです が,大 学 か らは高 校教 員 に対 し,学 問 の成 果 をもっと発 信 して欲 しいと思 い ま

す.高 校 で の教 育 と大 学 の研 究の 格 差 はあって当然 で す が,高 校 の 世 界 史 の教 員 はその

狭 間 を埋 める存 在 でありたい と思 っています.情 報発 信 とよく言 います が,イ ンターネットなど

で流 しっぱなしになって いるだ けのもの はよくあります.イ ンターネットやプ レゼ ン技 術 を軽視 す

る気 はありませ んが,顔 を突き合 わせ 同じ場 を共 有 し研 究成 果 を語 り合う場 は絶対 必要 です.

この研 修 の来 年 度 以 降のさらなる発展 を願 います.(大 阪 ・若 松 宏 英)
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おわりに

以 上,ア ンケート・レポー トなどを総 合 す れば,今 回 われわ れ 「シルクロードと世 界 史 」 班 が 企

画 ・開催 した全 国 高 等学 校 世 界 史 教 員研 修 会 はお おむね好 評 をもって迎 えられ 、初 回の試 みと

しては充 分 な成 果をあげることが できたとい えるであろう.た だし,そ の一 方 で,先 述 のように種 々

の課 題 が 見 えてきたことも事 実 であ る.今 後,そ れ らの諸 課 題 に取 り組 みつ つ,今 回 われわ れが

創 り出 した大 学 の研 究 現 場 と高校 の教 育 現 場 との接 点 をよりいっそう確 実 に保 持 ・継 続 してい く

ため に,次 年 度 以 降,さ らにさまざまな試 みを行 ってい きたい.

次 年 度 以 降 の高校 教 員 研 修 会 においては,「 陸」 のシルクロードか ら 「海 」 の シルクロードへ

とメインテーマをシフトし,そ のテーマの もとで 日本 史 研 究 や西 洋 史研 究 との連 携 もい っそう深 めて

いく予 定で ある。今 回研 修 会 に参 加 した教 員 の1人 か ら報告 され てきた,「今,3～4人 が 中心

となって,こ の研 修 に参加 したもの同士 の勉 強会 の ようなものを大 阪 で作 ろうと考 えています.せ っ

か くの機 会 を何 とか 生 か し,そ の成 果 を報 告 で きるように頑 張 ろうと思 っています 」(大 阪 ・若松

宏 英)と いうような、 高校 教 員側 にお ける新 しい動 きとも連携 しつつ,わ れ われ 「シルクロードと世

界 史 」 班 の主 要 研 究 目標 の1つ である高 校 世 界 史 教 育 の刷 新 とい う目標 に向 けて,さ らにプロ

ジェクトを進 めて いきたい.

た だ最 大 の 問 題 は,遠 隔地 か ら参 加 され る教 員 の 旅 費 ・宿 泊 費 をは じめとす る費 用 で ある,

今 回 はCOEプ ロジェクトの 一 環 として300万 円程 度 を使 用 す ることが できたが,本 プロジェクト

は今 年 度 末 に全体 として再 審 査 を受 けることになっており,来 年 度 の予 算 が 保 証 され ているわ け

ではない.も ちろんわれわれ は継 続 を前 提 としてこの企 画 を練 ってきて いる.し か し,た とえ幸 い に

予 算 継 続 が 認 め られたとしても,最 長 で あと3年 で ある.そ れ 以 後 どうす るか は,全 く白紙 の状

態 である.大 学 側 に予 算 が なくなった場 合,高 校 教 員 側 が 自己 負 担 してでもこの ような研 修 会 の

継続 を望 まれ るのか どうか,本 報 告書 出版 後 に各 方 面 か ら寄 せ られる反応 を分 析 していきたいと

考 えている次 第 である.
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